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対象国名一覧 

略語 日本語 英語 
パラオ パラオ共和国 Republic of Palau 
ミクロネシア ミクロネシア連邦 Federated States of Micronesia 
マーシャル マーシャル諸島共和国 Republic of the Marshall Islands 
パプアニュー

ギニア 
パプアニューギニア独立国 Independent State of Papua New 

Guinea 
ソロモン諸島 ソロモン諸島 Solomon Islands 
バヌアツ バヌアツ共和国 Republic of Vanuatu 
フィジー フィジー共和国 Republic of Fiji 
トンガ トンガ王国 Kingdom of Tonga 
サモア サモア独立国 Independent State of Samoa 
クック諸島 クック諸島 Cook Islands 
キリバス キリバス共和国 Republic of Kiribati 
ナウル ナウル共和国 Republic of Nauru 
ニウエ ニウエ Niue 
ツバル ツバル Tuvalu 

 

添付資料一覧 

1 調査票一式 
2 輸出入統計データ詳細表 
3 資源フロー計算表 
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1 調査の背景と目的 

1.1 調査の背景と目的 

1.1.1 調査の背景 

大洋州の島嶼国における廃棄物管理は、その国土の遠隔性・隔絶性・狭小性といった

地理的条件や伝統的な土地所有制度等の社会的背景からその適切な処理が困難な上、急

速な生活様式の近代化等に起因して廃棄物の種類の多様化や量の増大が顕著となってお

り、域内共通の課題のひとつとなっている。 
このような中、JICA は、2000 年の太平洋地域環境計画事務局（Secretariat of the 

Pacific Regional Environment Programme。以下、「SPREP」という。）への個別専門家派

遣を皮切りに、サモアを拠点とした広域協力やパラオ・バヌアツ・フィジーにおける二

国間技術協力プロジェクト等を通じて、大洋州地域の固形廃棄物管理の改善を支援して

きた。2011 年からは、広域案件である「大洋州地域廃棄物管理改善支援プロジェクト

（J-PRISM）」を通じて地域間協力を重視した協力を進めてきており、現在、同プロジ

ェクトフェーズ 2（2017～2022 年）を実施中である。 
J-PRISM フェーズ 2 では、各国における飲料容器デポジット制度（Container Deposit 

Legislation。以下、「CDL」という。）の導入やリサイクル協会の設立支援等を通じ、

各国のリサイクルの推進に一定の成果を挙げてきている。例えば、マーシャルでは J-
PRISM フェーズ 2 の支援のもとで 2018 年 8 月より CDL が開始され、ガラス、缶、PET1

ボトルの回収量が大きく増加した。バヌアツやミクロネシアポンペイ州等においても、

CDL の導入・改善に向けた支援を実施中であり、大洋州各国への横展開が期待されてい

る。 
また、サモア、バヌアツ、ソロモン諸島においては、各国の民間リサイクル企業によ

るリサイクル協会の設立を支援し、各国政府と民間セクターが一体となってリサイクル

を促進する体制の整備に取り組んでいる。 
しかし、大洋州地域では、リサイクル関連産業等が十分に発達しておらず、輸入物品

が廃棄物の発生由来となる構図があり、市場・経済規模の制約もあって自国内で資源循

環を完結させることが困難な状況にある。そのため、当該地域で今後より一層リサイク

ルを促進していくためには、上述した各国での成果に加え、有価物や処理困難物をリサ

イクルが可能な海外へ輸出する、すなわち「Return」することで適正な資源循環・処理

を推進するという「3R + Return」の概念を具現化したシステムを確立する必要がある。

J-PRISM フェーズ 2 では、各国のリサイクル推進体制の構築に加え、「3R＋Return」の

実現に向けた地域レベルでの取り組みを進める予定であり、SPREP や各国政府との協議

を通じて、実現可能な具体的な将来シナリオを検討することとしている。 
本調査では、①各国における資源リサイクルの現状に係る情報の整理、②現在及び将

来における資源フロー推計等を行い、今後優先的に収集・保管・処理・輸出に取り組む

 
1 Poly Ethylene Terephthalate 
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べき対象品目（リサイクル可能資源）の絞り込み等を行うことで、J-PRISM フェーズ 2
における広域的なリサイクル促進のシナリオ検討に資する情報を収集すると共に、J-
PRISM フェーズ 2 の終了後を見据え、海洋プラスチックごみ問題等に資する廃棄物分野

の今後の支援案や支援方針を整理することを目的とする。 

1.1.2 調査の目的 

既存資料の分析及び関係機関への現地ヒアリングを通じて、大洋州各国における資源

リサイクルの現状に係る情報を整理し、現在及び将来における資源フロー推計等を通じ

て、大洋州地域における広域的なリサイクルの推進に向けた情報収集・分析を行うこと

を目的とする。 

1.2 調査団の構成 

1.2.1 業務従事者の構成 

表 1-1 業務従事者の構成 

担当業務 業務従事者 担当地域 
業務主任者／廃棄物管理政策・リサイクル調査１ 小田 真之介  
副業務主任者／廃棄物管理政策・リサイクル調査４ 孔井 順二 ポリネシア 
貿易統計・流通小売調査／資源フロー分析１ 濱田 善之助 メラネシア 
廃棄物管理政策・リサイクル調査２ 永平 晃造 メラネシア 
貿易統計・流通小売調査／資源フロー分析２ 大石 美佐 ミクロネシア 
廃棄物管理政策・リサイクル調査３ リチャード レネイ ミクロネシア 
貿易統計・流通小売調査／資源フロー分析３ 鶴田 拓史 ポリネシア 
海洋プラスチック対策 森 友愛  

 

1.2.2 業務の実施体制 

 

図 1-1 業務の実施体制 

  

ミクロネシア地域担当 メラネシア地域担当 ポリネシア地域担当

業務管理グループ
小田 真之介

業務主任者／廃棄物管理政策・リサイクル調査1

濱田 善之助
貿易統計・流通小売調査

／資源フロー分析1

鶴田 拓史
貿易統計・流通小売調査

／資源フロー分析3

永平 晃造
廃棄物管理政策・
リサイクル調査2

大石 美佐
貿易統計・流通小売調査

／資源フロー分析2

リチャード レネイ
廃棄物管理政策・
リサイクル調査3

孔井 順二
副業務主任者／廃棄物管理政策・リサイクル調査4

森 友愛
海洋プラスチック対策
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1.3 調査の日程 

調査の日程について以下に示す。本調査では、現地調査対象 9 か国への現地渡航を予

定していたが、COVID-19 の影響により、フィジーへの現地渡航を除くすべての現地業

務を国内に振り替え、遠隔により実施した。 

1.3.1 工程表 

  

 

図 1-2 概略工程表 

 
図 1-3 作業計画 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2020年

項目/期間

国内作業

現地業務

報告書提出

2021年

IR PR FR

期間

作業項目 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A 国内作業

B 現地業務

凡例：        現地業務期間 国内作業期間

海運ルートや港湾施設等の基礎情報（フィジー）

海運ルートや港湾施設等の基礎情報
（フィジー以外の現地調査対象国）

A.1　インセプション・レポートの作成・協議

A.2　関連・参考資料の収集・確認

A.4　廃棄物管理法制度の現況調査 （文献調査）

B.4　公的セクター（中央政府・地方自治体）

        によるリサイクル活動の実態調査

B.1　消費者排出実態調査

B.2　流通・小売業調査

A.9　最終報告書の作成・報告

B.3　民間セクター（民間リサイクル事業者）

        によるリサイクル活動の実態調査

A.5　使い捨てプラスチック規制を含む海洋プラ

         スチックごみ対策調査 （文献調査）

A.6　プログレス・レポートの作成

A.7　資源フロー作成

A.8  大洋州における広域リサイクルの促進

        に向けた課題及び提言

A.3　調査手法・調査様式の確定

B.9　現地関係者への調査結果報告

B.5　廃棄物管理法制度の現況調査

B.6　使い捨てプラスチック規制を含む海洋プラ

　　　　スチックごみ対策調査

B.7　廃棄物輸出入に係る基礎情報調査

B.8　輸出入統計データ・国勢調査データの調査

2020年 2021年
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1.3.2 フローチャート 

 

図 1-4 フローチャート 
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1.4 調査対象地域 

大洋州 14 か国（フィジー、パプアニューギニア、サモア、トンガ、ソロモン諸島、

バヌアツ、ミクロネシア、パラオ、マーシャル、クック諸島、キリバス、ツバル、ナウ

ル、ニウエ）とする。 
なお、現地調査対象国はフィジー、ミクロネシア、パラオ、パプアニューギニア、マ

ーシャル、サモア、ソロモン諸島、トンガ、バヌアツの 9 か国とし、それ以外の 5 か国

（クック諸島、キリバス、ツバル、ナウル、ニウエ）については、文献調査のみを実施

する。文献調査対象国では法制度調査（調査 2.5、2.6）、及び輸出入統計調査のみを対

象とする。 

表 1-2 調査対象国概要 

国 面積
（km2） 

人口（2019
年） 首都 GDP（2019 年*） 

パラオ 488 18,008人 マルキョク 2.68 億 USD 

ミクロネシア 700 約 113,815人 パリキール 4.02 億 USD 

マーシャル 180 58,791人 マジュロ 2.21 億 USD 

パプアニューギ
ニア 460,000 約 878 万人 ポートモレスビー 248 億 USD 

ソロモン諸島 28,900 約 67 万人 ホニアラ 15.9 億 USD 

バヌアツ 12,190 約 30 万人 ポートビラ 9.34 億 USD 

フィジー 18,270 約 89 万人 スバ 54.96 億 USD 

トンガ 720 約 10.4 万人 ヌクアロファ 5.1 億 USD 

サモア 2,830 約 20 万人 アピア 8.5 億 USD 

クック諸島 237 約 20,200人 アバルア 約 575 百万 NZD 

キリバス 730 約 11.8 万人 タラワ 1.9 億 USD 

ナウル 21 約 1.3 万人 ヤレン 1.2 億 USD 

ニウエ 259 1,862人 アロフィ 47 百万 NZD 

ツバル 26 約 11,646人 フナフティ 約 0.5 USD 
日本国外務省ウェブサイトより *ミクロネシアとマーシャルは 2018 年 
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1.5 主な相手国関係機関 

・ フィジー：環境局 
・ パプアニューギニア：環境保護庁 
・ サモア：天然資源環境省環境保全部 
・ トンガ：廃棄物公社、気象・エネルギー・情報・災害管理・環境・気候変動・通

信省 
・ ソロモン諸島：環境気候変動防災気象局 
・ バヌアツ：国土天然資源省環境保護局 
・ ミクロネシア：環境危機管理室 
・ パラオ：公共基盤・産業・商業省公共事業局廃棄物管理課 
・ マーシャル：公共事業省 

1.6 調査の範囲 

本調査の対象品目は下記を想定している。リサイクル促進が期待される下記の品目に

ついて、PET ボトル等のプラスチックを中心としつつ、網羅的に情報収集する。 
・ 使い捨て（シングルユース）プラスチック 
・ PET ボトル 
・ アルミ缶 
・ ガラス 
・ 紙・段ボール 
・ 金属スクラップ（鉄、非鉄金属） 
・ 廃自動車（車両本体、廃鉛蓄電池、タイヤ） 
・ 廃家電（白物家電等） 
・ 廃潤滑油 
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2 大洋州地域におけるプラスチック等のリサイクルの現状の把握 
 

2.1 消費者排出実態調査 

2.1.1 調査の概要 

消費者排出実態調査の対象は予定では現地調査対象 9 か国であったが、COVID-19 の

世界的な拡大に伴い現地調査対象国では 2020 年 4 月以降渡航が制限されていた。本調

査は現地再委託による実施を前提としていることから、遠隔での再委託業者の選定と契

約、管理は困難と判断し、渡航が可能となったフィジー国を対象に本調査をすることと

なった。 

a. 調査の目的 

本調査の目的は、消費者の行動、使用済み製品の廃棄方法（廃棄、売却または譲渡

先、廃棄理由）など、リサイクル品の廃棄方法を明らかにする。 

b. 調査の方法 

b.1 調査対象地域 

スバ市およびラウトカ市を対象とした。調査対象地域は業務仕様に従って、首都であ

るスバ市とその他主要自治体として第 2 の都市であるラウトカ市が選定された。 

表 2-1 消費者排出実態調査の対象地域概要 

項目 スバ市 ラウトカ市 
人口（人）* 76,823 44,840 
面積（㎞ 2） 26.24 16.07 

都市の概要 

スバ市はビチレブ島の南東海岸に
位置しているフィジー 大の都市
で、行政・政治の中心地である。ス
バは、1877 年にフィジーの首都と
して宣言され、近隣のラミ、ナシ
ヌ、ナウソリを合わせるとフィジ
ーの人口の 3 分の 1 以上を抱えて
いる。フィジーの金融機関、非政府
機関、政府機関のほとんどがスバ
に拠点を置いており、スバ港のキ
ングスワーフはフィジーの国際海
運の重要な拠点となっている。ま
た、倉庫や工場が立ち並ぶ大規模
な工業地帯を抱えている。 

ラウトカ市は 1977 年に市制が施
行されたフィジーで 2 番目に大き
な都市である。ラウトカはビチレ
ブ島の西に位置し、スバに次ぐフ
ィジー第 2 の国際港を有してい
る。ラウトカは、フィジーのサトウ
キビ栽培地域の中心に位置してい
るため、「シュガーシティ」という
愛称で呼ばれている。ラウトカは
砂糖産業が以外にも、木材加工、ブ
レンド、製鉄所、塗料、漁業、孵化
場等の産業がある。 

* 2017 年センサスより 
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b.2 調査の対象 

調査対象 リサイクル廃棄物を排出している家庭を対象とする。 

b.3 サンプリング 

サンプル数は、スバ地域とラウトカ地域で各 150（合計 300）とした。 
インタビュー調査は 4 月 9 日にラウトカ地区で開始し、途中スバ市での調査中に

COVID-19 の市中感染の拡大によるロックダウンの影響を受けたため、家庭訪問を電話

インタビューに切り替えて 5 月 29 日に完了した。以下に調査実施の概要を示す。 

表 2-2 消費者排出実態調査の実施概要 

地区 ゾーン 調査方法 調査日 調査数 
合計 

調査数 

Suva 

Kinoya & Tacirua Face to Face 19/04/2021 30 

150 

Tamavua & 
Cunningham Face to Face 19/04/2021 27 

Samabula & Nabua Face to Face 19/04/2021 3 

Raiwaqa & Vatuwaqa 
&  Nasese & Nasinu 
to Suva City 

Phone Call & 
Video Call 

(Due to 
COVID-19 
restrictions) 

11/05/2021 
to 

29/05/2021 
90 

Lautoka 

Field 40 & Balawa Face to Face 09/04/2021 & 
12/04/2021 30 

150 

Banaras & Rifle 
Range Face to Face 12/04/2021 & 

13/04/2021 30 

Kashmir & Tavakubu Face to Face 13/04/2021 30 

Waiyavi & Tomuka Face to Face 13/04/2021 & 
16/04/2021 30 

Simla Face to Face 16/04/2021 30 

2.1.2 調査の結果 

a. 資源ごみ排出状況 

300 世帯に尋ねた 1 週間当たりの資源ごみ排出状況は下表のとおりで、使い捨てプラ

スチックは 91%の世帯が排出しており、次いで PET ボトルと紙を排出している世帯はそ

れぞれ 73%である。 

表 2-3 300 世帯の一週間当たり資源ごみの発生状況 

品目 世帯数 
1. Disposable plastics 272 (91%) 
2. PET bottles 220 (73%) 
3. Aluminum cans 185 (62%) 
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4. Tin 112 (37%) 
5. Glass bottles 151 (50%) 
6. Paper 219 (73%) 
7. Cardboard 146 (49%) 
8. Others 160 (53%) 

 
資源ごみの排出方法については、以下の選択肢に対して複数回答を得た。 
 

a. 都市ごみが収集される際に、一般ごみと一緒に（分別せずに）排出する。 
b. 都市ごみが収集される際に、分別して排出する。 
c. 収集者に売却するか無償で与える。 
d. リサイクルステーション/センターに持ち込み売却する。 
e. 敷地内で焼却する。 
f. その他 

 
全品目で「a. 都市ごみが収集される際に、一般ごみと一緒に（分別せずに）排出す

る」が も多かった。またガラス瓶については 46％の回答が「c. 収集者に売却するか

無償で与える」であった。 
 

表 2-4 一週間当たり資源ごみの排出方法（複数回答） 

品目 数量 単位 回答数. a b c d e f 
1. Disposable plastics 1,629 GB/No.*1 272 97% 0% 0% 0% 2% 3% 
2. PET bottles          

2.1 Less than 500ml 163 No. 39 87% 0% 1% 1% 1% 11% 
2.2 Less than 2l 950 No. 172 83% 0% 1% 2% 2% 13% 
2.3 Over 2l 403 No. 87 95% 0% 0% 2% 1% 3% 

3. Aluminum cans 915 No. 185 95% 0% 0% 2% 1% 3% 
4. Tin 700 No. 112 96% 0% 0% 0% 0% 4% 
5. Glass bottles 1,081 No. 151 51% 0% 46% 1% 1% 4% 
6. Paper 2,901 Pages 219 88% 0% 0% 1% 9% 3% 
7. Cardboard 566 No. 146 79% 0% 1% 2% 13% 8% 
8. Others 244 GB/No. 160 71% 1% 0% 1% 2% 27% 

*1：GB/No. means Number of Garbage Bags 
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資源ごみの排出方法の選定理由ついては、以下の選択肢に対して複数回答を得た。 

1. ごみの分別が面倒だから 
2. 自治体のごみ分別ガイドに従ったから 
3. 適切にリサイクルされると思っていたから 
4. 環境や資源に役立つと思ったから 
5. 家に資源ごみを取りに来てくれたから、または近くに資源ごみを置く場所があった

から 
6. お金に換えられるから 
7. 行政による収集サービスがないから 
8. ごみを家に置いておきたくないから 
9. どこに置いて良いかわからなかったから 
10. その他 

 
前項の結果に従い、「a. 都市ごみが収集される際に、一般ごみと一緒に（分別せず

に）排出する」および「c. 収集者に売却するか無償で与える」の排出方法に着目し、そ

れぞれの排出方法を選んだ理由を下表に整理した。 
排出方法で「a. 都市ごみが収集される際に、一般ごみと一緒に（分別せずに）排出す

る」を選定した主な理由は「2．自治体のごみ分別ガイドに従ったから」、「8．ごみを

家に置いておきたくないから」、「5．家に資源ごみを取りに来てくれたから、または

近くに資源ごみを置く場所があったから」「1．ごみの分別が面倒だから」であった。   
表 2-5 排出方法 a を選定した理由（複数回答） 

品目 

回

答

者

数 

理由（%） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Disposable plastics 255 9 56 1 0 25 0 0 31 0 1 

2. PET bottles            

2.1 Less than 500ml 40 30 38 3 0 13 0 0 48 0 3 

2.2 Less than 2l 139 11 56 1 0 24 0 0 32 0 0 

2.3 Over 2l 72 14 42 4 0 31 0 1 38 1 3 

3. Aluminum cans 169 9 53 1 0 26 0 1 33 0 1 

4. Tin 110 10 45 1 0 42 0 0 19 0 0 

5. Glass bottles 83 11 78 1 0 4 2 0 34 1 1 

6. Paper 188 9 57 1 0 28 0 1 30 1 1 

7. Cardboard 116 7 61 0 0 31 0 0 17 0 2 

8. Others 111 2 79 2 0 13 0 1 33 1 4 

 
一方、ガラス瓶排出方法の選定理由で「c. 収集者に売却するか無償で与える」を選ん

だ理由については、75％の回答者が「6．お金に換えられるから」を挙げた。 
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表 2-6 排出方法 c を選定した理由（複数回答） 

品目 回答

者数 
排出方法を選定した理由（%） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Disposable plastics 0 - - - - - - - - - - 

2. PET bottles            

2.1 Less than 500ml 1 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 

2.2 Less than 2l 2 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 

2.3 Over 2l 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

3. Aluminum cans 0 - - - - - - - - - - 

4. Tin 0 - - - - - - - - - - 

5. Glass bottles 61 3 0 5 0 5 75 0 15 0 0 

6. Paper 2 - - - - - - - - - - 

7. Cardboard 1 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 

8. Others 0 - - - - - - - - - - 

b. 家電製品の排出状況 

b.1 家電製品の保有状況 

家電製品の延べ所有台数が調査世帯数（300 世帯）に占める割合としての保有率でみ

ると、テレビと冷蔵庫は 100％前後、洗濯機は約 90%、電子レンジは 54%となった。こ

れらの家電製品は購入時に概ね 84～90%が新品で、中古製品は 10～15%程度であった。

また、携帯電話のうちスマートフォンは保有率が 904％と高いが、購入時点で中古品の

占める割合が 75%であった。  
表 2-7 家電製品の保有状況 

品目 延べ所有台数 
（所有率*） 

新品 
（購入時） 

中古品 
（購入時） 

(1) Television set 292 (97%) 85% 15% 

(2) Refrigerator 311 (104%) 88% 12% 

(3) Washing machine 265 (88%) 92% 8% 

(4) Microwave oven 162 (54%) 86% 14% 

(5) Air conditioner 62 (21%) 84% 16% 

(6) Personal computers    

6.1 Desktop computer 37 (12%) 73% 27% 

6.2 Laptop computer 239 (80%) 89% 11% 

(7) Cell phone    

7.1 Smartphone 2713 (904%) 25% 75% 

7.2 Flip phone 19 (6%) 89% 11% 
(8) Others (Kettle, Rice 
Cooker, Toaster etc) 204 (68%) 99% 1% 

*所有率は延べ所有台数が調査世帯数（300）に占める割合を百分率で示した。  

11



大洋州地域におけるプラスチック等のリサイクル促進に向けた 
情報収集・確認調査 独立行政法人国際協力機構 
報告書 国際航業株式会社・八千代エンジニヤリング株式会社 

 

 

b.2 家電製品の使用年数 

家電製品の使用年数に関する調査結果は、製品別に全回答の平均年数を計算し下表の

ように取りまとめた。品目ごとの平均使用年数は一概に比較できないものの購入時点で

中古品が大半を占めていたスマートフォンの平均使用年数は他の品目と比べて相対的に

平均使用年数が短いという結果であった。 

表 2-8 家電製品の使用年数 

品目 年 

1. Television set 5.6 

2. Refrigerator 5.9 

3. Washing machine 5.5 

4. Microwave oven 5.6 

5. Air-Conditoner 5.9 

6. Personal Computer  

6-1. Desktop 5.0 

6-2. Laptop 4.6 

7. Cell phone  

7-1. Smartphone 3.7 

7-2. Flip phone 5.2 

b.3 廃家電の処分方法 

廃家電の処分方法については、以下の選択肢に対して複数回答を得た。 

a. 都市ごみが収集される際に、一般ごみと一緒に廃棄する 
b. コレクターや他の人に譲る/売る（売る場合は販売価格を記入してください） 
c. コレクターに処分費を支払う。（処分価格を示してください） 
d. リサイクルステーション等に持ち込む。 
e. 自宅に保管する。 
f. 空地に投棄する。 
g. その他 

廃家電の処分方法について、質問への回答者数と処分方法を以下に示す。テレビ、冷

蔵庫、洗濯機等の白物家電や電子レンジについては、50％以上の回答者が、またデスク

トップパソコンや折り畳み式携帯電話についても凡そ半数近くの回答者が「a. 都市ごみ

が収集される際に、一般ごみと一緒に廃棄する」を処分方法として回答した。エアコン

や折り畳み式携帯電話については、40%の回答者が「f. 空地に投棄する」と答えた。ノ

ートパソコンや携帯電話等の比較的小型の家電と比べると冷蔵庫や洗濯機を「e 自宅に

保管する。」と割合は低いようである。また、全品目に共通して回答者の 10％前後は

「b. コレクターや他の人に譲る/売る」一方で、「c コレクターに処分費を支払う」や

「d リサイクルステーション等に持ち込む」の回答は殆どなかった。 
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表 2-9 廃家電の処分方法（複数回答） 

品目 回答者数 
(n/300) 

処分方法 

a b c d e f g 

1. Television 269 51% 13% 1% 1% 6% 14% 21% 

2. Refrigerator 288 52% 13% 1% 1% 2% 14% 20% 

3. Washing machine 266 53% 10% 1% 1% 2% 16% 22% 

4. Microwave oven 158 51% 9% 1% 1% 1% 16% 23% 

5. Air conditoner 48 38% 10% 0% 2% 2% 44% 25% 

6. Personal computer         

6-1. Desktop 36 47% 25% 3% 0% 0% 8% 17% 

6-2. Laptop 166 42% 16% 1% 1% 11% 10% 22% 

7. Cell Phone         

7-1. Smartphone 283 49% 13% 1% 1% 10% 10% 18% 

7-2. Flip phone 15 27% 13% 0% 0% 13% 40% 13% 

 
上記の処分方法で「b コレクターや他人に譲る/売る」を選択した世帯では、下表に示

すような価格で売却していた。 

表 2-10 廃家電の売却額 

品目 回答数 平均価格 (FJD/台) 
1. Television 15 208 
2. Refrigerator 15 197 
3. Washing machine 12 221 
4. Microwave oven 9 206 
5. Air conditoner 4 325 
6. Personal computer   

6-1. Desktop 2 100 
6-2. Laptop 12 175 

7. Cell Phone   
7-1. Smartphone 15 173 
7-2. Flip phone 0 - 

b.4 廃家電の処分方法の理由 

廃家電の処分方法の理由については、主な処分方法である、「a. 都市ごみが収集され

る際に、一般ごみと一緒に廃棄する」と「f. 空地に投棄する」を選んだ回答者数と理由

を以下に示す。 
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1. ごみの分別が面倒だから 
2. 自治体のごみ分別ガイドに従ったから 
3. 適切にリサイクルされると思っていたから 
4. 環境や資源に役立つと思ったから 
5. 家に資源ごみを取りに来てくれたから、または近くに資源ごみを置く場所があったか

ら 
6. お金に換えられるから 
7. 行政による収集サービスがないから 
8. ごみを家に置いておきたくないから 
9. どこに置いていいかわからなかったから 
10. その他 

まず、廃家電の処分方法として「a. 都市ごみが収集される際に、一般ごみと一緒に廃

棄する」を選んだ理由を下表に整理した。テレビ、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ等につ

いては、半数近くの回答者が「a. 都市ごみが収集される際に、一般ごみと一緒に廃棄す

る」と答えていたが、その理由して、7 割程度の回答者は、自治体のごみ分別ガイドに

従ったことを理由としていることが分かった。また、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコ

ンなどの大型家電とスマートフォンについては回答者の 3 割以上が廃棄物を家に置いて

おきたくないからを理由と挙げている。 

表 2-11 廃家電を都市ごみが収集される際に一般ごみと合わせて廃棄する理由（複数回答） 

品目 
回答 
者数 

処分方法の選定理由 (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Television set 141 6  73  1  1  12  2  0  33  1  3 

2. Refrigerator 155 5  74  1  1  12  2  0  32  1  4 

3. Washing machine 144 5  76  1  1  11  1  0  33  1  2 

4. Microwave oven 80 5  66  1  0  18  3  0  31  0  3 

5. Air conditioner 20 0  65  0  0  25  5  0  30  5  0 

6. Personal 
computers            

 6.1. Desktop 18 6  83  0  0  6  0  0  22  0  6 

 6.2. Laptop 73 4  74  1  0  12  3  0  23  1  4 

7. Cell phone            

 7.1. Smartphone 143 6  75  1  0  12  1  0  35  1  3 

 7.2 Flip phone 4 0  25  25  0  50  0  0  25  0  0 

  
次に、廃家電の処分方法として「f. 空地に投棄する」を選んだ理由を下表に整理し

た。エアコンや折り畳み式携帯電話については、40%の回答者が「f. 空地に投棄する」

と答えていたが、その他の品目も含めて廃棄物を空き地に放棄する理由として、廃棄物

を家においておきたくないからと答えた回答者の割合が他の理由と比べて も高かっ

た。また、ごみの分別が面倒だからと答えた割合も回答者の 20～30％程度を占めた。 
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表 2-12 廃家電を空き地に放棄する理由 

品目 回答者数 
処分方法の選定理由 (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Television set 36 25  6  0  0  0  0  3  83  6  0 

2. Refrigerator 40 28  5  0  0  0  0  3  85  5  0 

3. Washing machine 
42 33  5  0  0  0  0  2  88  2  0 

42 33  5  0  0  0  0  2  88  2  0 

4. Microwave oven 25 24  8  0  0  0  0  0  88  4  0 

5. Air conditioner 11 27  9  0  0  0  0  0  82  9  0 

6. Personal computer            

 6.1. Desktop 3 0  0  0  0  0  0  0  100  0  0 

 6.2. Laptop 16 25  0  0  0  0  0  13  81  0  0 

7. Cell phone            

 7.1 Smartphone 29 31  0  0  0  0  0  3  86  0  3 

 7.2 Flip phone 4 25  0  0  0  0  0  0  100  0  0 

 
「a. 都市ごみが収集される際に、一般ごみと一緒に廃棄する」と「f. 空地に投棄す

る」、いずれの回答者においても家に廃棄物をおいて置きたくないという理由を挙げて

いるが、自治体のごみ分別ガイドに従う、ごみの分別が面倒等と考えるなど、認識の違

いも確認された。  

c. 廃自動車の排出状況 

c.1 自動車の保有状況 

調査対象世帯の 52%が自動車を保有していた。 

表 2-13 自動車の保有状況 

回答 世帯数 

Yes, My family has car(s) 155 (52%) 
No, my family does not  145 (48%) 
Total 300 (100%) 

155 世帯が保有している車両の総台数は 209 台で、購入時に中古車であったものは乗

用車の場合 66%で、トラックは 71%であった。バイクは 4 台であるが、全てが購入時に

新車であった。 
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表 2-14 保有自動車の内訳 

Type of car 総保有台数 新品 
（購入時） 

中古品 
（購入時） 

1. Passenger car 198 34% 66% 
2. Truck 7 29% 71% 
3. Motorcycle 4 100% 0% 
4. Others 0 0% 0% 

 
車種別の期待する使用年数に関する回答をか下表にまとめる。 
乗用車が購入時に新車の場合 7.2 年、中古車では 5.8 年であり、トラックの場合は新

車で 9 年、中古車で 3.7 年であった。一方バイクを所有していたのは 2 世帯のみ（1 世

帯が 3 台で、他は 1 台ですべて購入時は新車であった）で、平均使用年数は 3 年であっ

た。なお、全回答者の平均使用年数は 6.1 年である。 

表 2-15 自動車の使用年数 

種類 
新品/中古品 
（購入時） 

年 
（平均） 

1. Passenger car 
New 7.2 
Used 5.8 

2. Truck 
New 9.0 
Used 3.7 

3. Motorcycle 
New 3.0 
Used - 

Average years of use 6.1 

  

c.2 廃自動車を敷地内に保管している台数とその理由 

廃自動車を敷地内に保管している台数とその理由について、以下の選択肢に対して複

数回答を得た。 

1. 廃棄のための手続きや準備が面倒だから 
2. 引き渡し先に持っていくのが面倒だから 
3. 処分するのにお金がかかると思うから 
4. 処分する機会がないから 
5. 適切にリサイクルされるかどうかわからないから 
6. 残しておきたいから 
7. 処分の仕方が判らないから 
8. スペアパーツとして保管しており、処分するつもりはないから 
9. その他 

 
使用済の自動車を敷地内に保管しているのは 14 世帯であり、乗用車が 17 台とバイク

が 1 台であった。トラックやその他の車両については、保管されているものはなかっ
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た。 
敷地内に保管している理由では、「9. その他」を除き も多いのは「8．スペアパー

ツとして保管しており、処分するつもりはないから」で、回答者自らが使用するための

スペアパーツを保管しているものであった。その他には、知人等へスペアパーツを売却

するためとする回答も含まれていた。 

表 2-16 廃自動車を敷地内に保管している台数とその理由 

種類 台数 回答者数 
廃自動車を敷地内に保管している理由 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Passenger car 17 13 0% 8% 0% 0% 0% 0% 8% 38% 54% 

Truck 0 0 - - - - - - - - - 

Motorcycle 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

Others 0 0 - - - - - - - - - 

c.3 所有する自動車の維持管理 

保有する自動車の維持管理で交換するタイヤ、鉛蓄電池及び潤滑油に関して質問し

た。タイヤと鉛蓄電池に関しては交換頻度を、潤滑油に関しては年間消費量（リット

ル）を聞いた。 
その結果タイヤは概ね半数が毎年交換するとし、次いで 2 年置きに交換するのが 30%

であった。一方鉛蓄電池は、2 年置きに交換するのが 39%で、毎年交換するのは 28%
で、3 年置きと答えたのは 17%であった。  

表 2-17 タイヤと鉛蓄電池の交換頻度 

品目 回答者数 
交換の頻度（年） 

1 2 3 4 5 

1. Tires 150 54% 30% 9% 5% 3% 

2. Car battery 150 28% 39% 17% 7% 11% 

潤滑油は 148 の回答者の平均交換量（消費量）は 1 台当たり 14.5 リットルであった。 

表 2-18 潤滑油の年間消費量 

品目 回答者数 潤滑油の交換量 1 台あたり廃潤滑油発生量 

3. Lubricant 148 2,143 litres 14.5 litres/台 

 
維持管理に伴って発生する廃タイヤと廃鉛蓄電池、廃潤滑油の処分方法については以

下の選択肢に対して複数回答を得た。 

a. 販売店のワークショップが無料で引き取る 
b. リサイクル業者に売却する（売却価格を書いてください）。 
c. リサイクル業者に引き取ってもらう（処分料を支払っている場合はその金額を記載する

こと） 
d. その他（具体的にご記入ください） 
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ほとんどの回答者は販売店のワークショップが無償で引き取るとのことであった。 

表 2-19 維持管理に伴う廃タイヤ、廃鉛蓄電池及び廃潤滑油の処分方法 

品目 回答者数 a b c d 

1. Tires 146 90% 1% 0% 9% 

2. Car battery 144 95% 2% 0% 3% 

3. Lubricant 144 97% 1% 0% 2% 

c.4 廃自動車の処理方法 

廃自動車の処理方法についての設問では、以下の選択肢に対して複数回答を得た。 

a. 自分の車をディーラーに下取りに出す。 
b. リサイクル業者への売却する（使用済み部品の再利用のため)。 
c. 廃品回収業者に売却する。 
d. 敷地内に置いておく。 
e. 自分の敷地以外の空き地に置いておく。 
f. その他。 

車体、タイヤ、鉛蓄電池とも概ね半数の回答者がディーラーへの下取りと答えてお

り、リサイクラーへ販売するのは 14%であった。敷地内や自分の敷地以外の空き地にお

いて置くという答えについては他の回答と比べて相対的に低い割合であった。  
表 2-20 廃自動車の処理方法 

品目 回答者数 a b c d e f 

1. Car body 154 49% 14% 8% 4% 1% 30% 

2. Tires 152 47% 14% 5% 5% 1% 31% 

3. Car battery 150 49% 14% 5% 5% 1% 30% 

c.5 廃自動車の車体、タイヤ、鉛蓄電池の売却額 

ディーラーやリサイクラー等へ売却する際の車体、タイヤ、鉛蓄電池の平均価格は下

表のとおりであった。このうち「d. 敷地内に置いておく」と答えた回答者は 1 世帯のみ

であるが、廃自動車と関連部品を有価で売却しているようである。 

表 2-21 廃自動車及びタイヤ、鉛蓄電池の売却価格（単位：FJD/unit） 

処理方法 1. Car body 2. Tires 3. Car battery 

a. Trade in my car to a dealer 16,356 1,304 368 

b. Sell to a Recyclers (for reuse of used parts) 10,000 363 300 

c. Sell to a scrap buyer 2,679 340 204 

d. Leave it on the premises 4,000 80 500 

e. Leave it in an open space 0 0 0 

f. Others (Repair and sell or re-use) 8,650 5,667 3,000 
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c.6 廃自動車の処理方法とその理由 

廃自動車の処理方法の理由について、以下の選択肢に対して複数回答を得た。 

1. 手続きも、引き渡しも簡単だと思ったから. 
2. 家まで取りに来てくれたり、近くに配送先があったりするから。 
3. 払った方が安い、またはコストがかからないと思ったから。 
4. 買い替えの案内があったため。 
5. 認定された配送先できちんとリサイクルされると思ったから。 
6. どこに送ればいいのかわからなかったから。 
7. その他。 

  
下記では処理方法で も多かったディーラーへの下取りとリサイクラーへ販売する理

由について整理する。 
まず、ディーラーへの下取りについては、車体、タイヤ、鉛蓄電池ともその理由とし

て「手続き・引き取りが簡単だから」という利便性を挙げた回答者が 60%を超えた。 

表 2-22 廃自動車（車体、タイヤ、鉛蓄電池）をディーラーに下取りに出す理由 

品目 回答者数 
処分方法の選定理由 （複数回答） 

1 2 3 4 5 6 7 

(1) 
Car body 

75 63% 3% 5% 0% 4% 0% 36% 

(2) Tires 74 61% 3% 5% 1% 4% 0% 36% 

(3) 
Car battery 

76 61% 3% 5% 1% 5% 0% 36% 

 
同様に、リサイクラーへ販売する理由についても、50％以上が「手続き・引き取りが

簡単だから」という利便性を挙げた。 

表 2-23 廃自動車（車体、タイヤ、鉛蓄電池）をリサイクラーへ販売する理由 

品目 回答者数 
処分方法の選定理由 （複数回答） 

1 2 3 4 5 6 7 

(1) 
Car body 

19 58% 0% 0% 0% 0% 0% 42% 

(2) Tires 19 53% 0% 0% 0% 5% 0% 42% 

(3) 
Car battery 

19 58% 0% 0% 0% 0% 0% 42% 

 
廃自動車について、ディーラーへの下取りやリサイクラーへの販売の手続きや引渡の

利便性が一定の住民からは認められているようである。 
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2.2 流通・小売業調査 

2.2.1 調査の概要 

本調査では、下記の 7 種の調査票を作成した。 

表 2-24 本調査における調査票リスト 

調査票 業種 
1 調査票 B.2-1-1（自動車） 

自動車小売業者・輸入業者 
2 調査票 B.2-1-2（タイヤ、鉛蓄電池） 
3 調査票 B.2-2（家電） 家電小売業者・輸入業者 
4 調査票 B.2-3（潤滑油） 潤滑油製造業者・輸入業者 
5 調査票 B.2-4（使い捨てプラスチック） プラスチック製品製造業者・小売業業者・

輸入業者 
6 調査票 B.2-5-1（飲料輸入（PET ボトル、
アルミ缶、ガラス）） 

飲料製造業者・小売業者・輸入業者 
7 調査票 B.2-5-2（飲料製造（PET ボトル、
アルミ缶、ガラス）） 

 
これらの調査票について詳しくは添付資料を参照されたい。本調査票は、基本的に現

地調査対象 9 か国で共通して使用した。対象業者（対象品目輸入又は小売業者）を主た

る候補先として、一か国 5 社程度への配布を行った。各国の調査対象業種ごとの調査票

への回答状況を下表に示す。なお、調査票への回答を得られなかった国・業種について

は、調査団が有する知見及び、既存の資料に基づいて基礎情報を整理した。 

表 2-25 各国業種ごとの調査票回答状況 

国 業種 回答 
パラオ 自動車小売業者・輸入業者 2 社中 0 社より回答あり 

家電小売業者・輸入業者 2 社中 1 社より回答あり 
潤滑油製造業者・輸入業者 4 社中 0 社より回答あり 
プラスチック製品製造業者・小売業業者・輸入業者 4 社中 0 社より回答あり 
飲料製造業者・小売業者・輸入業者 3 社中 0 社より回答あり 

ミ ク ロ
ネシア 

自動車小売業者・輸入業者 3 社中 0 社より回答あり 
家電小売業者・輸入業者 4 社中 0 社より回答あり 
潤滑油製造業者・輸入業者 3 社中 0 社より回答あり 
プラスチック製品製造業者・小売業業者・輸入業者 6 社中 0 社より回答あり 
飲料製造業者・小売業者・輸入業者 4 社中 0 社より回答あり 

マ ー シ
ャル 

自動車小売業者・輸入業者 4 社中 0 社より回答あり 
家電小売業者・輸入業者 9 社中 1 社より回答あり 
潤滑油製造業者・輸入業者 5 社中 0 社より回答あり 
プラスチック製品製造業者・小売業業者・輸入業者 5 社中 1 社より回答あり 
飲料製造業者・小売業者・輸入業者 5 社中 1 社より回答あり 
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国 業種 回答 
パ プ ア
ニ ュ ー
ギニア 

自動車小売業者・輸入業者 1 社中 1 社より回答あり 
家電小売業者・輸入業者 1 社中 0 社より回答あり 
潤滑油製造業者・輸入業者 1 社中 0 社より回答あり 
プラスチック製品製造業者・小売業業者・輸入業者 1 社中 0 社より回答あり 
飲料製造業者・小売業者・輸入業者 1 社中 0 社より回答あり 

ソ ロ モ
ン諸島 

自動車小売業者・輸入業者 1 社中 0 社より回答あり 
家電小売業者・輸入業者 1 社中 0 社より回答あり 
潤滑油製造業者・輸入業者 1 社中 0 社より回答あり 
プラスチック製品製造業者・小売業業者・輸入業者 1 社中 0 社より回答あり 
飲料製造業者・小売業者・輸入業者 1 社中 0 社より回答あり 

バ ヌ ア
ツ 

自動車小売業者・輸入業者 1 社中 0 社より回答あり 
家電小売業者・輸入業者 1 社中 0 社より回答あり 
潤滑油製造業者・輸入業者 1 社中 0 社より回答あり 
プラスチック製品製造業者・小売業業者・輸入業者 1 社中 0 社より回答あり 
飲料製造業者・小売業者・輸入業者 1 社中 0 社より回答あり 

フ ィ ジ
ー 

自動車小売業者・輸入業者 4 社中 1 社より回答あり 
家電小売業者・輸入業者 3 社中 0 社より回答あり 
潤滑油製造業者・輸入業者 2 社中 0 社より回答あり 
プラスチック製品製造業者・小売業業者・輸入業者 7 社中 1 社より回答あり 
飲料製造業者・小売業者・輸入業者 3 社中 1 社より回答あり

（3 社について J-PRISM
フェーズ 2の成果 2を通じ
た取得データあり） 
 

トンガ 自動車小売業者・輸入業者 1 社中 0 社より回答あり 
家電小売業者・輸入業者 1 社中 0 社より回答あり 
潤滑油製造業者・輸入業者 1 社中 0 社より回答あり 
プラスチック製品製造業者・小売業業者・輸入業者 2 社中 0 社より回答あり 
飲料製造業者・小売業者・輸入業者 1 社中 0 社より回答あり 

サモア 自動車小売業者・輸入業者 3 社中 0 社より回答あり 
家電小売業者・輸入業者 2 社中 0 社より回答あり 
潤滑油製造業者・輸入業者 4 社中 1 社より回答あり 
プラスチック製品製造業者・小売業業者・輸入業者 4 社中 1 社より回答あり 
飲料製造業者・小売業者・輸入業者 3 社中 1 社より回答あり 

2.2.2 調査の結果 

以下では国ごとに調査結果を示すが、冒頭では調査団の有する知見、既存資料に基づ

いて各業種の基礎情報を対象品目の供給フロー、使用済み製品回収の側面から把握でき

た情報を整理した（既存資料に基づく情報については、脚注に参照文献を示す）。その

上で、質問票が回収できた企業については、企業概要として調査項目に基づく回答の詳

細を示す。なお、回答が得られなかった項目については、N/A と表記した。 
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品目毎に供給フローを作成した。供給フローは原料や製品の調達から小売りまでの流

れを示している。フロー中の色は、その品目の流れが海外で行われるのか（青色）、国

内で行われるのか（橙色）を示す。以下に供給フローの例を示す。 

  

a. パラオ 

a.1 自動車小売業者・輸入業者 

国内に製造拠点はなく、主に、日本からの中古自動車が流通している。使用済み製品

（廃自動車）については、M-dock 処分場の一画で、解体され、廃自動車由来以外のスク

ラップとともに輸出されているものの、全ての廃自動車が持ち込まれているわけではな

く、環境先進国のパラオにおいても放置廃自動車の問題は顕著である。また、廃タイヤ

については、製紙工場やセメント工場のないパラオでは、サーマルリサイクルが出来

ず、M-dock 処分場で裁断され、埋め立てられている2。廃鉛蓄電池については、回収さ

れた分については、環境保護局（EQPB）が保管している。  

A. 供給フロー 

 

a.2 家電小売業者・輸入業者 

国内に製造拠点はなく、全ての白物家電、PC、携帯電話は輸入されている。 

A. 供給フロー 

 

 
2 廃タイヤについては、PwPの活動として、a End of Life Tyres (ELT) management programmeの確立が目指されている。

内容としては、① introduction of legislation、② establishment of infrastructure to allow in-country recycling of ELT、③ 
targeted education and awarenessから構成されている。 

海外市場 国内市場

対象品目

自動車
鉛蓄電池
タイヤ

原料調達 製造 流通 小売

製品輸入

対象品目

自動車
鉛蓄電池
タイヤ

原料調達 製造 流通 小売

製品輸入

対象品目

白物家電
PC

携帯電話

原料調達 製造 流通 小売

製品輸入
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大洋州地域におけるプラスチック等のリサイクル促進に向けた 
情報収集・確認調査 独立行政法人国際協力機構 
報告書 国際航業株式会社・八千代エンジニヤリング株式会社 

 

B. 企業概要 

調査に回答した企業の概要は以下の通りである。 

品目詳細及び販売量 

冷凍庫：117 台 
冷蔵庫：137 台 
洗濯機：189 台 
エアコン：174 台 
電子レンジ：34 台 

品目の販売先（方法） 国内：個人（輸入・小売） 
市場シェア N/A 
輸入国・輸入先（方法） N/A（家電輸入） 
使用済製品回収・廃棄先（方法）と理由 回収なし 
使用済製品の処理・売却先（方法）と理由 N/A 
事業者が自ら排出する産業廃棄物の種類・
廃棄先 N/A 

事業者が自ら排出する産業廃棄物の処理・
売却先（方法）と理由 N/A 

a.3 潤滑油製造業者・輸入業者 

国内に製造拠点はなく、全ての潤滑油は輸入されている。廃鉛蓄電池と同様に、廃潤

滑油は EQPB が引き取っている。  

A. 供給フロー 

 

a.4 プラスチック製品製造業者・小売業業者・輸入業者 

使い捨てプラスチックのうち、大部分を占めると想定されるレジ袋については、2019
年より施行されている法律により、輸入・並びに小売りが禁止されている。その他の使

い捨てプラスチックに関しても、基本的に、製造はしておらず、全てが輸入されてい

る。 

A. 供給フロー 

 

  

対象品目 原料調達 製造 流通 小売

潤滑油 製品輸入

対象品目

使い捨て

プラスチック

原料調達 製造 流通 小売

製品輸入
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大洋州地域におけるプラスチック等のリサイクル促進に向けた 
情報収集・確認調査 独立行政法人国際協力機構 
報告書 国際航業株式会社・八千代エンジニヤリング株式会社 

 

 

a.5 飲料製造業者・小売業者・輸入業者 

多くの飲料品は、輸入されているが、国内にも地ビールの製造業者、並びにミネラル

ウォーターの製造業者があり、一部は、国内でも製造されている。国内の製造業者は、

容器の原料（プリフォーム）を輸入し、製品を製造し、小売店に販売している。パラオ

国には、CDL が導入されており、使用済みの飲料容器は、その CDL のもと回収され、

アルミ缶等については海外へ輸出されている。 

A. 供給フロー 

 

b. ミクロネシア 

b.1 自動車小売業者・輸入業者 

ミクロネシアにおいても、パラオ同様に、国内に製造拠点はなく、主に日本からの中

古自動車が流通している。使用済み自動車の処理は、全州で共通する課題となってい

る。使用済み自動車から出る鉛蓄電池に関しては、ヤップ州、コスラエ州の 2 州に限

り、CDL の回収センターで回収されている3。 

A. 供給フロー 

 

B. 使用済製品回収 <ヤップ州・コスラエ州のみ> 

 

b.2 家電小売業者・輸入業者 

国内に製造拠点はなく、全ての白物家電、PC、携帯電話は輸入されている。 

 
3 ヤップ州では、回収センターを委託運営している民間企業が独自に回収している一方、コスラエ州では、CDLの対

象品目として回収センターで回収されている。 

対象品目 原料調達 製造 流通 小売

飲料
原料輸入

製品輸入

対象品目

自動車
鉛蓄電池
タイヤ

原料調達 製造 流通 小売

製品輸入

対象品目 品目詳細 回収方法
回収時
取引条件

自社処理 引渡先
引渡時
取引条件

梱包 海外 有償で売却電池 鉛蓄電池 拠点回収
ﾔｯﾌﾟ州：有償で買取
ｺｽﾗｴ州：CDLで回収
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大洋州地域におけるプラスチック等のリサイクル促進に向けた 
情報収集・確認調査 独立行政法人国際協力機構 
報告書 国際航業株式会社・八千代エンジニヤリング株式会社 

 

A. 供給フロー 

 

b.3 潤滑油製造業者・輸入業者 

国内に製造拠点はなく、全ての潤滑油は輸入されている。廃潤滑油の回収制度は存在

せず、全ての州において大きな環境課題と認識されている。ポンペイ州では、 終処分

場管理の委託を受けている民間会社が引き受け、ドラム缶に入れ、同処分場で保管して

いる。一度、他ドナーの支援を受け、ニュージーランドへ輸出した経験もあるが、恒久

的な解決策とはなっていない。 

A. 供給フロー 

 

b.4 プラスチック製品製造業者・小売業業者・輸入業者 

ミクロネシアでは、連邦政府ならびに連邦を構成する 4 州において、現在、使い捨て

プラスチックの輸入・利用が禁止されている。 

b.5 飲料製造業者・小売業者・輸入業者 

国内に製造拠点はなく、全ての飲料品は輸入されている。CDL が導入されている 3
州、ヤップ州、ポンペイ州、コスラエ州では同制度が対象としている飲料容器の回収が

行われている。回収された容器のうち、市場価値の高いアルミ缶に関しては、輸出され

ている。 

A. 供給フロー 

 
  

対象品目

白物家電
PC

携帯電話

原料調達 製造 流通 小売

製品輸入

対象品目 原料調達 製造 流通 小売

潤滑油 製品輸入

対象品目

飲料

原料調達 製造 流通 小売

製品輸入
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大洋州地域におけるプラスチック等のリサイクル促進に向けた 
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報告書 国際航業株式会社・八千代エンジニヤリング株式会社 

 

 

c. マーシャル 

c.1 自動車小売業者・輸入業者 

国内に製造拠点はなく、新車、ならびに中古車を輸入・販売している。同国では、右

側通行で、左ハンドル車のみ走行が可能となっていることから、日本からの輸入車はほ

ぼない。使用済み自動車の処理は、マーシャルにおいても課題となっている。使用済み

自動車から出る鉛蓄電池に関しては、CDL の対象とはなっていないものの回収センター

で、回収されている。 

A. 供給フロー 

 

B. 使用済製品回収  

  

c.2 家電小売業者・輸入業者 

国内に製造拠点はなく、全ての白物家電、PC、携帯電話は輸入されている。 

A. 供給フロー 

 

B. 企業概要 

調査に回答した企業の概要は以下の通りである。 

対象品目

自動車
鉛蓄電池
タイヤ

原料調達 製造 流通 小売

製品輸入

対象品目 品目詳細 回収方法
回収時
取引条件

自社処理 引渡先
引渡時
取引条件

梱包 海外 有償で売却電池 鉛蓄電池 拠点回収 有償で買取

対象品目

白物家電
PC

携帯電話

原料調達 製造 流通 小売

製品輸入
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大洋州地域におけるプラスチック等のリサイクル促進に向けた 
情報収集・確認調査 独立行政法人国際協力機構 
報告書 国際航業株式会社・八千代エンジニヤリング株式会社 

 

品目詳細及び販売量 

テレビ：181 台 
冷蔵庫：0 台 
洗濯機：0 台 
エアコン：194 台 
電子レンジ：10 台 
PC：30 台 
携帯電話：1,999 台 

品目の販売先（方法） 国内：個人（輸入・小売） 
市場シェア N/A 
輸入国・輸入先（方法） N/A（家電輸入） 
使用済製品回収・廃棄先（方法）と理由 回収なし 
使用済製品の処理・売却先（方法）と理由 N/A 
事業者が自ら排出する産業廃棄物の種類・
廃棄先 N/A 

事業者が自ら排出する産業廃棄物の処理・
売却先（方法）と理由 N/A 

c.3 潤滑油製造業者・輸入業者 

国内に製造拠点はなく、全ての潤滑油は輸入されている。廃潤滑油の回収制度は存在

せず、大きな環境課題と認識されている4。大型排出者であるマーシャルエネルギー公社

は、一度、他ドナーの支援を受け、ニュージーランドへ輸出した経験もあるが、恒久的

な解決策とはなっていない。 

A. 供給フロー 

 

c.4 プラスチック製品製造業者・小売業業者・輸入業者 

マーシャルでは、使い捨てプラスチックの輸入・利用が禁止されている。在庫のある

ものに関しては、販売が許されていることから、下表の輸入・販売店の様に、新たに輸

入はせずに、在庫品を販売している。 

A. 企業概要 

調査に回答した企業の概要は以下の通りである。 

 
4 マーシャルエネルギー公社の持つ大型タンクに余裕がある場合には、同社は、一般の世帯やその他の企業からもド

ラム缶（208L）一缶当たり25 USDで廃潤滑油の処理・保管を引き受けている。 

対象品目 原料調達 製造 流通 小売

潤滑油 製品輸入

27



大洋州地域におけるプラスチック等のリサイクル促進に向けた 
情報収集・確認調査 独立行政法人国際協力機構 
報告書 国際航業株式会社・八千代エンジニヤリング株式会社 

 

品目詳細及び販売量 

プラスチック包装容器：9,165 個 
プラスチック袋：39,920 枚 
プラスチックストロー：13,960 本 
プラスチック製カトラリー：7,365 個 

品目の販売先（方法） 国内：個人（輸入・小売） 
市場シェア N/A 
輸入国・輸入先（方法） N/A（プラスチック製品輸入） 
使用済製品回収・廃棄先（方法）と理由 回収なし 
使用済製品の処理・売却先（方法）と理由 N/A 
事業者が自ら排出する産業廃棄物の種類・
廃棄先 N/A 

事業者が自ら排出する産業廃棄物の処理・
売却先（方法）と理由 N/A 

c.5 飲料製造業者・小売業者・輸入業者 

多くの飲料品は、輸入されているが、国内にミネラルウォーターの製造業者があり、

ミネラルウォーターの一部は国内でも製造されている。国内の製造業者は、容器の原料

（プリフォーム）を輸入し、製品を製造し、小売店に販売している。マーシャルには、

CDL が導入されており、使用済みの飲料容器は、同制度のもと、回収され、市場価値の

高いアルミ缶は海外へ輸出されている。 

A. 供給フロー 

 

B. 企業概要 

調査に回答した企業の概要は以下の通りである。 

品目詳細及び販売量 ビール飲料：- 
品目の販売先（方法） 国内：個人（輸入・小売） 
市場シェア N/A 
輸入国・輸入先（方法） ニュージーランド（ビール飲料製品輸入） 
使用済製品回収・廃棄先（方法）と理由 回収なし 
使用済製品の処理・売却先（方法）と理由 N/A 
事業者が自ら排出する産業廃棄物の種類・
廃棄先 N/A 

事業者が自ら排出する産業廃棄物の処理・
売却先（方法）と理由 N/A 

 
  

対象品目 原料調達 製造 流通 小売

飲料
原料輸入

製品輸入
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d. パプアニューギニア 

d.1 自動車小売業者・輸入業者 

新車／中古車の輸入車両を一般客へ販売している。中古車両の廃棄処分は自社では行

っておらず、リサイクル業者に廃棄処分を依頼している。パプアニューギニアでは、自

動車の登録制度はあるものの登録抹消のための手続きがないため、保有台数や使用済自

動車の台数の正確な統計が把握されていない。 
新品のタイヤは輸入されており、自社整備工場内において、新タイヤと古タイヤの交

換が行われている。その際に古タイヤを引き取り、自社で処分している。 
新品の鉛蓄電池は輸入されており、新鉛蓄電池と古鉛蓄電池の交換が行われている。

その際に古鉛蓄電池を引き取るが、顧客によっては、廃棄処分の依頼をせずに持ち帰る

場合もある。 
鉛蓄電池はメーカーへ返却するか、フィジー国に本社を持つ会社へ中古鉛蓄電池とし

て販売している。 

A. 供給フロー 

A.0 自動車 

 

A.1 鉛蓄電池、タイヤ 

 

B. 企業概要 

B.0 自動車 

調査に回答した企業の概要は以下の通りである。 

品目詳細及び販売量 

新車）乗用車：1,850 台 
中古）乗用車：1 台 
新車）トラック：191 台 
新車）バス：834 台 
新車）バイク：112 台 

対象品目 原料調達 製造 流通 小売

自動車 製品輸入

対象品目

鉛蓄電池

タイヤ

原料調達 製造 流通 小売

製品輸入
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大洋州地域におけるプラスチック等のリサイクル促進に向けた 
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報告書 国際航業株式会社・八千代エンジニヤリング株式会社 

 

品目の販売先（方法） 国内：個人/法人（輸入・小売） 
市場シェア N/A 
輸入国・輸入先（方法） N/A（新車、中古車輸入） 
使用済製品回収・廃棄先（方法）と理由 回収なし 
使用済製品の処理・売却先（方法）と理由 N/A 
事業者が自ら排出する産業廃棄物の種類・
廃棄先 N/A 

事業者が自ら排出する産業廃棄物の処理・
売却先（方法）と理由 N/A 

B.1 鉛蓄電池、タイヤ 

品目詳細及び販売量 

乗用車用タイヤ：122 本 
バス用タイヤ：16,424 本 
バイク用タイヤ：20 本 
乗用車用鉛蓄電池：8,297 個 

品目の販売先（方法） 国内：個人/法人（輸入・小売） 
市場シェア N/A 
輸入国・輸入先（方法） N/A（タイヤ・鉛蓄電池輸入） 
使用済製品回収・廃棄先（方法）と理由 回収なし 
使用済製品の処理・売却先（方法）と理由 N/A 
事業者が自ら排出する産業廃棄物の種類・
廃棄先 N/A 

事業者が自ら排出する産業廃棄物の処理・
売却先（方法）と理由 N/A 

d.2 家電小売業者・輸入業者 

国内に製造拠点はなく、全ての白物家電、PC、携帯電話は輸入されている。 

A. 供給フロー 

 

d.3 潤滑油製造業者・輸入業者 

潤滑油は建設機械等の小売業者により輸入されており、製造は行われていない。 

  

対象品目

白物家電
PC

携帯電話

原料調達 製造 流通 小売

製品輸入
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A. 供給フロー 

 

d.4 プラスチック製品製造業者・小売業業者・輸入業者 

ポリウレタンマットレスの製造工場が国内にあり、同企業では飲料ボトル、バケツ、

ビニール袋等のプラスチック製品の製造・流通を行っている。プラスチック容器の一部

は製品輸入しているが、その他は原料を輸入し、国内で製造している。 

A. 供給フロー 

 

d.5 飲料製造業者・小売業者・輸入業者 

多くの飲料品は輸入されているが、国内にミネラルウォーター及びビールの製造業者

があり、国内でも製造されている。国内の製造業者は、製品を製造し、小売店に販売し

ている。国内大手のビールの製造業者は、回収した空き瓶を自社の設備で洗浄、消毒

し、再利用を行っている。  

A. 供給フロー 

 

e. ソロモン諸島 

e.1 自動車小売業者・輸入業者 

国内に製造拠点はなく、海外から輸入された自動車が流通している。自動車の登録制

度があるものの、車両の廃棄処分のシステムは確立しておらず、至るところに廃車が放

置されている。 
  

対象品目 原料調達 製造 流通 小売

潤滑油 製品輸入

対象品目 原料調達 製造 小売

使い捨て

プラスチック

流通

原料輸入
製品輸入

対象品目 原料調達 製造 流通 小売

飲料
原料輸入

製品輸入
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A. 供給フロー 

 

e.2 家電小売業者・輸入業者 

国内に製造拠点はなく、全ての白物家電、PC、携帯電話は輸入されている。 

A. 供給フロー 

 

e.3 潤滑油製造業者・輸入業者 

潤滑油は中古車小売業者により輸入されており、製造は行われていない。 

A. 供給フロー 

 

e.4 プラスチック製品製造業者・小売業業者・輸入業者 

使い捨てプラスチックはほとんどが輸入されている。自社ごみのプラスチックをリサ

イクルしてプラスチック袋を製造している会社があるものの、ほぼ国内製造されていな

い。 
環境省では、使い捨てプラスチックの使用禁止に関する法令の検討が行われている。 

A. 供給フロー 

 

対象品目

自動車
鉛蓄電池
タイヤ

原料調達 製造 流通 小売

製品輸入

対象品目

白物家電
PC

携帯電話

原料調達 製造 流通 小売

製品輸入

対象品目 原料調達 製造 流通 小売

潤滑油 製品輸入

対象品目 原料調達 製造 流通 小売

使い捨て

プラスチック 製品輸入

32



大洋州地域におけるプラスチック等のリサイクル促進に向けた 
情報収集・確認調査 独立行政法人国際協力機構 
報告書 国際航業株式会社・八千代エンジニヤリング株式会社 

 

e.5 飲料製造業者・小売業者・輸入業者 

多くの飲料品は輸入されているが、国内にミネラルウォーター及びビールの製造業者

があり、国内でも製造されている。国内大手のビールの製造業者では、空き瓶の回収を

行っており、自社の設備で洗浄、消毒し、再利用を行っている。空き瓶回収の取組みは

住民の理解を得られており、多くの空き瓶が回収されている。 

A. 供給フロー 

 

f. バヌアツ 

f.1 自動車小売業者・輸入業者 

国内に製造拠点はなく、海外から輸入された自動車が流通している。廃車の鉄スクラ

ップや廃鉛蓄電池の一部は国内リサイクル業者に引き取られ、資源として輸出されてい

る。 

A. 供給フロー 

 

f.2 家電小売業者・輸入業者 

国内に製造拠点はなく、全ての白物家電、PC、携帯電話は輸入されている。政府機関

から排出される PC の一部を国内リサイクル業者が資源物として引き取った事例があ

る。 

A. 供給フロー 

 

  

対象品目 原料調達 製造 流通 小売

飲料
原料輸入

製品輸入

対象品目

自動車
鉛蓄電池
タイヤ

原料調達 製造 流通 小売

製品輸入

対象品目

白物家電
PC

携帯電話

原料調達 製造 流通 小売

製品輸入
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f.3 潤滑油製造業者・輸入業者 

潤滑油は船舶燃料等小売業者によって輸入されており、製造は行われていない。国家

廃棄物管理及び汚染防止戦略 2016-2020 にて、Waste Oil stewardship system を 2018 年ま

でに新設することが施策として掲げられているが、2021 年時点で実現していない。 

A. 供給フロー 

 

f.4 プラスチック製品製造業者・小売業業者・輸入業者 

使い捨てプラスチックは国内製造されておらず、一部の使い捨てプラスチックは法令

により輸入、販売及び使用が全面的に禁止されている。プラスチック禁止令は段階的に

対象品目を拡大しており、使い捨てのプラスチック袋、ストロー、発泡スチロール容器

の使用等が 2018 年以降禁止されている（フェーズ 1）。また、2019 年以降は、使い捨

てプラスチックの野菜や果物の梱包材（ナイロン製メッシュネット及び発砲スチロール

トレー）、カトラリー、プラスチック皿、コップ、マドラー、卵トレー、造花の使用等

が禁止されている（フェーズ 2）。 

f.5 飲料製造業者・小売業者・輸入業者 

多くの飲料品は、輸入されているが、国内にミネラルウォーター及びビールの製造業

者があり、国内でも製造されている。国内の製造業者は、容器を輸入しており、国内で

製造した飲料を充填し、小売店に販売している。バヌアツ国内大手のビールの製造業者

は、回収した空き瓶を自社の設備で洗浄、消毒し、再利用を行っている。 

A. 供給フロー 

 

g. フィジー 

g.1 自動車小売業者・輸入業者 

自動車、電池、タイヤは製品輸入され、国内で流通、小売が行われている（ただし電

池の一部については国内製造されている）。一部の自動車、電池、タイヤ製品は製品輸

対象品目 原料調達 製造 流通 小売

潤滑油 製品輸入

対象品目 原料調達 製造 流通 小売

飲料
原料輸入

製品輸入
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出されている。使用済み製品について、廃電池（鉛蓄電池）については製造業者が回収

した後、再資源化している。廃自動車についてはリサイクル業者が、廃自動車から金属

スクラップを回収し、有価物として海外に輸出している。 

A. 供給フロー 

 

B. 使用済み製品回収 

リサイクル業者による回収については、民間セクター（民間リサイクル事業者）によ

るリサイクル活動の実態調査の結果に示す。 

C. 企業概要 

調査に回答した企業の概要は以下の通りである。 

品目詳細及び販売量 
中古乗用車：630 台 
中古トラック：110 台 
中古バス：5 台 

品目の販売先（方法） 
国内：法人、個人（輸入・小売） 
海外：法人、個人（輸入・輸出） 

市場シェア N/A 
輸入国・輸入先（方法） 日本・法人（中古車輸入） 
使用済製品回収・廃棄先（方法）と理由 回収なし 
使用済製品の処理・売却先（方法）と理由 N/A 
事業者が自ら排出する産業廃棄物の種類・
廃棄先 N/A 

事業者が自ら排出する産業廃棄物の処理・
売却先（方法）と理由 N/A 

g.2 家電小売業者・輸入業者 

家電（白物家電、PC、携帯電話）は製品輸入されており、国内で流通、小売が行われ

ている。一部の家電は製品輸出されている。 
使用済み製品について、廃家電の一部についてはリサイクル業者が引き取り、金属ス

クラップを回収し、有価物として海外へ輸出しているが、大部分は回収されていない。 

  

対象品目

自動車

電池

タイヤ

原料調達 製造 流通 小売

製品輸入
製品輸出原料輸入（電池）
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A. 供給フロー 

 

B. 使用済み製品回収 

リサイクル業者による回収については、民間セクター（民間リサイクル事業者）によ

るリサイクル活動の実態調査の結果に示す。 

g.3 潤滑油製造業者・輸入業者 

潤滑油は製品輸入されており、国内で流通、小売が行われている。一部の潤滑油につ

いては製品輸出されている。 
使用済み製品については、リサイクル業者が廃潤滑油を回収し、燃料として利用して

いる。 

A. 供給フロー 

 

B. 使用済み製品回収 

リサイクル業者による回収については、民間セクター（民間リサイクル事業者）によ

るリサイクル活動の実態調査の結果に示す。 

g.4 プラスチック製品製造業者・小売業業者・輸入業者 

使い捨てプラスチックについては、原料輸入し、国内製造されているものと製品輸入

されているものがある。  

A. 供給フロー 

 

  

対象品目

家電

原料調達 製造 流通 小売

製品輸入 製品輸出

対象品目 原料調達 製造 流通 小売

潤滑油 製品輸入 製品輸出

対象品目 原料調達 製造 小売

使い捨て

プラスチック

流通

原料輸入
製品輸入
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B. 企業概要 

調査に回答した企業の概要は以下の通りである。 

品目詳細及び販売量 
プラスチック容器：100 トン 
プラスチックストロー：2 トン 

品目の販売先（方法） 国内：法人（プラスチック容器：製品輸
入、プラスチックストロー：製造・流通） 

市場シェア 
プラスチック容器：- 
プラスチックストロー： 70％ 

輸入国・輸入先（方法） 中国（製品・原料輸入） 
使用済製品回収・廃棄先（方法）と理由 回収なし 
使用済製品の処理・売却先（方法）と理由 N/A 
事業者が自ら排出する産業廃棄物の種類・
廃棄先 N/A 

事業者が自ら排出する産業廃棄物の処理・
売却先（方法）と理由 N/A 

g.5 飲料製造業者・小売業者・輸入業者 

飲料については、容器の原料（プリフォーム、アルミ缶）を輸入して国内製造されて

いるものと、製品輸入されているものがある。一部については海外に製品輸出されてい

る。 
使用済み飲料容器については、飲料製造業者が空き PET ボトル、空き缶（アルミ缶）

を回収し、自社の設備で分別・圧縮・梱包した後、海外へ輸出している。また、リサイ

クル業者においても飲料業者が対象としていない PET ボトルやアルミ缶を回収し同様に

海外へ輸出している。ビールなどの空き瓶の一部については、製造業者が回収し、繰り

返し使用した後に国内で廃棄されている。 

A. 供給フロー 

 

 

B. 使用済製品回収 

＜PET ボトル、空き缶（アルミ缶）＞ 
 

対象品目 原料調達 製造 流通 小売

飲料 原料輸入 製品輸出
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リサイクル業者による回収については、民間セクター（民間リサイクル事業者）によ

るリサイクル活動の実態調査の結果に示す。 
 
＜空き瓶＞ 

 

C. 企業概要 

調査に回答した企業の概要は以下の通りである。 
国内に 3 ヶ所ある拠点での拠点回収を行っている。拠点では対象容器を 1 ㎏あたり 1 

FJD で買い取っている。このほか一部の地区では、収集車両を用いた個別収集を行って

いる。収集車両による回収の場合、対象容器は 1 ㎏あたり 0.5 FJD で買い取られる。国

内で選別・圧縮・梱包されたのち、コンテナで輸出される。取引先は、市場価格によっ

て変わるがマレーシアやニュージーランドに輸出される。PET ボトルについては収支が

赤字となるが、企業の社会貢献として使用済製品回収が継続されている。 
 

品目詳細及び販売量 

PET ボトル入り清涼飲料水： 
約 18,500,000 本 
 
缶入り清涼飲料水： 
約 13,600,000 本 

品目の販売先（方法） 
国内：法人（製造・流通） 
海外：法人（製造・輸出） 

市場シェア N/A 
輸入国・輸入先（方法） オーストラリア（原料輸入） 

使用済製品回収・廃棄先（方法）と理由 資源化のため、自社製品の使用済容器につ
いて戸別収集/拠点回収を行う。 

使用済製品の処理・売却先（方法）と理由 分別・圧縮・梱包の上、海外（マレーシア
やニュージーランド）の取引先に売却 

事業者が自ら排出する産業廃棄物の種類・
廃棄先 N/A 

事業者が自ら排出する産業廃棄物の処理・
売却先（方法）と理由 N/A 

回収主体 対象品目 品目詳細 回収方法
回収時

取引条件
処理 引渡先

引渡時

取引条件

飲料製造業者 飲料
空きペットボトル

空き缶（アルミ缶）

戸別収集

拠点回収

その他

買取

又は

無償引取

分別

圧縮

梱包

海外 有償で売却

回収主体 対象品目 品目詳細 回収方法
回収時

取引条件
処理 引渡先

引渡時

取引条件

再使用 - -飲料製造業者 飲料 空き瓶
戸別収集

拠点回収
買取
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h. トンガ 

h.1 自動車小売業者・輸入業者 

自動車、電池、タイヤともに製品輸入され、国内では流通、小売が行われている。 
使用済み製品については、リサイクル業者が、廃自動車から金属スクラップ、廃鉛蓄

電池を回収し有価物として海外に輸出している。 

A. 供給フロー 

 

B. 使用済み製品回収 

リサイクル業者による回収については、民間セクター（民間リサイクル事業者）によ

るリサイクル活動の実態調査の結果に示す。 

h.2 家電小売業者・輸入業者 

白物家電、PC、携帯電話ともに製品輸入している。供給側での使用済み製品の回収は

行われていないが、リサイクル業者が、廃家電を回収し有価物として海外に輸出してい

る。 

A. 供給フロー 

 

B. 使用済み製品回収 

リサイクル業者による回収については、民間セクター（民間リサイクル事業者）によ

るリサイクル活動の実態調査の結果に示す。 

h.3 潤滑油製造業者・輸入業者 

潤滑油は製品輸入されている。 

  

対象品目

自動車
鉛蓄電池
タイヤ

原料調達 製造 流通 小売

製品輸入

対象品目 原料調達 製造 流通

家電

小売

製品輸入
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A. 供給フロー 

 

h.4 プラスチック製品製造業者・小売業業者・輸入業者 

使い捨てプラスチックは製品輸入されている。 

A. 供給フロー 

 

h.5 飲料製造業者・小売業者・輸入業者 

飲料（PET ボトル、アルミ缶、ガラス）は全て製品輸入されている。使用済み製品の

回収についてはリサイクル業者がアルミ缶を回収し有価物として海外に輸出している。 

A. 供給フロー 

 

B. 使用済み製品回収 

リサイクル業者による回収については、民間セクター（民間リサイクル事業者）によ

るリサイクル活動の実態調査の結果に示す。 

i. サモア 

i.1 自動車小売業者・輸入業者 

自動車、電池、タイヤともに製品輸入されている。使用済み製品の回収については、

リサイクル業者が廃自動車の金属スクラップ、廃鉛蓄電池を回収し有価物として海外に

輸出している。 
 

対象品目

潤滑油

原料調達 製造 流通 小売

製品輸入

対象品目 原料調達 製造 流通 小売

使い捨て

プラスチック 製品輸入

対象品目

飲料

原料調達 製造 流通 小売

製品輸入
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A. 供給フロー 

 

B. 使用済み製品回収 

リサイクル業者による回収については、民間セクター（民間リサイクル事業者）によ

るリサイクル活動の実態調査の結果に示す。 

i.2 家電小売業者・輸入業者 

白物家電、PC、携帯電話は製品輸入されている。使用済み製品については、リサイク

ル業者が、廃家電から金属スクラップを回収し有価物として海外に輸出している。 

A. 供給フロー 

 

B. 使用済み製品回収 

リサイクル業者による回収については、民間セクター（民間リサイクル事業者）によ

るリサイクル活動の実態調査の結果に示す。 

i.3 潤滑油製造業者・輸入業者 

潤滑油については、製品輸入されている。使用済み製品回収については、潤滑油輸入

業者が回収、保管し、一部は国内で再利用されている。 

A. 供給フロー 

 

  

対象品目

自動車
鉛蓄電池
タイヤ

原料調達 製造 流通 小売

製品輸入

対象品目

家電

小売原料調達 製造 流通

製品輸入 製品輸出

対象品目

潤滑油

原料調達 製造 流通 小売

製品輸入
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B. 使用済製品回収 

 

C. 企業概要 

当該企業では、油圧油を輸入し流通・小売を行っている。廃潤滑油については、特定

の顧客の要望を受けて無償で戸別収集している。1 か月に回収される廃潤滑油の量はド

ラム缶 8 個（約 1,700ℓ）である。基本的に回収した廃潤滑油のリサイクル等の処理は行

われず保管されているが、一部顧客からは需要があるため、要望に応じて無償提供され

ている。 
調査に回答した企業の概要は以下の通りである。 

品目詳細および販売量 油圧油：約 180 トン 
品目の販売先（方法） 国内：個人・法人（輸入・流通・小売） 
市場シェア N/A 
輸入国・輸入先（方法） N/A（製品輸入） 

使用済製品回収・廃棄先（方法）と理由 保管のため、特定顧客の廃潤滑油の戸別収
集を行う。 

使用済製品の処理・売却先（方法）と理由 保管/特定顧客への無償提供 
事業者が自ら排出する産業廃棄物の種類・
廃棄先 N/A 

事業者が自ら排出する産業廃棄物の処理・
売却先（方法）と理由 N/A 

i.4 プラスチック製品製造業者・小売業業者・輸入業者 

使い捨てプラスチックは製品輸入されている。 

A. 供給フロー 

 

B. 企業概要 

調査に回答した企業の概要は以下の通りである。当該企業では、プラスチック容器包

装及びプラスチック袋を輸入し流通・小売を行っている。 
 

対象品目 品目詳細 回収方法
回収時

取引条件
自社処理 引渡先

引渡時

取引条件

無償で引渡潤滑油 廃エンジンオイル 拠点回収 無償で引取 保管 国内

対象品目 原料調達 製造 流通 小売

使い捨て

プラスチック 製品輸入
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品目詳細および販売量 使い捨てプラスチック：約 45 トン 
品目の販売先（方法） 国内：法人（輸入・流通・小売） 
市場シェア N/A 
輸入国・輸入先（方法） 中国（製品輸入） 
使用済製品回収・廃棄先（方法）と理由 回収なし 
使用済製品の処理・売却先（方法）と理由 N/A 
事業者が自ら排出する産業廃棄物の種類・
廃棄先 N/A 

事業者が自ら排出する産業廃棄物の処理・
売却先（方法）と理由 N/A 

i.5 飲料製造業者・小売業者・輸入業者 

飲料については、容器の原料（プリフォーム、アルミ缶、ガラス瓶）を輸入して国内

製造されているものと、製品輸入されているものがある。一部については海外に製品輸

出されている。 
使用済み飲料容器については、ビールなどの空き瓶の一部については、飲料製造業者

が回収し、繰り返し使用した後に国内で廃棄されている。またリサイクル業者において

もアルミ缶を回収し同様に海外へ輸出している。 

A. 供給フロー 

 

B. 使用済製品回収 

＜アルミ缶＞ 
リサイクル業者による回収については、民間セクター（民間リサイクル事業者）によ

るリサイクル活動の実態調査の結果に示す。 
 
＜空き瓶＞ 

 
  

対象品目

飲料

原料調達 製造 流通 小売

原料輸入
製品輸入

製品輸出

回収主体 対象品目 品目詳細 回収方法
回収時

取引条件
処理 引渡先

引渡時

取引条件

再使用 - -飲料製造業者 飲料 空き瓶
戸別収集

拠点回収
買取
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C. 企業概要 

調査に回答した企業の概要は以下の通りである。当該企業では、飲料製造と流通を行

っている。空き瓶は 1 本あたり 0.2～0.4 WST で回収されている。回収方法には車両によ

る戸別収集と、特定の拠点における回収がある。空き瓶は複数回飲料容器として使用さ

れた後に、破砕され処分場で埋立される。空き瓶は複数回使用されるため、厳密な回収

率は不明であるが、2019 年では、年間製造量（820,700 ケース）の約 73％に相当する空

き瓶（605,052 ケース）の空き瓶が回収された。 

品目詳細及び販売量 

＜国内製造品＞ 
瓶清涼飲料水：420,600 ケース 
瓶ビール：400,100 ケース 
PET ボトル入り清涼飲料水：1,511 ケース 
 
＜輸入品＞ 
瓶ビール：1,511 ケース 
缶入り清涼飲料水：33,453 ケース 

品目の販売先（方法） 国内：個人・法人（輸入・流通・小売） 
市場シェア N/A 
輸入国・輸入先（方法） ニュージーランド/フィジー（製品・容器輸入） 
使用済製品回収・廃棄先
（方法）と理由 

空き瓶について車両による一部地区での戸別収集又は拠点回
収する。 

使用済製品の処理・売却
先（方法）と理由 洗浄し飲料容器として再使用する。 

事業者が自ら排出する産
業廃棄物の種類・廃棄先 

ガラス、プラスチック、段ボール、紙：埋立処分 
金属スクラップ：リサイクル業者に引渡 

事業者が自ら排出する産
業廃棄物の処理・売却先
（方法）と理由 

再使用できない空き瓶は、国内で再資源化できないため、破
砕処理後に埋め立てる 
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2.3 民間セクター（民間リサイクル事業者）によるリサイクル活動の実態調査 

2.3.1 調査の概要 

本調査では、調査票 B.3（民間リサイクル）を作成した。 
調査票について詳しくは添付資料を参照されたい。本調査票は、基本的に現地調査対

象 9 か国で共通して使用された。民間リサイクル事業者（多くは金属スクラップなどの

資源を回収して輸出する事業者）へ調査票の配布を行った。各国の民間リサイクル事業

者の調査票への回答状況を下表に示す。 

表 2-26 調査企業一覧（B.3） 

国 回答 
パラオ 3 社中 0 社より回答あり 
ミクロネシア 2 社中 1 社より回答あり 
マーシャル 3 社中 1 社より回答あり 
パプアニューギニア 3 社中 1 社より回答あり 
ソロモン諸島 3 社中 1 社より回答あり 
バヌアツ 1 社中 0 社より回答あり 
フィジー 6 社中 3 社より回答あり（4 社について J-PRISM フ

ェーズ 2 の成果 2 を通じた取得データあり） 
トンガ 2 社中 2 社より回答あり 
サモア 2 社中 1 社より回答あり 

2.3.2 調査の結果 

回答が得られた企業について、取扱品目及び会社規模等の基礎情報を下表に示す。調

査項目のうち、回答が得られらなかった項目については N/A と表記した。 
金属スクラップや廃家電については、対象国の多くの企業が取扱っている品目であり

基本的には、有価物として回収して、分別・圧縮・梱包の後に、コンテナで海外に輸出

するという業態が多い。フィジーにおいては、雑がみ、廃潤滑油、廃鉛蓄電池を国内で

再資源化（修理・焼却を含む）しているリサイクル企業もある。 
一般的な傾向として、リサイクル業の市場は国家規模に応じて大きくなると考えられ

る。今回調査を行ったリサイクル企業の会社規模（従業員数）も基本的には国の人口に

比例して大きくなる傾向がみられる。なお、調査を行ったリサイクル企業は基本的には

民間企業であるが、ミクロネシアとマーシャルについては公社である。 
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表 2-27 企業一覧 

国（企業） 取扱品目 従業員数 敷地面積 
ミクロネシア（A 社） 金属スクラップ 

廃家電 
N/A N/A 

マーシャル（A 社） 金属スクラップ 
アルミ缶 
PET ボトル 
ガラス 
廃鉛蓄電池 
廃家電 

51 N/A 

パプアニューギニア 
（A 社） 

アルミ缶 
金属スクラップ 

4 N/A 

ソロモン諸島（A 社） プラスチック 3 N/A 
フィジー（A 社） 雑がみ 75 N/A 
フィジー（B 社） 金属スクラップ 

プラスチック 
段ボール 
ガラス 
廃家電 

44 N/A 

フィジー（C 社） 廃潤滑油 N/A N/A 
フィジー（D 社） 廃鉛蓄電池 N/A N/A 
トンガ（A 社） 金属スクラップ 

廃鉛蓄電池 
9 N/A 

トンガ（B 社） 金属スクラップ 
廃鉛蓄電池 
廃家電 

12 8 acre 

サモア（A 社） 金属スクラップ 
廃家電 

15 4 acre 

 
上表に示した企業の調査票の質問項目に基づく詳細な調査結果は以降で述べる。ま

た、フィジー（D 社）については、調査票への回答が得られなかったが、J-PRISM フェ

ーズ 2 の調査データをもとに情報を整理した。またパラオについては、企業からの回答

が得られなかったが、調査団が有する知見に基づく情報を整理した。 

a. パラオ 

質問票を配布した企業からの回答は得られなかった。しかし、ある会社の行っている

廃車処理等に関しては、既存情報を入手していることから、そうした情報については流

通・小売業調査の結果に記載している。 

b. ミクロネシア 

b.1 リサイクル会社 A 
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ポンペイ州において、州政府からの委託を受け、処分場の運営維持管理を行っている

会社から情報を得た。同社によれば、処分場に持ち込まれた金属スクラップ類、白物家

電等は、埋め立てずに処分場内の一画に貯留しているが、その重量は正確には把握でき

ていないということであった。 

A. 収集・保管・処理を行っている品目の種類 

品目の種類 金属スクラップ、プラスチック、雑がみ、
廃家電、ガラス、廃自動車 

B. 品目毎のリサイクル処理能力・規模・処理能力・規模・処理量等 

品目 
処理 
方法 

処理能力・
規模 

（t/日） 

処理量 
（t/年） 

輸出量 
（t/年） 

国内再生量
（t/年） 

終処分量 
（t/年） 

全品目 
回収 
分別 

N/A N/A 処分場で貯留 

C. 品目の収集・売却・受取方法、 売却金額及び処理ルート等 

品目 
収集・ 

受取方法 
収集・受取 
取引条件 

売却方法 売却金額 
処理 
ルート 

全品目 拠点回収 N/A 処分場で貯留 

D. 収集・保管・処理に使用している資機材 

収集・保管・処理に使用している資機材についての回答は得られなかった。 

E. 国際的なリサイクル可能資源の市況の動向、売却価格（市場価格）の推移 

国際的なリサイクル可能資源の市況の動向、売却価格（市場価格）の推移について、

直接的な回答はなかったが、国際的なリサイクル可能資源の市況の動向、売却価格（市

場価格）の推移を踏まえて、市場価格が低い品目については一旦処分場で貯留し、市場

価格が上がるタイミングの輸出を見計らっているようである。 

c. マーシャル 

c.1 リサイクル会社 A 

マーシャルのマジュロ環礁において廃棄物管理を担っているマジュロ環礁廃棄物公社

から回答を得た。同社によれば、処分場に持ち込まれた金属スクラップ類、白物家電等

は、埋め立てずに処分場内の一画に貯留しているが、その重量は正確には把握できてい

ないということであった。また、同社は、CDL の回収センター業務を行っているが、そ

の過程で回収したアルミ缶とともに、金属スクラップ類をコンテナに積み込み輸出する

ことがあるという回答であった。 
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A. 収集・保管・処理を行っている品目の種類 

品目の種類 
アルミ缶、非鉄スクラップ、廃鉛蓄電池、
廃家電（冷蔵庫、洗濯機、エアコン、電子
レンジ）、ガラス 

B. 品目毎のリサイクル処理能力・規模・処理能力・規模・処理量等 

品目 
処理 
方法 

処理能
力・規模 
（t/日） 

処理量 
（t/年） 

輸出量 
（t/年） 

国内再生量
（t/年） 

終処分
量 

（t/年） 

アルミ缶 

回収 
分別 
圧縮 
梱包 

1.1 138 138 0 0 

PET ボトル 

回収 
分別 
圧縮 
梱包 

0.76 80 処分場で貯留 

ガラス 
回収 
分別 

0.48 50 処分場で貯留 

廃鉛蓄電池 
回収 
梱包 

N/A N/A N/A N/A N/A 

その他金属ス
クラップ 

回収 
分解 
圧縮 
梱包 

N/A N/A N/A N/A N/A 

C. 品目の収集・売却・受取方法、 売却金額及び処理ルート等 

品目 
収集・ 

受取方法 
収集・受取 
取引条件 

売却方法 売却金額 
処理 
ルート 

アルミ缶 CDL によ
る回収 

払戻金 
0.05USD/本 

海外の業者
へ売却 

0.80～0.99 
USD/kg 韓国 

PET ボトル CDL によ
る回収 

払戻金 
0.05USD/本 

処分場で貯留 

ガラス CDL によ
る回収 

払戻金 
0.05USD/本 

処分場で貯留 

廃鉛蓄電池 拠点回収 
買取 

0.3USD/kg 
海外の業者
へ売却 700 USD/ton 韓国 

D. 収集・保管・処理に使用している資機材 

種類 数 入手方法 金額 
金属用圧縮機 1 台 

日本より入手 260,106 USD 
プラスチック圧縮機 1 台 
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E. 国際的なリサイクル可能資源の市況の動向、売却価格（市場価格）の推移 

国際的なリサイクル可能資源の市況の動向、売却価格（市場価格）の推移について、

直接的な回答はなかったが、国際的なリサイクル可能資源の市況の動向、売却価格（市

場価格）の推移を踏まえて、市場価格が低い品目については一旦処分場で貯留し、市場

価格が上がるタイミングの輸出を見計らっているようである。 

d. パプアニューギニア 

d.1 リサイクル会社 A 

同社は、一般顧客もしくは企業から持ち込まれるアルミ缶や銅の買い取りを行ってい

る。アルミ缶は同社が所有するアルミニウム圧縮梱包機を用いて圧縮梱包しているほ

か、銅は 24 ガロンのドラム缶に、また他の非鉄金属は 20 フィートコンテナに保管し

て、一定量に達した後に売却している。同社では、年間約 2 トン程度のリサイクルを行

っている。 

A. 収集・保管・処理を行っている品目の種類 

品目の種類 アルミ缶、銅、非鉄スクラップ 

B. 品目毎のリサイクル処理能力・規模・処理能力・規模・処理量等 

品目 
処理 
方法 

処理能
力・規模 
（t/日） 

処理量 
（t/年） 

輸出量 
（t/年） 

国内再生量
（t/年） 

終処分
量 
（t/年） 

アルミ缶 

回収 
分別 
圧縮 
梱包 

1 120 120 N/A 

2 
銅 

回収 
分別 
圧縮 
梱包 

0.2 20 20 N/A 

非鉄スクラッ
プ 

回収 
分別 
切断 

0.1 20 20 N/A 

C. 品目の収集・売却・受取方法、 売却金額及び処理ルート等 

品目 
収集・ 

受取方法 
収集・受取 
取引条件 

売却方法 売却金額 
処理 
ルート 

アルミ缶 拠点回収 
買取 

2PGK/kg 

海外の業者
へ売却又は
国内の業者
へ売却 

0.89USD/kg
（海外） 

2.5PGL/kg 
（国内） 

オースト
ラリア又
は国内 
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銅 拠点回収 
買取 

9PGK/kg 

海外の業者
へ売却又は
国内の業者
へ売却 

4.9USD/kg
（海外） 
11PGK/kg 
（国内） 

オースト
ラリア又
は国内 

その他非鉄ス
クラップ 拠点回収 N/A 海外へ輸出 N/A N/A 

 

D. 収集・保管・処理に使用している資機材 

種類 数 入手方法 金額 
アルミニウム 
圧縮機 

1 台 中国の業者から購入 23,000 USD 

E. 国際的なリサイクル可能資源の市況の動向、売却価格（市場価格）の推移 

国際的なリサイクル可能資源の市況の動向、売却価格（市場価格）の推移について、

以下のような回答を得た。 

 金属スクラップの市場価格の変動は、この業界ではよくあることだが、2019 年は金

属スクラップの価格がひどく下落し、当該企業のような多くの小規模の金属スクラ

ップを取り扱う会社に影響を与えた。具体的には、市場価格の下落は、オーストラ

リアのブリスベンにあるバイヤーへの金属スクラップの輸出に影響があった。 近

では、COVID-19 が新たな打撃となっている。このように市場価格の変動が、リサ

イクル業の財務状況に大きな影響を与えているため、国内での販売を中止し、再び

事業を立て直すことにしている。こういった状況ではあるが、当該企業は、パプア

ニューギニアの廃棄物処理に引き続き貢献している。 

e. ソロモン諸島 

e.1 リサイクル会社 A 

同社では、自社工場から排出される廃プラスチック片を裁断した原料をリサイクルし

て、プラスチック袋の製造・販売を行っている。 

A. 収集・保管・処理を行っている品目の種類 

品目の種類 廃プラスチック 

B. 品目毎のリサイクル処理能力・規模・処理能力・規模・処理量等 

品目 
処理 
方法 

処理能
力・規模 
（t/日） 

処理量 
（t/年） 

輸出量 
（t/年） 

国内再生量
（t/年） 

終処分
量 

（t/年） 

廃プラスチッ
ク 

回収 
資源化 

0.005 N/A 0 N/A 2 
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C. 品目の収集・売却・受取方法、 売却金額及び処理ルート等 

品目 
収集・ 
受取方法 

収集・受取 
取引条件 

売却方法 売却金額
（AUD/トン） 

処理 
ルート 

廃プラスチッ
ク 拠点回収 無償 N/A N/A N/A 

D. 収集・保管・処理に使用している資機材 

種類 数 入手方法 金額 
粉砕機 1 台 N/A 約 600 USD 

E. 国際的なリサイクル可能資源の市況の動向、売却価格（市場価格）の推移 

国際的なリサイクル可能資源の市況の動向、売却価格（市場価格）の推移について、

直接的な回答は得られなかったが、現状のリサイクルの取組と課題について意見を得

た。 

 現在のリサイクルの取組は十分ではない。プラスチック、紙、ガラス、ゴムなど、

あらゆる種類の素材をリサイクルするために、もっと努力すべきである。ソロモン

諸島で言えば 9 ある州ごとにプラスチックのリサイクル施設を整備して、リサイク

ル可能な PET ボトルやその他のプラスチック廃棄物を引き取って処理するといった

仕組みが考えられる。 

f. バヌアツ 

調査対象企業に、質問票を配布したが、回答は得られなかった。 

g. フィジー 

g.1 リサイクル会社 A 

雑がみ（廃コピー用紙）を取扱うリサイクル会社で、回収した雑がみをトイレットペ

ーパーとして国内で再資源化している。市場動向に関しては、近年、安価な輸入品のト

イレットペーパーが再生品の市場における競争力を下げていることが課題となってい

る。 

A. 収集・保管・処理を行っている品目の種類 

品目の種類 雑がみ（廃コピー用紙） 
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B. 品目毎のリサイクル処理能力・規模・処理能力・規模・処理量等 

品目 
処理 
方法 

処理能
力・規模 
（t/日） 

処理量 
（t/年） 

輸出量 
（t/年） 

国内再生量
（t/年） 

終処分
量 
（t/年） 

廃コピー用紙 
回収 
分別 
資源化 

12 1,517 0 885 N/A 

 

C. 品目の収集・売却・受取方法、 売却金額及び処理ルート等 

品目 
収集・ 

受取方法 
収集・受取 
取引条件 

売却方法 売却金額
（AUD/トン） 

処理 
ルート 

廃コピー用紙 戸別収集
拠点回収 

手数料徴収 
0.5FJD/㎏ 

N/A N/A N/A 

D. 収集・保管・処理に使用している資機材 

種類 数 入手方法 金額 
トラック（大型） 2 台 

N/A N/A 
トラック（小型） 1 台 
フォークリフト N/A 
圧縮梱包機 1 基 
再資源化設備 1 式 

E. 国際的なリサイクル可能資源の市況の動向、売却価格（市場価格）の推移 

国際的なリサイクル可能資源の市況の動向、売却価格（市場価格）の推移について、

以下のような回答を得た。 

 トイレットペーパーの市場では、リサイクル品よりも輸入品（中国製など）の方が

小売価格が安い。トイレットペーパーの製造にかかる主なコストは、電気、水、化

学薬品であるが、これらはフィジーよりも中国の方が安い傾向にあるためである。

また、リサイクル費用はリサイクル製品の価格に含まれているため、政府や国際的

な支援者からの十分なサポートと人々の協力がなければ、この事業は困難である。 

g.2 リサイクル会社 B 

鉄スクラップ、アルミ缶、プラスチック、PET ボトル、段ボールを回収し、圧縮梱包

し、海外に有価物として輸出しているリサイクル会社である。近年は各種有価物の市場

価格が下がっており、利益が圧迫されている。 
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A. 収集・保管・処理を行っている品目の種類 

品目の種類 鉄スクラップ、アルミ缶、PET ボトル、プ
ラスチック、段ボール 

B. 品目毎のリサイクル処理能力・規模・処理能力・規模・処理量等 

品目 
処理 
方法 

処理能力・
規模 

（t/日） 

処理量 
（t/年） 

輸出量 
（t/年） 

国内再生量
（t/年） 

終処分
量 

（t/年） 

鉄スクラップ 

回収 
分解 
圧縮 
梱包 

N/A 

2,668 

2,160 0 

36 

アルミ缶 

回収 
分別 
洗浄 
圧縮 
梱包 

1 80 0 

PET ボトル 

回収 
分別 
圧縮 
梱包 

1 100 0 

プラスチック 

回収 
分別 
圧縮 
梱包 

1 92 0 

段ボール 

回収 
分別 
圧縮 
梱包 

3 200 0 

C. 品目の収集・売却・受取方法、 売却金額及び処理ルート等 

品目 
収集・ 

受取方法 
収集・受取 
取引条件 

売却方法 売却金額
（AUD/トン） 

処理 
ルート 

鉄スクラップ 

拠点回収 

N/A 海外の業者
へ売却 N/A ニュージ

ーランド 

アルミ缶 
買取 

0.80FJD/kg 
海外の業者
へ売却 1370 ニュージ

ーランド 

PET ボトル 
手数料 

15FJD/袋 

国内の業者
に引渡し又
は海外の業
者に売却* 

50 

ニュージ
ーランド
又は国内
飲料製造

業者 
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プラスチック 
手数料 

10.5FJD/袋 
海外の業者
に売却 170 ニュージ

ーランド 

段ボール 
手数料 

20FJD/袋 
海外の業者
に売却 170 ニュージ

ーランド 

※PET ボトルのうち、飲料製品の製造工程で発生した不適合品の容器の原料（プリフ

ォーム）はニュージーランドの業者に売却、その他の PET ボトルについては、国内の飲

料製造業者が回収の対象としている容器が当該飲料製造業者に引き渡される。 

D. 収集・保管・処理に使用している資機材 

種類 数 入手方法 金額 
圧縮機 3 台 ニュージーランドより購入 50,000 NZD/台 
せん断機 3 台 ニュージーランドより購入 20,000 NZD/台 

E. 国際的なリサイクル可能資源の市況の動向、売却価格（市場価格）の推移 

国際的なリサイクル可能資源の市況の動向、売却価格（市場価格）の推移について、

以下のような回答を得た。 

 国際市場における市場価格は過去数年に比べて低下しており、個々の商品のマージ

ンが少なく、高い輸送費がかかるため、リサイクル業界に大きな影響を与えてい

る。リサイクル可能資源の輸出を支援してくれる組織の助けを求めている。 

g.3 リサイクル会社 C 

主に建設などに用いられる鉄筋を製造販売する会社であるが、廃潤滑油を回収し、鉄

筋を製造する際に電炉の燃料として利用している。 

A. 収集・保管・処理を行っている品目の種類 

品目の種類 廃潤滑油 

B. 品目毎のリサイクル処理能力・規模・処理能力・規模・処理量等 

品目 
処理 
方法 

処理能力・
規模 

（ℓ/日） 

処理量 
（ℓ/年） 

輸出量 
（t/年） 

国内再生量
（t/年） 

終処
分量 

（t/年） 

廃潤滑油 
回収 
焼却 

5,500 120,003,000 0 0 0 

C. 品目の収集・売却・受取方法、 売却金額及び処理ルート等 

品目 
収集・ 

受取方法 
収集・受取 
取引条件 

売却方法 売却金額
（AUD/トン） 

処理 
ルート 

廃潤滑油 拠点回収 無償 電炉で焼却処理 
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D. 収集・保管・処理に使用している資機材 

収集・保管・処理に使用している資機材についての回答は得られなかった。 

E. 国際的なリサイクル可能資源の市況の動向、売却価格（市場価格）の推移 

国際的なリサイクル可能資源の市況の動向、売却価格（市場価格）の推移について、

直接的な回答は得られなかった。当該企業の取組は国内のリサイクル可能資源を、国内

処理する仕組みであるため、国際的なリサイクル可能資源の市況の動向や、売却価格

（市場価格）の推移の影響を直接的に受けるものではない。 

g.4 リサイクル会社 D 

鉛蓄電池の製造・販売を行う会社であるが、使用済みの鉛畜電池を回収し、国内で修

理を行ったり、海外に輸出することでリサイクルを行っている。 

A. 収集・保管・処理を行っている品目の種類 

品目の種類 廃鉛蓄電池 

B. 品目毎のリサイクル処理能力・規模・処理能力・規模・処理量等 

品目 
処理 
方法 

処理能力・
規模 

（t/日） 

処理量 
（t/年） 

輸出量 
（t/年） 

国内再生量
（t/年） 

終処
分量 

（t/年） 

廃鉛蓄電池 
回収 
修理 
梱包 

24 1,170 N/A 1,170 0 

C. 品目の収集・売却・受取方法、 売却金額及び処理ルート等 

品目 
収集・ 

受取方法 
収集・受取 
取引条件 

売却方法 売却金額
（AUD/トン） 

処理 
ルート 

廃鉛蓄電池 拠点回収 無償 N/A 

D. 収集・保管・処理に使用している資機材 

収集・保管・処理に使用している資機材についての回答は得られなかった。 

E. 国際的なリサイクル可能資源の市況の動向、売却価格（市場価格）の推移 

国際的なリサイクル可能資源の市況の動向、売却価格（市場価格）の推移について、

直接的な回答は得られなかった。当該企業の取組は国内のリサイクル可能資源を、国内

処理する仕組みであるため、国際的なリサイクル可能資源の市況の動向や、売却価格

（市場価格）の推移の影響を直接的に受けるものではない。 
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h. トンガ 

h.1 リサイクル会社 A 

金属スクラップ（鉄・非鉄）、廃鉛蓄電池を回収・分別・圧縮・梱包し、海外に有価

物として輸出しているリサイクル会社である。 

A. 収集・保管・処理を行っている品目の種類 

品目の種類 鉄スクラップ、非鉄スクラップ、廃鉛蓄電
池 

B. 品目毎のリサイクル処理能力・規模・処理能力・規模・処理量等 

品目 
処理 
方法 

処理能力・
規模 

（t/日） 

処理量 
（t/年） 

輸出量 
（t/年） 

国内再生量
（t/年） 

終処
分量 

（t/年） 

鉄スクラッ
プ 

回収 
分解 
圧縮 
梱包 

0.5 

201 

54 0 

1 非鉄スクラ
ップ 

回収 
分解 
圧縮 
梱包 

0.7 150 0 

廃鉛蓄電池 
回収 
分別 
梱包 

0.05 6 0 

C. 品目の収集・売却・受取方法、 売却金額及び処理ルート等 

品目 
収集・ 

受取方法 
収集・受取 
取引条件 

売却方法 売却金額 
処理 

ルート 

鉄スクラップ 拠点回収 買取 海外の業者
へ売却 N/A N/A 

非鉄スクラッ
プ 拠点回収 買取 海外の業者

へ売却 N/A N/A 

廃鉛蓄電池 拠点回収 買取 海外の業者
へ売却 N/A N/A 

D. 収集・保管・処理に使用している資機材 

収集・保管・処理に使用している資機材についての回答は得られなかった。 

E. 国際的なリサイクル可能資源の市況の動向、売却価格（市場価格）の推移 

国際的なリサイクル可能資源の市況の動向、売却価格（市場価格）の推移について、

直接的な回答は得られなかったが、当該企業は、トンガにおけるリサイクル業が将来的
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に成長する可能性のある産業であると認識している。 

h.2 リサイクル会社 B 

金属スクラップ（鉄・非鉄）、廃鉛蓄電池、廃家電を回収・分別・圧縮・梱包し、海

外に有価物として輸出しているリサイクル会社である。コロナ禍においても非鉄スクラ

ップや廃鉛蓄電池については、市場価格がほぼ影響を受けていないが、鉄スクラップに

ついては、市場価格が下がっていることが課題となっている。  

A. 収集・保管・処理を行っている品目の種類 

品目の種類 鉄スクラップ、非鉄スクラップ、廃鉛蓄電
池、廃家電 

B. 品目毎のリサイクル処理能力・規模・処理能力・規模・処理量等 

品目 
処理 
方法 

処理能力・
規模 

（t/日） 

処理量 
（t/年） 

輸出量 
（t/年） 

国内再生量
（t/年） 

終処
分量 

（t/年） 

鉄スクラッ
プ 

回収 
分解 
圧縮 
梱包 

5-10 

345 

60 0 

5 非鉄スクラ
ップ 

回収 
分解 
圧縮 
梱包 

5-10 252 0 

廃鉛蓄電池 
回収 
分別 
梱包 

5-10 28 0 

C. 品目の収集・売却・受取方法、 売却金額及び処理ルート等 

品目 
収集・ 

受取方法 
収集・受取 
取引条件 

売却方法 売却金額 
処理 

ルート 

鉄スクラップ 

拠点回収 
又は処分
場より回

収 

手数料徴収 海外の業者
へ売却 N/A N/A 

非鉄スクラッ
プ 

拠点回収 
又は処分
場より回

収 

買取 海外の業者
へ売却 N/A N/A 

廃鉛蓄電池 

拠点回収 
又は処分
場より回

収 

買取 海外の業者
へ売却 N/A N/A 
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D. 収集・保管・処理に使用している資機材 

種類 数 入手方法 金額 
発電機 2 台 国内で購入 5,000 USD/台 
3 トントラック 1 台 国内で購入 20,000 USD/台 
5 トントラック 1 台 ニュージーランドより購入 4,000 USD/台 
フォークリフト 1 台 国内で購入 12,000 USD/台 
トラクター 1 台 国内で購入 16,000 USD/台 

E. 国際的なリサイクル可能資源の市況の動向、売却価格（市場価格）の推移 

国際的なリサイクル可能資源の市況の動向、売却価格（市場価格）の推移について、

以下のような回答を得た。 

 COVID-19 の影響にも関わらず、非鉄金属や鉛蓄電池の価格は変わらないか、むし

ろ上昇している。しかし、鉄の価格はまだ低く、リサイクル業者の購入や輸出を妨

げる要因となっている。当該企業の非鉄金属の輸出は回復しつつあり、2021 年に入

ってからは月に 2 コンテナを出荷している。 

i. サモア 

i.1 リサイクル会社 A 

金属スクラップ（鉄・非鉄）、廃家電を回収・分別・圧縮・梱包し、海外に有価物と

して輸出しているリサイクル会社である。現在の課題は海上輸送運賃が高く、取引価格

の良い地域に輸送することが困難になっている。 

A. 収集・保管・処理を行っている品目の種類 

品目の種類 鉄スクラップ、非鉄スクラップ、廃鉛蓄電
池、廃家電 

B. 品目毎のリサイクル処理能力・規模・処理能力・規模・処理量等 

品目 
処理 
方法 

処理能力・
規模 
（t/日） 

処理量 
（t/年） 

輸出量 
（t/年） 

国内再生量
（t/年） 

終処
分量 
（t/年） 

鉄スクラッ
プ 

回収 
分解 
圧縮 
梱包 

1.7 

551 

426 0 

8 

非鉄スクラ
ップ 

回収 
分解 
圧縮 
梱包 

1.1 117 0 
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C. 品目の収集・売却・受取方法、 売却金額及び処理ルート等 

品目 
収集・ 

受取方法 
収集・受取 
取引条件 

売却方法 売却金額 
処理 

ルート 

鉄スクラップ 

拠点回収 
又は処分
場より回

収 

無償又は 
買取 

海外の業者
へ売却又は
国内の業者
へ売却 

N/A N/A 

非鉄スクラッ
プ 

拠点回収 
又は処分
場より回

収 

無償又は 
買取 

海外の業者
へ売却又は
国内の業者
へ売却 

N/A N/A 

D. 収集・保管・処理に使用している資機材 

種類 数 入手方法 金額 
圧縮梱包機 1 台 N/A 150,000 WST/台 
フォークリフト 2 台 国内で購入 16,000 WST/台 
エクスカベータ― 1 台 ニュージーランドより購入 80,000 WST/台 
電気切断機 1 台 N/A N/A 

E. 国際的なリサイクル可能資源の市況の動向、売却価格（市場価格）の推移 

国際的なリサイクル可能資源の市況の動向、売却価格（市場価格）の推移について、

以下のような回答を得た。 

 リサイクル可能資源の市場価格は、次期によって変動が大きく、通常年の初めの 6
ヶ月間は常に良い時期であるが、年末に向けての 6 ヶ月間は常に輸出に適した時期

ではない。 
 現在、リサイクル素材の輸出で問題となっているのは海上運賃であり、市場価格の

良い一部の地域については海上運賃にかかるコストが高すぎる。 
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2.4 公的セクター（中央政府・地方自治体）によるリサイクル活動の実態調査 

現地調査対象国において、環境省等の中央政府や主要地方自治体へのヒアリングを通

じ、公的セクターによるリサイクル活動の対象品目や処理量及び処理方式等に係る情報

を収集し、以下の通り整理した。なお、以下の情報は、J-PRISM フェーズ 2 関係者への

資料提供依頼やヒアリング等の実施により、効率的に収集された。 

表 2-28 調査機関一覧 

国 機関名 
パラオ Bureau of Public Works (BPW), Ministry of Public Infrastructure, 

Industries and Commerce (MPIIC)  
ミクロネシア Yap EPA*/ Chuuk EPA / Pohnpei EPA / Kosrae Island Resource 

Management Authority (KIRMA)* 
マーシャル Environmental Protection Authority / Majuro Atoll Waste Company 

(MAWC) * 
フィジー Nadi Town Council 

*環境保護庁: Environmental Protection Agency (EPA） 
*コスラエ環境保護庁: Kosrae Island Resource Management Authority (KIRMA) 
*マジュロ環礁廃棄物公社: Majuro Atoll Waste Company (MAWC) 

2.4.1 ミクロネシア地域の CDL 

a. CDL の仕組み 

本調査が対象とする大洋州 14 カ

国のうち、パラオ、ミクロネシアの

3 州、並びにマーシャル、キリバス

では、国または州の制度としての

CDL が導入されている。パラオ以外

の国・州の同制度の仕組みは、同じ

であり、右図の通りである5。 
まず、アルミ缶、ガラス容器、

PET ボトルに入った飲料の輸入業者は、輸入時に関税とあわせて、一個当たり６セント

の預り金（デポジットを）支払う。この預り金は、一旦全て、財務省・局のリサイクル

基金に入れられる。この６セントの一部は消費者価格に転嫁され、販売される。消費者

は、対象となる飲料容器の空き缶・瓶を、回収センターに持ち込み、一個当たり 5 セン

トの払戻金を受け取る。回収センターを委託運営している企業や公社は、住民に払い戻

した額、個数の記録を取り、毎週財務省・局に、支払い請求とともに提出する。財務省

のリサイクル基金から、一個当たり６セントが償還される。リサイクル基金から償還さ

れる 6 セントと住民にリファンドする 5 セントの差額の 1 セントは、回収センターを運

 
5 パラオの制度では、預り金が10セントであり、回収センターに空き容器を持ち込んだ消費者には、そのうち5セン

トを受けて取る。差額の5セントの半分の2.5セントは、回収センターを委託運営する機関に運営費として支払わ

れ、残りの2.5セントは積み立てられ廃棄物管理関連費用として利用されている。 
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営する組織の運営費となる仕組みである。 

b. 各国・各州の CDL の概要 

現在、同制度が導入されているパラオ、ミクロネシアのヤップ州、ポンペイ州、コス

ラエ州、マーシャルの制度概要を下表に示す。 

表 2-29 ミクロネシア地域における公的セクターによるリサイクル事業の概要 

調査項目 パラオ ミクロネシア マーシャル 
CDL の概要 2006 年にリサイクル

法、また 2009 年には
飲料容器リサイクル
に係る施行令が定め
られた。実際の運用
は、2011 年からとな
っている。 

コロール州に回収
センターが 2 カ所存
在。主に、人口の 7 割
が集住するコロール
州、陸続きのバベルダ
オブ島から、回収セン
ターへ容器が持ち込
まれている。また、ペ
リリュー島（離島）か
らも、定期的に回収さ
れている。 
 
 

〈ヤップ州〉 
UNDP の支援により 2007 年
に導入されている。 
ヤップ州本島全域で、アルミ、
ガラス、PET 製の主な飲料容
器が回収されている。回収セ
ンターは 1 カ所で、その運営
は民間に委託されている。 
〈ポンペイ州〉 
コロニア市の市長（当時）に
よって、2010 年代に導入され
た。回収センターは、コロニ
ア市とマドレニウム市にあ
り、両市が運営している。ア
ルミ缶のみを回収対象として
いる。回収センター運営の民
営化、対象品目の拡大などの
制度の改善が予定されてい
る。 
〈コスラエ州〉 
UNDP の支援により 2007 年
に導入されている。全域で、
アルミ、ガラス、PET 製の主
な飲料容器が回収されてい
る。回収センターは 1 カ所で、
その運営は民間に委託されて
いる。 
※ヤップ州、コスラエ州では
回収センターで廃鉛蓄電池の
回収も行われている。コスラ
エ州に関しては、廃鉛蓄電池
を CDL 対象品目としている。 

〈マジュロ環礁〉 
現在、マジュロ環礁で、
アルミ、ガラス、PET 製
の主な飲料容器が回収
されている。回収セン
ターは 1 カ所で、その
運営は公社に委託され
ている。 
 
〈クワジェリン環礁〉 
クワジェリン環礁に輸
入されている飲料用品
についても、同環礁の
税関で預り金が課金さ
れてはいるが、まだ回
収センターの運営は始
まっていない。回収セ
ンターを運営する予定
のクワジェリン環礁地
方政府が、プレス機等
を調達しており、回収
センターの運営準備が
進んでいる。 

品目 PET ボトル、アルミ
缶、スチール缶、ガラ
ス瓶、テトラパック 

〈ヤップ州〉 
PET ボトル、アルミ缶、ガラ
ス瓶 
〈コスラエ州〉 
PET ボトル、アルミ、ガラス
瓶、廃鉛蓄電池 
〈ポンペイ州〉 
アルミ缶 

アルミ缶、PET ボトル、
ガラス瓶 
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調査項目 パラオ ミクロネシア マーシャル 
取扱数 -アル
ミ缶 

9,918,461１） 〈ヤップ州〉 
2,422,288 
〈コスラエ州〉 
951,615 
〈ポンペイ州〉 
5,697,467 

9,205,723 7） 

取扱数 -PET
ボトル  

5,103,979１） 〈ヤップ州〉 
322,359 
〈コスラエ州〉 
182,740 

6,366,856 7） 

監督機関 BPW MPIIC 各州の EPA EPA 
回収センタ
ー（運営者） 

・ コロール州政府 
・ Belau Garbage and 

Scrap Company（民
間） 

〈ヤップ州〉 
Island Paradise (民間) 
〈ポンペイ州〉 
コロニア市、マドレニウム市
(地方自治体) 
〈コスラエ州〉 
Micronesian Eco Corp (民間) 

〈マジュロ環礁〉 
マジュロ環礁廃棄物公
社(MAWC) 
 
〈クワジェリン環礁〉 
クワジェリン環礁地方
政府 (KALGOV) ※予
定 

回収率 
(回収された
個数÷デポ
ジットが課
金された個
数) 

90.3%１） 〈ヤップ州〉 
85.5% 
〈コスラエ州〉 
86.1% 
〈ポンペイ州〉 
57.2% 

109.5% 
 

処理に使用
している資
機材 

（コロール州政府回
収センター） 
容器自動計測機、大型
アルミ圧縮梱包機、ガ
ラス破砕機 

〈ヤップ州〉 
大型金属スクラッププレス、
PET シュレッダー 
〈ポンペイ州〉 
小型缶圧縮機 
〈コスラエ州〉 
小型缶圧縮機 

大型スクラッププレス
機 

収集方法 回収センターへ持込 回収センターへ持込 
 

回収センターへ持込 

回収センタ
ーでの受け
入れ頻度 

週 5 日（月―金） 〈ヤップ州〉 
週 3 日（水—金） 
〈ポンペイ州〉 
年 4－5 回 
〈コスラエ州〉 
月 1 回 

週 4 日 

年間課金額 1,762,000 USD１） 〈ヤップ州〉 
275,358 USD 4） 
〈ポンペイ州〉 
597,489 USD 5） 
〈コスラエ州〉 
83,796 USD 6） 

860,000 USD 7） 
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調査項目 パラオ ミクロネシア マーシャル 
事業経費 2） 398,000 USD１） 〈ヤップ州〉 

193,149 USD 4） 
〈ポンペイ州〉 
売却益の半分＋＆ 
〈コスラエ州〉 
11,856 USD 6） 

157,000 USD 7） 

有価物売却
益 3） 

－ 〈ヤップ州〉 
12,000USD 
〈ポンペイ州〉 
64,000USD 
〈コスラエ州〉 
14,200USD 

110,000 USD 7） 

売却価格（市
場価格） 

N.A. N.A. ア ル ミ 缶 : $0.80 – 
0.99/Kg 

制度運用上
の課題 

2つある回収センタ
ー の う ち 、 Belau 
Garbage and Scrap 
Company（民間）へ持
ち込みが集中してお
り、コロール州政府回
収センターの運営を
圧迫する可能性もあ
り、留意が必要であ
る。 

〈ヤップ州〉 
制度自体は持続的に運営され
ている。今後、対象品目の拡
大（廃鉛蓄電池や自動車）も
検討中である。 
〈ポンペイ州〉 
現在は、アルミ缶のみを回収
対象としているが、今後、PET
やガラス容器も対象とすると
ともに、回収業務の民間委託
を早急に実施すべきである。 
〈コスラエ州〉 
コスラエ州は人口規模が小さ
いことから（約5,000人）容器
当たり1セントの運営費では
回収センターの運営ができな
い状況となっていたことか
ら、運営費が容器当たり2セン
トに変更されたところであ
る。（つまりデポジットを7セ
ントに増額した。）今後の運
営状況について、モニタリン
グが必要である。 

人口の集中するマジュ
ロ環礁での導入が先行
し、現在、マジュロでの
み回収が行われてい
る。マジュロでの回収
状況・運営状況ともに
順調である。現在は、同
じく人口の集中するク
ワジェリン環礁（イバ
イ）での導入準備が進
んでいるところであ
り、導入支援が必要で
ある。 

1) 2018 年 『Beverage Container Recycling Program Annual Report FY2018』(MPIIC-BPW) 
2) 回収センターが受け取る金額 
3) 回収センターの運営主体の売却益（直近の売却であり、正確な量は不明） 
4) 2018 年 Yap EPA 内部資料 
5) 2017 年 Pohnpei 州財務局内部資料 
6) 2017 年 KIRMA 内部資料 
7) 2019 年 MAWC 内部資料 

2.4.2 パラオ国コロール州のリサイクル活動 

パラオの人口の約 7 割が集住するコロール州は、観光資源も豊富でパラオ経済の中核

を担っている。そのコロール州では、州政府主導で、廃ガラスを使ったガラス製品の製

造、古紙・段ボールを利用したコンポスト製造、並びにプラスチックの油化が実施され

ている。それぞれのリサイクル活動の概要は下記の通りである。 
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表 2-30 パラオ国コロール州のリサイクル活動の概要 

種類 利用量 概要 
古紙・段ボール
を使ったコンポ
ストの製造 

0.6 トン／月（実績） 2009 年より 1 月からの 149 カ月で、89.2 トン
の古紙・段ボールを利用してコンポストが製造
されている。現在も継続中の事業である。 

廃ガラスを利用
したガラス製品
の製造 

0.6 トン／月（2021 年
6 月までの実績） 
21.6 トン／月（予定） 

CDL で回収された廃ガラスを利用して、ガラス
製造を行うためのガラスセンターが設立され
ている。今後は同センターが中心になり、観光
客などを対象にガラス製造体験のできる施設
として事業を展開する予定である。今後、観光
産業が順調に回復した際には、月 21.6 トンの
廃ガラスの利用を想定している。 

廃プラを利用し
た油化 

11 トン／月（予定） 廃プラを利用した油化装置が、本格的に活動を
再開すれば、月 11 トンの廃プラの利用が予定
されている。廃プラの回収は、ICETT の活動等
とも協働し6、回収されている。しかし、いまだ
技術的に確立された処理方法とは言えず、ま
た、運営・維持管理も極めて難しいことから、
今後の運営状況については留意して観察が必
要である。 

2.4.3 フィジー国における資源物分別収集 

JICA が実施した廃棄物減量化・資源化促進プロジェクト（2008 年 10 月～2012 年 3
月）において、2009 年 9 月よりラウトカ市とナンディ町で資源物分別収集が導入され

た。 

表 2-31 ラウトカ市とナンディ町における資源物分別収集導入 

項目 ラウトカ市 ナンディ町 

対象資源物（共通） PET ボトル、プラスチック袋、硬質プラスチック、金属、紙（新聞
紙、雑誌、オフィス用紙、段ボール 

収集頻度 
住居地区：2 週間に 1 回 

商業地区・学校：毎週 1 回 
毎週 1 回 

収集者 ラウトカ市の直営 委託業者 
 
両自治体とも都市ごみの収集は民間業者に委託していたが、ラウトカ市は週 2 回の頻

度であったため、資源物分別収集は市が直営で行うこととした。一方のナンディ町は週

3 回の収集頻度であったため、2 日を一般ごみの収集にあて、1 日を資源物分別収集に割

り当て、委託費は従前どおりとした。導入当初は回収した資源物は有価でリサイクル業

者に引き取られていた。ラウトカ市では売却益は市の収集運営費に補填されていたが、

ナンディ町の場合はコミュニティに還元されていた。しかしながらリサイクル市場が低

迷するようになって、ほとんど売却益が出なくなった。 
このような状況からラウトカ市は資源物分別収集を止め、市役所が管轄する公園にリ

サイクルセンターを設置して、市民に資源物を持参してもらう仕組みに変更した。他方

 
6 ICETT（公益財団法人 国際環境技術移転センター）が実施しているJICA事業「パラオ国 ガッパン州イボバン、アイ

メリーク州モンガミにおける官民協働ごみゼロ社会推進事業（地域活性化特別枠）」で、廃プラを分別収集している。 
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ナンディ町では現在も資源物分別収集を継続している。下表にナンディ町における現在

の資源物分別収集の概要を示す。 

表 2-32 2021 年時のナンディ町における資源物分別収集の概要 

調査項目 内容 
対象とする品目の種類 紙、段ボール、新聞紙、オフィス用紙、雑誌、布、PET ボト

ル、プラスチック容器、金属スクラップ（鉄、銅、アルミ）、
小型家電 

処理方法 手作業による分別 
取扱量 1 トン/月 
資機材の種類及び数 収集車両：１台 
資機材の入手方法 日本国大使館による寄贈 
資機材の金額（調達価格） 82,450FJD※2009 年時点 
収集方法 戸別収集 
処理ルート 家庭→町による収集→リサイクル業者→国際/国内市場 
収集頻度 月 1 回 
収集料金 無料（一般ごみは 24FJD/年/収集容器） 
料金徴収体制 - 
収集・保管・処理能力及び
規模 

1 トン 

経費 約 6,000FJD/月（一般ごみの収集も含む） 
売上 なし（有価物は無償でリサイクル業者に引き渡す） 
リサイクル可能資源の市
況の動向 

- 

売却価格の推移 - 

2.5 廃棄物管理法制度の現況調査 

各国の廃棄物管理法制度の現況について、下記の項目を含む基礎情報を収集・整理し

た。なお、同調査は J-PRISM フェーズ 2 関係者への資料提供依頼、ヒアリング等実施

により、効率的に業務を実施した。 
本調査では、調査票（廃棄物管理法制度）を作成した。 
調査票について詳しくは添付資料を参照されたい。本調査票は、基本的に現地調査対

象 9 か国で共通して使用された。調査機関一覧に記載されている政府関係者（多くは環

境省や公共事業省など廃棄物管理を所管する機関）を主たる対象として、調査票の配布

を行った。回答が無かった国に関しては調査団が調べた内容を補足的に記載した。 
文献調査対象国 5 か国については、インターネットによる机上調査とし、ウェブ上で

入手可能な文献を収集することで調査を行った。 
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表 2-33 調査機関一覧 

国 機関名 
パラオ Bureau of Public Works (BPW), Ministry of Public Infrastructure, Industries 

and Commerce (MPIIC) / Environmental Quality Protection Board 
ミクロネシア DT&PW / Chuuk EPA / Pohnpei EPA 
マーシャル Environmental Protection Authority 
パプアニュー
ギニア 

Conservation & Environment Protection Authority (CEPA) / National 
Capital District Commission  (NCDC) / Ministry of Environment 
Conservation & Climate Change (MEC & CC) 

ソロモン諸島 Ministry of Environment, Climate Change, Disaster Management and 
Meteorology (MECDM) / Honiara City Council (HCC) 

バヌアツ Ministry of Climate Change Adaptation, Meteorology, Geo-Hazards, 
Environment, Energy and Disaster Management (MCC) 

フィジー Minister of Waterways and Environment 
トンガ Ministry of Meteorology, Energy, Information, Disaster Management, 

Environment, Climate Change and Communications 
サモア Ministry of Natural Resources and Environment 

 
本件調査で把握された廃棄物管理制度の現況の概要は下記のとおり。 

表 2-34 基本法制度の概要 

 環境管理法* 廃棄物管理法 リサイクル関連法（戦略など除
く） 

パラオ 制定済 未制定 飲料容器のリサイクル法が有効 
ミクロネシア 4 州がそれぞれ州法

に基づき環境管理を
行っている 

未制定 3州で飲料容器などのリサイクル
法が有効。1 州で廃車についての
規定法が有効 

マーシャル 制定済 未制定 飲料容器のリサイクル法が有効 
パプアニュー
ギニア 

制定済 未制定 特に有効な法なし 

ソロモン諸島 制定済 未制定 特に有効な法なし 
バヌアツ 制定済 制定済 特に有効な法なし 
フィジー 制定済 未制定 リサイクル業者に対する許可制

限あり。スクラップ金属（非鉄）
貿易の許可制限あり。 

トンガ 制定済 制定済 バーゼルなどに準じて国内で有
害廃棄物法が有効。 

サモア 制定済 制定済 特に有効な法なし 
クック諸島 制定済 未制定 空き瓶の再利用を促進する法が

有効 
キリバス 制定済 未制定 飲料容器のリサイクル法が有効 
ナウル 未制定 未制定 特に有効な法なし 
ニウエ 制定済 未制定 特に有効な法なし 
ツバル 制定済 制定済 飲料容器のリサイクル法が有効 

*環境法、環境基本法、環境保護法などを含む 
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表 2-35 廃棄物管理制度の現況の概要 

 廃棄物管理における基本法制度の概
要 

調査対象品目のリサイクル・適正処理
に係る法制度の概要 

パラオ 廃棄物管理法は制定されておらず、
Environment Quality Protection Act 
(1821) が基本法となっている。 
 
国レベルでは、公共基盤・産業・商業
省（MPIIC）の公共事業局（BPW）が、
都市廃棄物全般の管理・監督を行い、
環境保護局（EQPB）が、有害廃棄物
の管理・監督を行うこととなってい
る。 またパラオ国には１6 州がある
が、各州の廃棄物管理業務は州政府の
責務となっている。 

同国では、飲料容器（アルミ缶、スチ
ール缶、PET ボトル、ガラス瓶に入っ
た飲料）のデポジット制、所謂 CDL が
成功している。当該制度の基本方は、
リサイクル法 2006（Recycling Act 
2006 - RPPL No. 7-24）である。 
また、デポジットの課金、買い取りセ
ンター、事業者の登録などの本制度実
施に必要な事項は、飲料容器リサイク
ルに係る施行令 2009  （Beverage 
Container Recycling Regulation 
2009）で規定されている。 
 

ミクロネ
シア 

国家レベルでは、環境・気候変動・危
機管理局（DECCEM）が主に国家環境
政策の立案と州の環境部局間の調整
を担い、運輸通信インフラ省が、主に
固形廃棄物に関するインフラ整備を
担っている。廃棄物管理法は制定され
ていない。 
一方、4 州は州法(State Code)等に基
づき廃棄物管理を実践している。 

以下のとおり、各州で法制度の整備を
行っている。 

【ヤップ州】 
「 Solid Waste Management 
Regulations 2015」 

【ヤップ州】 
「Recycling Program Law 2008」、 
「 Recycling Program Regulations 
(Dec 2008)」、「Recycling Finance Law 
2009」 

【チューク州】 
「Chuuk State Code 」、「Chuuk State 
Clean Environmental Act 2018 
(Amended in 2020)」 

【チューク州】 
「Chuuk State Clean Environmental 
Act 2018 (Amended in 2020)」にて廃
車の取り扱いについて規定 

【ポンペイ州】 
「Pohnpei State Code」 

【ポンペイ州】 
「 Pohnpei State Code Title 27, 
Chapter 3」において、アルミ缶のリサ
イクルについて規定 

【コスラエ州】 
「Kosrae State Code」 

【コスラエ州】 
「 Kosrae State Code Title 19. 
Environmental Protection and 
Management」 において、PET、アル
ミ缶、ガラスのリサイクルについて規
定 

マーシャ
ル 

廃棄物管理法は制定されておらず、
「National Environmental Protection 
Act1984」のもと、マーシャル環境保
護庁が、廃棄物管理の状況を監督する
ことになっている。 
 

以下の法律のもと、2018 年より CDL
が導入されている。 
「 Styrofoam Cups and Plates and 
Plastic Products Prohibition and 
Container Deposit Act 2016」、「The 
Amendment to the above 2018」、
「 Recycling Program Regulations 
2018」 
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この CDL においては、環境保護庁の
管理・監督のもと、マジュロ環礁廃棄
物公社がリデンプション・センターと
呼ばれる買取センターを運営してい
る。 

パプアニ
ューギニ
ア 

・Environment Act 2000 
環境保護のための主要な法律であり、
また憲法上の要件を定め、開発活動及
び国の水資源管理による環境への影
響を規制するための法律である。州及
び地方政府は、廃棄物管理のための環
境法や政策、細則を策定することがで
きる。また、国家政策、国家固形廃棄
物管理戦略及びそれらの関連規制の
策定が要求されている。 
2002 年には水質基準が追加され、地
方政府が環境法制度の策定、政策、規
制を定める権限を与えた。また、国家
的な廃棄物管理に対する国家的な方
針を打ち出すことを求めた。 
・Public Health Act 1973 
清掃、廃棄物処分及び不法投棄に対す
る罰則を規定している。本法令は保健
省によって管理されている。 
・ Organic Law on Provincial 
Governments and Local-level 
Governments 
本法律は、地方自治体が廃棄物管理の
方針、法律及び付属定款を策定する権
限を与えている。 
・ National Capital District 
Commission Act 2001 
本法律では、廃棄物及び環境管理に関
連する公共の福祉の保護について規
定している 

・ National Climate Compatible 
Development Management Policy 
環境産業の開発、固形廃棄物管理のた
めのインフラ及びリサイクルについ
て言及している。 
・National Strategy for Responsible 
Sustainable Development for PNG 
(StaRS) 
廃棄物管理におけるコスト回収及び
環境汚染税などの環境税が含んだグ
リーン成長政策について言及されて
いる。 
・ Third PNG Medium Term 
Development Plan (NTDP III) 
中期的視点で廃棄物管理活動を支援
することが言及されている。 
・National Health Plan 2011-2020 
病気の発生を減らすという視点で効
果的な廃棄物処理について言及され
ている。 
 

ソロモン
諸島 

・Environmental Act 1998 
ソロモン諸島には廃棄物管理のため
の法規はないが、環境法（1998）は廃
棄物に関する事項を規定している。そ
の対象としては、廃棄物の輸送、収集、
処理、保管、およびその処分を規制す
ること、および「環境に関連する地域
および国際的な条約および義務を遵
守し実施すること」が含まれる。 
・Environment Health Act 1980） 
本法律は、食品の安全性、施設の清潔
さ、衛生対策の採用、感染症、害虫、
媒介生物の管理の観点から、環境（公
衆）の健康を対象としている。したが
って、病院や診療所で発生する医療廃
棄物への言及は限られているが、廃棄
物が感染や病気の原因となる場合に
ついての言及がある。 
また、環境衛生の確保及び維持のた

・National Waste Management and 
Pollution Control Strategy (2017-
2026) 
廃棄物管理の実態、法制度、 
・National Waste Management and 
Pollution Control Strategy （ 2009-
2014）の進捗を踏まえた課題が整理
され、課題を踏まえた 9 つの方針（環
境・社会・経済・制度面）を打ち出し、
具体的なアクションプランが記載さ
れている。 
 
・National Implementation Plan (NIP) 
for the Stockholm Convention of 
POPs 2018 
NIP は 28 の 
ストックホルム会議の義務を履行す
る方針を明記している。 
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め、汚水、廃棄物の不法な下水道や水
源となる河川への投棄を禁止する。 
・Honiara City Act 1999 
Sch 5 パート I セクション 4 は、ホニ
アラ市議会にごみ収集、道路清掃及び
ごみ処理を割り当てている。 
・Litter Ordinance 
ホニアラ市を清潔に保つための法令。
収集のためゴミ容器について規定し
ている。また、ホニアラ市がごみ収集
のための容器を設置することを規定
する。 
・Provincial Government Act 1997 
「s 26(3)」に基づいて作成されたスケ
ジュール 3 は、廃棄物処理を州議会の
役割としている。 
・Honiara City Council Solid Waste 
Management Plan (2018-2027)  
ホニアラ市の廃棄物管理の優先順位
を定める。アクションプランを通し
て、現況の改善を目指す計画である。 

バヌアツ ・Waste Management Act 2014 
効果的な廃棄物サービス及び運営を
奨励することによる環境保護につい
て規定している法令である。廃棄物の
特定、収集、処分、廃棄物管理の計画、
報告及び有害廃棄物の管理に関する
責任を記載している 
・Pollution Control Act, 2013 
汚水廃水は、同法の下で管理する。環
境に害を及ぼす可能性のある気体、液
体、または固体を含む「汚染物質」を
定義し、また、有害廃棄物の要件を定
義した。 
・Environment and Conservation Act 
2002 
バヌアツの環境の保全、持続可能な開
発および管理の領域、またそれを担当
する機関の役割を包括的に規制する。
環境影響評価、生物多様性、保護地域、
バイオプロスペクティング（研究）の
機会を提供する。 
・Vanuatu 2030: National Sustainable 
Development Plan 2016 to 2030 
本計画には、効果的な廃棄物管理及び
汚染管理を通じた、廃棄物及び汚染の
削減や 2030 年までに 3 つの州に廃棄
物処分施設を所有するという目標を
含めた、農村地域における政府の行政
サービスの改善等が記載されている。
また、それらのモニタリングや評価が
含まれている。 

・ Waste Management Regulations 
2018（2019 改定） 
廃棄物中継基地や廃棄物管理の運営
に係るライセンス認証・罰則について
規定している。 
特定のプラスチックの使用を禁止す
る。 
・ Vanuatu National Waste 
Management, Pollution Control 
Strategy and Implementation Plan 
2016-2020 
本戦略は、固形廃棄物（住宅、商業、
災害廃棄物、電子廃棄物と金属くず
等）、有害廃棄物（使用済み油など）、
液体廃棄物（主に汚染物質）のすべて
の発生源を対象に廃棄物発生量及び

終処分量の 小化を目的とした戦
略・行動計画である。 
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フィジー 廃棄物管理法は制定されておらず、環
境管理法 2005 が基本法となってい
る。環境管理法には、環境局の役割や
廃棄物処理に係る規制や許認可が規
定されている。 
地方自治体による廃棄物管理は、地方
自治法 1972 に定められており、地方
自治体が衛生サービスを提供する事
になっている。 
 
Environmental Management Act 
一般的な環境管理および汚染防止の
ための法律で、有害廃棄物やその他の
さまざまな廃棄物による汚染にも適
用される。環境省内に、廃棄物管理と
汚染防止を担当する部署を設置する。
第 5 部には、廃棄物管理と汚染防止に
関する条項が含まれている。廃棄物や
汚染を排出するための許可が扱われ
ている。2020 年 1 月に挿入された第
45A 条では、ビニール袋を製造するこ
とが犯罪となる。 
 
Litter Act 
不法投棄を定義し、罰則や違法行為を
規定している。ガラスや鋭利な金属、
油、燃料、自動車等は危険な不法投棄
と定義されている。 
The Local Government Act（2018 年
改定） 
地方自治体による廃棄物管理は、地方
自治法 1972 に定められており、地方
自治体が衛生サービスを提供する事
になっている。2018 年の改定により、
地方自治体は市民だけでなく、指定さ
れた周辺地域に住む人々に衛生サー
ビスを提供する責任を持つようにな
った。 
 
 

（廃棄物処分又はリサイクル）政令
（Environment Management (Waste 
Disposal and Recycling) Regulations）
2007 によって、リサイクル施設の運
営や鉛蓄電池、PET ボトルなどを取扱
う事業について規定されている。アル
ミ缶や PET ボトルなどを対象とした
CDLの導入可能性調査が 10 年程前に
成され、現在も議論中ではあるが具体
的な導入には至っていない。 
リサイクル観点ではないが、公共物の
盗難が相次いだ事を理由に、スクラッ
プ金属貿易法 2011 でスクラップ金属
（非鉄）の貿易を許可制限している。 
 
Environment Management (Waste 
Disposal and Recycling) Regulations 
廃棄物の分類と 終処分やリサイク
ルに関する許可要件を規定している。 
 
Environment Management (Container 
Deposit) Regulations 2011 
フィジ―における CDL によるリサイ
クルの枠組みを規定している（2021
年度現在で CDL は導入されていな
い）。 
 
Environment & Climate Adaptation 
Levy (Plastic Bags) Regulations 
プラスチック袋についての税の徴収
について規定している。 
 
Customs Act 
特定品目（生分解性プラスチック袋や
放射性物質を含む）の輸入にかかる条
件を規定している。 
 
国家廃棄物管理戦略の案が作成され
ている（未承認）。 

トンガ Waste Management Act （2016 年改
訂） 
廃棄物管理サービスの範囲を規定し、
廃棄物公社が一般的な廃棄物管理サ
ービス事業の実施主体を担う旨が規
定されているとともに、環境省の役割
も規定している。第 24 条から第 26 
条では、ポイ捨て、投棄、有害廃棄物
の移動など、廃棄物に関する具体的な
違法行為を定義し、執行・訴追の規定
を設けている。 
 
Hazardous Wastes and Chemicals 
Act（2016 年改定） 
国際的に認められた慣行および有害

Waste Management Actには廃棄物公
社がリサイクルを推進する義務を負
うと規定されているが、具体的な内容
までは設定されていない。 
廃電池や廃潤滑油については、
Hazardous Wastes and Chemicals 
Act に基づく規定が適用されているも
のと理解される。 
 
Waste Management (Plastic Levy) 
Regulations 2013 
全てのプラスチック製品の輸入に対
して 10%の税を課している。廃棄物公
社（の職員）に税を徴収する権限を与
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物質の使用、越境移動、 終処分に適
用される国際条約に従って、有害廃棄
物および化学物質の規制および適切
な管理について規定している。ストッ
クホルム条約、ロッテルダム条約、バ
ーゼル条約、ワイガニ条約を参照して
いる。 
 
Environment Management Act 
適切な環境管理と持続可能な開発を
目的に定められた。同法に基づいて、
空気、水、土地の汚染に係る規定や禁
止事項を定める規則が定められてい
る。 
 
Public Health Act（2016 年改定） 
廃棄物の収集、容器、固形・有害廃棄
物の処理について規定している。有
毒・有害廃棄物の輸入を禁止してい
る。 
 
Environment Management (Litter and 
Waste Control) Regulations 2016 
廃棄物や有害廃棄物の投棄、汚染の原
因となる廃棄物、廃棄物の焼却など、
廃棄物汚染に関連する活動や違法行
為を定義するとともに、罰則や施行規
則を示している。 
 
 

えている。 
 
Tonga National Infrastructure 
Investment Plan (NIIP) (2013–2023) 
「固形廃棄物」部門に高い優先順位が
与えられており、推定 400 万ドルを新
しい埋立地や中継所に投資すること
になっている。 
 
Tonga National Strategic 
development Framework 2015-2025 
廃棄物管理の改善、ごみの減量化およ
びリサイクルを基盤とした、よりきれ
いな環境づくり、家庭や企業活動によ
る汚染の低減を目標に掲げている。こ
の達成に向けて、トンガ全体で、固形
廃棄物（E-waste を含む）の発生抑制
や適正処分（分別、処分、リサイクル）
に関するプログラム作りが計画され
ている。 

サモア 廃棄物管理法 2010 が制定されてお
り、天然資源環境省の廃棄物管理事業
における役割などが規定されている。 
2019 年に国家廃棄物管理戦略が制定
されており、項目毎に到達目標や優先
活動などが定められている。 
 
Lands, Surveys and Environment Act 
1989 
廃棄物に関しては、第 8 節「ポイ捨て
規制」で、ポイ捨て対策の規定が定め
られている。公共の場所や私有地にお
ける廃棄物の投棄をポイ捨てとして
いる。また、第 8 節では、一般的に法
の規定に違反した場合の罰則を定め
ている。 
 
Waste Management Act 2010 
サモアにおける廃棄物管理の も基
本的な法律であり、廃棄物管理におい
て、廃棄物の分類ごとに、MNRE と関
係機関の役割と責任を定義している。
また MNRE の果たすべき 17 の機能
を定義している。 

廃棄物管理法 2010 に天然資源環境省
がリサイクルを推進する義務を負う
と規定されているが、具体的な内容ま
では設定されていない。 
 
CDL の導入を目指して、現在 EU の支
援を受けて調査と計画などが進んで
いる。これには、本件調査の対象品目
が多く関連している。 
 
国家廃棄物管理戦略において、2023
年までの本島におけるアルミ缶のリ
サイクル率を 61％にするという目標
値が掲げられている。 
 
今後想定されている法整備としては、
ごみ収集の有料化、CDL、E-Waste に
ついての規則の制定や災害廃棄物処
理計画の策定がある。 
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National Waste Management 
Strategy 2019-2023 
サモア初の廃棄物管理に関する国家
戦略であり、固体廃棄物管理と有害廃
棄物管理の両方を対象にしている。 
 

クック諸
島 

固形廃棄物の管理を規定する主要な
法 律 は Environment Act 2003 と
Public Health Act 2004 である。環境
法の下、環境サービス省に法制度の策
定・公布、違法な廃棄物の投棄等を担
当しているが、ただし現状の法律では
これ以外に保健省が公衆衛生法の下
に医療廃棄物を、社会基盤省が廃棄物
管理施設建設およびごみの収集・処理
を担当する等、複数の省庁に廃棄物管
理に係る責任が分散されているため
に混乱が生じており、単一の組織に新
たに責任を一括する新廃棄物管理法
の策定が国家廃棄物管理戦略内で提
案されている。 

Reuse of Bottles Act 1988：この法律
は、びん容器の所有権を定義し、（新
しい）所有者によるびん容器の再利用
を規定している。当該法の制定経緯・
主旨については明確ではないが、空き
びんを二次的に別の商品の容器とし
て再利用することを法的に認めるも
のであると解釈される。 
National Sustainable Development 
Plan 2016-2020: 
目標3として持続可能で効果的な固形
廃棄物および有害廃棄物管理の推進
を挙げており同指標として廃棄物の
総リサイクル量を設定している。 
Cook Islands Solid Waste 
Management Policy 2016 – 2026 
クック諸島の固形廃棄物管理改善の
ために、各ステークホルダーによる廃
棄物管理の責任分担を促進し、更に詳
細な固形廃棄物戦略が運用されるた
めの上位の枠組みと、また政策を実現
するために必要な行動を定める。 

キリバス Environment Act 1999 及 び
Environment (Amendment) Act 2007 
上記法律において廃棄物の輸送、収
集、処理、保管、処分について規定す
る。さらに環境に関する地域的、国際
的な条約や義務の遵守についても定
める。 
Local Government Act 1984 
ごみの収集及び 終処分場管理責任
を各管轄区域内の地方自治体の協議
会に定める。 

左記に同じくEnvironment Act 1999と
Environment (Amendment) Act 2007
に定める。経済的に実施可能な方法で
ごみのリデュース、リユース、リサイ
クル、堆肥化、再生利用促進すること
を目標に掲げる。 
Special Fund  
(Waste Materials Recovery)  
Act 2004 (for implementation of 
CDL )：CDL について規定する。デポ
ジットを支払う対象となる品目、支払
わなければならないタイミング、金
額、支払う相手先及びデポジットの払
い戻し割合について定める。 

ナウル Environmental Management and 
Climate Change Act 2020 
環境の管理と保護、気候変動、持続可
能な開発の促進について規定してい
る。同法の第7部で汚染防止と廃棄物
管理について示しており、ごみの管理
について、全てのごみは植栽とは別の
場所に保管され、処理のために収集さ
れなければならないとしている。 
Litter Prohibition Act 1983 及びLitter 
Prohibition (Amendment) Act 2014 

SPREP支援の下、国家廃棄物管理戦
略（2011-2020）のドラフトが作成さ
れ、2020年までに2011年に処分場に
搬入されたごみ量からの30%削減を
アルミ缶、スチール缶、ガラス容器、
PETボトルのCDL導入、有機ごみのコ
ンポスト、プラスチック袋の規制によ
り実現することが提案されているが、
本戦略の策定は確認できていない。
（インターネットで取得できたのは
Version0版のみ） 
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ポイ捨ての禁止と違反した場合の罰
則を定める。2014 年に改正された法
律では、個人に加え事業所に関する規
定が追加された。これにより、事業所
は、その建物内にいかなる種類のごみ
もないようにすることが求められて
いる。 

ニウエ 廃棄物管理そのものの基本法は存在
しない。Environment Act 2015におい
て廃棄物管理を含む環境に影響を与
える特定の活動に対する開発許可に
関して規定している。 
また Village Council Act 2006 にて村
の協議会に対し土地資源や水源の汚
染を防止する目的での衛生サービス
の構築機能を与えている。 

国家統合廃棄物管理戦略 2010-2015
のドラフトにおいて 2013 年 12 月ま
でに缶、びん、プラスチック、紙等の
リサイクル率を 25%にすること、家庭
ごみ・商業ごみの発生を 25%削減する
ことが盛り込まれているが、本戦略の
策定は未だ確認されていない。 

ツバル Waste Operations and Services Act 
2009, Waste Management Act 2017：
廃棄物管理に係る法制度の策定を廃
棄物管理局が担う。実際の廃棄物管理
に係る業務の実施機関は Falekaupule 
(Local Government) Act 1997 (2008 
revised)に示された各管轄区域内の
Kaupule（協議会）である。Kaupule は
上記地方自治体法に従い条例を指定
し、地域の廃棄物管理事業者として権
限を行使できる。上述の廃棄物管理局
は Kaupule に対する財政的支援、効率
的・効果的な廃棄物管理が行われるよ
うに指導し、Kaupule が指示に従わな
い場合は状況が改善されるまで
Kaupule に対するいかなる支援の取
り下げも可能である。 

Waste Management (Levy Deposit) 
Regulation 2019 
特定の輸入品に対してリサイクルを
推進するためにデポジット料金およ
び払い戻しについて定め、かつ違法な
廃棄物の収集や不法投棄、リサイクル
施設での業務妨害に対する罰則を定
めている。 

 
廃棄物収集・処理（リサイクル）・ 終処分業の登録・許可制度については、以下の

国で確認された。 

表 2-36 廃棄物収集・処理（リサイクル）・最終処分業の登録・許可制度 

国 登録・許可制度について 
フィジー Environmental Management Regulations に基づき、廃棄物収

集、処理（リサイクル）、 終処分業を営む企業は環境局の発
行する許可を取得する必要がある。実際に許可が無ければ事
業を運営できないなど、実践的に運用されている仕組みであ
る。 

ツバル Waste Operations and Services Act 2009 に基づき、Solid 
Waste Agency of Tuvalu（SWAT）により、民間企業 1 社に対
して廃棄物処理（リサイクル）に係る許可が与えられている。
同企業は SWAT の委託を受け有価物の回収・処理・輸出を担
っている。 

パプアニューギニア Environment Act 2000 に基づき廃棄物処理（リサイクル）を
行うためには Environment Permit の取得が必要とされてい
る。 
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バヌアツ Waste Management Regulations Order No. 15 of 2018 に基づ
き、民間の廃棄物収集、処理（リサイクル）、 終処分業に係
る許可制度がある。   

2.6 使い捨てプラスチック規制を含む海洋プラスチックごみ対策調査 

2.6.1 概要 

各国の使い捨てプラスチック規制及び海洋プラスチックごみ対策の現況を調査した。 
本調査では、調査票（プラスチック対策）を作成した。調査票について詳しくは添付

資料を参照されたい。本調査票は、基本的に現地調査対象 9 か国で共通して使用され

た。調査機関一覧に記載されている政府関係者（多くは環境省や公共事業省、海洋安全

局など海洋プラスチックごみ対策を所管する機関）を主たる対象として、調査票の配布

を行った。回答がなかった国に関しては調査団で調べた内容を補足的に記載した。 
文献調査対象国 5 か国については、インターネットによる机上調査とし、ウェブ上で

入手可能な文献を収集することで調査を行った。 

表 2-37 調査機関一覧 

国 機関名 
パラオ Bureau of Public Works (BPW), Ministry of Public Infrastructure, 

Industries and Commerce (MPIIC) / Environmental Quality 
Protection Board 

ミクロネシア DT&PW / Chuuk EPA / Pohnpei EPA 
マーシャル Environmental Protection Authority 
パプアニューギニア Conservation & Environment Protection Authority (CEPA) / Ministry 

of Environment Conservation & Climate Change (MEC & CC) / 
National Capital District Commission  (NCDC) 

ソロモン諸島 Ministry of Environment, Climate Change, Disaster Management 
and Meteorology (MECDM) / Honiara City Council (HCC) 

バヌアツ Ministry of Climate Change Adaptation, Meteorology, Geo-
Hazards, Environment, Energy and Disaster Management (MCC) / 
Ministry of Foreign Affairs, International Cooperation and External 
Trade / Ministry of Finance and Economic Management (MFEM) 

フィジー Minister of Waterways and Environment 
トンガ Ministry of Meteorology, Energy, Information, Disaster 

Management, Environment, Climate Change and Communications 
サモア Ministry of Natural Reseources and Environment 

 
本件調査で把握された使い捨てプラスチック規制を含む海洋プラスチックごみ対策の

概要は下記のとおり。 
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表 2-38 使い捨てプラスチック規制を含む海洋プラスチックごみ対策の概要 

国 概要 
パラオ 生物分解性でないレジ袋の輸入禁止 
ミクロネシア 使い捨てのプラスチック（袋、食品容器、ストローなど）製品輸入

禁止。各州で施行令が実施されている。 
マーシャル 使い捨てのプラスチック（袋、食品容器、その他容器など）製造、

販売、流通の禁止 
パプアニューギニ
ア 

プラスチック製買物袋の輸入禁止。また同買物袋の製造、小売事業
に対するライセンス停止措置 

ソロモン諸島 検討中 
バヌアツ 使い捨てのプラスチック（袋、容器、ストロー、食器など）製造、使

用の禁止 
フィジー 50 ミクロン以下の買物用などのプラスチック袋の利用禁止 
トンガ 一部の例外を除く全てのプラスチック製品の輸入に対して10%の課

税 
サモア 使い捨てのプラスチック（袋、食品容器、ストローなど）製品の輸

入、製造、輸出、販売、流通の禁止 
クック諸島 使い捨てプラスチック禁止政策で規制までのロードマップは定めて

いるが、実際の導入はまだ行われていない。 
キリバス 検討中 
ナウル プラスチック性レジ袋の輸入、販売、製造、流通禁止 
ニウエ プラスチック製レジ袋の使用禁止 
ツバル 使い捨てのプラスチック（袋、飲料容器、食器、ストローなど）輸

入、製造、販売、卸売の禁止 

2.6.2 調査の結果 

a. 海洋プラスチックごみ対策に係る法令・国家戦略・基本方針等の策定及び運用

状況 

表 2-39 海洋プラスチックごみ対策に係る法令・国家戦略・基本方針等の策定及び運用状況 

 
海洋プラスチックごみ
対策の法令・国家戦

略・基本方針等 
策定及び導入の状況 

パラオ ・Plastic Bag Reduction 
Act (2017) 
・ Executive Order No. 
417: To Establish Zero 
Disposable Plastic 
Policy (2018) 

「Plastic Bag Reduction Act (2017) (RPPL 10-14)」
のもと、施行日（2017年11月8日）から2年後）小
売店においては、生分解性でないレジ袋を流通させ
ることが禁止されている。また、施行日から1年後、
個人や事業者に関しては、生分解性でないレジ袋を
輸入することが禁止されている。 
 
「 Executive Order No. 417: To Establish Zero 
Disposable Plastic Policy (2018)」のもと、すべて
の政府機関は、職員や来賓に使い捨てのプラスチッ
クやポリスチレン製の飲料容器を提供する習慣を
直ちに停止するとしている。 
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ミクロネ
シア 

・Regulation Governing 
the Prohibition on the 
Importation of One-
Time-Use Disposal 
Styroform and Plastic 
Food Service Items and 
Plastic Shopping Bags 
・FSM Public Law 21-76 
 
【ヤップ州】 
・Plastic Bag Prohibition 
Regulations (2014) 
 
【チューク州】 
・ Chuuk State Clean 
Environmental Act of 
2018 (Amended in 2020) 
 
【ポンペイ州】 
・ Pohnpei State Code 
Title 27 
【コスラエ州】 

・Kosrae State Code 

「FSM Public Law 21-76」 
2020年7月1日より施行され、使い捨ての発泡スチ
ロールやプラスチックの食器（皿、カップ、食器、
プラスチック製買い物袋など）を輸入が禁止され
た。新法では再利用可能な発泡スチロール、リサイ
クルされたプラスチック製食品容器、プラスチック
製買い物袋の輸入は規制の対象外となる。生分解性
のプラスチック製バッグや食品サービス用品の輸
入も可能である。 
「 Regulation Governing the Prohibition on the 
Importation of One-Time-Use Disposal Styroform 
and Plastic Food Service Items and Plastic 
Shopping Bags」2020年6月施行。 
プラスチック袋、発泡スチロール食品容器、使い捨
てストロー、使い捨て容器の輸入を禁止している。
その他、各州において以下のとおり、法制度の整備
が行われている。 
 
【ヤップ州】 
「Plastic Bag Prohibition Regulations (2014)」にお

いて、小売業がレジ袋を顧客に配布することを禁止

している。 
【チューク州】 
「Chuuk State Clean Environmental Act of 2018 
(Amended in 2020)」において発泡スチロール、使

い捨てレジ袋、プラスチックストローの使用を禁止

している。 
【ポンペイ州】 
「Pohnpei State Code Title 27」において5mm未

満のリサイクル不可能なレジ袋の輸入、使用、廃棄

を禁止している。 
【コスラエ州】 

「Kosrae State Code」において、使い捨てレジ袋
について販売、流通させることを禁止している。 

マーシャ
ル 

・Styrofoam Cups and 
Plates, and Plastic 
Products Prohibition and 
Container Deposit Act 
2016 

「Styrofoam Cups and Plates, and Plastic Products 
Prohibition and Container Deposit Act 2016」が
2018年10月に施行。 
「プラスチック袋」、「発泡スチロール食品容器」、
「使い捨て容器」の製造、販売、流通を禁止してい
る。 

パプアニ
ューギニ
ア 

・ Customs (Prohibited 
Imports) (Plastic 
Shopping Bags) 
Regulation 2009  
・ Customs (Prohibited 
Imports) Plastic 
Shopping Bags 
(Amendment) 
Regulation 2011 under 
Customs Act 1951 and 
the Amendment in 2009 
and 2014 
・Environment (Control 

左記の「 Customs (Prohibited Imports) (Plastic 
Shopping Bags) Regulation 2009」および「Customs 
(Prohibited Imports) Plastic Shopping Bags 
(Amendment) Regulation 2011 under Customs Act 
1951 and the Amendment in 2009 and 2014」を通
じて、プラスチック製買物袋の輸入を禁止してい
る。また、CEPAは2020年3月から全国のレジ袋製
造業者やレジ袋を使用する小売店に対して、事業ラ
イセンス更新の停止や輸入禁止を発令している。 
また、「Environment (Control of Biodegradable 
Plastic Shopping Bags) Regulation 2011」により生
分解性プラスチック袋の製造、輸入を環境許可証の
発行により規制する。この規制に従い、生分解性プ
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of Biodegradable Plastic 
Shopping Bags) 
Regulation 2011 
・Environment (Ban on 
Non-biodegradable 
Plastic Shopping Bags) 
Policy 2009 

ラスチック袋は環境保全局の基準を満たし、ラベル
を貼られることが義務付けられている。 

ソロモン
諸島 

・ SHIPPING (MARINE 
POLLUTION) 
REGULATIONS 2011：  

2019年1月から「Single Use Plastic Ban」の策定を
目指し、使い捨てプラスチック規制のプロセスを開
始している。 
ま た 海 洋 へ の 廃 棄 物 投 棄 に 係 る 法 と し て
「 SHIPPING (MARINE POLLUTION) 
REGULATIONS 2011」では海洋環境に影響を与え
る汚染事故でについて、またソロモン諸島の海洋に
影響する全ての活動を対象とする「National Ocean 
Policy 2018」では海洋政策の戦略の一つとして国
の沿岸域と海運業全体に適切な廃棄物管理システ
ム整備について規定する。 

バヌアツ ・ Waste Management 
Regulations Order No. 
10 of 2018 Part 2 
・ Waste Management 
Regulations Order 
(Amended in October 
2019)  
 

「Waste Management Regulations Order No. 10 of 
2018 Part 2」により、使い捨てのプラスチック袋や
ポリスチレン製（polystyrene）容器、プラスチック
ストローの製造及び使用禁止について、また
「 Waste Management Regulations Order 
(Amended in October 2019)」により、7品目のプラ
スチック（コップ、プレート、スプーン等）の製造
及び使用を禁止するプラスチック禁止令が制定さ
れている。 

フィジー ・ Environment and 
Climate Adaptation Levy 
Act 2015 
・ Environment 
Management (Budget 
Amendment) Act 2019 
・ Customs Prohibited 
Imports and Exports 
Regulation 2021 
・ Marine Pollution 
Prevention Management 
Regulation 2014 
・ Maritime Safety 
Authority Of Fiji Act 2009 
・Maritime Transport Act 
2013 
・Ship Registration Act 
2013 
・Litter Act 2008 
 

「Environment and Climate Adaptation Levy Act 
2015」でプラスチック袋の利用に対して徴税、プラ
スチック袋への課金を $0.20 から $ 0.50へ値上
げした。その後、上記Actが2019年に改訂された
「Environment Management (Budget Amendment) 
Act 2019」の45A条において使い捨てプラスチック
袋の利用が禁止された。 
具体的には、ポリエチレンやPETを一部あるいは全
体に占める50ミクロン以下の厚さのプラスチック
袋（用途による規定あり）が対象となる。 
「 Customs Prohibited Imports and Exports 
Regulation 2021」 
別表1-18項（輸入禁止品目について）において、上
記45A条に基づくプラスチック袋について言及し
ている。 
またフィジー政府は2021年の8月より新たに発泡
スチロール食品容器の使用を禁止することを検討
している。 
「 Marine Pollution Prevention Management 

Regulation 2014」 
- 第7節 - ゴミの排出 51項において同規則に規

定されている例外を除くすべてのゴミを船舶、海洋
施設等からフィジー水域に排出することを禁止す
る。 
「Maritime Safety Authority Of Fiji Act 2009」 
海上保安に関する権限を持った機関を組織するこ
とを目的とする。海上保安庁が海洋投棄などの監督
を司ることを規定。 
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「Maritime Transport Act 2013」 
海洋活動に伴う責務・規則・違法行為や海洋汚染防
止のための計画・流出事故が起きた際の対応等につ
いて規定している 
「Ship Registration Act 2013」 
船舶の登録について規定している。 
「Litter Act 2008」：廃棄物の公共の場所における
不法投棄について制限がなされているが、海洋プラ
スチック対策に特化はしていない。 

トンガ ・ Environment 
Management (Litter & 
Waste) Regulation 2016 
・ Marine Pollution 
Prevention Act 2008
（2016年改定） 
・ Waste management 
(Plastic levy) 
Regulations 2013 
 

「 Environment Management (Litter & Waste) 
Regulation 2016」 
廃棄物や有害廃棄物の投棄、汚染の原因となる廃棄
物、廃棄物の焼却など、廃棄物汚染に関連する活動
や違法行為を定義するとともに、罰則や施行規則を
示している。廃棄物の不法投棄について制限がなさ
れているが、海洋プラスチック対策に特化したもの
ではない。 
「Marine Pollution Prevention Act 2008（2016年改
定）」 
海洋汚染や廃棄物の投棄などの防止と対応を定め、
国際的な海洋汚染条約を有効化することを目的と
している。 
 
「Waste management (Plastic levy) Regulations 
2013」 
前述のとおり、一部の例外を除くプラスチック製品
（プラスチック袋や容器）の輸入に対して10%の課
税を徴収している。徴収の権限を廃棄物公社に持た
せている。 
コミュニティの啓発活動として、エコバックやかご
を使用することで使い捨てプラスチックの使用を
控えるノープラスチックキャンペーンが確認され
ている。 

サモア ・ Waste (Plastic Bag) 
Management 
Regulations 2018 
・ National Waste 
Management Strategy 
・Shipping Act 1998 
・Ship Registration Act 
2001 
・ Shipping 
Registration 
Regulations2001 
・ Shipping (Maritime 
Security) Regulations 
2004 
・ Small Vessels 
Regulations 1998 
 
 
 
 

使い捨てプラスチック規制に関しては、Waste 
(Plastic Bag) Management Regulations 2018が制
定されている。同規則に基づき、一部を除くプラス
チック袋、スタイロフォーム食品容器、使い捨てス
トローなどの利用が規制されている。 
また、National Waste Management Strategyにおい
ては、プラスチックの排出削減目標を掲げている 
 
「Shipping Act 1998」および「Ship Registration Act 
2001」、「Shipping Registration Regulations2001」 
船舶の登録を義務付けている。 
「Shipping (Maritime Security) Regulations 2004」 
船舶、乗員乗客の安全について規定している。 
「Small Vessels Regulations 1998」 
小型船舶（小型の地元の漁船を含む）の登録につい
て規定している。 
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クック諸
島 

・Single Use Plastic Ban 
Policy 2018-2023 
・Prevention of Marine 
Pollution Act 1998 

「Single Use Plastic Ban Policy 2018-2023）」：本
政策は、クック諸島への使い捨てプラスチック製品
の輸入規制のプロセスまで定めており、実際の規制
までは規定していない。規制は新たな固形廃棄物・
有害廃棄物法案に記載されることになっている。対
象となる使い捨てプラスチックについて詳細に品
目を規定しており、さらに直ちに規制されるべきも
の（プラスチック製レジ袋、使い捨て食器等）、緊
急ではないが今後規制されるべきもの（PETボト
ル、プラスチック製の飲料水の容器等）に分けてそ
の代替品の候補も含めて示している。 
「Prevention of Marine Pollution Act 1998」 
クック諸島海域における海洋へのごみの投棄及び
その他ごみの船舶による輸送を防止し、更に海洋汚
染に係る各種条約に効力を与える。第 2 章におい
て MARPOL73/78 条約に従い海洋に対するいかな
るプラスチックごみの投棄を禁ずる。 

キリバス ・ Kiribati Integrated 
Environment Policy 
(2013) 
・Maritime Act 2017 

現在は策定されていないが、環境保全局が税関及び
司法長官室と共に使い捨てプラスチック袋の輸入
禁止法を準備中である。 
「Kiribati Integrated Environment Policy (2013)」”
ごみのヒエラルキー“に従いリデュース、リユース、
リサイクル及び回収（リカバー）、適切処理の順で
国の廃棄物管理能力向上政策について示す。 
「Maritime Act 2017」海洋環境の汚染防止と、国際
条約の実施に関する事項と国際条約の実施に関す
る事項を定める。 

ナウル ・Environmental  
Management and 
Climate Change Act 
2020 
・ Environmental 
Management and 
Climate Change (Ban on 
Single Use Plastic 
Shopping Bags) 
Regulations 2021 

「 Environmental Management and Climate 
Change Act 2020」環境管理と保全、気候変動、持
続可能な開発の促進、国際的・地域的な環境関連の
義務の遵守のための規定が設けられ、持続可能な環
境保全の一環として台62条に基づき下記使い捨て
プラスチック袋の禁止の規制が発行された。 
「  Environmental Management and Climate 

Change (Ban on Single Use Plastic Shopping 
Bags) Regulations 2021 」 Environment 
Management and climate Change Act 2020に従い
策定された。生分解性および分解可能、もしくは再
利用可能なプラスチック袋以外のプラスチック袋
の使用を禁止する。 
本規制において生分解性プラスチック袋とは水

や環境中で有機物に分解されるコーンスターチな
どの天然素材から作られ、コンポスト可能な袋を指
す。 

ニウエ ・ Customs Import 
Prohibition (Plastic 
Shopping Bags) Order 
2020 

「Customs Import Prohibition (Plastic Shopping 
Bags) Order 2020」プラスチック製の買い物袋の輸
入を禁止する。一方、複数回使用可能な合成繊維製
の多目的買い物袋（厚さ 45～70 ミクロンのプラス
チック製で、ナイロン、ポリプロピレン、ポリエス
テルのいずれかの生地で構成されており、多目的に
使用できるように設計されている）や、5kg の荷物
を 100m の距離で 低 55 回使用可能と、オースト
ラリアとニュージーランドの共同認定制度で認定
された団体によって認証された袋については禁止
されない。 
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ツバル ・ Waste Management 
(Prohibition on the 
Importation of Single-
Use Plastic)Regulation 
2019） 
・ Marine Pollution 
(Amendment) Act (2017)
お よ び Marine and 
Pollution Act 1991 
・ Ozone Layer 
Protection Act (2008 
Revised) 
・ Integrated Waste 
Policy and Action Plan 
2017 - 2026 

「 Waste Management (Prohibition on the 
Importation of Single-Use Plastic)Regulation 2019」 
プラスチック製レジ袋、1.5ℓ以上の飲料水容器及び
1.5ℓ以下の飲料容器、プラスチック製ストロー、食
器等の輸入、製造、販売、卸売を規制する。 
「Marine Pollution (Amendment) Act (2017)および
Marine and Pollution Act 1991」 
海洋汚染防止及びその対処のための規定を設ける
ための法律であり、関連の国際条約に効力を与え
る。 
「Ozone Layer Protection Act (2008 Revised)」押
出成形されたポリスチレンフォーム、ポリスチレン
ボードストック、熱成形プラスチック容器など、ガ
スや揮発性液体を使用して製造された商品の輸入
を禁止する。 
「Integrated Waste Policy and Action Plan 2017 - 
2026」使い捨てプラスチックの管理に関する目標
が設定されており、Goal 1 の「廃棄物管理におけ
るギャップに対処するための制度的システムの強
化」では、プラスチックの禁止、廃棄物の焼却禁止、
ポイ捨て防止など、既存の廃棄物関連政策の見直し
について言及している。 

b. 海洋プラスチックごみ対策に係る組織体制・関係省庁の役割 

下表に海洋プラスチックごみ対策に係る関係省庁の役割を示す。基本的に調査票に関

係省庁の役割について明確な回答を行った国、或いは文献調査 5 か国を中心に机上調査

で情報を得られた国や組織についてのみ記載した。 

表 2-40 海洋プラスチックごみ対策に係る組織体制・関係省庁の役割 

 海洋プラスチックごみ対策の
関係省庁および担当部署 役割 

パラオ Bureau of Marine 
Resources,Ministry of Natural 
Resources, Environment & 
Tourism 

海洋・漁業、農業、水産養殖、森林、鉱物、
その他の陸地・海洋資源、および観光の分野
における共和国の天然資源の促進、探索、利
用、保護、および管理 

ミクロネ
シア 

FSM Department of 
Environment, 
Climate Change, and 
Emergency 
Management 

法規制の監督および助言提供、海洋プラスチ
ックごみ対策に対する国の取り組みの促進 

State EPAs/KIRMA (Yap, 
Chuuk, 
Pohnpei, and Kosrae) 

海洋プラスチックごみの回収・廃棄を規制す

る 

National Oceanic Resource 
Management Authority 
(NORMA) 

漁業管理（漁具や網からの廃棄物）に関する

助言 
漁業管理（漁具、網などの廃棄物）や漁業活

動による海洋汚染の規制監督に関する助言

を行う。 
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パプアニ
ューギニ
ア 

Ministry of Health and 
Department of Health 

廃棄物からの市民の健康保護を担う。 

Conservation & Environment 
Protection Authority (CEPA) 

環境保護 

National Maritime Safety 
Authority (NMSA) 

PNGの水域や船舶における廃棄物等の投棄
や焼却による海洋汚染の防止と管理を行う 

ソロモン
諸島 

Solomon Islands Maritime 
Authority 

海洋汚染の防止と対策等を担当し、船舶の安
全運航の確保、陸上からの油流出、未処理下
水、重度のシルト化、栄養塩類の濃縮、外来
種、残留有機物、鉱山や造船所からの重金属、
酸性化、放射性物質、海ゴミ、乱獲、沿岸の
海洋生物生息地の破壊など、あらゆる脅威か
らの海洋汚染に対処する。 

フィジー Maritime Safety Authority of Fiji 海上保安と海洋環境保護を担う。 
Ministry of Environment and 
Waterways 

環境の持続可能性を促進する規制当局であ
る。 

Minisry of Economy 経済的影響を与える可能性のある環境政策
を議論する際のステークホルダーである。 

トンガ Ministry of Meteorology, 
Energy, Information, Disaster 
Management, Environment, 
Climate Change and 
Communications (MEIDECC) 

Environment Management Act 2010 を管
轄し、担当官が侵害通知を発行するなど、同
法に基づく執行権限を有する。また Waste 
Management Act に基づき、環境に配慮した
廃棄物管理方法や施設の基準を規定、監視、
施行する。 

Waste Authority Limited (WAL) プラスチックに対する課金を徴収する。 
サモア Division of Environment and 

Conservation,Ministry of 
Natural Resources and 
Environment 

Waste Management Act 2010 に基づき、廃
棄物関連規則、廃棄物量の減量化、廃棄物収
集サービス、 終処分場の維持管理に関する
委託管理の他、バーゼル条約やワイガニ条約
などの国際条約の実施を担う。 

Maritime Division,Ministry of 
Works, Transport and 
Infrastructure 

Marine Pollution Act 2008やマルポール条約
の履行の他、船舶の登録、船舶・乗員・乗客・
港湾の安全管理に加えて海洋環境保全に係
る実施を担う。。 

クック諸
島 

National Environment 
Service(NES) 

政策策定、教育・啓発、監視・評価、および
実施に関与する。 

Ministry of Health (MOH) Public Health Act 2004およびinistry of Health 
Act 2013に基づき、公衆衛生に関連する政策
の策定および実施に携わる。 

Ministry of Finance and 
Economic Management/Cook 
Islands 

輸入品に対する税金・関税の徴収、および禁
止・制限されている物品の持ち込みの監視を
担当 

Infrastructure Cook Islands ラロトンガ島の 終処分場とリサイクルセ
ンターの管理、およびゴミとリサイクル品の
収集を担当する。 

Island Governments（自治体） それぞれの島での廃棄物管理の責任者、各島
の廃棄物管理を担当する 

Te Ipukarea Society（NGO クック諸島の環境NGOで、ラロトンガ島で
初のリサイクルセンターを運営し、廃棄物

管理を含む環境問題の啓発と実践活動を行
っている 
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ツバル Department of 
Environment ,Marine 
Department (Ministry of 
Transport, Energy and 
Tourism) 

ツバルにおける汚染、ポイ捨て、廃棄物（有
害廃棄物を含む）の適切な規制と管理を確実
に行い、汚染、ポイ捨て、廃棄物が環境に与
える影響を 小限にするための適切な手段
を講じること。 
1991 年に制定された Marine and Pollution 
Act に基づき、海洋における廃棄物処理の規
制を担当し、関連する国際条約を実施する環
境省と協力している。 

Kaupule (地方自治体) ・家庭や企業に固形廃棄物の収集サービ
スを提供し、道路や道、その他の公共の場所
にごみが落ちていないようにする。 
また、フナフティカウプレでは、「戦略プラ
ン2011-2015」の中で、「プラスチックのな
い島」を重要な戦略の一つとして掲げ、3つ
の実践的な行動として、 1.海外からのあら
ゆる種類のプラスチックバッグの輸入規制
強化、2.カウプレの条例を施行し、プラスチ
ック袋を禁止、3.市民の意識向上を掲げてい
る。 

c. 生物分解性プラスチックに関する評価及び基準設定内容等 

下表に各国の生物分解性プラスチックに関する評価及び基準設定内容等を示す。基本

的に調査票に明確な回答を行った国についてのみ記載した。 

表 2-41 生物分解性プラスチックに関する評価及び基準設定内容等 

国 推進に向けた各国の具体的施策の実施状況、対象品目、生分解性の評価及

び基準設定内容等 

パラオ ①推進に向けた各国の具体的施策の実施状況 

回答無し 

②対象品目 

具体的な品目の回答無し 

③生分解性の評価及び基準設定内容 
a) 細菌や他の生物によって 5 年以内に分解される 
b) コンポスト可能なプラスチック袋：特定の温度と湿度で管理された好気
性環境で分解され、かつコンポストサイトで視認不可能なレベルまで生物学
的分解を受け、二酸化炭素、水、無機化合物に分解され、さらに既知のコン
ポスト可能な素材と同等の速度で分解されるもの 

ミクロネシ
ア 

①推進に向けた各国の具体的施策の実施状況 

回答無し 

②対象品目 

具体的な品目の回答無し 

③生分解性の評価及び基準設定内容 
a. 生分解可能な袋：プラスチック袋でなく、コンポスト可能かもしくは植
物性でんぷんで出来た生分解可能な袋 
なおその他以下が使用可能。、 
・紙袋:プラスチックから出来ておらず、速やかに生分解されるもの 
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パプアニュ
ーギニア 

①推進に向けた各国の具体的施策の実施状況 

回答無し 

②対象品目 

具体的な品目の回答無し 

③生分解性の評価及び基準設定内容 
米国の ASTM 標準が適応されている。これは酸化と生分解の組み合わせへ
のプラスチックの暴露と試験のための基準があり、3 つの要素で構成されて
いる。Tier 1 は熱や生物学的プロセスによる特性や分子量の低下の測定、
Tier2 は Tier1 の生分解、そして Tier3 は酸化と生分解段階の製品の生態毒
性を測定する。 

d. 海洋プラスチックごみ対策に係る各国の具体的な取組事例 

下表に各国の具体的な取組事例を示す。基本的に調査票に明確な回答を行った国につ

いてのみ記載した。 

表 2-42 海洋プラスチックごみ対策に係る各国の具体的な政策・取組事例 

国 政策・取組事例 
パラオ 海洋ゴミを回収するための海岸の清掃活動が毎年各州で行われて

おり、政府機関、州政府、学生、地域社会が参加している。 
ミクロネシア 四半期ごとに自治体の海岸清掃や啓蒙活動など、海洋プラスチック

ごみ対策のために 4 州で様々な活動が行われている。 
ミクロネシア 
（チューク州） 

 Shoreline Clean up：NGO のボランティアと政府が海岸清掃
とごみ拾いを行う。  

 Environment Day：Dubolon 島のボランティアと Udot が EPA
のスタッフと共に Weno のダウンタウンの Public Market の海
岸のごみ拾いを行う 

 ミクロネシア・クリーンアップ・デー、アース・デー、環境デ
ーを設け、DECEM がサポートする計画がある 

パプアニューギニア  1999 年と 2020 年の海岸清掃キャンペーン 
 1998 年に地元の村で行われたプラスチックの買い取り制度

（失敗とされている） 
 国内のさまざまなグループや NGO による啓発活動。 

ソロモン諸島 ・Mataniko River Litter Boom Pilot Project 2015： 
Matanico 川からの海洋ごみを減らすことを目的とし、Matanico

川にて 6 か月間データ収集を行った。同時にプロジェクト期間中
に啓発活動を行った。 
・CEFAS CLIP Project 2018-2019 ： 
イギリス連邦諸国の海洋ごみ削減プログラムの開発、実施、調整

を支援し、同連邦海洋ごみ削減プログラムの開発、実施、調整を支
援するプロジェクトで、下記の活動を実施した。 

・国際的なアプローチと整合性のある、海洋ゴミ汚染に対する管
理アプローチの開発。 

・海洋ゴミを防止・削減し、海洋生物、生息地、公衆衛生、安全
に与える影響を軽減し、社会経済的なコスト削減。 

- 実用的かつ実行可能な方法で海洋環境からごみの除去。 
- 海洋ごみの汚染に関する知識と意識向上 

・ソロモン諸島では本プロジェクトの下、海上の海洋ゴミ発生源に
取り組む能力が向上した。具体的な活動として廃棄物の発生と管
理、受け入れ施設の監査、海ごみの評価、トレーニングとベストプ
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ラクティス、社会経済調査、机上調査等の結果を示した報告書が作
成された。その他にも地域に対するワークショップや海洋ごみのモ
ニタリングのための研修や、政府関係者に対しては科学的手法を用
いた海洋ごみやマイクロプラスチックのモニタリングのための研
修が実施されている。 

バヌアツ ・National Environmental Week や World Clean-up Day の清掃キャ
ンペーン 

サモア ・プラスチック製買い物袋、プラスチック包装、プラスチックスト
ロー、 近では発泡スチロール製のボウル、カップ、皿、トレイ、
コンパートメントの持ち帰り用食品容器など、一部の使い捨てプラ
スチックの輸入、流通、販売、使用、製造が禁止された。 

2.6.3 海洋プラスチックごみ対策に資する今後の支援策（案） の提案 

今回の対象となった大洋州 14 カ国における海洋プラスチック対策として、上記の組

織、法制度および政策、基準、規制の整備、そして具体的な活動状況等を踏まえ、今後

の支援策として以下の項目を例として提案する。 
 
１）都市ごみが海洋に流出し、海洋ごみとなることを防ぐための都市廃棄物の適正管

理 
海洋ごみの発生抑制として、まず第一に陸域でのごみの収集率が低く、また 終処分

場の管理も不適切な場合、プラスチックごみを含めた都市ごみが海洋へ流出するリスク

が高い地域があることが想定される。従って陸域での適正な廃棄物管理として、既実施

の J-PRISM を始めとした大洋州地域での都市ごみそのものの収集、処理改善支援を行う

ことで海洋プラスチックごみ対策支援に繋がることが想定される。またこのように適切

なプラスチックごみの管理が行えるよう、そもそもどこからどれだけ発生しているの

か、対象国内のプラスチックのマテリアルフロー把握のための支援も可能と考えられ

る。 
 
２）海洋プラスチックごみに係る組織及び法制度・計画・目標値策定支援 
上述のとおり、海洋プラスチックごみ対策に係る組織の設置、また組織設立の根拠と

なる使い捨てプラスチックを規制するための法制度や、同様な法で定めた規制の実施方

法、具体的な削減目標の設定等、海洋プラスチックごみを抑制するためのシステム整備

状況は大洋州地域 14 カ国で進捗が異なる。そこで大洋州地域の中で進捗が早い国、も

しくは他地域で先進的に取り組みを行っている国の事例等を参照し、各国の実情に即し

たシステム整備支援が提案できる。 
 
３）国内での生分解性プラスチック等、使い捨てプラスチックの代替となる製品の利

用促進支援 
今回の調査で、既に使い捨てプラスチックの代用となる製品として生分解性プラスチ

ックの買い物袋や食器等が既に使用されていることが確認された国（パラオ、ミクロネ

シア、パプアニューギニア）、もしくは未だ実用化には踏み切っていなくとも具体的に

使い捨てプラスチックの代替製品の想定をまとめている国（クック諸島）が確認され
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た。既に市場での使用が開始されている国についてはその持続性の担保のための支援

が、また代用品の検討を行っている国についてはその内容が実現可能なものとする支援

が可能と考えられる。 
 
４）プラスチックごみを含む海洋ごみの回収、およびそのための分析・調査技術支援 
上記１）～３）は海洋ごみとなりうるプラスチックごみの発生そのものを抑制する支

援だが、本項目は既に海洋に流出してしまったプラスチックごみの把握とその回収のた

めの支援となる。例えばタイ国では大規模河川からはバンコク都環境局が、小さな水路

はバンコク都廃水・下水局が定期的に水路からのごみの除去を定期的に行っている。既

に啓発活動として海岸でのごみ拾い、清掃活動を実施している国は今回の対象国内に数

多くみられるが、スポット的な活動だけでなく、定期的に海洋からごみを回収する取り

組みに対する支援も考えられる。また上記のような回収を行うために、水路に流出して

しまったごみの組成分析を行うことも重要であり、この分析技術のための側面支援も検

討できる。 
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2.7 廃棄物輸出入に係る基礎情報調査 

2.7.1 調査の概要 

現地調査対象国の環境省等の関係機関に質問票を配布し、リサイクル可能資源及び廃

棄物の輸出判断基準に係る現在の制度運用状況を調査した。 
本調査では、調査票 （輸出入制度）を作成した。調査票について詳しくは添付資料

を参照されたい。本調査票は、基本的に現地調査対象 9 か国で共通して使用された。調

査票配布先リストに記載されている政府関係者（環境省など）を主たる対象として、調

査票の配布を行った。各国の調査機関一覧を下表に示す。 
また、インタ―ネットなどの情報からも把握できることが多いことから、追加的に机

上調査も行った。 

表 2-43 調査機関一覧 

国 機関名 
パラオ Environmental Quality Protection Board 
ミクロネシア DT&PW / Chuuk EPA / Pohnpei EPA 
マーシャル Environmental Protection Authority 
パプアニューギ
ニア 

Conservation & Environment Protection Authority (CEPA) / National 
Capital District Commission  (NCDC) / PNG Customs Services / 
Ministry of Environment Conservation & Climate Change (MEC & CC) 

ソロモン諸島 Ministry of Environment, Climate Change, Disaster Management and 
Meteorology (MECDM) / Honiara City Council (HCC) 

バヌアツ Ministry of Climate Change Adaptation, Meteorology, Geo-Hazards, 
Environment, Energy and Disaster Management (MCC) / Ministry of 
Foreign Affairs, International Cooperation and External Trade / Ministry 
of Finance and Economic Management (MFEM) 

フィジー Minister of Waterways and Environment 
トンガ Ministry of Meteorology, Energy, Information, Disaster Management, 

Environment, Climate Change and Communications 
サモア Ministry of Natural Reseources and Environment 

2.7.2 調査の結果 

調査の結果を以下に示す。なお、調査票だけでは十分な情報が得られなかった部分に

ついては、追加的に行った机上調査から得られた情報を記載した。 

a. ワイガニ条約とバーゼル条約 

廃棄物の国境を超える移動については、ワイガニ条約やバーゼル条約との関わりが深

いが、両条約の概要を以下に示す。 
バーゼル条約は 1980 年代に，ヨーロッパの先進国からの廃棄物がアフリカの開発途

上国に放置されて環境汚染が生じるなどの問題が発生し，何等の事前の連絡・協議なし

に有害廃棄物の国境を越えた移動が行われ， 終的な責任の所在も不明確であるという
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問題が顕在化したことを受け、スイスのバーゼルにおいて一定の有害廃棄物の国境を越

える移動等の規制について国際的な枠組み及び手続等を規定した条約である7。 
一方で大洋州地域では、有害廃棄物のみならず、放射性廃棄物の投棄場となる危険性

から人と環境の安全への懸念が高まっていたことを受け、バーゼル条約を補完する地域

条約として、パプアニューギニアのワイガニでワイガニ条約が採択された8。 

b. 各国のバーゼル条約、ワイガニ条約の締結状況 

条約の締結（批准を含む）状況については、机上調査により十分な情報が得られた。

その上で調査票への回答からも、机上調査で得られた情報が正しいことが確認された。

また、調査票を通じて現在非締約国で今後の条約の締結（批准を含む）予定について言

及した国はなかった。以下では、机上調査の結果を示す。 
バーゼル条約、ワイガニ条約の条約の国別の締結状況については、SPREP サイトなど

より下記の通り確認された。なお、締結状況を示す用語の定義について、外務省のサイ

トによれば「署名」とは、条約の趣旨・内容についての基本的な賛意の表明である一方

で、「締結」とは、条約に拘束されることについての国の同意の表明を行うことであ

る。「締結」の方法には「批准」や「加入」等がある。日本の場合、「批准」には天皇

の承認が必要であり、「加入」は他の外国間で既に署名済み又は発効済みの条約に対す

る締結の方法という点で区別されている9。本報告書では、締結の方法の違いは議論の焦

点にならないため、以降では条約の締結状況として「署名」と「締結」のみを区別す

る。また、条約を締結する行為については「締結」を用いるが、条約を締結した国につ

いては、「締約国」と表記する。 

表 2-44 条約に関わる用語の解説 

用語 解説 

署名 
条約の趣旨・内容についての基本的な賛意の表明をすること。締結
に先立って行われるもので、署名の段階では条約に拘束されること
はない。 

締結 
条約に拘束されることについての国の同意の表明を行うこと。締結
の方法には、批准、受諾、承認、加入、公文の交換等があるが、い
ずれの方法によるかは、条約自身の定めに従う。 

批准 締結の方法の 1 つで、天皇による認証を得ることで条約を締結する
こと。 

加入 締結の方法の 1 つで、多国間条約において、他の外国間で既に署名
済み又は発効済みの条約を締結すること。 

※外務省 HP（国会承認条約の締結手続）9を元に調査団が作成 
 
バーゼル条約の締約国は、毎年 National Report を提出することが求められているが、

本件調査においてバーゼル条約のサイトを通じて調査対象国の National Report の提出状

 
7 外務省. バーゼル条約. 外務省ウェブサイト. 2019-12-13. 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/basel.html, (参照 2021-02-04). 
8 北澤 恒人. サモア独立国における廃棄物管理の変貌--資料:「ワイガニ条約」前文. 環境創造. 2004, vol. 1, 

no. 6, p. 69-90. https://ci.nii.ac.jp/naid/110004729100/, (参照 2021-02-04) 
9 外務省. “国会承認条約の締結手続”. 外務省ウェブサイト. n.d. 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp03_03.pdf, (参照 2021-02-04). 
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況を確認したところ、いずれの国からも提出がされていない状況であった。 

表 2-45 バーゼル条約及びワイガニ条約の国別締結状況 

（SPREP サイト10及び、バーゼル条約サイト11より） 

国 ワイガニ条約 バーゼル条約 
バーゼル条約 

National Report 2019 
提出状況 

パラオ 署名済 締結済 未提出 
ミクロネシア 締結済 締結済 未提出 
マーシャル  締結済 未提出 
パプアニュー
ギニア 締結済 締結済 未提出 

ソロモン諸島 締結済  － 
バヌアツ  締結済 未提出 
フィジー 締結済  － 
トンガ 締結済 締結済 未提出 
サモア 締結済 締結済 未提出 
クック諸島 締結済 締結済 未提出 
キリバス 締結済 締結済 未提出 
ナウル 署名済 締結済 未提出 
ニウエ 締結済  － 
ツバル 締結済 締結済 未提出 

c. バーゼル条約やワイガニ条約に関する各国の国内法について 

調査対象国のうち、調査票への回答及び机上調査の結果、以下の表に示す国におい

て、バーゼル条約、ワイガニ条約に関連する法律が確認された。 

表 2-46 調査対象国におけるバーゼル条約、ワイガニ条約に関連する法律 

国 調査 バーゼル条約、ワイガニ条約に関連する法律 

ミクロネシア 調査票 FSM Regulation to control transboundary movement of 
hazardous waste 

ソロモン諸島 調査票 Environmental Act 1998 

サモア 調査票 
Waste Management Act 2010 
Waste (Plastic Bag) Management 2018 

トンガ 机上調査 HAZARDOUS WASTES AND CHEMICALS ACT 2010 

このうち、サモア、トンガ、ソロモン諸島については法律の原文を入手できたため、

内容を確認した。その結果、バーゼル条約とワイガニ条約の国内法に相当する（有害廃

棄物の国境を超える移動に係る手続き等の詳細を規定している）ものはトンガの

 
10 SPREP. “Waigani Convention”. SPREPウェブサイト. n.d. https://www.sprep.org/convention-

secretariat/waigani-convention, (参照 2021-02-04). 
11 UNEP. “Basel Convention National Reports – Year 2019”. バーゼル条約ウェブサイト. n.d. 

http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/BC2019Reports/tabid/8645/Default.aspx 

(参照 2021-07-09) 
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HAZARDOUS WASTES AND CHEMICALS ACT 2010 のみであった。その他の法律につ

いてはあくまで、廃棄物管理や環境保全を主旨とした関連法と理解された。また、いず

れの法律においても、バーゼル条約とワイガニ条約の対象とする廃棄物について、国固

有の判断基準の規程は確認されなかった。 

d. バーゼル条約とワイガニ条約に関する規制や判断基準について 

調査対象国における判断基準について、ミクロネシアおよびサモア国からは、基本的

には、PET ボトル以外の廃鉛蓄電池、廃潤滑油、鉄スクラップ、非鉄スクラップ、プラ

スチックについては有害性・可燃性・腐食性などの観点から条約の規制対象となる（或

いはなりうる）との回答があった。 

表 2-47 調査対象国における品目ごとの判断基準 

品目 サモア ミクロネシア 
廃鉛蓄電池 有害性 有害性 
廃潤滑油 有害性/可燃性 有害性 
鉄スクラップ 腐食性 有害性 
非鉄スクラップ 腐食性 有害性 
プラスチック 有害性 有害性 
PET ボトル - - 

 
規制対象廃棄物や判断基準については、条約や輸出対象とする国によっても異なるた

め、以下では机上調査の結果を元に得られた情報を整理した。 

d.1 バーゼル条約における規制対象廃棄物 

バーゼル条約において規制対象となるものは附属書Ⅰかつ附属書Ⅲに該当するもの

で、具体的には附属書Ⅷに該当するものが対象となる。また、附属書Ⅸには、原則とし

て規制対象外となるものが示されている。本調査の対象品目から生じる資源物につい

て、下表では環境省12および経済産業省13の公表資料のバーゼル条約の付属書ⅧとⅨに関

する記載を元に、同条約の規制の原則規制対象となるものとそうでないものとに分類し

た。 
非有害なプラスチックの廃棄物の具体的な判断基準は、国によって解釈が分かれると

されているが、日本国内の解釈については、詳細を「汚れたプラスチックごみに係る条

約改正」で詳述する。 
  

 
12 環境省. プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準について. 

https://www.env.go.jp/recycle/yugai/pdf/r021130.pdf (参照 2021-09-02) 
13 経済産業省. ８ 廃棄物等の輸出入手続. 

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/3r_policy/policy/pdf/grobal/ref_08.pdf (参照 2021-09-02) 
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表 2-48 対象資源のバーゼル条約における規制の適用 

対象資源 バーゼル条約の付属書ⅧまたはⅨにおける分類 規制の適用 

廃鉛蓄電池 A1160 鉛蓄電池の廃棄物（破砕されているかい
ないかを問わない。） 原則規制対象 

廃潤滑油 A3020 当初に意図した使用に適しない鉱油 原則規制対象 
鉄スクラップ 

B1010 
鉄鋼のくず 原則規制対象外 

非鉄スクラップ 銅のくず、ニッケルのくず、アルミニウ
ムのくず、亜鉛のくず等 原則規制対象外 

廃ゴム B3040 ゴムの廃棄物 原則規制対象外 

廃プラスチック 
A3210 有害なプラスチックの廃棄物 原則規制対象 
B3011 非有害なプラスチックの廃棄物 原則規制対象外 

廃ガラス B2020 飛散性を有しない形状のガラスの廃棄物 原則規制対象外 
廃紙 B3020 紙、板紙及び紙製品の廃棄物 原則規制対象外 

d.2 バーゼル条約とワイガニ条約の違い 

ワイガニ条約はバーゼル条約を基本としておりその地域実施を目指しているため、そ

の目的や規制の内容はかなり類似しているが、下記のような違いもある。 

 ワイガニは放射性廃棄物も対象としている 
 バーゼルが国土から 12 海里沖（領海）を対象としているのに対し、ワイガニは 200

海里沖（EEZ）までを対象としている 

また、SPREP のワイガニ条約ウェブサイトには以下のような記載がある。 
“The objective of the Convention is to reduce and eliminate transboundary movements of hazardous 
and radioactive waste, to minimize the production of hazardous and toxic wastes in the Pacific 
region and to ensure that disposal of wastes in the Convention area is completed in an 
environmentally sound manner” 

締約国は表 2-21 のとおり大きな相違がないが、フィジーやソロモン諸島はバーゼル非

締約国である一方でワイガニ条約の締約国である。マーシャルはその逆である。バヌア

ツはどちらの条約も締結していない。 
オーストラリアとニュージーランドはバーゼル条約、ワイガニ条約の両方を締結して

いる。大洋州地域の広域リサイクルに加盟する国は、バーゼル条約の枠組み、ワイガニ

条約の枠組みの両方に適応し、各国と円滑に有価物の輸出入の手続きを行うことができ

るように両方の締約国となることが望ましいと考えられる。 
 
また、日本の外務省の HP にはバーゼル条約について以下のような記載がある。 
 

「（1）この条約に特定する有害廃棄物及びその他の廃棄物（以下、本資料において

「廃棄物」という。）の輸出には、輸入国の書面による同意を要する（第 6 条 1～3）。 
（2）締約国は、国内における廃棄物の発生を 小限に抑え、廃棄物の環境上適正な

処分のため、可能な限り国内の処分施設が利用できるようにすることを確保する（第 4
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条 2（a）及び（b））。 
（4）非締約国との廃棄物の輸出入を原則禁止とする（第 4 条 5） 
（6）廃棄物の運搬及び処分は、許可された者のみが行うことができる（第 4 条 7

（a）） 
（7）国境を超える廃棄物の移動には、条約の定める適切な移動書類の添付を要する

（第 4 条 7（（c）） 
（10）締約国は，廃棄物の処理を環境上適正な方法で行うため，主として開発途上国

に対して，技術上その他の国際協力を行う（第 10 条） 
（11）条約の趣旨に反しない限り，非締約国との間でも，廃棄物の国境を越える移動

に関する二国間または多数国間の取決めを結ぶことができる（第 11 条）」 
 
（4）では、「非締約国との廃棄物の輸出入を原則禁止」とする一方で、（11）では

「条約の趣旨に反しない限り，非締約国との間でも，廃棄物の国境を越える移動に関す

る二国間または多数国間の取決めを結ぶことができる（第 11 条）」とも書かれてい

る。 
 
バーゼルもワイガニも有害廃棄物の越境を制限する事を主たる目的としているが、そ

のどちらにも『Y46 家庭系廃棄物→家庭から収集される廃棄物 (Wastes collected from 
households)』が制限の対象としてリストに入っている。バーゼルでは Y46 は

CATEGORIES OF WASTES REQUIRING SPECIAL CONSIDERATION となっており、有

害と指定されているわけではないが、日本政府は基本的に Y46 の選別された飲料容器な

どは対象とする姿勢を取っている（破砕してフレークなどにすれば別）。 
ワイガニの方は、有害の分類に Y46 Wastes collected from households が指定されてい

る。他方で、exception of clean sorted recyclable wastes which do not possess any of the 
hazardous characteristics defined in Annex II というバーゼルに無い記載もあり、そのスタン

スが明示されている。 
何れにせよ、一見無害に見える PET ボトルやアルミ缶などの一般的な資源物に関して

は、現状（フレークにしているわけでも完全に clean sorted しているわけでもない）から

鑑みるとこれらの国際条約を考慮する必要があると考えられる。 

d.3 バーゼル条約およびその他の協定に基づく規制 

バーゼル条約締約国間ではバーゼルの規制が適用されるが、これとは別に経済協力開

発機構（Organisation for Economic Co-operation and Development。以下、「OECD」とい

う。）加盟国間や２国間協定のある場合はこれに基づく規制が適用される。 
経済産業省サイトでは、バーゼル条約の締結状況、OECD の加盟状況により適用とな

る規制について、下記のとおり整理されている。 
日本（バーゼル条約締約国かつ OECD 加盟国）の場合、取引の対象国が、OECD 加盟

国である場合は、バーゼル条約の締約国かどうかによらず OECD 理事会決定による規制

が適用されるが、OECD 非加盟国でかつバーゼル条約締約国については、バーゼル条約
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による規制が適用される。OECD 非加盟国でかつバーゼル条約非締約国については、適

用される規制はないが、バーゼル条約規制対象物は（原則）輸出入不可とされている。 

表 2-49 バーゼル条約の締結状況および OECD 加盟状況により適用される規制 

 

d.4 汚れたプラスチックごみに係る条約改正 

ジュネーブで開かれたバーゼル条約締約国会議は 2019 年 5 月 10 日、リサイクルに適

さない汚れたプラスチックごみを同条約の規制対象とする改正案を採択した。プラスチ

ックによる海洋汚染の深刻化を受け、汚れたプラスチックごみの輸出を法的に制限す

る。 
バーゼル条約は有害廃棄物の定義や輸出入を規定する国際条約で、約 180 の国・地域

が締結している。今回の改正はノルウェーが初めに提案、日本を含む各国が賛同したこ

とで実現した。改正された条約は 2021 年 1 月 1 日から施行されており、汚れたプラス

チックごみを輸出する際に相手国の同意が必要となった14。 
 
環境省によれば、改正附属書Ⅸでは、条約の対象外とするプラスチックの廃棄物の定

義として、「環境上適正な方法で再生利用することを目的とし、かつ、ほとんど汚染さ

れておらず、及び他の種類の廃棄物をほとんど含まないもの」等としているが、具体的

にどのようなプラスチックが規制の対象になるかは各条約締約国の解釈によるところで

あるため、日本の国内法に基づいて下記のように解釈の定義を行っている15。 
 

（１）複数のプラスチック樹脂の混合がないものの該非判断基準（環境省資料 15 より抜

粋） 

原則として下記のＡ～Ｄの条件を全て満たすものを、規制対象外（B3011）とする。 
 
Ａ：飲食物、泥、油等の汚れが付着していないこと 
Ｂ：プラスチック以外の異物が混入していないこと 
Ｃ：単一のプラスチック樹脂で構成されていること 
Ｄ：リサイクル材料として加工・調整されていること 
 

 
14 日本貿易振興機構（JETRO）.”汚れた廃プラスチック、バーゼル条約で規制対象に”. JETROウェブサイト. 2019-

5-21. https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/05/8b624be5eec14dad.html, (参照 2021-02-04). 
15 環境省.” プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準”. 環境省ウェブサイト. 2020-9-28. 

https://www.env.go.jp/press/files/jp/114830.pdf, (参照 2021-02-04). 

対象国 適用規制

バーゼル条約

締約国

ＯＥＣＤ加盟国

韓国、英国、フランス、ドイツ、オーストラリア、カナダ、他
ＯＥＣＤ理事会決定

ＯＥＣＤ非加盟国

中国、フィリピン、マレーシア他
バーゼル条約

バーゼル条約
非締約国

ＯＥＣＤ加盟国

米国
ＯＥＣＤ理事会決定

ＯＥＣＤ非加盟国 なし（バーゼル規制対象物は輸出入不可）
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①ペレット状のプラスチック 

 
②フレーク状又はフラフ状かつ、ほとんど

無色透明又は単一色のプラスチック 

 
③製品の製造工程等から排出されるシート

状、ロール状、又はベール状のプラスチック 

 
④インゴット状の発泡ポリスチレン（PS） 

 

図 2-1 複数のプラスチック樹脂の混合がないものの該非判断基準 

（２）複数のプラスチック樹脂（PE、PP、PET）の混合があるものの該非判断基準（環境

省資料 15 より抜粋） 

ポリエチレン（PE）、ポリプロピレン（PP）又はポリエチレンテレフタレート

（PET）から成るプラスチックの廃棄物の混合物は、PET ボトルのボトル、キャップ、

ラベルの混合物を想定した規定となっている。判断基準としては、原則として下記のＡ
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～Ｃの条件を全て満たすものを規制対象外（B3011）とする。 
 
Ａ：分別され、ボトル、キャップ、ラベル以外のプラスチック樹脂や異物を含まない

 こと 
Ｂ：洗浄され、飲料や泥等の汚れが付着していないこと 
Ｃ：裁断され、フレーク状になっていること 
 

 

図 2-2 PET ボトル由来のプラスチックの規制対象外の判断例 

e. リサイクル業者による資源輸出入時の税優遇・税負担や特別な手続きの有無 

税優遇・税負担について、特別な対応を行っていると回答した国は無かった。 
輸出入時の手続きについては、ミクロネシアおよびサモアのみ回答があった。バーゼ

ル条約の規制対象となるものについては、事前に輸出入を行う国、船舶が経由する国の

政府の許可を取得する必要があり、手続きにおいては、所定の申請書、輸出入取引に係

る契約書、品目の詳細、保険への加入などが必要となる。 

表 2-50 リサイクル業者による資源輸出入時の特別な手続き 

国 リサイクル業者による資源輸出入時の特別な手続き 

ミクロネシア 
（政府） 

 バーゼル条約の規程に従い、輸出する資源の適切な洗浄、計量、
梱包が必要である。 

サモア 

 （条約の規制対象となるものについては）リサイクル業者は有害
廃棄物の国境を超える移動に関する手続きに必要な書類を提出
する必要がある（申請書（通告・移動）、輸出入取引に係る契約
書、品目の詳細、保険への加を確認するための書類） 

 
また、机上調査で収集されたトンガの HAZARDOUS WASTES AND CHEMICALS ACT 
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2010 では、輸出入に必要な通告書と移動書類に関して記載すべき事項が詳細に規定され

ている。以下では同法の別表 1（通告書に記載すべき事項）16を調査団が和訳したものを

記載する。なお、移動書類に記載すべき事項は通告書と若干異なる点はあるものの、概

ね通告書と同様の情報が求められている。 

表 2-51 HAZARDOUS WASTES AND CHEMICALS ACT 2010（別表 1） 
（原文 16 を元に調査団和訳） 

有害廃棄物の越境移動に関する通告書について提供されるべき情報 

1 廃棄物を輸出する理由 

2 廃棄物を輸出する者（注1） 

3 廃棄物の発生源と発生場所（注1） 

4 廃棄物を処分する者および実際に処分する場所（注1に記載の詳細） 

5 廃棄物を輸送しようとする者またはその代理人（分かっている場合） 

（注1） 

6 廃棄物の輸出国 

管轄官庁（注2） 

7 想定される経由国 

管轄官庁（注2） 

8 廃棄物の輸入国 

管轄官庁（注2） 

9 包括的通告または単一的通知 

10 廃棄物の輸出についての想定される出荷日および期間、旅程案（出入国地点を含む）

（注3） 

11 想定される輸送手段（道路、鉄道、海路、空路、内水航路） 

12 保険に関する情報（注4） 

13 Y番号、UN番号を含む廃棄物の名称と物理的特性、およびその組成（注5）、 

事故の際の緊急規定を含む特別な取扱いに関する情報 

14 想定される梱包の種類（ばら積み、ドラム缶、タンカーなど） 

15 重量／体積の推定量（注6） 

16 廃棄物が生成されたプロセス（注7） 

17 付属書Iに記載されている廃棄物については、付属書IIIからの分類：有害特性、H番

号、およびUN分類区分 

18 付属書IVに従った処分方法 

19 情報が正確であることを示す発生者および輸出者による申告 

20 
廃棄物が輸入国の法令に従って環境的に健全な方法で管理されないと信じるに足る

理由がないという処分者の評価に基づき、処分者から輸出者または発生者に伝達され

た情報（プラントの技術的説明を含む） 

21 輸出者と処分者の間の契約に関する情報 

注 

1 氏名、住所、電話番号又はFAX番号、連絡先担当者の氏名、住所、電話番号、テレッ

クス又はFAX番号 
2 氏名、住所、電話番号、テレックス又はFAX番号 
3 複数の貨物を対象とした包括的な通告書の場合、各貨物の出荷予定日、またはそれが

分からない場合には、想定される貨物の出荷頻度のいずれかが必要となる 
4 関連する保険の要件に関する情報並びに輸出者、輸送者及び処分者が当該要件をどの

ように満たしているかに関する情報 

 
16 The Kingdom of Tonga ,“HAZARDOUS WASTES AND CHEMICALS ACT 2010”.  
https://ago.gov.to/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/2010/2010-0028/HazardousWastesandChemicalsAct2010_1.pdf 
(参照 2021-09-02) 
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5 当該廃棄物の も有害な成分の性質と濃度、取り扱いや提案された処分方法に関連し

て当該廃棄物のもたらす毒性やその他の危険性 
6 複数の貨物を対象とした包括的な通告書の場合、推定総量と各貨物の推定量の両方が

必要となる 
7 有害性を評価し、提案された処分方法の妥当性を判断するために必要な場合 

f. 各国のリサイクル可能資源の輸出に係る課題 

各国のリサイクル可能資源の輸出に係る課題についての回答を以下に示す。各国共通

して、リサイクル可能資源の輸出に係る経済的持続性の課題が挙げられている。 

表 2-52 各国のリサイクル可能資源の輸出に係る課題 

国 リサイクル可能資源の輸出に係る課題 
ミクロネシア （政府） 

 リサイクルが継続できるような市場がなく、また輸送費用も高い
ことが課題である。 

（チューク州） 
 まだ CDL が導入されていない。 

パプアニュー
ギニア 

 運賃が高いため、多くのリサイクル可能資源について輸出やリサ
イクルが経済的に成り立たない。 

 国内でリサイクルを行う会社がない。 
 リサイクルを促進する環境法やガイドラインがない。 
 リサイクルが行われているのは、缶、廃潤滑油、鉛蓄電池、金属

スクラップなど、一部の品目に限られている。PET ボトル、容器
包装などのリサイクルは行われていない。 

 廃棄物管理に対する補助金を含む政策案があるが、それを支える
他の政策が必要である。 

 政府は廃棄物管理のために必要な施設を設置するための財政支
援を行う必要があるが、現在、政府からの支援はほとんどない。 

ソロモン諸島  リサイクル業者にとっては輸出税がかかること、十分な設備・機
材・経営能力がないことが課題である。 

 廃潤滑油の輸出については、経済原理では成り立たないため、地
元の業者に対して、公的機関の支援と適切な取締りによる汚染の
防止と経済的持続性の確保が必要である。 

サモア  リサイクル可能資源は分別収集されていないため、どのように回
収するかが課題である。 

 輸送費用が高いことがリサイクル業者にとっての負荷になって
おり、輸出できる主なリサイクル可能資源は比較的高価で取引さ
れる金属スクラップに限られている。 

バヌアツ  適切な廃棄物管理の理解が浅いため、住民や事業者に対する啓発
が必要である。 

 リサイクル会社にとっては経営に係る費用の問題が大きく、離島
から本島にリサイクル可能資源を集めて海外に輸出するために
は経済的な支援を必要としている。 
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g. 輸出を推進したい優先度の高いリサイクル可能資源・廃棄物の種類 

輸出を推進したい優先度の高いリサイクル可能資源・廃棄物の種類については、ソロ

モン諸島のみ、廃潤滑油と廃家電の輸出を優先したいという具体的な回答があった。ま

た、ミクロネシアでは、輸出ではなく国内での再生利用の方法を模索しているという回

答があった。各国の回答内容を以下に示す。 

表 2-53 輸出を推進したい優先度の高いリサイクル可能資源・廃棄物の種類 

国 輸出を推進したい優先度の高いリサイクル可能資源・廃棄物の種類 
ミクロネシア （政府） 

 各州で、国内でリサイクル可能資源を再生利用する方法を模索し
ている（例：PET ボトルやガラスを建築資材として再生利用）。 

パプアニュー
ギニア 

 現状殆どのリサイクル可能資源がリサイクルのために輸出され
ているが、将来的には国内でもリサイクルを行える可能性がある
と考えている（現状でも廃潤滑油の一部は国内でリサイクルされ
ている）。 

ソロモン諸島  廃潤滑油（蓄積されているため）と廃家電の輸出を優先したい。 
サモア  政府としては、汚染や公害の危険性があるものを島に蓄積させる

のではなく、環境保全のために可能な限りのリサイクル可能資源
を輸出したいと考えている。 

バヌアツ  現在は、金属スクラップや廃鉛蓄電池などのワイガニ条約やバー
ゼル条約で輸出可能なリサイクル可能資源が中心に回収されて
いる。 
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2.8 輸出入統計データ 

貿易統計値は、対象品目の資源フローを作成する上で土台となり得る重要なデータで

あるが、これまで各国税関から個別に入手された実績などから見ると、提供されるデー

タの区分、信頼度や協力度合いに一定の課題がある。そのため、一元的入手や分析が望

ましい。 

2.8.1 データソース 

黒子（2013）17を参考に、国際連合の貿易統計データベース（United Nations 
Commodity Trade Statistics Database。 以下、「Comtrade」という。）とフランスの国際

経済研究所（CEPII）の貿易統計データベース（BASE POUR L’ANALYSE DU 
COMMERCE INTERNATIONAL。以下、「BACI」という。）のデータを入手した18。

BACI は Comtrade をベースに作成されているが，独自の方法で輸出と輸入を調整して一

本化している。Comtrade はオリジナルに忠実であるため、多くの本件対象国のデータが

無かったり、同一取引のデータが輸入国と輸出国の間で乖離があるなどの課題がある。

BACI は、独自の推計方法で乖離を整理しており、今回のような複数の小さな国々（プ

ラス豪州やアジアの国々）を一元的に取り扱うプロジェクトに適している。 
BACI のデータを、J-PRISM フェーズ 2 を通して得られたフィジー統計局による 2018

年の貿易統計値と対照し、大きい乖離がない事を目視で確認した。 

2.8.2 HS コード 

HS コードは HS 条約に基づいて定められた貿易統計品目のコードである。殆どの対象

国（マーシャルのみ未確認）では HS コードに基づいて輸入の関税を定めている。 
HS コードは、あらゆる貿易対象品目を 21 の「部」（Section）に大分類し、6 桁の数

字で表す。6 桁のうち、上 2 桁を類（Chapter）、類を含む上 4 桁を項（Heading）、項を

含む上 6 桁を号（Sub-heading）という。 
HS コードは 6 桁までが国際的に共通なコードで、7 から 9 桁については各国独自の基

準で決めて良い事になっており、例えば日本では 9 桁までを利用している。本件対象国

は 8 桁まで設けているが、実際には殆ど 6 桁までの運用となっている。 
例） 39 類 プラスチック製品 3915 項 プラスチックのくず 
391510 号 エチレンの重合体（のくず） 391590 号 その他のプラスチック（のくず） 

2.8.3 本件調査対象コード 

以下の類を本件調査の対象と設定した。これらの類を対象類とする。また、対象類の

中から更に本件調査対象品目と特に関わりのある号を抽出した（添付資料を参照）。こ

こで設定した号に基づいて本件輸出入統計データの分析や、後述の資源フローの数値根

 
17 黒子 正人. 新興地域の統計事情, 第9回 貿易統計. 情報管理. 2013, vol. 56, no. 5, p. 310-317. 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/56/5/56_310/_html/-char/ja, (参照 2021-02-04) 
18 2021年3月にデータをhttp://www.cepii.fr/CEPII/en/welcome.aspよりダウンロードした。 
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拠としている。27 類は鉱物性燃料を対象とした類であるが、ここでは 271000 号 
Petroleum oils and oils from bituminous minerals, not crude: preparations n.e.c. containing by 
weight 70% or more of petroleum oils or oils from bituminous minerals: these being the basic 
constituents of the preparations: waste oils が抽出できる。しかし、この号は waste oil とい

う記述はあるものの、実際には一般の石油を多く含んでおり、その量も多大である。そ

のため分析値には含めていない。 
対象号の輸出入の量はあくまで貿易上の製品の量であり、基本的には対象の資源物そ

のものの値というわけではない。例えば年間 1000 トンの飲料水の輸入があったとし

て、これに含まれる PET ボトルなどの飲料容器の量は僅かな値である。この製品の量か

ら資源物の量への変換は資源フローの作成過程で行われる（飲料容器の場合は、内容量

が引かれ、容器量のみを資源物として換算している）。 

表 2-54 本件調査対象コード 

対象類 関連する本件調査対象品目 
22 飲料、アルコール及び食酢 PET ボトル、アルミ缶、ガラス 
27 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴

青物質並びに鉱物性ろう 
廃潤滑油 

39 プラスチック及びその製品 使い捨てプラスチック、PET ボト
ル 

40 ゴム及びその製品 タイヤ 
47 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパ

ルプ及び古紙 
紙・段ボール 

48 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製
品 

紙・段ボール 

49 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに
手書き文書、タイプ文書、設計 

紙・段ボール 

70 ガラス及びその製品 ガラス 
72 鉄鋼 金属スクラップ（鉄） 
74 銅及びその製品 金属スクラップ（非鉄） 
75 ニッケル及びその製品 金属スクラップ（非鉄） 
76 アルミニウム及びその製品 金属スクラップ（非鉄） 
78 鉛及びその製品 金属スクラップ（非鉄） 
79 亜鉛及びその製品 金属スクラップ（非鉄） 
80 すず及びその製品 金属スクラップ（非鉄） 
81 その他の卑金属及びサーメット並びにこれら
の製品 

金属スクラップ（非鉄） 

84 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部
分品 

廃家電（エアコン、冷蔵庫、洗濯
機、パソコン） 

85 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再
生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は
再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 

廃鉛蓄電池、廃家電（電子レンジ、
携帯電話、テレビ） 

87 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分
品及び附属品 

廃自動車 
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2.8.4 現地調査対象 9 か国 

対象品目別の輸出入統計は添付資料に記載する。また、対象品目別の輸出入の値は資

源フローにて引用されており、詳細はそちらで述べる。 

a. 対象号の輸入データ 

対象号の総輸入額はパプアニューギニアが も多い。次いで、フィジーが多い。この

傾向は 2012 年より 2019 年まで基本的には同じである。国によるが、2012 年と 2019 年

を比べて全体的には大きく輸入額は増加していない。 

 

図 2-3 調査対象 9 か国の年毎の対象号の総輸入額（千 USD） 

b. 対象号の輸出データ 

対象号の総輸出額はフィジーが も多い。次いで、マーシャルとパプアニューギニア

が多い。この傾向は 2012 年より 2019 年まで基本的には同じである。フィジーは輸出量

が年々増加している。これはミネラルウォーターの輸出の伸びが大きいのではないかと

推測される。マーシャルは 2015 年以降輸出量を増加させている。 
 

100



大洋州地域におけるプラスチック等のリサイクル促進に向けた 
情報収集・確認調査 独立行政法人国際協力機構 
報告書 国際航業株式会社・八千代エンジニヤリング株式会社 

 

 

図 2-4 調査対象 9 か国の年毎の対象号の総輸出額（千 USD） 

本項では対象号の輸出データのうち、特にくず、スクラップとして明らかな輸出につ

いて述べる。金属スクラップについて 2012 年のパプアニューギニアの量が非常に高い

値を示しており、比較し難い。そのためここでは 2013 年を採用する。 
下記に、2013 年と 2019 年における調査対象号のうち、HS コードの号の中で特に「く

ず」と明記されているもの、すなわち資源物と仮定されるものの総輸出量を表で示す。

2013 年と 2019 年で総量にあまり変化はない。資源物の輸出量は 9 割以上を金属スクラ

ップが占める19。また、2019 年は 2013 年と比べて金属スクラップ（鉄）以外の項目が微

増しているが、金属スクラップ（鉄）の量が大幅に低下しており、全体としては例のマ

ーシャルの分を除くと下がっている。 
国別では、やはりパプアニューギニアとフィジー、マーシャルなどが量の多い上位を

占める。 

表 2-55 調査対象 9 か国の対象号の資源物総輸出量(トン) 2013 年 

exporter ガラス

くず 

金属ス

クラッ

プ

（鉄） 

金属ス

クラッ

プ（非

鉄） 

プラス

チック

くず 
古紙 使用済

タイヤ 
廃鉛蓄

電池 総計 

Palau 
 

1,116  161  76  
 

 
 

1,353  

FS 
Micronesia 

 
1,461  172  20  

 
 24  1,677  

Marshall 
Isds 

 
4,478  202  

  
 106  4,786  

Papua New 
Guinea 

 
39,449  5,358  352  1,078   756  46,993  

Solomon 
Isds 

 
614  346  31  

 
 36  1,027  

 
19 マーシャルのプラスチックくずを除く。 
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exporter ガラス

くず 

金属ス

クラッ

プ

（鉄） 

金属ス

クラッ

プ（非

鉄） 

プラス

チック

くず 
古紙 使用済

タイヤ 
廃鉛蓄

電池 総計 

Vanuatu 
 

1,114  168  
  

 66  1,348  

Fiji  20,061  209  744  1,592   
 

22,606  

Tonga  3,253  143  
 

55   62  3,513  

Samoa  3,112  442  103  
 

 9  3,666  

総計  74,658  7,201  1,326  2,725   1,059  86,969  

 

表 2-56 調査対象 9 か国の対象号の資源物総輸出量(トン) 2019 年 

exporter ガラス

くず 

金属ス

クラッ

プ

（鉄） 

金属ス

クラッ

プ（非

鉄） 

プラス

チック

くず 
古紙 使用済

タイヤ 
廃鉛蓄

電池 総計 

Palau 
 

1,157  199  95  
 

 160  1,611  

FS 
Micronesia 

 
828  94  

  
 97  1,019  

Marshall 
Isds 

 
5,967  116  43,293  

 
 43  49,419  

Papua New 
Guinea 

 
15,538  8,720  

 
559   999  25,816  

Solomon 
Isds 

 
3,926  413  0  

 
 

 
4,339  

Vanuatu 
 

814  123  
  

 220  1,157  

Fiji 73  13,546  939  1,250  2,474  9 
 

18,291  

Tonga 
 

249  90  0  
 

 173  512  

Samoa 
 

2,582  290  0  0   195  3,067  

総計 73  44,607  10,984  44,638  3,033  9 1,887  105,231  

 
以下に、調査対象 9 か国から輸出された金属スクラップについて量と金額を表で示

す。金属スクラップ（鉄）の単位量当たりの金額で見ると、2013 年はトン当たり 303 
USD だったが、2019 年には 228 USD に下がっている。近年現地でも度々スクラップ業

者などから引取価格が下落しているため事業を縮小しているという声が聞かれたが、そ

の点が数字で示されている。金属スクラップ（非鉄）については元々単価が高いもの

の、2,008 USD から 1,496 USD に落ちている。 
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表 2-57 調査対象 9 か国の金属スクラップの資源物総輸出量(トン) と総額 2013 年と 2019

年 

2013 年     
 金属スクラップ（鉄） 金属スクラップ（非鉄） 

exporter トン 千 USD トン 千 USD 

Palau 1,116  277  161  176 

FS Micronesia 1,461  425  171  369 

Marshall Isds 4,478  787  203  516 

Papua New 
Guinea 39,449  13,353  5,358  10,753 

Solomon Isds 613  268  346  314 

Vanuatu 1,114  280  168  284 

Fiji 20,061  5,432  209  472 

Tonga 3,253  893  143  268 

Samoa 3,111  893  442  1,312 

総計 74,656  22,605  7,201  14,463 

2019 年     
 金属スクラップ（鉄） 金属スクラップ（非鉄） 

exporter トン 千 USD トン 千 USD 

Palau 1,157  197  199  241 

FS Micronesia 828  185  94  107 

Marshall Isds 5,967  1,396  116  141 

Papua New 
Guinea 

15,537  3,429  8,720  12,105 

Solomon Isds 3,926  188  413  376 

Vanuatu 814  206  123  249 

Fiji 13,546  3,847  939  2,558 

Tonga 248  91  90  209 

Samoa 2,582  647  289  444 

総計 44,605  10,185  10,983  16,431 

 
以下に、調査対象 9 か国から輸出された金属スクラップ（鉄と非鉄）との総輸出量に

関して、輸出相手国別に表に示す。2013 年、2019 年共に調査対象 9 か国から も金属

スクラップを集めたのは鉄、非鉄共に大韓民国であった。 
鉄に関しては、シンガポールが 2013 年、2019 年共に 2 番目に多い。オーストラリア

は 2013 年から比べて 3 倍程に増加しており、2019 年には 3 番目に多い国となってい

る。逆にインドネシアは 2013 年には 3 番目であったが 2019 年には大きく後退してい

る。マレーシアは 4 番手を堅調に維持している。 
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表 2-58 調査対象 9 か国から輸出された金属スクラップ（鉄）の資源物総輸出量(トン) と総額 
（輸出相手国別）2013 年と 2019 年 

2013 年   2019 年   

importer トン 千 USD importer トン 千 USD 

Rep. of Korea 16,062 4,423 Rep. of Korea 8,563 2,825 

Singapore 12,009 3,577 Singapore 7,004 1,280 

Indonesia 11,417 4,020 Australia 6,148 731 

Malaysia 7,248 2,048 Malaysia 5,892 1,312 

New Zealand 5,894 1,512 USA 4,808 975 

India 4,529 1,696 Bangladesh 3,632 1,002 

Other Asia, nes 4,082 1,177 India 2,413 438 

China 4,082 1,463 Indonesia 2,388 702 

Poland 2,769 459 Other Asia, nes 1,986 400 

Australia 2,119 997 New Zealand 767 93 

Viet Nam 1,961 700 China 583 310 

Dem. People's 
Rep. of Korea 1,142 205 #N/A 177 43 

Spain 575 81 Sri Lanka 78 10 

Pakistan 231 87 Portugal 65 10 

USA 209 37 Thailand 45 50 

Japan 187 49 Chile 22 1 

Croatia 73 14 Kiribati 21 2 

China, Hong 
Kong SAR 46 38 Spain 10 0 

Thailand 12 14 Morocco 2 0 

Colombia 5 1 Pakistan 1 0 

Kiribati 2 2    

Tonga 2 3    

Wallis and 
Futuna Isds 1 2    

総計 74,656 22,605 総計 44,605 10,185 

 
非鉄に関して、オーストラリアは 2013 年、2019 年共に 2 番目に多い。2013 年と比べ

て 2019 年に量が多くなっているのはマレーシアとドイツである。 
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表 2-59 調査対象 9 か国から輸出された金属スクラップ（非鉄）の資源物総輸出量(トン) と総

額 （輸出相手国別）2013 年と 2019 年 

2013 年   2019 年   

importer トン 千 USD importer トン 千 USD 

Rep. of Korea 3,360 5,261 Rep. of Korea 4,071 5,398 

Australia 2,058 3,004 Australia 2,420 5,292 

China 457 2,914 Malaysia 2,162 1,367 

New Zealand 452 944 Germany 1,254 1,598 

Other Asia, nes 361 795 Singapore 290 797 

China, Hong 
Kong SAR 147 371 Other Asia, nes 258 421 

Japan 145 967 China, Hong 
Kong SAR 204 172 

Malaysia 87 68 Japan 135 740 

Poland 67 9 New Zealand 65 134 

India 43 67 India 64 315 

Singapore 26 63 USA 38 62 

   China 19 128 

   United Arab 
Emirates 3 7 

   Samoa 0 2 

総計 7,201 14,463 総計 10,983 16,431 

 
以下に、主な金属スクラップの輸入国に対して、調査対象 9 か国からの量の内訳を表

にして示す。 
鉄に関して、大韓民国に も多く輸出しているのは 2013 年、2019 年共にフィジーで

あった。対して、シンガポールに も多く輸出しているのはパプアニューギニアであ

る。インドネシア、マレーシアなどの東南アジア諸国へもパプアニューギニアからの輸

出が も多い。2019 年にはオーストラリアへはソロモン諸島からの輸出が も多いもの

となった。 
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表 2-60 主な金属スクラップ（鉄）輸入国への輸出量の調査対象 9 か国毎の内訳 2013 年と

2019 年 

importer exporter 2013 年
（トン） 

2019 年
（トン） 

Rep. of Korea Fiji 13,327 5,765 
 Samoa 315 1,736 
 FS Micronesia 495 768 
 Marshall Isds 550 260 
 Tonga 765  

 Papua New Guinea 588  

 Vanuatu 11 34 
 Palau 12  

Rep. of Korea 集計 16,062 8,563 

Singapore Papua New Guinea 8,960 7,003 
 Fiji 1,323  

 Samoa 814  

 Solomon Isds 581  

 Tonga 316  

 FS Micronesia 15  

 Vanuatu  1 

Singapore 集計  12,009 7,004 

Indonesia Papua New Guinea 9,615 2,276 
 Fiji 1,359 113 
 Samoa 443  

Indonesia 集計  11,417 2,388 

Malaysia Papua New Guinea 7,248 5,342 
 Solomon Isds  550 

Malaysia 集計  7,248 5,892 

Australia Solomon Isds 3 3,376 
 Fiji 968 1,602 
 Samoa 522 709 
 Papua New Guinea 627 162 
 Tonga  248 
 Marshall Isds  41 
 Vanuatu  9 

Australia 集計  2,119 6,148 

 
非鉄に関して、大韓民国に も多く輸出しているのは 2013 年、2019 年共にパプアニ
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ューギニアとなった。それ以外の国、オーストラリアやマレーシアなどへの輸出もパプ

アニューギニアからが も多い。 

表 2-61 主な金属スクラップ（非鉄）輸入国への輸出量の調査対象 9 か国毎の内訳 2013 年

と 2019 年 

importer exporter 2013 年

（トン） 
2019 年
（トン） 

Rep. of Korea Papua New Guinea 2,969 3,663 
 Fiji 130 237 
 FS Micronesia 71 57 
 Tonga 89 21 
 Marshall Isds 15 78 
 Samoa 63 16 
 Solomon Isds 19  

 Palau 3  

Rep. of Korea 集計 3,360 4,071 

Australia Papua New Guinea 1,657 1,271 
 Fiji 53 593 
 Solomon Isds 240 113 
 Samoa 76 251 
 Vanuatu 32 123 
 Tonga  69 

Australia 集計  2,058 2,420 

Malaysia Papua New Guinea 87 2,066 
 Solomon Isds  96 

Malaysia 集計  87 2,162 

Germany Papua New Guinea  1,254 

Germany 集計   1,254 

Other Asia, nes Palau 158 199 
 FS Micronesia 55 37 
 Marshall Isds 79  

 Samoa 70  

 Papua New Guinea  22 

Other Asia, nes 集計 361 258 

2.8.5 文献調査対象 5 か国 

ここでは、文献調査対象 5 か国の輸出入データについて述べる。 
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a. 対象号の輸入データ 

対象号の総輸入額は、クック諸島が も多い。その後にナウル、キリバスが続く。上

位三か国の間での入れ替わりは 2012 年より続いているが、ニウエとツバルについて輸

入額は増加しているものの、一貫して下位を示している。 

 

図 2-5 調査対象 5 か国の年毎の対象号の総輸入額（千 USD）対象号の輸入データ 

b. 対象号の輸出データ 

輸入と違って輸出は 5 か国の間での入れ替わりが激しく一定の傾向が見えないが、

2019 年の時点ではナウル、クック諸島、キリバス、ツバル、ニウエの順に額が大きく、

上位三か国と下位二か国の差が明らかになっている。 

 

図 2-6 調査対象 5 か国の年毎の対象号の総輸入額（千 USD）対象号の輸出データ 
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本項では対象号の輸出データのうち、特にくず、スクラップとして明らかな輸出につ

いて現地調査対象 9 か国と同様に述べる。 
現地調査対象国でも金属スクラップが大部分を占めるという傾向にあったが、文献調

査対象国ではその傾向が更に顕著となり、2013 年と 2019 年では金属スクラップ以外の

資源物の輸出は全く無かった。更に、2013 年と 2019 年共に 5 か国中 2 か国は金属スク

ラップの輸出すらなかった。クック諸島が も資源物の量が多く、キリバスがそれに続

く。鉄スクラップはクック諸島が も多く、非鉄スクラップはキリバスが も多い。キ

リバスは CDL を導入しているため、アルミ缶の輸出が非鉄スクラップの輸出量の増加

に繋がっていると考えられる。 
2013 年と 2019 年を比べると、2019 年の方が輸出量が多くなっている点は現地調査対

象国の傾向と異なっている。 
 

表 2-62 調査対象 5 か国の対象号の資源物総輸出量(トン) 2013 年 

exporter ガラス

くず 

金属ス

クラッ

プ

（鉄） 

金属ス

クラッ

プ（非

鉄） 

プラス

チック

くず 
古紙 使用済

タイヤ 
廃鉛蓄

電池 総計 

Cook isds 0 278 10 0 0 0 0 288 

Kiribati 0 30 41 0 0 0 0 71 

Nauru 0 0 0 0 0 0 0 0 

Niue 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tuvalu 0 24 7 0 0 0 0 31 

総計 0 332 58 0 0 0 0 390 

 

表 2-63 調査対象 9 か国の対象号の資源物総輸出量(トン) 2019 年 

importer ガラス

くず 

金属ス

クラッ

プ

（鉄） 

金属ス

クラッ

プ（非

鉄） 

プラス

チック

くず 
古紙 使用済

タイヤ 
廃鉛蓄

電池 総計 

Cook isds 0 493 14 0 0 0 0 507 

Kiribati 0 0 71 0 0 0 0 71 

Nauru 0 72 17 0 0 0 0 89 

Niue 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tuvalu 0 0 0 0 0 0 0 0 

総計 0 565 102 0 0 0 0 667 

 
以下に、調査対象 5 か国から輸出された金属スクラップについて量と金額を表で示

す。金属スクラップ（鉄）の単位量当たりの金額で見ると、2013 年はトン当たり 220 
USD だったが、2019 年には 142 USD に下がっている。この下落の傾向は現地調査対象
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国と同様である。文献調査対象国の単価は 2013 年時点から現地調査対象国に比べて低

い。金属スクラップ（非鉄）については元々単価が高いものの、2,190 USD から 1,569 
USD に落ちている。この単価は下落前後共に現地調査対象国の数値と近い。 

表 2-64 調査対象 5 か国の金属スクラップの資源物総輸出量(トン) と総額 2013 年と 2019 

2013 年     
 金属スクラップ（鉄） 金属スクラップ（非鉄） 

exporter トン 千 USD トン 千 USD 

Cook isds 278 57 10 12 

Kiribati 30 8 41 97 

Nauru 0 0 0 0 

Niue 0 0 0 0 

Tuvalu 24 8 7 17 

総計 332 73 58 127 

2019 年     
 金属スクラップ（鉄） 金属スクラップ（非鉄） 

exporter トン 千 USD トン 千 USD 

Cook isds 493 64 14 4 

Kiribati 0  71 147 

Nauru 72 17 17 8 

Niue 0 0 0 0 

Tuvalu 0 0 0 0 

総計 565 80 102 160 

 
文献調査対象 5 か国から輸出される金属スクラップ（鉄）は、2013 年、2019 年共に

ニュージーランドへ も多く輸出されている。現地調査対象 9 か国では、ニュージーラ

ンドは 2013 年は 5 番目に多かったが、2019 年は 10 番目に多い。2019 年で、ニュージ

ーランドの単価は 130 USD であるが、韓国は 236 USD である。 

表 2-65 調査対象 5 か国から輸出された金属スクラップ（鉄）の資源物総輸出量(トン) と総額 
（輸出相手国別）2013 年と 2019 年 

2013 年   2019 年   

importer トン 千 USD importer トン 千 USD 

New Zealand 289 63 New Zealand 493 64 

Australia 30 8 Rep. of Korea 72 17 

Croatia 13 2 Kiribati 21 2 

Kiribati 2 2    

Nauru 0 19    

総計 334 94 総計 586 82 
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文献調査対象 5 か国から輸出される金属スクラップ（非鉄）は、2013 年ではオースト

ラリアが も多かったが、2019 年では韓国が も多い。韓国が も多いというのは、現

地調査対象国と共通している。 

表 2-66 調査対象 5 か国から輸出された金属スクラップ（非鉄）の資源物総輸出量(トン) と総

額 （輸出相手国別）2013 年と 2019 年 

2013 年   2019 年   

importer トン 千 USD importer トン 千 USD 

Australia 15 7 Rep. of Korea 62 57 

Other Asia, nes 14 63 Other Asia, nes 20 91 

USA 12 27 New Zealand 14 4 

So. African 
Customs Union 10 12 USA 6 8 

New Zealand 7 17    

総計 58 127 総計 102 160 
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2.9 現地調査対象国における各品目のリサイクル資源フロー 

2.9.1 現在及び将来推計の概要 

a. 対象品目 

対象品目は 1.6 に示すとおり。 

b. 推計対象年 

現在は 2020 年、将来は 2030 年とする。 

c. 推計項目 

人口・世帯数、車両所有台数、家電製品の所有台数、PET ボトル、紙・段ボール、ア

ルミ缶の排出原単位、各品目資源フロー（対象品目発生量、リサイクル資源発生量、現

地再生利用等を含む）を推計した。 

2.9.2 現在及び将来推計の方法と結果 

以下では、現在及び将来推計の方法と結果を示す。推計の方法について本文では概要

を述べるが、各推計手順のより詳細な内容については、添付資料に示す。 

a. 人口・世帯数 

人口については、以下のデータを採用し、世帯数については、人口推計の値と各国の

国勢調査から得られた世帯当たり人数から推計した。 

表 2-67 人口・世帯数の推計に用いたデータ 

項目 出典 
人口 UN, Word Population Prospects 2019 
世帯数 UN, Word Population Prospects 2019 と各国の国勢調査から得られた世

帯当たり人数から、調査団が算定 

2020 年、2030 年の人口と世帯数の推計結果を以下に示す。 

表 2-68 各国 2020 年、2030 年の人口・世帯数 

対象国 
2020 2030 

人口 世帯数 人口 世帯数 
パラオ 18,092 4,828 18,468 4,928 
ミクロネシア 115,021 18,752 126,699 20,656 
マーシャル 59,194 8,705 64,998 9,559 
パプアニューギニア 8,947,027 1,690,506 10,709,351 2,023,490 
ソロモン諸島 686,878 124,887 864,603 157,201 
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対象国 
2020 2030 

人口 世帯数 人口 世帯数 
バヌアツ 307,150 62,597 383,377 78,132 
フィジー 896,444 191,010 966,019 205,834 
トンガ 105,697 18,906 115,616 20,680 
サモア 198,410 29,771 220,368 33,066 

b. 車両所有台数 

車両所有台数については以下に示す各国の登録車両台数のデータを推計根拠とした。

各国の取得データ年を起点に GDP 成長率を用いて基準年（2019 年）データ（所有率）

を設定し、さらに基準年からの GDP 成長率を考慮して 2020 年、2030 年の車両所有台数

を推計した。 

表 2-69 車両所有台数の推計根拠 

対象国 出典 
パラオ 2020 Statustical Yearbook より 2019 年データ 
ミクロネシア FSM Statistics Office より 2019 年データ 
マーシャル WHO Number of registered vehicles より 2013 年データ 

 
パプアニュー
ギニア 

WHO の Number of Registered vehicles より 2016 年データ 

ソロモン諸島、 WHO の Number of Registered vehicles より 2010 年データ 
バヌアツ WHOのNumber of Registered vehiclesより2013年データ 
フィジー Fiji 統計局の登録車両台数(2018 年)  
トンガ Tonga Statistics Department, "Social-statistics-bulletin-2019-update-May-

2021"より 2016 年データ 
サモア Land Transport Authority "Annual Report 2018-2019"より 2018 年データ 

2020 年と 2030 年の車両所有台数の推計結果を以下に示す。 

表 2-70 車両所有台数の推計 

国 2020 2030 
パラオ 7,798 11,347 
ミクロネシア 11,949 12,481 
マーシャル 2,549 2,851 
パプアニューギニ
ア 116,484 142,528 

ソロモン諸島 17,009 23,127 
バヌアツ 17,175 20,964 
フィジー 124,036 177,930 
トンガ 17,827 21,140 
サモア 26,145 34,372 
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c. 家電製品の所有台数 

家電製品の所有台数については以下に示す各国の国勢調査や消費者排出実態調査等の

データを推計根拠とした。各国データ年を起点に、各年の GDP 成長率を用いて基準年

（2019 年）データ（所有率）を設定し、さらに基準年からの世帯数の増加、GDP 成長

率を考慮して、2020 年、2030 年の家電製品の所有台数を推計した。 

表 2-71 家電製品の保有台数の推計根拠 

対象国 出典 
パラオ 2015 年国勢調査報告書にある保有台数 
ミクロネシア 2010 年国勢調査に基づき統計局が提供している保有台数 
マーシャル 2011 年国勢調査報告書に示されている保有率 
パプアニュー
ギニア 

家電製品に係るデータがないため、バヌアツの保有率 

ソロモン諸島 家電製品に係るデータがないため、バヌアツの保有率 
バヌアツ 2016 年国勢調査報告書に示されている保有率 
フィジー 消費者排出実態調査結果より家電製品の所有率（ただし、調査対象地域が

同国で比較的生活水準の高いスバとラウトカであったため、全国に適用
するに補正値（0.8）を乗じた） 

トンガ 2016 年国勢調査報告書より所有台数 
サモア AusAID 資金プログラムによる Energy Labelling and Minimum Energy 

Performance Standards for Appliances and Lighting の保有率 

2020 年と 2030 年の家電製品の所有台数の推計結果を以下に示す。 

表 2-72 家電製品の保有台数の推計 

対象国 推計年 テレビ 冷蔵庫 洗濯機 エアコン 電子 
レンジ 

コンピュ

ータ 携帯電話 

パラオ 
2020 2,393 2,687 3,493 1,562 1,174 1,529 2,651 
2030 4,361 4,896 6,364 2,846 2,139 2,786 4,831 

ミ ク ロ ネ

シア 
2020 10,587 7,025 6,565 1,508 1,339 2,089 8,488 
2030 12,944 8,589 8,026 1,844 1,637 2,554 10,378 

マ ー シ ャ

ル 
2020 6,690 5,765 3,480 3,847 1,896 1,338 6,456 
2030 8,866 7,639 4,611 5,098 2,512 1,773 8,555 

パ プ ア ニ

ュ ー ギ ニ

ア 

2020 885,859 311,248 747,135 171,658 152,395 191,537 1,819,603 

2030 1,382,474 485,734 1,165,980 267,890 237,828 298,913 2,839,676 

ソ ロ モ ン

諸島 
2020 58,307 20,486 49,176 11,299 10,031 12,607 119,766 
2030 109,560 38,494 92,403 21,230 18,848 23,689 225,042 

バヌアツ 
2020 21,425 7,528 18,070 4,152 3,686 4,632 44,008 
2030 37,467 13,164 31,600 7,260 6,445 8,101 76,959 

フィジー 
2020 168,725 182,732 168,088 34,382 101,235 121,737 518,209 
2030 344,222 372,799 342,923 70,143 206,533 248,359 1,057,216 

トンガ 
2020 17,807 11,388 17,227 576 8,022 10,651 49,235 
2030 24,852 15,893 24,042 805 11,196 14,865 68,714 

サモア 
2020 25,369 15,778 7,116 1,547 11,447 8,663 37,435 
2030 43,627 27,134 12,237 2,660 19,685 14,897 64,377 
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d. PET ボトル、紙・段ボール、アルミ缶の排出原単位 

「人口・世帯数」で推計した各国の人口と、「各品目の資源フロー」で推計した PET
ボトル、紙・段ボール、アルミ缶の発生量をもとに算出された、PET ボトル、紙・段ボ

ールおよびアルミ缶の排出原単位の 2020 年、2030 年の推計結果を以下に示す。 

表 2-73 PET ボトル、紙類、アルミ缶の発生量および排出原単位の推計 

年 単位 PET ボトル 紙・段ボール アルミ缶 

2020 kg/人/年 0.806 0.869 0.630 

2030 kg/人/年 0.783 1.112 0.625 

e. 各品目の資源フロー 

e.1 資源フローの項目と定義 

資源フローは国ごとに「現在」のフローと「将来」のフローに分かれているが、フロ

ーを構成する要素は共通である。資源フローを構成する項目には「対象品目」、「対象

品目発生量」、「リサイクル資源発生量」、「現地再生利用」、「再生資源輸出」、

「滞留・埋立処分」がある。また、資源フローに示される数値の単位はトン/年である。 

各項目の定義を下表に示す。 

表 2-74 資源フローにおける項目の定義 

項目 定義 
対象品目 対象品目の名称 
対象品目発生量 対象品目の発生量 

（廃自動車（車両本体）、廃家電からの非リサイクル資源の発
生量を含む） 

リサイクル資源発生量 対象品目から回収できるリサイクル資源の発生量 
現地再生利用 現地（国内）で再生利用されるリサイクル資源の量 

（リサイクル資源発生量に占める現地再生利用の量の割合を％
で併記する） 

再生資源輸出 輸出されるリサイクル資源の量 
（リサイクル資源発生量に占める再生資源輸出の量の割合を％
で併記する） 

滞留・埋立処分 滞留・埋立により国内にとどまるリサイクル資源の量 
（リサイクル資源発生量に占める滞留・埋立処分の量の割合
を％で併記する） 

e.2 資源フローの解説 

資源フローの算出方法については後述するが、資源フローの読み取り方についてパラ

オの資源フローを例に解説する。「対象品目発生量」からは、各対象品目の年間発生量

が把握できる。「対象品目発生量」を元に「リサイクル資源発生量」が算出されるが、

廃自動車と廃家電製品に含まれる非リサイクル資源については、この計算過程で除かれ
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ている。「対象品目発生量」の合計が「リサイクル資源発生量」の合計と一致しないの

は上記の理由による。 

 

リサイクル資源の処理区分は、「現地再生利用」、「再生資源輸出」、「滞留・埋立

処分」の 3 つに分類される。資源フローの下段部分では、「リサイクル資源発生量」を

各処理区分の量に応じて振り分けている。原則として「リサイクル資源発生量」の合計

は「現地再生利用」、「再生資源輸出」、「滞留・埋立処分」の 3 つの合計と一致す

る。またリサイクル率は、「現地再生利用」の％で示される。ただし、鉄スクラップ及

び非鉄スクラップについては例外である。鉄スクラップと非鉄スクラップについては、

「再生資源輸出」の推計において、本調査の対象品目である廃自動車・廃家電製品に由

来する鉄スクラップ、非鉄スクラップとそれ以外のものに由来する鉄スクラップ、非鉄

スクラップとが不可分であるため、「再生資源輸出」には対象品目以外に由来する鉄ス

クラップ、非鉄スクラップも含まれている。また、「滞留・埋立処分」は「リサイクル

資源発生量」、「現地再生利用」、「再生資源輸出」の 3 つの値を元に算出されるが、

先述の通り、鉄スクラップ・非鉄スクラップの「再生資源輸出」には対象品目以外に由

来する鉄スクラップ・非鉄スクラップが含まれることから、鉄スクラップ・非鉄スクラ

ップの「滞留・埋立処分」については値なしとした。 

1．パラオ

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

170 170
165 165
198 198

1,348 414 12 100 144 17
車両本体 1,151 414 12 12 35 17
廃鉛蓄電池 88 88
廃タイヤ 109 109

70 39 8
テレビ 7 3 0
冷蔵庫 25 14 3
洗濯機 22 12 2
エアコン 10 5 3
電子レンジ 4 3 0
コンピュータ 2 2 0
携帯電話 0 0 0

178 178
147 147
40 40

2,316 453 185 170 198 147 100 144 195 40

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

0 0 0 0 6 0 0 0 0
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (4.4%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
1,052 203 96 0 0 44 0 0 0

(232.3%) (109.9%) (56.2%) (0.0%) (0.0%) (44.1%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
- - 74 198 141 56 144 195 40

(43.8%) (100.0%) (95.6%) (55.9%) (100.0%) (100.0%) (0.0%)
滞留・埋立処分

（トン/年）

リサイクル資源発生量

再生資源輸出
（トン/年）

合　計（トン/年）

現地再生利用
（トン/年）

廃潤滑油
紙・段ボール

使い捨てプラスチック

廃自動車由来資源物

廃家電製品由来資源物

PETボトル
アルミ缶

ガラス

項目
対象品目
発生量
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e.3 資源フローの算出方法 

資源フローの算出方法は以下の通りである。まず、「対象品目発生量」、「リサイク

ル資源発生量」、「現地再生利用」、「再生資源輸出」、「滞留・埋立処分」の 2019
年時点の基準年データを設定する。その上で、「対象品目発生量」の基準年データをも

とに 2020 年～2030 年の経年変化について推計を行う。「対象品目発生量」の 2020 年～

30 年の推計結果から、2020 年、2030 年の「リサイクル資源発生量」、「現地再生利

用」、「再生資源輸出」、「滞留・埋立処分」を推計する。以上の手順を踏まえて 2020
年、2030 年の資源フローを算出する。 

A. 基準年データの設定 

資源フローの推計にあたって、2019 年を基準年とし、基準年データの設定を行った。

基準年データの設定根拠を下表に示す。 

表 2-75 基準年データの設定根拠 

項目 対象品目またはリサイクル資源 設定根拠 
対象品目
発生量 

廃自動車（車両本体）、廃家電製品
（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコ
ン、電子レンジ、コンピュータ、携
帯電話） 

自動車所有台数、家電製品の所有台数、
消費者排出実態調査等で把握された平
均使用年数、日本公的機関が公表してい
る単位重量より設定した。 

廃潤滑油 国際機関の報告書に基づく廃潤滑油の
発生量（ℓ）を廃油の比重で重量換算し
た。 

1．パラオ

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

170 170
165 165
198 198

1,348 414 12 100 144 17
車両本体 1,151 414 12 12 35 17
廃鉛蓄電池 88 88
廃タイヤ 109 109

70 39 8
テレビ 7 3 0
冷蔵庫 25 14 3
洗濯機 22 12 2
エアコン 10 5 3
電子レンジ 4 3 0
コンピュータ 2 2 0
携帯電話 0 0 0

178 178
147 147
40 40

2,316 453 185 170 198 147 100 144 195 40

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

0 0 0 0 6 0 0 0 0
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (4.4%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
1,052 203 96 0 0 44 0 0 0

(232.3%) (109.9%) (56.2%) (0.0%) (0.0%) (44.1%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
- - 74 198 141 56 144 195 40

(43.8%) (100.0%) (95.6%) (55.9%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)
滞留・埋立処分

（トン/年）

リサイクル資源発生量

再生資源輸出
（トン/年）

項目
対象品目
発生量

廃自動車由来資源物

廃家電製品由来資源物

合　計（トン/年）

使い捨てプラスチック

現地再生利用
（トン/年）

PETボトル
アルミ缶

ガラス

廃潤滑油
紙・段ボール
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廃自動車（廃鉛蓄電池、廃タイヤ）、
PET ボトル、アルミ缶、ガラス、紙・
段ボール、使い捨てプラスチック 

各国の輸出入統計データ又は本調査の
現地調査データ等より設定した。 

リサイク
ル資源発
生量 

鉄スクラップ 以下の 2 つの値の合計とした。 
・「対象品目発生量」における廃自動車
（車両本体）の発生量に日本国内で公表
されている 1 台あたりの自動車に占め
る各リサイクル資源の重量割合を乗じ
て算出された廃自動車（車両本体）に付
随する鉄スクラップの量 
・「対象品目発生量」における廃家電製
品の発生量に日本国内で公表されてい
る 1 台の家電製品に占める各リサイク
ル資源の重量割合を乗じて算出された
廃家電製品に付随する鉄スクラップの
量 

非鉄スクラップ 以下の 3 つの値の合計とした。 
・「対象品目発生量」におけるアルミ缶
の発生量 
・「対象品目発生量」における廃自動車
（車両本体）の発生量に日本国内で公表
されている 1 台あたりの自動車に占め
る各リサイクル資源の重量割合を乗じ
て算出された廃自動車（車両本体）に付
随する非鉄スクラップの量 
・「対象品目発生量」における廃家電製
品の発生量に日本国内で公表されてい
る1台の家電製品に占める各リサイク
ル資源の重量割合を乗じて算出された
廃家電製品に付随する非鉄スクラップ
の量 

廃鉛蓄電池、廃タイヤ、廃潤滑油 以下の 2 つの値の合計とした。 
・「対象品目発生量」における各品目の
発生量 
・「対象品目発生量」における廃自動車
（車両本体）の発生量に日本国内で公表
されている 1 台あたりの自動車に占め
る各リサイクル資源の重量割合を乗じ
て算出された廃自動車（車両本体）に付
随する各リサイクル資源の量 

PET ボトル、ガラス、紙・段ボール
廃使い捨てプラスチック 

「対象品目発生量」における各品目の発
生量と等量とした。 

現地再生
利用 

鉄スクラップ、非鉄スクラップ、
PET ボトル、ガラス、紙・段ボール、
廃鉛蓄電池、廃タイヤ、廃潤滑油、
使い捨てプラスチック 

本調査の現地調査データ等から設定し
た。 

再生資源
輸出 

鉄スクラップ、非鉄スクラップ、
PET ボトル、ガラス、紙・段ボール、
廃鉛蓄電池、廃タイヤ、廃潤滑油、
使い捨てプラスチック 

各国の輸出入統計データ又は本調査の
現地調査データ等から設定した。 

滞留・埋
立処分 

鉄スクラップ、非鉄スクラップ 対象品目のみを含む再生資源輸出の量
が不明であるため値なしとした。 
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PET ボトル、ガラス、紙・段ボール、
廃鉛蓄電池、廃タイヤ、廃潤滑油、
使い捨てプラスチック 

リサイクル資源発生量から現地再生利
用と再生資源輸出の量の合計を引いた
差とした。 

B. 2020～2030 年の対象品目発生量の推計 

設定した基準年データをもとに 2020 年～2030 年の対象品目発生量の推計を行った。

推計根拠を下表に示す。 

表 2-76 2020～2030 年の対象品目発生量の推計根拠 

項目 品目 推計根拠 

対象品
目発生
量 

廃自動車（車両本
体、廃鉛蓄電池、廃
タイヤ）、廃家電製
品（テレビ、冷蔵庫、
洗濯機、エアコン、
電子レンジ、コンピ
ュータ、携帯電話）、
廃潤滑油、紙・段ボ
ール 

2020 年~2023 年：基準年（2019 年）の発生量に WB Global 
Economic Prospects June 2021 の各年（2020-2022）の
GDP 成長率を乗じた。 

2023 年~2030 年：基準年の発生量に WB Global Economic 
Prospects June 2021 の 2023 年の GDP 成長率を乗じた
（2023 年以降の GDP 成長率は 2023 年の水準を維持する
と仮定）。 

PET ボトル、アルミ
缶、ガラス 

基準年（2019 年）の発生量に Word Population Prospects 
2019 の 2019 年の人口に対する各年（2020-2030）の人口
の割合を乗じた。 

使い捨てプラスチ
ック 

2020~2025 年：基準年（2019 年）の発生量に Word 
Population Prospects 2019 の 2019 年の人口に対する各年
（2020-2025）の人口の割合を乗じた。 

2026~2030 年：0 とした（使い捨てプラスチックの使用禁
止）。 

C. 2020 年、2030 年のリサイクル資源発生量等の推計 

2020 年、2030 年の対象品目発生量から 2020 年、2030 年のリサイクル資源発生量、現

地再生利用、再生資源輸出、滞留・埋立処分を推計した。推計根拠を下表に示す。 

表 2-77 2020 年、2030 年のリサイクル資源発生量等の推計根拠 

項目 品目 推計根拠 
リサイ
クル資
源発生
量 

鉄スクラップ、非鉄
スクラップ、PET ボ
トル、ガラス、紙・
段ボール、廃鉛蓄電
池、廃タイヤ、廃潤
滑油、使い捨てプラ
スチック 

各年（2020、2030）の対象品目発生量の推計値を元に、基
準年データの設定におけるリサイクル資源発生量の設定根
拠と同じ計算方法で算出した。 
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現地再
生利用 

鉄スクラップ、非鉄
スクラップ、PET ボ
トル、ガラス、紙・
段ボール、廃鉛蓄電
池、廃タイヤ、廃潤
滑油、使い捨てプラ
スチック 

2019 年（基準年）のリサイクル資源発生量に占める現地再
生利用の割合を各年（2020、2030）のリサイクル資源発生
量の推計値に乗じた。 

再生
資源輸
出 

鉄スクラップ、非
鉄スクラップ、PET
ボトル、ガラス、紙・
段ボール、廃鉛蓄電
池、廃タイヤ、廃潤
滑油、使い捨てプラ
スチック 

2019 年（基準年）のリサイクル資源発生量に占める再生資
源輸出の割合を各年（2020、2030）のリサイクル資源発生
量の推計値に乗じた。 

滞留・
埋立処
分 

PET ボトル、ガラ
ス、紙・段ボール、
廃鉛蓄電池、廃タイ
ヤ、廃潤滑油、使い
捨てプラスチック 

各年のリサイクル資源発生量から現地再生利用及び再生資
源輸出を減じた。 
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e.4 国別資源フロー 

推計結果に基づく現在（2020 年）及び将来（2030 年）の資源フローを国別に示す。 

 

図 2-7 2020 年の資源フロー（パラオ） 

 

図 2-8 2030 年の資源フロー（パラオ） 

1．パラオ

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

170 170
165 165
198 198

1,348 414 12 100 144 17
車両本体 1,151 414 12 12 35 17
廃鉛蓄電池 88 88
廃タイヤ 109 109

70 39 8
テレビ 7 3 0
冷蔵庫 25 14 3
洗濯機 22 12 2
エアコン 10 5 3
電子レンジ 4 3 0
コンピュータ 2 2 0
携帯電話 0 0 0

178 178
147 147
40 40

2,316 453 185 170 198 147 100 144 195 40

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

0 0 0 0 6 0 0 0 0
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (4.4%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
1,052 203 96 0 0 44 0 0 0

(232.3%) (109.9%) (56.2%) (0.0%) (0.0%) (44.1%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
- - 74 198 141 56 144 195 40

(43.8%) (100.0%) (95.6%) (55.9%) (100.0%) (100.0%) (0.0%)
滞留・埋立処分

（トン/年）

紙・段ボール

使い捨てプラスチック

合　計（トン/年）

現地再生利用
（トン/年）

リサイクル資源発生量

再生資源輸出
（トン/年）

ガラス

廃自動車

廃家電製品

廃潤滑油

項目
対象品目
発生量

PETボトル
アルミ缶

1．パラオ

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

172 172
166 166
201 201

2,311 710 20 171 247 30
車両本体 1,972 710 20 20 59 30
廃鉛蓄電池 151 151
廃タイヤ 188 188

115 63 14
テレビ 8 4 0
冷蔵庫 43 24 4
洗濯機 39 21 4
エアコン 19 9 6
電子レンジ 4 3 0
コンピュータ 2 2 0
携帯電話 0 0 0

306 306
251 251

0 0
3,522 773 200 172 201 251 171 247 336 0

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

0 0 0 0 11 0 0 0 0
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (4.4%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
1,796 220 97 0 0 75 0 0 0

(232.3%) (109.9%) (56.2%) (0.0%) (0.0%) (44.1%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
- - 75 201 240 96 247 336 0

(43.8%) (100.0%) (95.6%) (55.9%) (100.0%) (100.0%) (0.0%)
滞留・埋立処分

（トン/年）

紙・段ボール

使い捨てプラスチック

合　計（トン/年）

現地再生利用
（トン/年）

廃自動車

廃家電製品

廃潤滑油

再生資源輸出
（トン/年）

PETボトル
アルミ缶

ガラス

リサイクル資源発生量

項目
対象品目
発生量
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図 2-9 2020 年の資源フロー（ミクロネシア） 

 

図 2-10 2030 年の資源フロー（ミクロネシア） 

  

2．ミクロネシア

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

98 98
312 312

1,231 1,231
2,239 658 18 165 320 27

車両本体 1,827 658 18 18 55 27
廃鉛蓄電池 147 147
廃タイヤ 265 265

169 93 18
テレビ 36 17 2
冷蔵庫 72 41 7
洗濯機 44 24 5
エアコン 10 5 3
電子レンジ 5 4 1
コンピュータ 2 2 0
携帯電話 0 0 0

278 278
87 87
53 53

4,467 751 348 98 1,231 87 165 320 305 53

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

825 94 0 0 0 95 0 0 0
(109.8%) (27.1%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (57.7%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

- - 98 1,231 87 70 320 305 53
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (42.3%) (100.0%) (100.0%) (0.0%)

項目
対象品目
発生量

廃自動車

廃家電製品

廃潤滑油
紙・段ボール

使い捨てプラスチック

合　計（トン/年）

滞留・埋立処分
（トン/年）

現地再生利用
（トン/年）

再生資源輸出
（トン/年）

リサイクル資源発生量

PETボトル
アルミ缶

ガラス

2．ミクロネシア

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

108 108
342 342

1,356 1,356
2,400 704 20 178 345 29

車両本体 1,956 704 20 20 59 29
廃鉛蓄電池 158 158
廃タイヤ 286 286

175 96 18
テレビ 36 17 2
冷蔵庫 79 45 8
洗濯機 43 23 4
エアコン 10 5 3
電子レンジ 5 4 1
コンピュータ 2 2 0
携帯電話 0 0 0

299 299
94 94
0 0

4,774 800 380 108 1,356 94 178 345 328 0

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

879 103 0 0 0 103 0 0 0
(109.8%) (27.1%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (57.7%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

- - 108 1,356 94 75 345 328 0
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (42.3%) (100.0%) (100.0%) (0.0%)

項目
対象品目
発生量

廃自動車

廃家電製品

廃潤滑油
紙・段ボール

使い捨てプラスチック

合　計（トン/年）

滞留・埋立処分
（トン/年）

現地再生利用
（トン/年）

再生資源輸出
（トン/年）

リサイクル資源発生量

PETボトル
アルミ缶

ガラス
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情報収集・確認調査 独立行政法人国際協力機構 
報告書 国際航業株式会社・八千代エンジニヤリング株式会社 

 

 

図 2-11 2020 年の資源フロー（マーシャル） 

 

図 2-12 2030 年の資源フロー（マーシャル） 

  

3．マーシャル

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

248 248
179 179
74 74

463 129 4 87 32 5
車両本体 359 129 4 4 11 5
廃鉛蓄電池 83 83
廃タイヤ 21 21

137 75 19
テレビ 23 11 1
冷蔵庫 57 32 6
洗濯機 23 13 2
エアコン 26 12 9
電子レンジ 7 6 1
コンピュータ 1 1 0
携帯電話 0 0 0

169 169
255 255
63 63

1,588 204 202 248 74 255 87 32 174 63

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
5,688 116 0 0 0 41 0 0 0

(2788.3%) (57.4%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (47.3%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
- - 248 74 255 46 32 174 63

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (52.7%) (100.0%) (100.0%) (0.0%)

PETボトル
アルミ缶

ガラス

廃自動車

廃家電製品

廃潤滑油
紙・段ボール

使い捨てプラスチック

合　計（トン/年）

滞留・埋立処分
（トン/年）

項目
対象品目
発生量

現地再生利用
（トン/年）

再生資源輸出
（トン/年）

リサイクル資源発生量

3．マーシャル

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

273 273
196 196
84 84

550 154 4 104 35 6
車両本体 428 154 4 4 13 6
廃鉛蓄電池 100 100
廃タイヤ 22 22

157 86 24
テレビ 24 12 1
冷蔵庫 66 37 7
洗濯機 24 13 3
エアコン 35 17 12
電子レンジ 7 6 1
コンピュータ 1 1 0
携帯電話 0 0 0

203 203
305 305

0 0
1,768 240 224 273 84 305 104 35 209 0

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
6,692 129 0 0 0 49 0 0 0

(2788.3%) (57.4%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (47.3%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
- - 273 84 305 55 35 209 0

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (52.7%) (100.0%) (100.0%) (0.0%)

項目
対象品目
発生量

現地再生利用
（トン/年）

再生資源輸出
（トン/年）

合　計（トン/年）

滞留・埋立処分
（トン/年）

リサイクル資源発生量

PETボトル
アルミ缶

ガラス

廃自動車

廃家電製品

廃潤滑油
紙・段ボール

使い捨てプラスチック
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図 2-13 2020 年の資源フロー（パプアニューギニア） 
 

 

図 2-14 2030 年の資源フロー（パプアニューギニア） 

  

4．パプアニューギニア

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

4,618 4,618
5,905 5,905

13,813 13,813
28,002 5,980 166 1,757 10,298 249

車両本体 16,611 5,980 166 166 498 249
廃鉛蓄電池 1,591 1,591
廃タイヤ 9,800 9,800

12,764 6,968 1,468
テレビ 2,959 1,433 182
冷蔵庫 3,060 1,734 317
洗濯機 4,869 2,653 508
エアコン 1,121 534 381
電子レンジ 514 418 55
コンピュータ 200 163 21
携帯電話 41 33 4

4,152 4,152
4,514 4,514
3,452 3,452

77,220 12,948 7,539 4,618 13,813 4,514 1,757 10,298 4,401 3,452

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

15,577 8,772 0 0 537 960 0 0 0
(120.3%) (116.4%) (0.0%) (0.0%) (11.9%) (54.6%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

- - 4,618 13,813 3,977 797 10,298 4,401 3,452
(100.0%) (100.0%) (88.1%) (45.4%) (100.0%) (100.0%) (0.0%)

リサイクル資源発生量

項目
対象品目
発生量

現地再生利用
（トン/年）

PETボトル
アルミ缶

ガラス

廃自動車

廃家電製品

廃潤滑油
紙・段ボール

使い捨てプラスチック

合　計（トン/年）

滞留・埋立処分
（トン/年）

再生資源輸出
（トン/年）

4．パプアニューギニア

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

5,527 5,527
7,068 7,068

16,533 16,533
36,508 7,797 217 2,290 13,427 325

車両本体 21,658 7,797 217 217 650 325
廃鉛蓄電池 2,073 2,073
廃タイヤ 12,777 12,777

16,637 9,082 1,916
テレビ 3,857 1,868 237
冷蔵庫 3,988 2,259 413
洗濯機 6,348 3,460 663
エアコン 1,461 696 497
電子レンジ 670 545 72
コンピュータ 261 212 28
携帯電話 52 42 6

5,412 5,412
5,886 5,886

0 0
93,571 16,879 9,201 5,527 16,533 5,886 2,290 13,427 5,737 0

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

20,306 10,706 0 0 701 1,251 0 0 0
(120.3%) (116.4%) (0.0%) (0.0%) (11.9%) (54.6%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

- - 5,527 16,533 5,185 1,039 13,427 5,737 0
(100.0%) (100.0%) (88.1%) (45.4%) (100.0%) (100.0%) (0.0%)

リサイクル資源発生量

PETボトル
アルミ缶

ガラス

廃自動車

廃家電製品

廃潤滑油
紙・段ボール

使い捨てプラスチック

合　計（トン/年）

滞留・埋立処分
（トン/年）

項目
対象品目
発生量

現地再生利用
（トン/年）

再生資源輸出
（トン/年）
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図 2-15 2020 年の資源フロー（ソロモン諸島） 

 

図 2-16 2030 年の資源フロー（ソロモン諸島） 

  

5．ソロモン諸島

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

722 722
118 118
109 109

3,037 903 25 182 446 38
車両本体 2,509 903 25 25 75 38
廃鉛蓄電池 157 157
廃タイヤ 371 371

826 451 95
テレビ 192 93 12
冷蔵庫 198 112 21
洗濯機 315 172 33
エアコン 72 34 24
電子レンジ 33 27 4
コンピュータ 13 11 1
携帯電話 3 2 0

684 684
507 507
498 498

6,501 1,354 238 722 109 507 182 446 722 498

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
3,730 406 0 0 0 0 0 0 0

(275.5%) (170.7%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
- - 722 109 507 182 446 722 498

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (0.0%)

現地再生利用
（トン/年）

再生資源輸出
（トン/年）

滞留・埋立処分
（トン/年）

廃潤滑油
紙・段ボール

使い捨てプラスチック

合　計（トン/年）

アルミ缶

ガラス

廃自動車

廃家電製品

項目
対象品目
発生量

リサイクル資源発生量

PETボトル

5．ソロモン諸島

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

908 908
148 148
139 139

4,530 1,348 37 270 665 56
車両本体 3,744 1,348 37 37 112 56
廃鉛蓄電池 233 233
廃タイヤ 553 553

1,234 674 142
テレビ 287 139 18
冷蔵庫 295 167 31
洗濯機 469 256 49
エアコン 106 50 36
電子レンジ 52 42 6
コンピュータ 22 18 2
携帯電話 3 2 0

1,021 1,021
755 755

0 0
8,735 2,022 327 908 139 755 270 665 1,077 0

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
5,571 558 0 0 0 0 0 0 0

(275.5%) (170.7%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
- - 908 139 755 270 665 1,077 0

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (0.0%)

項目
対象品目
発生量

リサイクル資源発生量

PETボトル
アルミ缶

ガラス

廃自動車

廃家電製品

廃潤滑油
紙・段ボール

使い捨てプラスチック

合　計（トン/年）

現地再生利用
（トン/年）

再生資源輸出
（トン/年）

滞留・埋立処分
（トン/年）
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図 2-17 2020 年の資源フロー（バヌアツ） 

 

図 2-18 2030 年の資源フロー（バヌアツ） 

  

6．バヌアツ

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

87 87
23 23

661 661
2,672 849 24 87 322 35

車両本体 2,358 849 24 24 71 35
廃鉛蓄電池 63 63
廃タイヤ 251 251

289 158 32
テレビ 67 32 4
冷蔵庫 69 39 7
洗濯機 110 60 11
エアコン 25 12 8
電子レンジ 12 10 1
コンピュータ 5 4 1
携帯電話 1 1 0

203 203
248 248
100 100

4,283 1,007 79 87 661 248 87 322 238 100

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

733 113 0 0 0 44 0 0 0
(72.8%) (143.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (51.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

- - 87 661 248 43 322 238 100
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (49.0%) (100.0%) (100.0%) (0.0%)

項目
対象品目
発生量

リサイクル資源発生量

PETボトル
アルミ缶

ガラス

廃自動車

廃家電製品

廃潤滑油
紙・段ボール

使い捨てプラスチック

合　計（トン/年）

現地再生利用
（トン/年）

再生資源輸出
（トン/年）

滞留・埋立処分
（トン/年）

6．バヌアツ

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

107 107
33 33

825 825
3,746 1,190 33 122 451 50

車両本体 3,305 1,190 33 33 99 50
廃鉛蓄電池 89 89
廃タイヤ 352 352

399 217 46
テレビ 95 46 6
冷蔵庫 98 56 10
洗濯機 153 83 16
エアコン 35 17 12
電子レンジ 12 10 1
コンピュータ 5 4 1
携帯電話 1 1 0

283 283
347 347

0 0
5,740 1,407 112 107 825 347 122 451 333 0

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
1,024 160 0 0 0 62 0 0 0

(72.8%) (143.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (51.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
- - 107 825 347 60 451 333 0

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (49.0%) (100.0%) (100.0%) (0.0%)

現地再生利用
（トン/年）

再生資源輸出
（トン/年）

滞留・埋立処分
（トン/年）

廃潤滑油
紙・段ボール

使い捨てプラスチック

合　計（トン/年）

アルミ缶

ガラス

廃自動車

廃家電製品

項目
対象品目
発生量

リサイクル資源発生量

PETボトル
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図 2-19 2020 年の資源フロー（フィジー） 

  

図 2-20 2030 年の資源フロー（フィジー） 

  

7．フィジー

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

2,542 2,542
349 349

3,960 3,960
19,139 5,707 159 906 3,016 238

車両本体 15,852 5,707 159 159 476 238
廃鉛蓄電池 747 747
廃タイヤ 2,540 2,540

3,551 2,037 395
テレビ 480 232 29
冷蔵庫 1,533 869 159
洗濯機 935 510 98
エアコン 192 91 65
電子レンジ 292 238 31
コンピュータ 109 89 12
携帯電話 10 8 1

2,187 2,187
3,331 3,331

339 339
35,398 7,744 903 2,542 3,960 3,331 906 3,016 2,425 339

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

0 0 0 0 1,229 0 0 2,425 0
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (36.9%) (0.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%)

10,975 823 296 74 2,004 378 7 0 0
(141.7%) (91.1%) (11.6%) (1.9%) (60.2%) (41.8%) (0.2%) (0.0%) (0.0%)

- - 2,246 3,886 98 528 3,009 0 339
(88.4%) (98.1%) (2.9%) (58.2%) (99.8%) (0.0%) (0.0%)

現地再生利用
（トン/年）

再生資源輸出
（トン/年）

滞留・埋立処分
（トン/年）

廃潤滑油
紙・段ボール

使い捨てプラスチック

合　計（トン/年）

アルミ缶

ガラス

廃自動車

廃家電製品

項目
対象品目
発生量

リサイクル資源発生量

PETボトル

7．フィジー

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

2,739 2,739
379 379

4,267 4,267
36,233 10,804 300 1,713 5,709 450

車両本体 30,011 10,804 300 300 900 450
廃鉛蓄電池 1,413 1,413
廃タイヤ 4,809 4,809

6,724 3,857 749
テレビ 908 440 56
冷蔵庫 2,901 1,644 301
洗濯機 1,772 966 185
エアコン 365 174 124
電子レンジ 553 450 59
コンピュータ 206 168 22
携帯電話 19 15 2

4,141 4,141
6,307 6,307

0 0
60,790 14,661 1,428 2,739 4,267 6,307 1,713 5,709 4,591 0

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

0 0 0 0 2,327 0 0 4,591 0
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (36.9%) (0.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%)

20,778 1,301 319 79 3,795 716 14 0 0
(141.7%) (91.1%) (11.6%) (1.9%) (60.2%) (41.8%) (0.2%) (0.0%) (0.0%)

- - 2,420 4,188 186 997 5,695 0 0
(88.4%) (98.1%) (2.9%) (58.2%) (99.8%) (0.0%) (0.0%)

項目
対象品目
発生量

リサイクル資源発生量

PETボトル
アルミ缶

ガラス

廃自動車

廃家電製品

廃潤滑油
紙・段ボール

使い捨てプラスチック

合　計（トン/年）

現地再生利用
（トン/年）

再生資源輸出
（トン/年）

滞留・埋立処分
（トン/年）
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図 2-21 2020 年の資源フロー（トンガ） 

 

図 2-22 2030 年の資源フロー（トンガ） 

  

8．トンガ

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

141 141
50 50

469 469
3,119 986 27 146 342 41

車両本体 2,740 986 27 27 82 41
廃鉛蓄電池 119 119
廃タイヤ 260 260

336 194 33
テレビ 61 30 4
冷蔵庫 115 65 12
洗濯機 115 63 12
エアコン 4 2 1
電子レンジ 28 23 3
コンピュータ 12 10 1
携帯電話 1 1 0

199 199
217 217
30 30

4,561 1,180 110 141 469 217 146 342 240 30

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

244 90 0 0 0 33 0 0 0
(20.7%) (81.8%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (22.8%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

- - 141 469 217 113 342 240 30
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (77.2%) (100.0%) (100.0%) (0.0%)

項目
対象品目
発生量

リサイクル資源発生量

PETボトル
アルミ缶

ガラス

廃自動車

廃家電製品

廃潤滑油
紙・段ボール

使い捨てプラスチック

合　計（トン/年）

現地再生利用
（トン/年）

再生資源輸出
（トン/年）

滞留・埋立処分
（トン/年）

8．トンガ

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

151 151
51 51

512 512
3,859 1,220 34 181 424 51

車両本体 3,390 1,220 34 34 102 51
廃鉛蓄電池 147 147
廃タイヤ 322 322

415 238 41
テレビ 76 37 5
冷蔵庫 143 81 15
洗濯機 143 78 15
エアコン 4 2 1
電子レンジ 36 29 4
コンピュータ 12 10 1
携帯電話 1 1 0

247 247
268 268

0 0
5,503 1,458 126 151 512 268 181 424 298 0

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

302 103 0 0 0 41 0 0 0
(20.7%) (81.8%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (22.8%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

- - 151 512 268 140 424 298 0
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (77.2%) (100.0%) (100.0%) (0.0%)

現地再生利用
（トン/年）

再生資源輸出
（トン/年）

滞留・埋立処分
（トン/年）

廃潤滑油
紙・段ボール

使い捨てプラスチック

合　計（トン/年）

アルミ缶

ガラス

廃自動車

廃家電製品

項目
対象品目
発生量

リサイクル資源発生量

PETボトル
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図 2-23 2020 年の資源フロー（サモア） 

 

図 2-24 2030 年の資源フロー（サモア） 

  

9．サモア

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

511 511
34 34

800 800
4,590 1,379 38 248 664 57

車両本体 3,831 1,379 38 38 115 57
廃鉛蓄電池 210 210
廃タイヤ 549 549

352 204 35
テレビ 86 42 5
冷蔵庫 157 89 16
洗濯機 47 26 5
エアコン 11 5 4
電子レンジ 40 33 4
コンピュータ 10 8 1
携帯電話 1 1 0

287 287
538 538
843 843

7,955 1,583 107 511 800 538 248 664 344 843

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
2,495 281 0 0 0 203 0 0 0

(157.6%) (262.7%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (81.8%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
- - 511 800 538 45 664 344 843

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (18.2%) (100.0%) (100.0%) (0.0%)

項目
対象品目
発生量

リサイクル資源発生量

PETボトル
アルミ缶

ガラス

廃自動車

廃家電製品

廃潤滑油
紙・段ボール

使い捨てプラスチック

合　計（トン/年）

現地再生利用
（トン/年）

再生資源輸出
（トン/年）

滞留・埋立処分
（トン/年）

8．サモア

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

568 568
34 34

888 888
6,560 1,971 55 356 948 82

車両本体 5,475 1,971 55 55 164 82
廃鉛蓄電池 301 301
廃タイヤ 784 784

496 285 50
テレビ 121 59 7
冷蔵庫 224 127 23
洗濯機 65 35 7
エアコン 19 9 6
電子レンジ 56 46 6
コンピュータ 10 8 1
携帯電話 1 1 0

410 410
770 770

0 0
9,726 2,256 139 568 888 770 356 948 492 0

鉄

スクラップ

非鉄

スクラップ
PETボトル ガラス

紙・

段ボール
廃鉛蓄電池 廃タイヤ 廃潤滑油

使い捨て

プラスチッ

ク

0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
3,556 365 0 0 0 291 0 0 0

(157.6%) (262.7%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (81.8%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
- - 568 888 770 65 948 492 0

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (18.2%) (100.0%) (100.0%) (0.0%)

現地再生利用
（トン/年）

再生資源輸出
（トン/年）

滞留・埋立処分
（トン/年）

廃潤滑油
紙・段ボール

使い捨てプラスチック

合　計（トン/年）

アルミ缶

ガラス

廃自動車

廃家電製品

項目
対象品目
発生量

リサイクル資源発生量

PETボトル
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2.10 海運ルートや港湾施設などの基礎情報 

2.10.1 港湾施設の基礎情報 

現地調査対象国における港湾施設の基礎情報に関しては、各国の港湾局の HP より調

査した。また、港湾局 HP がない国については、港湾一覧 HP から情報を収集した。各

国の港の位置はそれぞれの情報源に従ってそのまま記述している。各国ごとに取りまと

めた港湾施設の基礎情報を以下に示す。 

表 2-78 各国の主な国際港一覧表 

国名 港名 主な来航地 主な行航地 
バース（荷受
施設）の総延

長 
パラオ Malakal Yap Pohnpei 315 m 
ミクロネシア Pohnpei Chuuk Kosrae 264 m 
マーシャル Delap Dock 横浜 

Kosrae 
Tarawa 
Ebeye 

308 m 

パプアニュー
ギニア 

Alotau Oro Bay Honiara 149 m 
Kimbe Lihir Port Klang 302.5 m 
Lae Motukea 

Port Moresby  
香港 
南沙 

Honiara 
Auckland 
Lihir 
Port Moresby 
Rabaul 
Motukea 
Oro Bay 

681.2 m 

Madang Jakarta 
Rabaul 

Lae 
Port Klang 

167 m 

Oro Bay Lae Alotau 95.3 m 
Port Moresby Tauranga Lae 

Townsville 
642 m 

Rabaul Lae 
Lihir 

Port Moresby 
Madang 

274 m 

ソロモン諸島 Honiara Lae 
Lihir 
Motukea 
横浜 
Tarawa 
Alotau 
Suva 

Brisbane 
Prony Bay 
Numea 
Santo 
Lihir 
Suva 

260 m 

バヌアツ Port Vila 
 

Suva 
Santo 

Santo 
Numea 

152.4 m 以上 

Santo Honiara 
Port Villa 
Numea 

Port Villa 
Tauranga 
高雄 

152.4 m 以上 
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フィジー Suva 
 

Honiara 
Port Villa 
Sigave 
Lautoka 
Auckland 
Chrismas 
Island 
Nukualofa 
Tauranga 

Honiara 
Lautoka 
Matautu 
Apia 
Port Villa 
Honolulu 
Pago Pago 
Nukualofa 
Auckland 

844 m 

Lautoka Suva 
Numea 
Port Villa 
Brisbane 
Nukualofa 

Port Villa 
Tauranga 
Wallis 
Suva 

290 m 

トンガ Nukualofa Pago Pago 
Suva 

Melbourne 
Suva 
Apia 

523 m 

サモア Apia Suva 
Nukualofa 

Pago Pago 305 m 

*主な来航地と航行地は調査団の海運ルート調査より引用した。 

a. パラオ 

パラオの港湾施設については、Belau Transfer and Terminal Company（民間会社）が所

有し、管理運営を行っている。20 

a.1 Port of Malakal 

マラカル港はパラオの主要港であり、コロール島に隣接するマラカル島にある。港は

保護されたラグーンエリアにあり、グアムとアジアからの海運会社 Kyowa、Matson 
Navigation、PIL / MarianaLine ルートが運航している。港には 2 つのメインドックがあ

り、それぞれが 大 500 フィートの長さの船舶を扱うことができる。ポートへのアクセ

スは、外側のサンゴ礁を通るチャネルを介して行われる。 164m と 154m の 2 つのドッ

クがある。 
貨物輸送は主にコンテナ化されており、毎月 200〜400 個のコンテナが受け取られ、

毎月約 100 トンの貨物が運ばれる。マラカル港は、タンホールディングスが所有・運営

する漁港に隣接している。この隣接するドック施設は、漁船の荷降ろしと輸出用の梱包

専用であり、一般貨物は取り扱っていない。 

表 2-79 Port of Malakal 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 
緯度 7.331256 

経度 134.456967 

 
20 https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/2.1+Palau+Port+of+Koror 
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タグボートによるサポート 無 

Local Pilot の有無 有 

主な来航地 Yap (ミクロネシア) 

主な行航地 Pohnpei (ミクロネシア) 

荷役施設 
Main Berth Length = 160m, Max. draft = 9 (7m safe draft) 
Secondary Berth Length = 155m, Max. draft = 9 (7m safe draft) 

https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/2.1+Palau+Port+of+Koror 

b. ミクロネシア 

ミクロネシアの港湾に関しては、1991 年に設立された Pohnpei Port Authority（PPA）

が、ポンペイの港と施設の開発、管理、運営、維持管理を担当している。21 

b.1 Pohnpei Port 

国内・海外の貨物取扱があり、倉庫管理やコンテナ配送等の実際の運営は、民間会社

である Federated Shipping Company（FSCO）が行っている。 

表 2-80 Pohnpei Port 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 
緯度 6° 58' 50" N 

経度 158° 12' 5" E 

荷役施設 International dock Length=264m, Max. draft = 12m 

主な来航地 Chuuk（ミクロネシア） 

主な行航地 Kosrae（ミクロネシア） 

c. マーシャル 

マーシャルの港湾施設に関しては、Republic of Marshall Islands Port Authority (RMIPA)
が、Uliga 港と Delap 港、マジュロの Amata Kabua 空港を含むすべての海港の開発、維持

管理、運営を担当している。22 

c.1 Delap Dock 

マジュロ環礁の主要な商業貨物ドックである。 Majuro Stevedore＆Terminal Company
が、荷物の積込、積み下ろしを行う。RMIPA 事務局が、コンテナと一般貨物の管理を支

援している。メインドックはマジュロ環礁の南東側にあり、東西に約 308m である。 
  

 
21 https://www.pacificports.org/pohnpei-port-authority-micronesia/ 
22 https://www.pacificports.org/republic-of-the-marshall-islands-port-authority/ 
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表 2-81 Delap Dock 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 
緯度 07,050745 

経度 171.2154.29 

荷役施設 Berth Length = 308 m, Max. draft = 13 m 

主な来航地 横浜（日本） 
Kosrae（ミクロネシア） 

主な行航地 Tarawa（キリバス） 
Ebeye（マーシャル） 

https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/2.1.1+++++Marshall+Islands+%28RMI%29+Port+of+Delap+Do
ck 

c.2 Uliga Dock 

Republic of Marshall Islands Marine Resource Authority (MIMRA) 、運輸通信省、および

港湾局（RMIPA）が所有および運営する政府船の係留に使用される。 

d. パプアニューギニア 

パプアニューギニアの港湾施設に関しては、運輸省（Ministry of Transport）が所有し

ており、公社である PNG Ports Corporation Limited 社（PNGPCL）が国営港湾の施設管

理・運営を行っている。 
PNG Ports Corporation Limited 社は国内の 23 港湾（指定港（Declared Port））の内、15

港湾施設（Aitape, Alotau, Buka, Daru, Kavieng, Kieta, Kimbe, Lae, Lorengau, Madang, Oro 
Bay, Port Moresby, Rabaul, Vanimo 及び Wewak）を管理している。23 
パプアニューギニアの各港の緒元は全て PNG Ports Corporation の HP より引用した。 

d.1 Aitape Port 

Aitape Port は、パプアニューギニアの Sandaun 州にある小さな沿岸の町の一部であ

る。Vanimo と Wewak の中間に位置し、1905 年にドイツ領の一部の植民地のステーショ

ンとして設立された。埠頭は設置されておらず、クレーンと船舶は、排出/積み込みのた

めにギアを使用するが、移動式クレーンが利用可能で、 大 10〜15 トンのコンテナを

持ち上げることができる。倉庫は屋根付きが約 125 m2, オープンエリアは約 1,000 m2 で

ある。 

d.2 Alotau Port 

Alotau Port は、本土の東端に位置する。Alotau の町は、1969 年に州都になり、世界で

も離れた島のコミュニティへの玄関口になっている。埠頭における利用可能なハンド

リング装置及び機械は、 大 40 フッターのコンテナを取り扱うことができるフォーク

リフト及びセミトレーラーがある。また、燃料についてはロードタンカーのみが利用で

 
23 http://www.pngports.com.pg/ 
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きる。 
倉庫は屋根付きが 2,430 m2, オープンエリアが 7,640 m2 である。 

表 2-82 Alotau Port 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 
緯度 10°20'S  

経度 150° 22'E 

•タグボートによるサポート 無 

Local Pilot の有無 有、水先案内は必須。 

主な来航地 Oro Bay（パプアニューギニア） 

主な行航地 Honiara（ソロモン諸島） 

荷役施設 
Berth 1 (Overseas) L = 93 m, W = 10.02 m, Depth = 10 m, Deck height = 2.4 m 
Berth 2 (Coastal) L = 56 m, W = 9.8 m,    Depth = 4.9 m, Deck height = 2.1 m 
Barge ramp Width = 8 m, Grade 1 in 12 

d.3 Buka Port 

Buka Port は、Bougainville 自治区の Buka 島にある、Buka の町に位置する。埠頭にク

レーンは設置されていないが、 大 20 トンのコンテナを持ち上げることができるモバ

イル式の装置・機械を利用できる。倉庫は屋根付きが 165 m2、オープンエリアが 1,000 
m2 である。 

d.4 Daru Port 

Daru Port は Daru 島にあり、西部の Fly River の河口近くに位置する。Daru 島はトレス

海峡北部及びクイーンズランド州北部に位置し、ポートモレスビーに次ぐ南部沿岸都市

である。現在、埠頭に取り付けられたクレーンはない。倉庫はオープンエリアが約

1,000 m2 である。 

表 2-83 Daru Port 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 
緯度 09° 50.4'S 

経度 143°12.6'E 

タグボートによるサポート 無 

Local Pilot の有無 無 

荷役施設 
Berth 1 (Main wharf) L = 30 m, W = 12.2 m, Depth = 2.4 LAT, Deck height = 4.8 m 
Barge (Ramp) W = 6 m、Grade 1 in 8 

d.5 Kavieng Port 

Kavieng Port は、ニューアイルランド州の主要港である。埠頭にクレーンは設置され

ていないが、 大 20 トンのコンテナを持ち上げることができるモバイル式の装置・機
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械を利用できる。倉庫は屋根付きが 750 m2、オープンエリアが 3,000m2 である。 

表 2-84 Kavieng Port 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 
緯度 02° 35.1'S 

経度 150° 47.7'E 

タグボートによるサポート 無 

Local Pilot の有無 水先案内は強制ではない。 

荷役施設 

1 (Main Overseas 
Wharf) L = 94 m, W = 12 m, Depth = 7.0 m, Deck height = 2.7 m 

Small Ships L1 = 16 m/L2 = 12 m, W = 4 m, Depth = 1.5 m, Deck height = 
1.4 m 

d.6 Kieta Port 

Kieta Port は、ブーゲンビルの東海岸に位置し、主に交通機関（埠頭及び飛行場）とし

て認知されている。埠頭は設置されていないが、 大 14 トンのコンテナを持ち上げる

ことができるクレーンと 大 40 トンのコンテナを持ち上げることができるスプレッダ

ーを利用できる。倉庫は屋根付きが 2,780 m2、オープンエリアが 14,200m2 である。 

表 2-85 Kieta Port 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 
緯度 06 ̊ 13.27'S 

経度 155 ̊ 38.25'E 

タグボートによるサポート 無 

Local Pilot の有無 水先案内は強制ではない。 

荷役施設 

Berth (Overseas) L = 124.5 m, W = 10.9 m, Depth = 7.5 m, Deck height = 
3.0 m 

Berth 2 (Coastal 
wharf) 

L =  68.4m,   W = 11.0 m, Depth = 4.8 m, Deck height 
= 3.0 m 

Berth 3 (Feeder) L = 69 m,      W = 10.0 m, Depth = 4.8 m, Deck height 
= 2.3 m 

Barge Ramp Width 12 m, Grade 1 in 8 

d.7 Kimbe Port 

Kimbe Port は、Kimbe 湾にある西ニューブリテンの港町に位置する。 大 14 トンのコ

ンテナを持ち上げることができるクレーンと 大 40 トンのコンテナを持ち上げること

ができるスプレッダーを利用できる。倉庫は屋根付きが 740 m2、オープンエリアが 
6,000m2 である。 
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表 2-86 Kimbe Port 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 
緯度 09° 28.7'S 

経度 147° 08.35'E 

タグボートによるサポート 有（24 時間） 

Local Pilot の有無 有（24 時間） 

主な来航地 Lihir(パプアニューギニア) 

主な行航地 Port Klang（マレーシア） 

荷役施設 

Berth 1 (Main wharf) L = 117 m,  W = 14.7,   Depth = 10.7,   Deck height = 
3.1 m 

Berth 2 (Small ships) L = 52.5 m, W = 9.0 m, Depth = 5.5 m, Deck height = 3.1 
m 

Berth 3 (Small ships) L = 27 m,    W = 5.1 m, Depth = 5.9 m, Deck height = 
3.1 m 

Barge Ramp Width 12m, Grade 1 in 8 

Coastal wharf (New) L = 106 m,  W = 20 m,  Depth = 6.1 m, Deck height = 
2.7 m 

d.8 Lae Port 

Lae Port は Morobe 州に位置し、国内 大級の港である。フォークリフトが利用可能

で、 大 20 トンのコンテナを持ち上げることができる。穀物吸引機、タンカーバー

ス、LNG 施設を所持している。倉庫は屋根付きが 12,600 m2、オープンエリアが 
39,000m2 である。 

表 2-87 Lae Port 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 
緯度 06° 44.0'S 

経度 146° 59.0'E 

タグボートによるサポート 有 

Local Pilot の有無 有 

主な来航地 

Motukea（パプアニューギニア） 
Port Moresby (パプアニューギニア) 
香港 
南沙（中国） 

主な行航地 

Honiara（ソロモン諸島） 
Auckland（ニュージーランド） 
Lihir(パプアニューギニア) 
Port Moresby(パプアニューギニア) 
Rabaul(パプアニューギニア) 
Motukea（パプアニューギニア） 
Oro Bay(パプアニューギニア) 

荷役施設 1. Overseas (main 
wharf) L = 154.5 m, W = 12 m,   Depth = 12 m, Deck height = 2.7 m 
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2. Overseas (main 
wharf) L =  92.2 m, W = 34.5 m, Depth = 12 m, Deck height = 2.7 m 

3. Overseas (main 
wharf) L = 220 m,   W = 34.5 m, Depth = 12 m, Deck height = 2.7 m 

4. Overseas 
Extension 

L = 108 m,  W = 34.5 m,  Depth = 13.7 m, Deck height = 3.26 
m 

5. Coastal wharf L = 54 m,    W = 13 m,    Depth = 4.9 m 

6. Coastal wharf L = 52.5 m,                     Depth = 3.0 m, Deck height 
= 2.9 m 

Tanker Berth L = 69.27 m, W = 10 m,  Depth = 13.7 m, Deck height = 3.5 m 
Barge Ramp Width = 12 m, Grade 1 in 8 
Tidal Basin L = 240 m, W = 39.6 m,  Depth = 14 m,  Deck height = 3.5 m 

d.9 Lorengau Port 

Lorengau 港はパプアニューギニアのマヌス州にある。埠頭にクレーンは設置されてい

ないが、 大 20 トンのコンテナを持ち上げることができるモバイル式の装置・機械を

利用できる。倉庫は屋根付きがなく、オープンエリアが 1,000m2 である。 

表 2-88 Lorengau Port 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 
緯度 02° 000.08'S 

経度 147° 16.3'E 

タグボートによるサポート 無 

Local Pilot の有無 水先案内は強制ではない。 

荷役施設 
Berth 1 (North Wharf) L = 15 m, W = 9.1 m, Depth = 5.1 m, Deck height = 2.9 m 
Berth 2 (Salasia 
Wharf) L = 40 m, W = 20 m,  Depth = 1.4 m, Deck height = 1.5 m 

d.10 Madang Port 

Madang Port は北海岸に位置し、オーストラリアとアジア間のクルーズの寄港地にな

ることがある。平日は午前 8 時から午後 10 時、土曜日は午前 8 時から-正午までオープ

ンしている（通常時）。港は民間会社によって警備が行われている。倉庫は屋根付きが

積め替え倉庫 1 に 2,200m2、オープンエリアが東側に 3,528 m2（未舗装）及び 1,625 m2
（舗装）、西側に 3250m2（50%が未舗装）である。 

表 2-89 Madang Port 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 
緯度 05° 12.50'S 

経度 145° 48.05'E 

タグボートによるサポート 有 

Local Pilot の有無 有：水先案内は必須。 
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主な来航地 Jakarta（インドネシア） 
Rabaul(パプアニューギニア) 

主な行航地 Lae（パプアニューギニア） 
Port Klang（マレーシア） 

荷役施設 
Overseas L = 137 m, W = 12.8 m, Depth = 10.1 m, Deck height = 3.1 

m 
Small ships L = 30 m, W = 4.5 m, Depth = 1.6 m, Deck height = 1.8 m 
Barge ramp Water Depth = 2.0 m 

d.11 Oro Bay Port 

Oro Bay Port は Dyke Ackland Bay として知られている。歴史的には、第二次世界大戦

中の米国の基地として使用されていた。埠頭にクレーンは設置されていないが、 大 20
トンのコンテナを持ち上げることができるモバイル式の装置・機械を利用できる。倉庫

は屋根付きが 740 m2、オープンエリアが 4,650m2 である。 

表 2-90 Oro Bay Port 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 
緯度 08° 50.0'S 

経度 148° 30.00'E 

タグボートによるサポート 無 

Local Pilot の有無 有、水先案内は強制ではない。48 時間以内に Port Moresby
または Lae から派遣可能 

主な来航地 Lae(パプアニューギニア) 

主な行航地 Alotau(パプアニューギニア) 

荷役施設 

Berth 1 (Main wharf) L = 70 m,  W = 12.2 m, Depth = 11.4 m, Deck height = 2.82 
m 

Berth 2 (Small ships) L = 23 m,  W = 12.1 m, Depth = 10.5 m, Deck height = 2.5 
m 

Berth 3 (Small ships) L = 2.3 m, W = 12.1 m, Depth = 10.5 m, Deck height = 2.5 m 
Barge Ramp Width = 6 m, Grade 1 in 12 

d.12 Port Moresby Port 

Port Moresby Port は、南東海岸に位置する。ポートモレスビーは首都であり、商業の

中心地である。埠頭にクレーンは設置されていないが、 大 20 トンのコンテナを持ち

上げることができるモバイル式の装置・機械を利用できる。倉庫は、主要な埠頭で屋根

付きが 5,300 m2、オープンエリアが 3,100m2 であり、コンテナターミナルで屋根付きが

5,110 m2、オープンエリアが 28,400m2 である。 
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表 2-91 Port Moresby Port 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 
緯度 09° 28.7'S 

経度 147° 08.35'E 

タグボートによるサポート 有（24 時間） 

Local Pilot の有無 有 

主な来航地 Tauranga（ニュージーランド） 

主な行航地 Lae（パプアニューギニア） 
Townsville（オーストラリア） 

荷役施設 

4A: Container L = 125 m, W = 25.3 m, Depth = 10 m, Deck height = 3.6 m 
4B L = 25 m,   W = 5.0 m,   Depth = 3 m, Deck height = 2 m 
Motukea port   
Berth 1 L = 206 m, W = 81 m, Depth = 12.5 m, Deck height = 4.5 m 
Berth 2 L = 206 m, Depth = 12.5 m, Deck height = 4.5 m 
Berth 3 L= 80 m,  Depth = 12.5 m, Deck height = 4.5 m 

d.13 Rabaul Port 

Rabaul Port が位置する町は観光地である。埠頭にクレーンは設置されていないが、

大 20 トンのコンテナを持ち上げることができるモバイル式の装置・機械を利用でき

る。倉庫は屋根付きが 10,179 m2、オープンエリアが 23,000m2 である。 

表 2-92 Rabaul Port 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 
緯度 03° 35.0'S 

経度 152° 10.36'E 

タグボートによるサポート 有（24 時間） 

Local Pilot の有無 有 

主な来航地 Lae(パプアニューギニア) 
Lihir(パプアニューギニア) 

主な行航地 Port Moresby(パプアニューギニア) 
Madang(パプアニューギニア) 

荷役施設 

Berth 1: 
Blanche St L = 122 m, W = 12.12 m,  Depth = 7.0m,   Deck height = 2.8 m 

Berth 2: Bay 
Road L = 152 m, W = 15.2 m,  Depth = 10.2m, Deck height = 2.8 m 

d.14 Vanimo Port 

Vanimo Port は、木材産業を中心としている小さな町に位置する。埠頭にクレーンは設

置されていないが、 大 20 トンのコンテナを持ち上げることができるモバイル式の装置・

機械を利用できる。倉庫は屋根付きが 135 m2、オープンエリアが 9,000m2 である。 
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表 2-93 Vanimo Port 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 
緯度 02° 41.09'S 

経度 141° 17.84'E 

タグボートによるサポート 有、PNG 港湾委員会が認可した民間業者 

Local Pilot の有無 有、48 時間以内に Madang から派遣可能 

荷役施設 
Berth 1 L = 28.6 m, W = 10 m, Depth = 4.51 m, Deck height = 2.7 m 
Old berth L = 19.0 m, W =  6 m,  Depth = 4.5 m,   Deck height = 2.7 m 

d.15 Wewak Port 

Wewak Port は北海岸に位置し、沿岸の町 Wewak の主要な港である。メイン埠頭には

2 つのアーム設置されており、500m の長さの土手道で埠頭に接続されている。倉庫は屋

根付きが 2,220 m2、オープンエリアが 11,500m2 である。 

表 2-94 Wewak Port 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 
緯度 02° 41.09'S 

経度 141° 17.84'E 

タグボートによるサポート 有、PNG 港湾委員会が認可した民間業者 

Local Pilot の有無 有、48 時間以内に Madang と Lae から派遣可能 

荷役施設 

Berth 1  
(Overseas wharf) 

L = 73 m, W = 12.1 m, Depth = 6.2 m, Deck height = 3.5 m 

Berth 2 & 3 
(Coastal wharf) L = 30 m, W = 12.5 m, Depth = 3.0 m, Deck height = 1.3 m 

e. ソロモン諸島 

ソロモン諸島の港湾施設に関しては、Solomon Islands Ports Authority (SIPA)が所有し、

公社である Solomon Ports が管理している。24  

e.1 Honiara Port 

1 つの国内バース、2 つの国際バースから成る。国内バースは長さ 7-10m, 深さ 2-5m
であり、国際バースは、バース 1 が長さ 110m、深さ 10.5m であり、バース 2 が 150m、

深さ 11.5m である。 
  

 
24 https://www.sipa.com.sb/ 
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表 2-95 Honiara Port 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 
緯度 09 ̊ 26.0’S 

経度 159 ̊ 57.0’ E 

大許容喫水 岸壁 Berth 1 = 9.5 m, Berth 2 = 10.5 m 

大受け入れ船型 Max. length = 296 m 

回頭水域の広さ Depth = 11 m, Diameter = 300 m 

タグボートによるサポート 有 

Local Pilot の有無 有 

主な来航地 

Lae(パプアニューギニア) 
Lihir(パプアニューギニア) 
Motukea（パプアニューギニア） 
横浜（日本） 
Tarawa（キリバス） 
Alotau(パプアニューギニア) 
Suva（フィジー） 

主な行航地 

Brisbane（オーストラリア） 
Prony Bay（ニューカレドニア） 
Numea（ニューカレドニア） 
Santo（バヌアツ） 
Lihir(パプアニューギニア) 
Suva（フィジー） 

荷役施設 
Berth 1 L = 110 m, Depth = 10.5 m 
Berth 2 L = 150 m, Depth = 11.5 m 

https://www.sipa.com.sb/sipa-facilities/ports/honiara-port/ 

e.2 Noro Port 

西部州のニュージョージア島に位置する。国内／国際貨物の取り扱いがあり、長さ

60m、深さ 12m である。 

表 2-96 Noro Port 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 緯度 -8 ̊ 13.70 S 
 経度 157 ̊  11.72 E 

大許容喫水 水路 16 m 

大受け入れ船型  

回頭水域の広さ Depth = 35 m, Diameter = 5 cables 

タグボートによるサポート 無 

Local Pilot の有無  

荷役施設 
Main wharf L = 62.4 m, Depth = 17-20 m 
Local wharf L = 15 m,    Depth = 6-7 m 

https://www.sipa.com.sb/sipa-facilities/ports/noro-port/ 
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f. バヌアツ 

バヌアツの港湾施設に関しては、Ministry of Infrastructure & Public Utilities の下部組織

である Department of Ports and Marine が、Port Vila Port 及び Santo Port (Port of Luganville)
を所有し、管理している。25Port Vila Port Authority が停泊できる船のサイズは 大 500
フィート以上であり、水路の水深は 36－40 フィートである。 

f.1 Port Vila 港 

表 2-97 Port Vila 港 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 
緯度 -17°-41′00″S 

経度 168°18′47″E 

大許容喫水 
水路 11 - 12.2 m in depth 

岸壁 9.4 - 10 m in depth 

大受け入れ船型 L = 152.4 m 以上 

タグボートによるサポート 有 

Local Pilot の有無 有 

主な来航地 Suva（フィジー） 
Santo（バヌアツ） 

主な行航地 Santo（バヌアツ） 
Numea（ニューカレドニア） 

https://www.searates.com/port/port_vila_vu.htm 

f.2 Santo 港 

表 2-98 Santo 港 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 
緯度 -15°-30′-36″S 

経度 167°10′58″E 

大許容喫水 岸壁 9.4 - 10 m in depth 

主な来航地 
Honiara（ソロモン諸島） 
Port Villa（バヌアツ） 
Numea（ニューカレドニア） 

主な行航地 
Port Villa（バヌアツ） 
Tauranga（ニュージーランド） 
高雄（台湾） 

大受け入れ船型 L = 152.4 m ( 大) 
https://www.searates.com/port/santo_vu.htm 

g. フィジー 

フィジーの港湾施設に関しては、Ministry of Works, Transport and Public Utilities が所有

 
25 https://www.searates.com/maritime/vanuatu.html 
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し、公社である Fiji Port Corporation Limited（FPCL）が、２つの主要港（Suva 港、

Lautoka 港）及び４つのサブ港（Malau 港、Wairiki 港、Levuka 港及び Rotuma 港）を管

理している。26 

g.1 Port of Suva 

Port of Suva には、フィジー 大の国際コンテナターミナルがあり、近隣国やオースト

ラリア、ニュージーランド、アジア諸国間の主要なハブ港となっている。Port of Suva
は、コンテナ用の大型クレーン、フォークリフト、スプレッダーを有しており、民間企

業がこれらの管理を行っている。 

表 2-99 Port of Suva 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 緯度 18°11.34' S 
 経度 178°23.31' E 

大許容喫水 水路 minimum depth: 60m, Width: 450 m 

 岸壁 North Kings: 12m, South Kings: 11m, Walu bay: 8.5m 

大受け入れ船型 68456dwt 

回頭水域の広さ 水深 20m、直径 300 m 

タグボートによるサポート Yes 

Local Pilot の有無 Yes 

主な来航地 

Honiara（ソロモン諸島） 
Port Villa（バヌアツ） 
Sigave（ウォリスフツナ） 
Lautoka（フィジー） 
Auckland（ニュージーランド） 
Chrismas Island（オーストラリア） 
Nukualofa（トンガ） 
Tauranga（ニュージーランド） 

主な行航地 

Honiara（ソロモン諸島） 
Lautoka（フィジー） 
Matautu（ウォリスフツナ） 
Apia（サモア） 
Port Villa（バヌアツ） 
Honolulu（USA) 
Pago Pago（米領サモア） 
Nukualofa（トンガ） 
Auckland（ニュージーランド） 

荷役施設 

Berth 1:  
Kings wharf 

L = 492 m, Min depth = 10 m, Berth hight above CD = 6.5 m 

Berth 2:  
Walu bay berth 

L = 189 m, Min depth =  7 m, Berth hight above CD = 6.4 m 

Berth 3:  
Princess wharf 

L = 163 m, Min depth =  5 m, Berth hight above CD = 4.2 m 

https://fijiports.com.fj/port-of-suva/ 

 
26 https://fijiports.com.fj/ 
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g.2 Port of Lautoka 

Port of Lautoka は、砂糖、糖蜜、木材チップ、石油、ガスを専門とするばら積み貨物

を取り扱うフィジー 大の港である。ラウトカは西ビチレブ島の海運ニーズに対応して

おり、フィジーの有名なブルーラグーンクルーズの拠点となっている。 

表 2-100 Port of Lautoka 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 緯度 18º-8' S 
 経度 178º-26' E 

大許容喫水 水路 水深： 7.1 - 9.1 meters 

タグボートによるサポート 有 

Local Pilot の有無 有： 水先案内は必須ではない。 

主な来航地 

Suva（フィジー） 
Numea（ニューカレドニア） 
Port Villa（バヌアツ） 
Brisbane（オーストラリア） 
Nukualofa（トンガ） 

主な行航地 

Port Villa（バヌアツ） 
Tauranga（ニュージーランド） 
Wallis（ウォリスフツナ） 
Suva（フィジー） 

荷役施設 Berth L = 290 m, Depth = 11.5 m, Height of berth = 3.9 m 
https://fijiports.com.fj/port-of-lautoka/ 

g.3 Port of Malau 

Port of Malau は、フィジーで 2 番目に大きな島である Vanua Levu 島の北西側に位置

し、主に糖蜜を運ぶための施設になっており、また潜水船の停泊場所としても使用され

ている。 

表 2-101 Port of Malau 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 緯度 -16.35 
 経度 179.3667 

大許容喫水 岸壁 12.8 m in depth 

タグボートによるサポート 有：South Sea Towage Limited が提供、到着前に Suva から
要手配。 

Local Pilot の有無 - 
https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/2.1.4+Fiji+Port+of+Malau 

g.4 Port of Wairiki 

Port of Wairiki は、Vanua Levu 島の南東側に位置し、主に熱帯林を使用するウッドチ

ップを運ぶための港であり、Vanua Levu 島の伐採産業に貢献している。Tropik Woods 
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Fiji Limited に運営が移管される予定である。 

g.5 Port of Levuka 

Levuka 港は主に、PAFCO 社が管理する Levuka の缶詰工場に供給するために停泊する

漁船を対象とした漁港である。 

表 2-102 Port of Levuka 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 緯度 17º 40' 31'' S 
 経度 178º 49' 50'' E 

大許容喫水 岸壁 12.8 m in depth 

タグボートによるサポート 有：South Sea Towage Limited が提供、到着前に Suva から
要手配。 

Local Pilot の有無 無 
https://www.searates.com/jp/port/levuka_fj.htm 

g.6 Port of Rotuma 

Rotuma 島は、約 43 平方キロメートルの火山島で、フィジー国内のみならず、ツバル

やキリバスなどの他の島国との貿易を促進するために、2012 年に正式な入港地となっ

た。 

h. トンガ 

トンガの港湾施設に関しては、Port Authority Tonga が所有し、Nukualofa Port の運営・

維持管理を行っている。27 

h.1 Nukualofa Port 

Nukualofa の港は、トンガタプ本島にあるトンガ王国の主要な港であり、幅広い貨物

取扱およびロジスティクスサービスを通じて国の重要な国際貿易にサービスを提供して

いる。 

表 2-103 Nukualofa Port 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 緯度 21º 7' 60.00'' S 
 経度 175º 11' 60.00'' W 

大許容喫水 水路 10 ~15 m 

主な来航地 Pago Pago（米領サモア） 
Suva（フィジー） 

 
27 https://www.portsauthoritytonga.com/ 
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主な行航地 
Melbourne（オーストラリア） 
Suva（フィジー） 
Apia（サモア） 

荷役施設 

Conventional 
Berth L = 320 m, Max. draft = 15 m 

Container berth 1 L =  93 m, Max. draft = 12 m 
Container berth 2 L = 110 m, Max. draft = 11 m 

http://ports.com/tonga/port-of-nukualofa/ 

i. サモア 

サモアの港湾施設に関しては、Samoa Ports Authority が Apia Port を所有・管理してい

る。28 

i.1 Apia Port 

国際貨物輸送のほぼ 100％を占めるサモアの主要な港である。全長は 302m であり、

国際貨物輸送、コンテナ船、燃料およびガスタンカー、クルーズ船、バルク石油製品、

および乗客施設のための施設がある。港は、2011 年に就役した 25 のヨットマリーナも

ある。 
Apia 港は、石油製品、食料品、飲料、自動車、建築製品を含むすべての商品に対する

全国の消費者需要に対応している。 

表 2-104 Apia Port 

項目 項目詳細 諸元 

港の位置 緯度 13º 49'42'' S 
 経度 171º 45' 45'' W 

大許容喫水 水路 23.2m - OVER 
 岸壁 7.1 - 9.1 meters 

大受け入れ船型 L = 152 m 以上 

タグボートによるサポート 有 

Local Pilot の有無 有 

主な来航地 Suva（フィジー） 
Nukualofa（トンガ） 

主な行航地 Pago Pago（サモア） 

荷役施設 Wharf Length = 305 m Depth = 7.1m - 9.1m 
https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/2.1.1+Samoa+Port+of+Apia 

2.10.2 海運ルート情報 

調査対象国における既存の海運ルートを下記のウェブサイトより調査した。それぞれ

の地域に対する海運ルートを下記に図と表に示す。 
 

 
28 https://www.spasamoa.ws/ 
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ANL https://www.anl.com.au/products-services/line-services/solution 
PDL https://www.pdl123.co.nz/schedules/ 
PFL https://www.pacificforumline.com/schedules/ 
Swire https://info.swireshipping.com/ 
Hapag-Lloyd https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/schedules/interactive-

schedule.html 
Matson https://www.matson.com/matnav/ports/index.html 
Hamburg Sud http://www.sevenseas.co.jp/schedule.html 
Kyowa Shipping https://www.kyowa-line.co.jp/schedule/ 
NYK https://nbpc.co.jp/Semi_Liner_Service.html 
 

 

図 2-25 大洋州地域とオーストラリア・ニュージーランド間の就航ルート 

 

表 2-105 大洋州地域とオーストラリア・ニュージーランド間の就航ルート 

番
号 海運会社 船舶名 ルート 

1 ANL 

CAPITAINE 
TASMAN (PDL 社 ), 
MAERSK 
NEWHAVEN, 
SEASPAN 
HANNOVER 

タウランガ（ニュージーランド）－オークランド
（ニュージーランド）－スバ（フィジー）－ラウ
トカ（フィジー）－タウランガ（ニュージーラン
ド） 
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番
号 海運会社 船舶名 ルート 

2 ANL CAPITAINE WALLIS 
(PDL 社） 

スバ（フィジー）－ラウトカ（フィジー）－ポー
トビラ（バヌアツ）－スバ（フィジー）－マタウ
ツ（ウォリス・フツナ）－シガベ（ウォリス・フ
ツナ）－スバ（フィジー） 

3 ANL 

KOKOPO CHIEF 
(PDL 社 ） , 
SOUTHERN MOANA 
(PDL 社） 

メルボルン（オーストラリア）－シドニー（オー
ストラリア）－ブリスベン（オーストラリア）－
ヌメア（ニューカレドニア）－ポートビラ（バヌ
アツ）－ラウトカ（フィジー）－スバ（フィジー）
－アピア（サモア）－パゴパゴ（米領サモア）－
ヌクアロファ（トンガ）－メルボルン（オースト
ラリア） 

4 ANL SOUTHERN 
TRADER (PDL 社) 

オークランド（ニュージーランド）－ヌクアロフ
ァ（トンガ）－アピア（サモア）－パゴパゴ（米
領サモア）－オークランド（ニュージーランド） 

5 ANL 
CAPITAINE 
MAGELLAN (PDL
社） 

タウランガ（ニュージーランド）－オークランド
（ニュージーランド）－ヌメア（ニューカレドニ
ア）－ポートビラ（バヌアツ）－パペーテ（仏領
ポリネシア）－タウランガ（ニュージーランド） 

6 ANL 

SOFRANA 
SURVILLE (ANL 社）, 
SOFRANA 
TOURVILLE (ANL
社） 

タウランガ（ニュージーランド）－オークランド
（ニュージーランド）－ヌメア（ニューカレドニ
ア）－ブリスベン（オーストラリア）－タウンズ
ビル（オーストラリア）－モツケア（PNG）－ラ
エ（PNG）－ホニアラ（ソロモン）－ブリスベン
（オーストラリア）－タウランガ（ニュージーラ
ンド） 

7 PDL SOUTHERN LILY 
オークランド（ニュージーランド）－ヌクアロフ
ァ（トンガ）－アピア（サモア）－パゴパゴ（米
領サモア）－オークランド（ニュージーランド） 

8 PDL SOUTHERN MOANA 

タウランガ（ニュージーランド）－オークランド
（ニュージーランド）－ヌメア（ニューカレドニ
ア）－ラウトカ（フィジー）－スバ（フィジー）
－ポートビラ（バヌアツ）－サント（バヌアツ）
－タウランガ（ニュージーランド） 

9 PDL 

CAPITAINE 
TASMAN, 
CAPITAINE 
DAMPIER 

タウランガ（ニュージーランド）－オークランド
（ニュージーランド）－スバ（フィジー）－ラウ
トカ（フィジー）－タウランガ（ニュージーラン
ド） 

10 PDL SOUTHERN PEARL 

スバ（フィジー）－ラウトカ（フィジー）－ワリ
ス（ウォリス・フツナ）－フツナ（ウォリス・フ
ツナ）－フナフティ（ツバル）－タラワ（キリバ
ス）－クリスマス島（オーストラリア）－スバ（フ
ィジー） 

11 PDL IMUA II & LILOA 

オークランド（ニュージーランド）－ラロトンガ
（クック諸島）－アイツタキ（クック諸島）－バ
バウ（トンガ）－オークランド（ニュージーラン
ド） 
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番
号 海運会社 船舶名 ルート 

12 PDL 
FORUM SAMOA, 
MELANESIAN 
PRIDE 

メルボルン（オーストラリア）－シドニー（オー
ストラリア）－ブリスベン（オーストラリア）－
ヌメア（ニューカレドニア）－ポートビラ（バヌ
アツ）－ラウトカ（フィジー）－スバ（フィジー）
－アピア（サモア）－パゴパゴ（米領サモア）－
ヌクアロファ（トンガ）－メルボルン（オースト
ラリア） 

13 PFL 不明 

メルボルン（オーストラリア）－シドニー（オー
ストラリア）－ブリスベン（オーストラリア）－
ラウトカ（フィジー）－スバ（フィジー）－アピ
ア（サモア）－パゴパゴ（米領サモア）－ヌクア
ロファ（トンガ）－メルボルン（オーストラリア） 

14 PFL 不明 

タウランガ（ニュージーランド）－オークランド
（ニュージーランド）－ラロトンガ（クック諸島）
－アイツタキ（クック諸島）－ババウ島（トンガ）
－タウランガ（ニュージーランド） 

15 PFL 不明 

タウランガ（ニュージーランド）－オークランド
（ニュージーランド）－ヌクアロファ（トンガ）
－スバ（フィジー）－ラウトカ（フィジー）－タ
ウランガ（ニュージーランド） 

16 PFL 不明 

タウランガ（ニュージーランド）－オークランド
（ニュージーランド）－スバ（フィジー）－ラウ
トカ（フィジー）－タウランガ（ニュージーラン
ド） 

17 PFL 不明 

ラウトカ（フィジー）－スバ（フィジー）－アピ
ア（サモア）－パゴパゴ（米領サモア）－ヌクア
ロファ（トンガ）－メルボルン（オーストラリア）
－シドニー（オーストラリア）－ブリスベン（オ
ーストラリア）－ラウトカ（フィジー） 

18 PFL 不明 

オークランド（ニュージーランド）－タウランガ
（ニュージーランド）－ポートモレスビー（PNG）
－ラエ（PNG）－オークランド（ニュージーラン
ド） 

19 PFL 不明 
オークランド（ニュージーランド）－ヌクアロフ
ァ（トンガ）－アピア（サモア）－パゴパゴ（米
領サモア）－オークランド（ニュージーランド） 

20 Swire 
LIORA II, 
OLOMANA, ISLAND 
CHIEF 

オークランド（ニュージーランド）－ヌクアロフ
ァ（トンガ）－ラウトカ（フィジー）－スバ（フ
ィジー）－アピア（サモア）－ラロトンガ（クッ
ク諸島）－アイツタキ（クック諸島）－ニウエ（ニ
ウエ）－ババウ（トンガ）－ヌクアロファ（トン
ガ）－オークランド（ニュージーランド） 

21 Swire 
SOUTHERN 
MOANA, KOKOPO 
CHIEF 

メルボルン（オーストラリア）－シドニー（オー
ストラリア）－ブリスベン（オーストラリア）－
プロニーベイ（ニューカレドニア）－ヌメア（ニ
ューカレドニア）－ポートビラ（バヌアツ）－ラ
ウトカ（フィジー）－スバ（フィジー）－アピア
（サモア）－パゴパゴ（米領サモア）－ヌクアロ
ファ（トンガ）－メルボルン（オーストラリア） 
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番
号 海運会社 船舶名 ルート 

22 Swire MOROBE CHIEF, 
NICKIE B 

メルボルン（オーストラリア）－シドニー（オー
ストラリア）－ブリスベン（オーストラリア）－
モツケア（PNG）－ラエ（PNG）－リヒール（PNG）
－ホニアラ（ソロモン）－プロニーベイ（ニュー
カレドニア）－メルボルン（オーストラリア） 

23 Hapag-
Lloyd 不明 

シドニー（オーストラリア）－メルボルン（オー
ストラリア）－アデレード（オーストラリア）－
オークランド（ニュージーランド）－スバ（フィ
ジー）－ホノルル（USA） 

24 Hapag-
Lloyd 不明 

メルボルン（オーストラリア）－シドニー（オー
ストラリア）－タウランガ（ニュージーランド）
－パペーテ（仏領ポリネシア）－メルボルン（オ
ーストラリア） 

25 Matson LIORA II   

オークランド（ニュージーランド）－ヌクアロフ
ァ（トンガ）－スバ（フィジー）－アピア（サモ
ア）－ララトンガ（クック諸島）－アイツタキ（ク
ック諸島）－オークランド（ニュージーランド） 

26 Matson  OLOMANA 

オークランド（ニュージーランド）－ヌクアロフ
ァ（トンガ）－スバ（フィジー）－パゴパゴ（米
領サモア）－アピア（サモア）－ララトンガ（ク
ック諸島）－アイツタキ（クック諸島）－ニウエ
（ニウエ）－ヌクアロファ（トンガ）－ババウ（ト
ンガ）－オークランド（ニュージーランド） 

27 Hamburg 
Sud 不明 

オークランド（ニュージーランド）－ネルソン（ニ
ュージーランド）－ティマル（ニュージーランド）
－リトルトン（ニュージーランド）－タウランガ
（ニュージーランド）－スバ（フィジー）－ラウ
トカ（フィジー）－タウランガ（ニュージーラン
ド）－オークランド（ニュージーランド） 
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図 2-26 大洋州地域と東アジア間の就航ルート 

 

表 2-106 大洋州地域と東アジア間の就航ルート 

番

号 海運会社 船舶名 ルート 

1 Swire LAE CHIEF, NOUMEA 
CHIEF, SUVA CHIEF 

上海（中国）－寧波（中国）－南沙（中国）－
香港（香港）－ラエ（PNG）－ポートモレスビ
ー／モツケア（PNG）－タウンズビル（オース
トラリア）－上海（中国） 

2 Swire 

SOOCHOW, 
SIANGTAN, 
SHENGKING, 
SHUNTIEN 

高雄（台湾）－廿日市（日本）－横浜（日本）
－大阪（日本）－釜山（韓国）－寧波（中国）
－南沙（中国）－ラエ（PNG）－ラバウル（PNG）
－モツケア（PNG）－ホニアラ（ソロモン）－
ヌメア（ニューカレドニア）－オークランド（ニ
ュージーランド）－ティマルー（ニュージーラ
ンド）－タウランガ（ニュージーランド）－マ
ースデン・ポイント（ニュージーランド）－ヌ
メア（ニューカレドニア）－Vavouto（ニューカ
レドニア）－高雄（台湾） 

3 Swire 

CORAL CHIEF, 
HIGHLAND CHIEF, 
NEW GUINEA CHIEF, 
PAPUAN CHIEF, 
SOUTH ISLANDER 
(NYK), CORAL 
ISLANDER II (KYOWA), 
PACIFIC ISLANDER II 
(NYK), TROPICAL 
ISLANDER (KYOWA) 

釜山（韓国）－神戸（日本）－名古屋（日本）
－横浜（日本）－ホニアラ（ソロモン）－サン
ト（バヌアツ）－ポートビラ（バヌアツ）－ヌ
メア（ニューカレドニア）－ラウトカ（フィジ
ー）－スバ（フィジー）－ヌクアロファ（トン
ガ）－アピア（サモア）－パゴパゴ（米領サモ
ア）－パペーテ（仏領ポリネシア）－タラワ（キ
リバス）－釜山（韓国） 
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番

号 海運会社 船舶名 ルート 

4 Swire 同上 

高雄（台湾）－天津（中国）－青島（中国）－
釜山（韓国）－横浜（日本）－マジュロ（マー
シャル）－タラワ（キリバス）－ポートビラ（バ
ヌアツ）－ヌメア（ニューカレドニア）－ラウ
トカ（フィジー）－スバ（フィジー）－ヌクア
ロファ（トンガ）－アピア（サモア）－パゴパ
ゴ（米領サモア）－ヌメア（ニューカレドニア）
－サント（バヌアツ）－高雄（台湾） 

5 Kyowa 
Shipping 

KYOWA ORCHID 
KYOWA FALCON 
KYOWA STORK 
KYOWA ROSE 

釜山（韓国）－神戸（日本）－名古屋（日本）
－横浜（日本）－サイパン（USA）－グアム
（USA）－ヤップ（ミクロネシア）－コロール
（パラオ）－チューク（ミクロネシア）－ポン
ペイ（ミクロネシア）－コスラエ（ミクロネシ
ア）－マジュロ（マーシャル）－エバイ（マー
シャル）－クワジェリン（マーシャル） 

6 Kyowa 
Shipping 

PACIFIC CONDOR 
KYOWA ROSE 

釜山（韓国）－長府／門司（日本）－神戸（日
本）－名古屋（日本）－横浜（日本）－ラエ（PNG）
－ラバウル（PNG）－ポートモレスビー（PNG）
－タウンズビル（オーストラリア） 

7 Kyowa 
Shipping 

PAPUAN CHIEF 
TROPICAL ISLANDER 
HIGHLAND CHIEF 
PACIFIC ISLANDER II 
CORAL ISLANDER II 
NEW GUINEA CHIEF 

釜山（韓国）－神戸（日本）－名古屋（日本）
－横浜（日本）－タラワ（キリバス）－ホニア
ラ（ソロモン）－サント（バヌアツ）－ポート
ビラ（バヌアツ）－ヌメア（ニューカレドニア）
－ラウトカ（フィジー）－スバ（フィジー）－
ヌクアロファ（トンガ）－アピア（サモア）－
パゴパゴ（米領サモア）－パペーテ（仏領ポリ
ネシア）－タラワ（キリバス）－サント（バヌ
アツ）－釜山（韓国） 

8 NYK 

CORAL ISLANDED II 
PACIFIC ISLANDED II 
TROPICAL ISLANDER 
SOUTH ISLANDER 

釜山（韓国）－神戸（日本）－名古屋（日本）
－横浜（日本）－ホニアラ（ソロモン）－サン
ト（バヌアツ）－ポートビラ（バヌアツ）－ヌ
メア（ニューカレドニア）－ラウトカ（フィジ
ー）－スバ（フィジー）－ヌクアロファ（トン
ガ）－アピア（サモア）－パゴパゴ（米領サモ
ア）－パペーテ（仏領ポリネシア）－タラワ（キ
リバス）－釜山（韓国） 
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図 2-27 大洋州地域とアメリカ間の就航ルート 

 

表 2-107 大洋州地域とアメリカ間の就航ルート 

番
号 海運会社 船舶名 ルート 

1 PFL 不明 
オークランド（USA）－ロングビーチ（USA）－
オークランド（NZ）－ヌクアロファ（トンガ）－
パゴパゴ（米領サモア）－アピア（サモア） 

2 PFL 不明 
オークランド（USA）－ロングビーチ（USA）－
オークランド（NZ）－ラロトンガ（クック諸島）
－アイツタキ（クック諸島） 

3 Swire FESCO ASKOLD 
(Hamburg Sud) 

ロングビーチ（USA）－オークランド（USA）－
パペーテ（仏領ポリネシア）－アピア（サモア）
－パゴパゴ（米領サモア）－ロングビーチ（USA） 

4 Hamburg 
Sud 同上 

ロングビーチ（USA）－オークランド（USA）－
パペーテ（仏領ポリネシア）－アピア（サモア）
－パゴパゴ（米領サモア）－ロングビーチ（USA） 
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図 2-28 大洋州地域と東南アジア間の就航ルート 

 

表 2-108 大洋州地域と東南アジア間の就航ルート 

番
号 海運会社 船舶名 ルート 

1 ANL 
FLORA DELMAS, 
HANSA 
REGENSBURG 

ポートクラン（マレーシア）－シンガポール（シ
ンガポール）－ジャカルタ（インドネシア）－マ
ダン（PNG）－ラエ（PNG）－モツケア（PNG）
－タウンズビル（オーストラリア）－ポートクラ
ン（マレーシア） 

2 Swire 
SHANSI, 
SZECHUAN, 
KWANGSI 

シラチャ（タイ）－シンガポール（シンガポール）
－ヌメア（ニューカレドニア）－ラウトカ（フィ
ジー）－スバ（フィジー）－オークランド（ニュ
ージーランド）－ブリスベン（オーストラリア）
－モツケア（PNG）－ラエ（オーストラリア）－
リヒール（PNG）－シラチャ（タイ） 

3 Swire 

CARPENTERS 
SIRIUS, 
CHANGSHA, 
CHEFOO, MIA 
SCHULTE 

ポートケラン（マレーシア）－シンガポール（シ
ンガポール）－ジャカルタ（インドネシア）－モ
ツケア（PNG）－ラエ（PNG）－リヒール（PNG）
－ラバウル（PNG）－マダン（PNG）－ポートケ
ラン（マレーシア） 

4 Swire 同上 

ポートケラン（マレーシア）－シンガポール（シ
ンガポール）－モツケア（PNG）－ラエ（PNG）
－オロベイ（PNG）－アロタウ（PNG）－ホニア
ラ（ソロモン）－リヒール（PNG）－キンべ（PNG）
－ポートケラン（マレーシア） 
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3 大洋州における広域リサイクルの促進に向けた課題及び提言 

本章では、大洋州における広域リサイクルの促進に向けた課題及び提言を示す。「対

象 9 か国」や「9 か国」と示しているものは、現地調査対象 9 か国を指している。 

3.1 概要 

表 3-1 品目別の課題と提言の概要 

品目 現状・課題 提言 

使い捨てプラ
スチック 

官民合わせて全く回収されておら
ず、海外輸出市場もない。 
殆どの国で輸入や利用制限が導入さ
れている。 

利用制限の徹底と運用の強化 

PET ボトル 

CDL 導入国では高い回収率を誇る
が未導入国では回収は限定的であ
り、回収されても再資源化や輸出が
出来ていない。 

CDL 未導入国では導入を検討する。
CDL 導入国では再資源化と輸出の
可能性を探る。 

アルミ缶 

官民共に比較的良好に回収されてい
る。官による回収は CDL 導入国が主
である。CDL 未導入国でも一部の国
を除いて民間が回収している。輸出
も問題なく行われている。 

あえて挙げるとすれば CDL 未導入
の国においては CDL 導入を目指し
て回収率の向上を徹底する。 
リサイクル促進に向けた民間輸出業
者に対する減税措置を検討する。 

ガラス 

CDL 導入国ではガラス瓶の回収が
行われているが、一部を除いて島内
に留まっている。未導入国ではビー
ル瓶については概ね再利用のサイク
ルが良く確立されている。 

CDL 導入国ではそれぞれガラスの
利用方法を追求する。ビール瓶回収
システムがなく、かつ CDL も導入さ
れていない国では CDL 導入を検討
する。 

紙・段ボール 

一部の国を除いて回収は殆どされて
いない。PNG とフィジーから輸出が
多少確認されている。フィジーでは
更に古紙からトイレットペーパーを
製造する会社があるが、原料調達と
製品の価格競争に苦労している。 

学校や市民における分別教育の推進
や、再生トイレットペーパーの購買
促進（グリーン購入法など）、輸入
トイレットペーパーへの関税の付
加、など 

金属スクラッ
プ（鉄、非鉄） 

民間ベースで多くの回収と輸出が成
されている。産業廃棄物など由来の
取り扱いが多く、政府や公共団体の
関与が限定的になりそう。 

具体的には挙げ難いが、産業界と連
携して鉄鋼リサイクル産業振興を図
る。 

廃自動車 

廃自動車由来の金属スクラップの回
収は 4 か国で確認されたものの、
も規模が大きいフィジーでも活動は
限定的である。 

自動車回収の仕組みを検討する。回
収費用を輸入者や消費者が負担する
ような制度の導入などが想定され
る。 

廃鉛蓄電池 

CDL 導入国の中で回収されている
国もある。比較的輸出の市場価値が
あり、民間ベースでも取引が見られ
る。 

比較的価値はあるため回収の制度構
築、つまり CDL などを導入し、かつ
対象品目と指定する。 

廃タイヤ 
実態として回収や輸出はほぼ無しに
近い（パラオでは回収されているが、
破砕して 終処分されている）。 

具体的な策はないが、特に課題が大
きい国では個別に検討する。 
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品目 現状・課題 提言 

廃潤滑油 

トライアルやパイロットスケールで
回収や輸出が成されているものの、
恒常的に回収、利用されている例は
少ない。その少ない例も廃潤滑油の
回収利用を目的としているわけでは
ない。 

リサイクルより処理の問題として
（大口からでも）排出者処理、回収
責任の制度構築の検討をする。それ
らの再利用はその副産物として考え
得る。 

廃家電 
金属スクラップの収集目的で民間企
業が回収はしているものの、その量
は多くはない。 

日本の家電リサイクル法に類似した
制度の導入を検討する。 

表 3-2 国別の課題と提言の概要 

国 現状・課題 提言 

パラオ 

CDL（＋税）導入済でアルミ缶や PET
ボトル、ガラス瓶の回収率は高い。コ
ロール州でのリサイクル取り組みが盛
んで PET ボトルの付加価値にも取り
組もうとしている。台湾に資源を多く
輸出している。 

PET ボトルの付加価値（フレーク化
等）を高める中間処理の推進、廃潤滑
油の排出者責任適用、廃鉛蓄電池の
CDL 対象追加、などが具体的な目標と
なり得る。 

ミクロネ
シア 

独立性の高い 4 州から成る国家。3 州
で CDL が導入さている。ヤップ州で
は、アルミ缶、PET、ガラスを、コスラ
エ州ではアルミ缶、PET、ガラス、廃鉛
蓄電池を、ポンペイ州ではアルミ缶の
みを対象としている。韓国や台湾に多
く輸出している。 

PET ボトルの高付加価値化と輸出先
の確保、ガラスの利用方法の確立、廃
鉛蓄電池の回収の向上、廃潤滑油の排
出者責任適用、などが具体的な目標と
なり得る。 

マーシャ
ル 

2018 年より CDL を導入。マジュロ環
礁では同年より回収センターでの回収
が開始さている。クワジェリン環礁（イ
バイ）では、2021 年 7 月から回収セン
ターでの回収が始まっている。アルミ
缶、PET、ガラスが対象である。 

PET ボトルの高付加価値化と輸出先
の確保、ガラスの利用方法の確立、廃
鉛蓄電池の CDL 対象品目への追加、
エネルギー公社などの大口廃潤滑油
排出者の処理責任の検討、などが具体
的な目標となり得る。 

パプアニ
ューギニ
ア 

リサイクルは民間の金属スクラップ
（アルミ缶含む）、紙および廃鉛蓄電
池の資源輸出が行われている。主なス
クラップの輸出先は東南アジア。対象
国中 大の人口と国土面積が特徴。ま
た地理的にインドネシアやオーストラ
リアと隣接している。 

CDL は現在のところ見通しは立って
いないが、まず初期調査などが望まれ
る。産業構造などから民間業者による
リサイクル産業の育成・促進が課題で
ある。また、廃潤滑油を含む産業廃棄
物の排出者処理制度などが大きな課
題となる。 

ソロモン
諸島 

PNG 同様の傾向であり、地理的にも
PNG に隣接している。PNG と違って
紙の資源輸出はない。人口は 3 番目、
国土面積は 2 番目に大きい。CDL のプ
レ FS が過去に実施された。 

CDL の導入について引き続き検討を
進める。民間のリサイクル業者の活動
を促進することが課題である。 

バヌアツ 

金属スクラップと廃鉛蓄電池以外の資
源輸出は見られない。CDL 導入に関す
る閣議決定が成され、導入に向けて会
合が進められている。ごみ収集の有料
袋制度が導入されている。 

CDL 導入の継続促進（ 初はアルミ
缶、PET ボトル、ガラスなど対象）と、
中長期的には鉛蓄電池を CDL の対象
に含める。 
既存の有料袋制度を応用した資源物

分別収集導入も検討の余地がある。 
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国 現状・課題 提言 

フィジー 

CDL は導入されていないものの、民間
ベースでのリサイクル（資源輸出）は

も活発に行われている国の一つであ
る。また FIJI WATER ブランドの存在
も特徴的である。一つだけであるが自
治体で分別収集も行われている。 

アルミ缶、PET ボトルなどの回収を確
立するために CDL の導入は望まれる。
また、広域も視野に入れると民間主導
で進んでいるリサイクル、資源輸出を
どの程度政府が組織的に管理して行
けるか、その制度構築がカギとなる。 

トンガ 

廃棄物公社が全国的なごみサービスを
行っている。また使い捨てプラスチッ
クの利用禁止は行っていないが輸入に
関税をかけている。民間の資源輸出業
者は 2 社あるが、細々と事業を行って
いる。金属スクラップがオーストラリ
アへ輸出されている。 

国の規模や国土地理状況などから
CDL の可能性が比較的高そうなので、
その導入の可能性をまずは検討され
たい。 

サモア 

環境省が全国的なごみサービスの事業
（委託実施）を行っている。資源輸出
を行う企業が 2 社確認されており、リ
サイクル協会の活動も活発である。
CDL 導入も検討されている。 

天然資源環境省とリサイクル協会と
の連携強化を図り、CDL 導入に向けた
継続的促進などが具体的な次の目標
になり得る。 

3.2 広域リサイクルの現状及び課題の整理 

表 3-3 国別及び品目別の概要 1 

国 使い捨てプラスチ
ック 

PET ボトル アルミ缶 ガラス 

パラオ <発生>輸出入や
利用の禁止 

<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>CDL で回

収 
<処理・輸出>輸出

に課題があり、
フレーク化等の
パイロット事業
を実施中 

<発生>輸入のみ 
<回収>CDL で回
収 

<処理・輸出>圧縮
して輸出 

<発生>殆ど輸入 
<回収>CDL で回
収 

<処理・輸出>輸出
は無いが、ガラス
センターでの再
利用（少量） 

ミ ク ロ
ネシア 

<発生>輸出入や
利用の禁止 

<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>CDL で回

収 
<処理・輸出>殆ど

なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>CDL で回
収 

<処理・輸出>圧縮
して輸出 

<発生>輸入 
<回収>CDL で回

収 
<処理・輸出>なし 

マ ー シ
ャル 

<発生>輸出入や
利用の禁止 

<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>CDL で回

収 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>CDL で回
収 

<処理・輸出>圧縮
して輸出 

<発生>輸入 
<回収>CDL で回

収 
<処理・輸出>なし 

パ プ ア
ニ ュ ー
ギニア 

<発生>輸出入や
利用の禁止 

<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入と製
造 

<回収>再使用の
ため極一部回収 

<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>リサイク
ル民間業者によ
る回収 

<処理・輸出>圧縮
して輸出 

<発生>輸入と製
造 

<回収>ビール瓶
自主回収 

<処理・輸出>洗浄
による再利用 

157



大洋州地域におけるプラスチック等のリサイクル促進に向けた 
情報収集・確認調査 独立行政法人国際協力機構 
報告書 国際航業株式会社・八千代エンジニヤリング株式会社 

 

国 使い捨てプラスチ
ック 

PET ボトル アルミ缶 ガラス 

ソ ロ モ
ン諸島 

<発生>輸入 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入と製
造 

<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>リサイク

ル民間業者によ
る回収 

<処理・輸出>圧縮
して輸出 

<発生>輸入と製
造 

<回収>ビール瓶
自主回収 

<処理・輸出>洗浄
による再利用 

バ ヌ ア
ツ 

<発生>輸出入や
利用の禁止 

<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入と製
造 

<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>リサイク
ル民間業者によ
る回収 

<処理・輸出>圧縮
して輸出 

<発生>輸入と製
造 

<回収>ビール瓶
自主回収 

<処理・輸出>洗浄
による再利用 

フ ィ ジ
ー 

<発生>輸出入や
利用の禁止 

<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入と製
造 

<回収>飲料事業
者による一部自
主回収 

<処理・輸出>圧縮
して輸出 

<発生>輸入と製
造 

<回収>スクラッ
プ業者などによ
る一部自主回収 

<処理・輸出>圧縮
して輸出 

<発生>輸入と製
造 

<回収>ビール瓶
自主回収 

<処理・輸出>洗浄
による再利用 

トンガ <発生>課税によ
る輸入量や消費
の抑制 

<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入と製
造 

<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入と製
造 

<回収>スクラッ
プ業者などによ
る一部自主回収 

<処理・輸出>圧縮
して輸出 

<発生>殆ど輸入 
<回収>ビール瓶

自主回収 
<処理・輸出>洗浄
による再利用 

サモア <発生>輸出入や
利用の禁止 

<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入と製
造 

<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入と製
造 

<回収>スクラッ
プ業者などによ
る一部自主回収 

<処理・輸出>圧縮
して輸出 

<発生>輸入と製
造 

<回収>ビール瓶
自主回収 

<処理・輸出>洗浄
による再利用 

 

表 3-4 国別及び品目別の概要 2 

国 紙・段ボール 金属スクラップ
（鉄、非鉄） 

廃自動車 廃タイヤ 

パラオ <発生>輸入のみ 
<回収>コロール

州のみ一部回収 
<処理・輸出>コン

ポスト利用 

<発生>輸入のみ 
<回収>スクラッ
プ事業者などに
よる自主回収 

<処理・輸出>輸出 

<発生>輸入のみ 
<回収>スクラッ
プ事業者などに
よる自主回収 

<処理・輸出>解体
後に金属スクラ
ップ輸出 

<発生>輸入のみ 
<回収>スクラッ

プ事業者などが
廃自動車の回収
時に回収 

<処理・輸出> 終
処分場で裁断機
にて裁断 

ミ ク ロ
ネシア 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>輸出 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 
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国 紙・段ボール 金属スクラップ
（鉄、非鉄） 

廃自動車 廃タイヤ 

マ ー シ
ャル 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>スクラッ

プ事業者などに
よる自主回収 

<処理・輸出>輸出 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

パ プ ア
ニ ュ ー
ギニア 

<発生>輸入のみ 
<回収>不明 
<処理・輸出>輸出

が確認されてい
る 

<発生>輸入のみ 
<回収>スクラッ

プ事業者などに
よる自主回収 

<処理・輸出>輸出 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

ソ ロ モ
ン諸島 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>スクラッ

プ事業者などに
よる自主回収 

<処理・輸出>輸出 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

バ ヌ ア
ツ 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>スクラッ

プ事業者などに
よる自主回収 

<処理・輸出>輸出 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

フ ィ ジ
ー 

<発生>輸入のみ 
<回収>事業者に

よる自主回収 
<処理・輸出>トイ

レットペーパー
再生利用、又は
輸出 

<発生>輸入のみ 
<回収>スクラッ
プ事業者などに
よる自主回収 

<処理・輸出>輸出 

<発生>輸入のみ 
<回収>スクラッ
プ事業者による
自主回収 

<処理・輸出>解体
後に輸出 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>輸出 

トンガ <発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>スクラッ

プ事業者などに
よる自主回収 

<処理・輸出>輸出 

<発生>輸入のみ 
<回収>スクラッ
プ事業者による
自主回収 

<処理・輸出>解体
後に輸出 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

サモア <発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>スクラッ

プ事業者などに
よる自主回収 

<処理・輸出>輸出 

<発生>輸入のみ 
<回収>スクラッ
プ事業者による
自主回収 

<処理・輸出>解体
後に輸出 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 
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表 3-5 国別及び品目別の概要 3 

国 鉛蓄電池 廃潤滑油 廃家電 
パラオ <発生>輸入のみ 

<回収>一部回収 
<処理・輸出>輸出 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>回収なし 
<処理・輸出>輸出なし 

ミ ク ロ ネ
シア 

<発生>輸入のみ 
<回収>コスラエ州：CDL

対象として回収、ヤッ
プ州：CDL 回収センタ
ーの自主回収 

<処理・輸出>輸出 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>回収なし 
<処理・輸出>輸出なし 

マ ー シ ャ
ル 

<発生>輸入のみ 
<回収>CDL 回収センタ
ーの自主回収 

<処理・輸出>輸出 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>回収なし 
<処理・輸出>輸出なし 

パ プ ア ニ
ュ ー ギ ニ
ア 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>輸出 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>スクラップ事業
者による自主回収 

<処理・輸出>解体後に金
属スクラップ輸出 

ソ ロ モ ン
諸島 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>スクラップ事業
者による自主回収 

<処理・輸出>解体後に金
属スクラップ輸出 

バヌアツ <発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>輸出 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>スクラップ事業
者による自主回収 

<処理・輸出>解体後に金
属スクラップ輸出 

フィジー <発生>輸入と製造 
<回収>再生事業者など

による自主回収 
<処理・輸出>充電による

再生利用、又は輸出 

<発生>輸入のみ 
<回収>一部鉄筋製造所

が自主回収 
<処理・輸出>燃焼利用 

<発生>輸入のみ 
<回収>スクラップ事業
者による自主回収 

<処理・輸出>解体後に金
属スクラップ輸出 

トンガ <発生>輸入のみ 
<回収>スクラップ事業

者による自主回収 
<処理・輸出>輸出 

<発生>輸入のみ 
<回収>なし 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>スクラップ事業
者による自主回収 

<処理・輸出>解体後に金
属スクラップ輸出 

サモア <発生>輸入のみ 
<回収>スクラップ事業

者による自主回収 
<処理・輸出>輸出 

<発生>輸入のみ 
<回収>一部販売業者が

自主回収 
<処理・輸出>なし 

<発生>輸入のみ 
<回収>スクラップ事業
者による自主回収 

<処理・輸出>解体後に金
属スクラップ輸出 
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3.2.1 使い捨てプラスチック 

ビニール袋、使い捨て食器、などの使い捨てプラスチックは対象 9 か国で合計 5,418
トン発生している。使い捨てプラスチックは基本的にはポリエチレンやポリプロピレ

ン、ポリスチレンなどの素材が流通していると類推される。使い捨てプラスチックの利

用制限は 14 か国中 10 か国で導入されており、その他に１か国で導入方針が定められて

いる。そのため、発生量は 2019 年頃をピークに今後減少していくのではないかと思わ

れる。使い捨てプラスチックの再資源化や輸出は行われていない。 
バーゼル条約及びワイガニ条約では、2021 年 1 月より廃プラスチックを規制の対象に

含め、日本国政府は独自に規定を設けている。国によって基準や解釈は異なるようなの

で一概には言えないが、制度的な面での廃使い捨てプラスチックの輸出はこれまでより

障害が大きそうだ。また中国が 2017 年 8 月に「輸入廃棄物管理リスト」を改定し、同

年 12 月から生活由来廃プラスチック等の輸入を禁止した事も大きく影響している。 
使い捨てプラスチック以外のプラスチックは本件対象品目ではないため詳細に述べる

事はできないが、産業系の廃プラスチックの輸出がフィジーの 1 社のみ29で確認されて

いる。 
使い捨てプラスチックは、いわゆるその他プラスチックに分類されるが、素材や形状

も雑多で異物の付着や汚れなども多い。回収と処理に複雑な工程が必要となる。 
以上より、結論としては使い捨てプラスチックはリサイクルを積極的に行っていくと

いうよりは、まずは現在の流れを強化する形、つまり発生や利用の抑制の徹底にフォー

カスしていくのが効率的かと思われる。 

3.2.2 PET ボトル 

PET ボトルは、対象 9 か国で合計 9,137 トン発生して、そのうち 392 トンが輸出され

ている。現状、現地でのリサイクルはゼロに等しく、8,745 トンが滞留・埋立処分され

ている。 
PET は前述の使い捨てプラスチックと違って、素材や形状も均一である。現在は対象

9 か国のスケールで見ると回収率は低いが、CDL が導入された国では高い回収率となっ

ている。しかしながら、回収された PET のうち、約 96％は主に輸出先が確保できず

に、現地に残っている。フィジ―では、複数の飲料製造業者が飲料容器の回収プログラ

ムを通じて PET ボトルを選別・圧縮・梱包して海外に輸出してリサイクルを行っている

が、輸出費用を含めると経費が収益を上回るため、あくまで利益を追求しない企業の社

会貢献として成り立っている仕組みであると理解される。PET は一般的にその他プラよ

りプラスチックとしての価値は高く、また回収の仕組みも整っているのにも係わらず、

輸出できていない現状がある。この問題に取り組もうとして、各地で様々な計画が成さ

れている。CDL で回収された PET をフレークやペレットに加工する計画がパラオで進

められている。サモアでも CDL はまだ導入されていないが PET を回収して同じく製品

に加工する計画がある。 
CDL が導入されている国は現地調査対象 9 か国中 3 か国のみであるが、それ以外の国

 
29 輸出入統計上マーシャルから産業系の廃プラスチックの輸出がなされているようだが実態は確認されていない。 
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でも導入の動きがある。PET ボトルは今の所 も普及しているプラスチックの容器の一

つであるが、同時にポイ捨てなどの問題も多い。そのため CDL 導入を推進し回収率を

高めるのが理想的である。同時に、回収された PET を適正に処理する仕組みも検討され

る必要があり、既存の取り組みへの強化や、或いは類似の取り組みを推進するなどが期

待される。 

3.2.3 アルミ缶 

アルミ缶は、対象 9 か国で合計 7,135 トン発生しているものと推計される。アルミニ

ウムを含む非鉄スクラップの輸出量は 10,899 トンであるが、これに占めるアルミニウム

缶の割合は不明である。現状、現地でのリサイクルはゼロに等しい。アルミ缶は PET ボ

トルと同じく一般に CDL の主要な対象品目であり、導入済の 3 か国共に対象としてい

る。アルミくずは一時期より価値が下がったものの、依然として市場価値は高いため、

CDL で回収されたアルミ缶はもちろんの事、それ以外のアルミくずはどの国でも民間事

業者が独自に回収してオーストラリア、東南アジアなどに輸出を行っている。CDL を導

入していない国では回収率が低いため、次のステップとしては CDL の導入の検討が理

想的である。既に CDL を導入している国では特に明らかな課題は無さそうだ。アルミ

缶のリサイクルを促進させるには、まずは CDL を導入させる事が目下の目標になり得

ると言える。 

3.2.4 紙・段ボール 

紙・段ボールは対象 9 か国で合計 9,844 トン発生して、そのうち 2,541 トンが輸出さ

れており、また 1,235 トンが資源化されている。紙・段ボールは形状が容易に可変する

事や、あまりポイ捨ての対象にならない事から CDL の対象品目には一般になっていな

い。その影響もあってか、現地対象 9 か国では民間で行われている回収・輸出や資源化

はフィジーを除いて殆ど行われていない。公共ではパラオのコロール州で紙・段ボール

を利用した（生ごみと混ぜている）コンポストが 10 年近く行われている。フィジーで

は、古紙を回収してトイレットペーパーを作っている企業があるが、原料の回収や製品

の競争に苦労しているようだ。オフィスや事業所などに分別容器を配布して協力しても

らっているが、適切に分別してくれないようだ。また製品も中国からの輸入トイレット

ペーパーの価格が安く、押されているようだ。リサイクル製品を後押しするようなグリ

ーン購入などの仕組みがあれば、更に促進される可能性はある。また同じくフィジーで

はプラスチックや紙などを回収して中国に送る会社が事業を始めたが、１年程で事業を

閉鎖、撤退した。 
紙・段ボールについては輸出よりは再資源化の実例があるため、出来ればこの流れを

促進させるのが理想といえる。そのためには、１）発生源での分別促進や２）リサイク

ル製品の優遇（トイレットペーパーの輸入への課税措置、またはグリーン購入法の導入

など）が必要であると言える。 
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3.2.5 金属スクラップ（鉄） 

鉄スクラップは、対象 9 か国で発生量は不明だが、41,320 トンが輸出されている。ま

た、そのうち廃自動車と廃家電由来の鉄スクラップがそれぞれ 17,005 トン、18,494 トン

発生していると見られる。鉄スクラップは対象 9 か国中 9 か国の民間リサイクル事業者

が独自に回収して輸出している。鉄スクラップは現在民間レベルで取引されている資源

物の中で も量が多い品目であるが、2013 年頃から比べると、市場価格の低下を受けて

その量は 2019 年には 60％近くに減少している。また、対象国においても鉄スクラップ

は建設系からの廃材が も多い30と見られており、行政や市民からの排出の枠の外にあ

る資源の取引が多いと見られる。日本でも、鉄スクラップが再生された量に関しては確

りとした統計データがあるが、その発生量については全貌の把握が容易でなく、日本鉄

リサイクル工業会は累計鉄鋼蓄積量として発表している。鉄スクラップは市場経済原理

で動く要素が大きく、政府や行政の介入には慎重さが求められる。廃自動車由来の鉄ス

クラップは本来多くの国で回収されて良いものだが、現実には廃自動車を専門的に扱う

ようなリサイクル企業は対象 9 か国中フィジーの 1 社だけが確認されている。他の企業

の話では、自動車スクラップにも対象を広げたいが、自動車を解体する程のサイズの破

砕機に投資する余裕がないようだ。しかしながら、現在自動車をスクラップしている会

社といえど、鉄スクラップの下落の影響を受けて、引き取り（※今回調査では訪問でき

なかったため、2018 年に訪問した時の話を引用）の数は減っているようだ。以前は廃車

を 50km 圏内なら無料で引き取りに行っていたそうだが、15km 圏内に変更したようだ。 
鉄スクラップについては、既に市場経済原理で可能な限りの回収が成されているが、

仮に改善点を見つけるとしたら自動車スクラップが可能な限り回収される方策を見つけ

る事かもしれない。その場合市民などへの働きかけも重要ではあるが、市場経済原理の

みで進めると効果が薄いかもしれない。日本のような自動車リサイクル法（厳密には日

本の場合は処理困難物だけを対象としている）の導入など制度面の見直しも求められ

る。 

3.2.6 金属スクラップ（非鉄） 

非鉄スクラップは、対象 9 か国で発生量は不明だが、10,899 トンが輸出されている。

前述のアルミ缶は非鉄スクラップに属するが、ここではアルミ缶以外の非鉄スクラップ

について述べる。非鉄スクラップの中で も多く輸出されたのはアルミのくずで、対象

9 か国の中で約 75％を占める。次いで銅のくずが約 23%を占める。非鉄スクラップの傾

向は前述の鉄スクラップに類似する。銅スクラップなどは、電力会社が送電網を交換す

る際に排出されるが、それを入札でスクラップ屋が買い取って輸出するそうだ。鉄スク

ラップと比べて特徴的なのは家電（特に小型家電）から発生するレアメタルを含んでい

る事である。日本では家電リサイクル法や小型家電リサイクル法などがあるが、それで

も携帯電話や PC などに含まれるレアメタル、都市鉱山の発掘の問題がしばしば議論さ

れる。大洋州各国でも同様の傾向があり、家電からの鉄スクラップの回収も少ないが、

 
30  日本普通鋼電炉工業会によると4500万トン中建設関連の鉄スクラップは2600万トン（58%）である。

（http://www.fudenkou.jp/about_02_01.html） 
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小型家電からの非鉄スクラップは更に少ない。 
非鉄スクラップはパプアニューギニアから韓国や東南アジアへ輸出されているものが

全体の約 8 割を占める。その中でアルミくずは大韓民国へ、銅のくずはオーストラリア

へ主に輸出されている。 
非鉄スクラップは、鉄スクラップと同様に公共団体の介入する余地は少なそうだが、

もし考えられるとしたら日本の小型家電リサイクル法のような制度を導入したり、市民

への啓発キャンペーンなどを行い、回収を促進させたりする方法などが効果的かもしれ

ない。その際、特に非鉄スクラップは価値が高いため、市民への経済インセンティブを

付与できると尚良い。或いは、CDL は今は容器が主な対象品目であるが、スマートフォ

ンやノート PC などを対象として回収を促進する事もオプションとして考えられる。 

3.2.7 廃自動車（車両本体、廃鉛蓄電池、タイヤ） 

対象９か国の廃自動車からは 17,005 トンの鉄スクラップ、473 トンの非鉄スクラッ

プ、473 トンの鉛蓄電池、1,418 トンのタイヤ、707 トンの廃潤滑油が発生していると見

られる。 
廃自動車を専門的に取り扱うリサイクル企業があるのは、対象 9 か国のうちフィジー

のみである。各国の多くの民間企業は比較的小さいプレス機運用で回収できるスクラッ

プを回収している。自動車は、ボディが大きいため回収、輸送また解体と加工にエネル

ギーが必要である。そのため、それらを扱う資機材に投資する必要があるが、その点が

事業家にとっては障害が大きいようだ。しかしながら、廃車の放置の問題は大洋州の

国々において重要な課題である事から、今はあまり進んでいない廃車の回収を促進する

ために、廃自動車リサイクルの仕組みや資機材の導入について検討されたい。 
廃鉛蓄電池は、対象 9 か国で 3,678 トンが発生し、1,799 トンが輸出されている。廃鉛

蓄電池は民間ベースで比較的回収されている品目であるが、その総量は多いとは言えな

い。ミクロネシアでは CDL の対象に廃鉛蓄電池を指定している州もあり、この動きは

他の地域での取り組みにも影響を与えている。廃鉛蓄電池については、CDL を導入して

いる国の中で指定していなければ、今後は積極的に指定して行く事が期待される。ま

た、CDL の対象となっている場合は、公的な役割を担う回収センターが回収することか

ら、適切に回収され、またバーゼル条約に則った適切な輸出も可能となる。また、安定

的に量を回収する事が期待されるので、廃鉛蓄電池をリフレッシュさせる資機材の導入

などを検討しても良いかもしれない。CDL を導入していない国に関しては、廃鉛蓄電池

は傾向として CDL 導入段階から対象指定されるケースはあまり見られないので、まず

は CDL の導入から検討されたい。廃鉛蓄電池の輸出入はバーゼル条約の対象となる点

についても留意が必要である。 
タイヤは対象 9 か国で 15,584 トンが廃タイヤとして発生しているが、統計データから

は輸出量は計上されていない。タイヤはその形状・材質のため輸送や処理が困難であ

り、また資源物としての買取需要もなく、殆ど取り扱われていない。 
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3.2.8 廃家電（白物家電等） 

廃家電（白物家電等）由来の資源物は、鉄スクラップが 18,494 トン、非鉄スクラップ

が 2,103 トン発生している。そのうち何トンがそれぞれ回収、輸出などされているかに

ついては数的には定かではないものの、民間企業などから得た情報、ヒアリングなどか

ら類推するに量としてはかなり限られている。白物家電はサイズも大きく、経済原則か

ら見るとリサイクルが促進されるとは考え難い。日本では家電リサイクル法でリサイク

ル処理が義務付けられているが、これは消費者がリサイクルや回収にかかる費用を負担

する事で成り立つ制度である。また、同法では製造事業者や小売業者の責任と役割も規

定している。本格的に廃家電をリサイクルするとすれば、やはりこのような法制度の導

入は避けて通れないと思われる。 
例えば、マーシャルでは、白物家電（或いは本件直接対象品目ではないが携帯電話や

ノート PC などの小型家電も同様に）を CDL 対象品目とすることの可能性の検証を始め

ており、形態は少し違うが法制度によって回収の仕組みを定める点では日本の家電リサ

イクル法と共通する部分がある。 

3.2.9 廃潤滑油 

廃潤滑油は対象 9 か国で 9,044 トンが発生し、そのうち 2,425 トンは現地で再生利用

などされている。 
日本の場合、他の品目と違って廃潤滑油に関連する個別リサイクルの法制度はまだ整

備されていない。廃潤滑油はその殆どが産業廃棄物として発生している31が、それらは

廃棄物処理法に基づいて適正処理が義務付けられている。産業廃棄物は「排出事業者が

自らの責任で適正に処理する」というのが基本的原則だが、一般的には排出事業者が自

ら処理できない場合が多く、許可を受けた事業者へ廃潤滑油の処理を委託することにな

る。このようにして使用済み潤滑油は、その殆どが焼却処理と重油などの再生が行われ

ている。 
日本の制度から見ると、廃潤滑油についてはリサイクルというよりは、まずは事業者

の排出者責任による適正処理を義務付ける事が根幹的措置となると思われる。対象 9 か

国においては、産業廃棄物の定義や排出者の処理責任を規定する法律が整備されていな

い。仮に廃潤滑油の適正処理ならびにリサイクルの制度を確立させるとしたら、このよ

うな法的基盤を整備する必要がある。 
また、対象 9 か国ではフィジーを除いて廃棄物の取り扱い（収集運搬・処理）業者の

許可制度も制定されていない。廃潤滑油のような産業廃棄物を取り扱うには許可制度の

導入も合わせて検討されたい。 
また、塩素系、水系、非塩素系、に潤滑油は分かれるが、それぞれ適正処理の仕方が

異なる。一案ではあるが、リサイクルに適している非塩素系潤滑油の輸入に関する税を

優遇するなども国によってはあり得る。 
  

 
31 潤滑油リサイクルハンドブック（http://www.jalos.jp/jalos/paper/pdf/2014booklet01.pdf） 

165



大洋州地域におけるプラスチック等のリサイクル促進に向けた 
情報収集・確認調査 独立行政法人国際協力機構 
報告書 国際航業株式会社・八千代エンジニヤリング株式会社 

 

 

3.3 広域リサイクルの促進において、現実的かつ実効性が高いと考えられる対象品目の検討・提

案 

リサイクルを考える上で政府、行政（ドナー含め）と民間及び市民との役割分担は

も重要な課題の一つである。日本では政府、行政がリサイクルのために相当な予算を配

分しており、官と民の両面からリサイクルが推進されている。他方で、多くの開発途上

国では基本的には官によるリサイクルへの事業介入・支援は非常に限定的となってお

り、結果として民間の経済原理でリサイクルされる資源物は金属スクラップなど価値の

高いものに偏る傾向にある。本件調査の結果から見て、その傾向は大洋州の対象 9 か国

においても基本的には同様と見られる。 
その中で、CDL は官がリサイクル事業、それも価値の低いプラスチック（PET ボト

ル）も対象に民間と協働で事業を行っているグッドプラクティスとして挙げられる。ま

た、これは厳密にはリサイクルではないが、リサイクルが困難で海洋など環境へも悪影

響を及ぼしている使い捨てプラスチックの利用が各国で禁止されており、これも広義で

は官が講じた措置の実例と言える。 
しかしながら、これらの事業、措置も政府がリサイクルへ実際に予算を配分している

わけではない。そういう意味では、やはり各国政府や自治体がリサイクルへ予算を配分

する、できる状況になるにはまだ時間がかかることが想定されることから、当面は発生

や利用抑制、回収インセンティブ付与、排出者処理責任の義務化、エコロジ―事業への

免税や優遇措置などの制度を、品目や国毎の状況に合わせて設計していく事が目下の政

府レベルで対策可能な措置かと思われる。これらの制度の主体は政府となるものである

が、何れも民間との良好な関係構築が欠かせないものである。そのために、政府のキャ

パシティを考えると民間と個別に対話するよりは、リサイクル協会などの組織と連携す

る方が効率的であるといえる。 
対象品目としては、もちろん全ての品目に対して適切なアプローチをとることが理想

的ではあるが、実行性を考えると優先順位を付けて段階的に行う必要がある。ある程度

市場価値があり回収される品目や、放置されても直ちに社会、環境への多大な悪影響を

及ぼす品目ではないものは民間に委ね、政府機関は市場価値が低く、かつ一定の悪影響

が考えられるような品目にフォーカスして、対策をとっていく事が求められる。 
使い捨てプラスチックは、大洋州各国では従来消費量もそこまで多い方ではなく各国

の規制が進んでいる。リサイクル資源としての価値も低い事もあり、使い捨てプラスチ

ックはこのまま利用規制を進めて行く事が現実的な対策といえる。PET ボトルは、消費

量は比較的多く、また各国も利用規制の対象にはしていない事から、社会でのニーズが

高いとされる。PET ボトルはプラスチックの中では資源価値は高いものの、現在のとこ

ろ使用済のままでは市場での取引は殆どなされておらず、CDL などでまとまった量が回

収されていても輸出されていない。PET ボトルの処理、リサイクルについては各国政府

やドナーの積極的な支援策が求められる。 
鉄と非鉄の金属スクラップについては、一時より価値は下がっているとは言え、現在

も市場価値のある資源物であり、多くの国では市場経済ベースで取引がなされ、輸出
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されている。また CDL 導入国では、対象品目としてアルミ缶を回収しているが、回収

したアルミ缶は圧縮され、輸出されている。金属スクラップに関しては、CDL で回収さ

れるアルミ缶を除いて、政府は後方支援に回ることになりそうだ。金属スクラップは、

自動車や家電製品からも多く回収され、金属スクラップが市場経済ベースで取引される

という事実に基づくと、これらも民間に委ねる事が可能と考えられるが、自動車や家電

製品は、なかなか回収が進んでいない品目でもある。ついては、政府は日本の自動車リ

サイクル法や家電リサイクル法のようなものを導入して、消費者が負担する仕組みなど

を検討すると効果的かもしれない。ある意味で、これらの仕組みは CDL に類似してい

ることから、CDL 導入が進んでいる国では、自動車や家電製品をその対象品目に追加す

るといった当該制度の換用の可能性の検証が望まれる。 
廃鉛蓄電池の回収やリサイクルは、対象品目の中では進んでいる方ではあるが、9 か

国を俯瞰してみるとまだまだ改善の余地がある。CDL の対象品目としては、廃鉛蓄電池

を回収している地域もあり、回収された鉛蓄電池はバーゼル条約に則り、輸出されてい

る。バーゼル条約を順守するための手続きは多少煩雑であるものの、適切に対応を取れ

ば、リターン（輸出）も可能である。こうした例を参考に、廃鉛蓄電池を効率よく回収

し、フィジーのように廃鉛蓄電池を国内市場向けにリサイクルできる国を除いては、輸

出する方法を検討することが望ましい。 
廃潤滑油に関しては、その有害性と排出者の性質（基本的に一般家庭より事業者から

排出される）などを考慮すると、リサイクルで資源を保全する事も重要であるが、どち

らかというと日本などと同じように排出者の処理責任を課す事で、まずは不法投棄など

による環境汚染を 小限に止める事が先決かもしれない。日本の例で見ると、従来廃潤

滑油は資源としては一定の価値があるはずなので、処理責任を課す事で集まる廃潤滑油

は楽観的に見ると何等かの形で再利用される可能性が大きいと見られる。 
廃紙は、飲料容器などのように形状が安定しておらず、流通や回収、輸送などの過程

で汚れたり欠損したりするので、CDL のような個数基準の回収の仕組みには適していな

い。また廃紙は民間ベースでの輸出があまりなく、資源としての市場価値はそこまで高

くないため、域外輸出も難しい。そのためフィジーの例に見られるような自国内、或い

は域内での再生利用（トイレットペーパー製造が実例としてある）が適していると思わ

れる。 
ガラス瓶については、少量の地ビール製造を除くと対象 9 か国中 5 か国で国内流通用

のビールが製造されており、リターナブル瓶の回収と再利用が行われている。残りの 4
か国中 3 か国では CDL でビール瓶が回収されているが、基本的に、アルミ缶や PET と

比べ量は少なく、再利用や輸出されず滞留・処分されている。基本的にはビール瓶はビ

ールが生産されている国では経済原理で自然にビール瓶回収が行われるため問題はない

が、CDL で回収されても利用方法がないビン類に関しては、国内でのリサイクルや有効

利用を検討することが望ましい。現在、路盤材や骨材としての再利用や、廃ガラスを利

用したガラス工芸の育成がミクロネシア地域で試みられている。 
CDL に関しては、飲料容器を対象にして開始され、普及した制度である。現在一部の

国では鉛蓄電池も対象になっているが、尚 CDL という表現が一般に使われている。本

報告書では基本的に既存の制度について述べているため CDL で統一しているが、これ
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らの提言のように今後鉛蓄電池を含めて飲料容器以外の品目を対象に拡大して行くに当

たって、CDL ではなくリサイクルデポジット制度などの総称を設定していく必要があ

る。 

3.4 広域リサイクルの促進に向け、優先的に連携することが推奨される域内国の検討・提案 

3.4.1 パラオ 

パラオは、観光資源としての環境を保全する意欲が高く、島しょ国家の中でも有数の

環境先進国として知られている。リサイクル活動にも熱心で、10 年前から CDL を導入

している。ミクロネシア地域では、他にミクロネシアの 3 州や、マーシャルでも、CDL
が導入されているが、他国との大きな違いは、デポジットとして課金された預り金の半

分が、リファンドとして消費者に還元される、あるいは、回収センターの運営に充てら

れることなく、環境基金に積み立てられ、廃棄物管理に利用されている点である。当初

は、コロール州政府のみが回収センター業務を行っていたが、現在、コロール州政府以

外に、民間のリサイクル業者も回収センター事業を委託されて運営している。 
品目毎の考察で述べたとおり、アルミ缶は高い回収率と輸出率を誇る一方で、PET ボ

トルやガラスは回収した後は滞留していることから、国外に輸出するための処理に課題

が残っている。パラオでは、回収センターを運営しているコロール州政府が、廃ガラス

を利用してガラス工芸品を制作するガラスセンターを建設し、2021 年 4 月より事業を開

始している。こうした先進的な取り組みがある一方、回収した PET ボトルの輸出、リサ

イクルについてはパラオにおいても難しい状況に直面している。現在、コロール州政府

は、PET ボトルをフレークまたはペレット化して価値を持たせて輸出する事業を計画し

ている。いまだ計画段階ではあるが、実施につながれば、少なくとも CDL を導入して

いる国で PET ボトルのリサイクルを促進させるための非常に重要な実例となり得る。 
使い捨てプラスチックに関しては、パラオは生物分解性のレジ袋や食品容器について

は許容しており、他国に比べると比較的寛容であるといえる。今後は、適切な運用が難

しいといわれる生物分解性のレジ袋のモニタリングや、食品容器など他の使い捨てプラ

スチックの削減など、次のステップとして、いま一歩踏み込んだ対策の検討が求められ

る。 
金属スクラップに関しては、民間リサイクル業者が中心になり、主に台湾（統計上は

Other Asia, nes）に輸出している。民間リサイクル業者に対する質問票に対しては回答が

なかったものの、台湾系オーナーのリサイクル業者があることも分かっており、重要な

輸出先の一つは台湾であることは間違いない。 
鉛蓄電池や廃潤滑油に関しては、回収の仕組みが制度化されていないことから、

EQPB が任意で引き取っている廃潤滑油を除いて、どの程度、適切に回収されているか

は不明である。例えば、廃鉛蓄電池などは、既存の CDL の枠組みを利用して対象品目

に加え、効率的に回収・輸出することも可能となる可能性が高い。また、廃潤滑油につ

いても、EQPB が中心となり、まずは大口排出者を対象とした排出者責任の導入の検討

を開始することが望ましい。 
パラオは、対象 9 か国の中ではアジア圏への地の利、先進的な制度や組織などに鑑み
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ると、特にミクロネシア地域からの資源物を受け入れるハブ国として適しているといえ

る。他方で、海運ルートから見ると上手くマーシャル、ミクロネシアなどからパラオ、

アジア圏に繋がる既存のルートは運航されていないようで、その点に留意しつつ地域リ

サイクルの枠組みを検討する必要がある。 

3.4.2 ミクロネシア 

ミクロネシアは、独立性の高い 4 州から構成される連邦国家である。チューク州以外

の 3 州では CDL が導入されている。コスラエ州では 2007 年に、ヤップ州では 2008 年

に、UNDP の支援で導入されており、主な対象品目はアルミ缶、PET、ガラス容器とな

っており、平均するとそれらの回収率は 85％近くに上る。両州ともに廃鉛蓄電池も回収

しているが、ヤップ州では回収センターを運営する民間企業が独自の取り組みとして回

収している一方、コスラエ州では CDL の対象品として指定され、同制度下で回収され

ている。一方、ポンペイ州ではアルミ缶のみを対象としており、その回収率も 5,6 割程

度にとどまっている。 
パラオと同じように、回収されているアルミ缶については、ほぼ全量輸出されている

が、PET ボトルやガラスは回収されても島内に留まっている。ヤップ州には PET ボトル

のシュレッダーも配置されているが、状況は同じである。また、4 州はそれぞれ距離が

あるため、相互の資源物の行き来等もない。輸出入統計からは、ミクロネシアからの資

源物の多くは、大韓民国と台湾（統計上は Other Asia, nes）に輸出されていることが示

されている。 
使い捨てプラスチックに関しては、各州で規制が強まる傾向にあり、現在、買物袋だ

けでなく食品容器、ストローなど幅広く輸入が禁止されている。 
ミクロネシアは人口や産業規模、経済的指標などから見ると、ミクロネシア地域にお

いても後進地域であり、同国で近隣諸国から資源物を受け入れリサイクルを行うという

ような考えは現実的ではなく、適切な輸出先を探し、島内に滞留しがちな資源物を輸出

する方法を検討することが重要と考えられる。例えば CDL で回収されても行き場のな

い PET ボトルなどを、今後、パラオがペレット化等の加工を始める場合には、パラオに

輸出する方法等を考えることは一案であろう。 
廃鉛蓄電池は、コスラエ州では CDL 対象品目として、またヤップ州では回収センタ

ーを運営する業者が独自の取り組みとして回収しており、再生はされていないが、バー

ゼル条約に則って、輸出されている。コスラエ州とヤップ州の廃鉛蓄電池の回収状況の

比較からは、CDL 対象品目にすることで効率的に高い回収率で回収されていることが分

かっていることから、ヤップ州やその他 CDL を運用している州でも、今後は正式に

CDL 対象品目にすることが望ましい。 
廃潤滑油に関しては、適切な処理の回収・処理の方法が確立されていない一方、不適

切な処分や放置がもたらす環境への影響は甚大であることから、ミクロネシアにおいて

も、問題となっている。国内で適切な処理ができないことから、適切な処理のできる国

への搬出が必要であるが、その制度化は進んでいない。今後は、隣国同様に、まずは大

口排出者を対象とした排出者責任の導入の検討から開始することが望ましい。 
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3.4.3 マーシャル 

マーシャルは、その人口や経済規模に比して、輸出入の額と量の統計値が多い国であ

る。便宜置籍船の輸入も多いようだ。隣国同様、マーシャルでも CDL が導入されてい

る。2018 年にマジュロ環礁から始まった CDL は、2021 年 7 月よりクワジェリン環礁で

も実施されている。マーシャルの当該制度の対象品目は、アルミ缶、PET ボトル、ガラ

ス瓶であるが、パラオやミクロネシアと同様、PET ボトルやガラスを国外へ排出できな

いという課題に直面している。 
マーシャルは、ミクロネシア地域の他の２か国と同様に、金属スクラップと廃鉛蓄電

池以外の資源物の輸出が殆どなされていない32。 
廃鉛蓄電池は CDL の対象に指定されていない。現在まで、約 3 年に渡り CDL の実施

が安定的に行われてきていることから、EPA は、現在、対象品目を拡大することを検討

しているところであるが、その際には、鉛蓄電池もその対象とすることが望ましい。 
廃潤滑油に関しては、マーシャルエネルギー公社が廃潤滑油の大口の排出者となって

おり、一度、SPREP の Moana Taka プロジェクトの支援を受けて、マーシャルエネルギ

ー公社の抱える廃潤滑油を島外に搬出したことがある33。しかしながら、ドナー頼みの

単発的な国外排出では、根本的な課題の解決とはならないことから、まずはエネルギー

公社のような大口排出者を対象とした排出者責任の制度導入の検討が望まれる。 
マーシャルの資源物の輸出先は、韓国、台湾（Other Asia, nes）、インド、アメリカ、

ニカラグア、などが多い。地理的には、対象 9 か国の中でも、アジア・オセアニア圏か

ら遠い国の一つであり、調査した限りでは、海運のルートも限定的な点には留意が必要

である。 

3.4.4 パプアニューギニア 

パプアニューギニアは、金属スクラップを除けば紙類と廃鉛蓄電池の再生資源輸出が

確認されている。2019 年のパプアニューギニアからの金属スクラップの輸出は、鉄、非

鉄共に対象 9 か国の中では も多い。鉄についてはフィジーの約 1.4 倍と多いが、非鉄

については対象 9 か国の中で群を抜いて輸出量が多い。中でもアルミくずが 75%をしめ

ており、次いでタングステンくずの 13%である。ポートモレスビー市中ではアルミ缶を

集めて道路上に放置している光景（行き交う車につぶさせて回収していると思われる）

が良く見られるが、相当な量のアルミ缶が回収されているのが目視でも確認できる。 
鉄スクラップの輸出先はシンガポール、マレーシア、インドネシアで全体の 90%を占

める。非鉄スクラップの 大の輸出先は韓国で、オーストラリア、マレーシア、ドイツ

などが続いている。 
パプアニューギニアの 大の特徴はその人口と経済の規模である。対象 9 か国の中で

二番目に多い人口を有するフィジーの約１０倍の人口を抱える。また、地理的にも大洋

州諸島と言うよりは、オセアニアと東南アジアの中間に位置する。人口や経済規模など

 
32 統計上、インドネシアに毎年数万トンのプラスチックくずが輸出されていると報告されているが、人口、経済規模

からみて、国内で発生したプラスチックくずとは想定しづらく、実態は明らかになっていない。 
33 マーシャルエネルギー公社は、同社の持つ大型廃油タンクに余裕のある時には、一般住民からドラム缶１缶（208L）
当たりUS$25で廃油の引き取りを行っていた。 
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を鑑みると、リサイクルハブ施設となっても良いかもしれないが、地理的に見ると、他

の大洋州諸国からすればオーストラリアや東南アジアと距離があまり変わらないため、

少なくとも運搬コストという面ではそれほどアドバンテージは期待できない。あえて挙

げるとすればソロモン諸島からは比較的近く、ソロモン諸島と東南アジアやオセアニア

への接続はそこまで良くないため、ソロモン諸島から何か受け入れる事はオプションと

してはあり得る。 
パプアニューギニアでは統計上現れることは無いが、 終処分場で PET ボトルを回収

しているウェイストピッカーが多くいる。これは過去の聞き取りによると、PET ボトル

を洗浄して路上で売られるドリンクなどのために再利用するためらしい。これは事業と

して実施されているというよりは、個人個人の生業の中間に位置する。衛生的にも微妙

な問題を抱える。 
CDL については未だ導入の検討も成されていない。CDL はどちらかというと狭小で

閉鎖的な国家（典型的な島国）で成功している実績があり（オーストラリアは大陸であ

るが州で区切っており、飲料容器のラベリングなど越境対策も徹底されている。）、パ

プアニューギニアはそういう意味では CDL 導入には課題が も多い国かもしれない。

輸入だけでなく製造事業者も多いため飲料容器のコントロールが難しい。何より国土が

広大で国際港も 15 港が稼働しており、居住分布も山地、平地など多岐に渡る。デポジ

ットが課されていない飲料容器によってシステムの破綻を招く要素が多分に存在する。

他方で、人口や国際港の多さはポテンシャルの裏返しとも言え、越境対策が適切に成さ

れれば導入の可能性は否定できない。 
廃潤滑油については、産業も多いためか排出量が多い。他方で産業廃棄物の法的な定

義はもちろん、廃潤滑油の処理についての排出者処理責任なども規定されていない。パ

プアニューギニアは人口や経済規模は 大級だが、一人当たりの GNI に換算すると 9 か

国中少ない部類に入るという非常に特徴的な国家である。しかしながら、工業地帯の産

業規模が 大級である事は事実であり、そのような状況でこれらの事業への環境・産業

廃棄物処理などの責任規定が整備されていないというのは憂慮すべき事態である。リサ

イクルについても重要であるが、パプアニューギニアは産業廃棄物の規制についても検

討すべき重要な課題である。 

3.4.5 ソロモン諸島 

ソロモン諸島の資源物の輸出は、鉄と非鉄の金属スクラップのみが確認されている。

CDL の導入は成されていないが、アルミくずの輸出は 2019 年が年間 393 トンと、PNG
に次いで対象 9 か国の中では二番目に多い。また、ソロモン諸島でもウェイストピッカ

ーによるアルミ缶や PET ボトルの回収が市中や 終処分場で行われている。アルミ缶は

市中や 終処分場など至るところで回収されて民間企業に売却されている。PET ボトル

については、市中で回収されてローカルな飲料水の販売のための容器等として極めて少

量ではあるが再使用されている。ソロモン諸島からの非鉄スクラップの輸出の半分は香

港、約 30%はオーストラリアが相手である。尚、非鉄スクラップの輸出の 95%はアルミ

くずである。 
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鉄スクラップの 2019 年輸出は 3,730 トンが記録されているが、そのうちの約 85%はオ

ーストラリアへの輸出である。 
CDL の導入については検討、プレフィージビリティ調査（FS）は成されたが、その後

具体的な進展は見られない。 
ソロモン諸島は人口約 67 万人なのでフィジーに次いで対象 9 か国の中では 3 番目に

大きい国であるが、国土は主な島々を基点に 9 州に分かれておりそれぞれの州の島は規

模も大きく（3000 平方キロメートルを超える島が 5 つある）、文化や経済も多様であ

る。国際港は２つある。 
観光業もそこまで盛んではなく、パプアニューギニア程ではないが治安も不安定であ

る。首都ホニアラは近年渋滞も頻繁に見られるなど自動車は増加の傾向にある。現時点

では自動車のスクラップ回収を主体とする解体業を営む業者は存在していない。 
ソロモン諸島は、資源フローで示されるような資源物の輸出が金属スクラップのみと

なっている事からも見えるが、リサイクルに関してはその大部分を民間の経済ベース活

動に依存している。あるアルミ缶を輸出する民間企業は、2017 年頃に PET ボトルの破

砕機を導入してプラスチックのオーストラリア輸出に参入すると述べていたが、2019 年

の統計を見る限り（また現地からの声にもよれば）、PET ボトルのリサイクルの経済的

不利な状況を打破できずにいるようだ。 
使い捨てプラスチックを禁止する事のみが正解ではないが、ソロモン諸島は使い捨て

プラスチックの利用制限の法制度化の面でも他の対象 9 か国から比べると少し遅れを取

っている。 

3.4.6 バヌアツ 

バヌアツは、対象 9 か国の中で地理的には丁度中心的な位置かもしれない。パプアニ

ューギニアやソロモン、パラオなどよりアジア・オセアニア圏からは遠く、一報でポリ

ネシアなど南太平洋の国々からすれば西側に位置している。人口や産業規模はそれほど

ではないが、観光業が盛んである。 
現在正に CDL 導入のために積極的に準備を進めており、未だ正式な導入時期は未定

であるものの、近い将来アルミ缶や PET ボトルなどの飲料容器を対象とした制度が導入

されると期待されている。現在リサイクル事業を営む民間企業は一社確認されている。

これは主に金属スクラップを事業の対象としている。資源フローから見てもソロモンと

同様に金属スクラップと廃鉛蓄電池以外の資源物の輸出は見られない。 
バヌアツからの輸出について、鉄、非鉄共に対象 9 か国の中では量としては下位に位

置する。鉄スクラップは台湾（Other Asia, nes）、非鉄スクラップはオーストラリアへ殆

ど輸出されている。 
法制度という観点からは、廃棄物管理法や 7 品目の使い捨てプラスチックの製造およ

び使用を禁止する法令が制定されており、比較的基盤は整っていると言える。 
バヌアツで特徴的なのは一般廃棄物、ごみ収集に有料制度（イエローバッグなどと呼

ばれる有料袋制度）が採用されている事であり、万全ではないものの廃棄物管理の財源

確保の方策を有している。これは首都のみならず主要都市などで導入されている、或い
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は導入を準備している。 
仮に CDL の導入が成されたら、PET ボトルは高い確率で対象品目に指定されるが、

このままでは回収後の行先が危ぶまれる。ついては、近隣のフィジーなどで受入れの準

備、構想などを理想的には進めたい。 
廃鉛蓄電池や廃潤滑油などについては現在は着目すべき事業は営まれていないが、自

動車自体の流通が限られているので、喫緊の課題と言えるかは分からない。ただし、コ

ロナ禍での異常事態を度外視すれば、バヌアツの観光業への依存度は高く、その観点か

ら環境保全への優先度は対象 9 か国の中でも一、二を争うかもしれない。即ち、使い捨

てプラスチックの発生抑制（利用抑制）や、廃潤滑油の適正処理、PET ボトルの適正回

収と処理、などは確りと取り組まれるべき課題である。 

3.4.7 フィジー 

フィジーはリサイクル協会こそまだ正式には設立されていないものの、人口や経済規

模、また地理的条件、活発な民間企業によるリサイクルへの取組などを鑑みると大洋州

におけるリサイクル推進の中心的な存在として位置付けられる可能性が高い。金属スク

ラップ以外の資源物の再生利用や輸出は他の対象 9 か国では殆ど行われていないが、フ

ィジーでは、古紙を利用したトイレットペーパー製造、量は多くないが廃潤滑油の燃料

利用、廃鉛蓄電池の再生や製品輸出、事業用プラスチックの輸出、専門的な自動車スク

ラップ業者による輸出、など他の対象 9 か国で行われていない取り組みが多数挙げられ

る。ナンディ町による資源物分別収集も根付いている。ラウトカ市では公園の中にリサ

イクルステーションを設けて市民からの資源物を受け入れている。リサイクル事業とい

う観点からは少し外れるかもしれないが、フィジーはクリーンスクールプログラムとい

う課程を国を挙げて積極的に推進している。クリーンスクールプログラムでは使い捨て

ランチ包装の不使用やタイヤの園芸用途での再利用、飲料容器分別などが良く取り組ま

れており、国民の 3R 意識の醸成が図られていることから、中長期的な視点でのリサイ

クルの推進にも期待できる。 
CDL こそ未だ導入されていないものの、複数の飲料事業者が共同で運営する Mission 

Pacific プログラムにより、PET ボトルとアルミ缶の自主回収と輸出が行われている。こ

のプログラムでは、回収にあたって対象容器を 1 ㎏あたり約 0.5～1 FJD で買い取るた

め、住民が PET ボトルやアルミ缶を集める経済的インセンティブとなっている。調査に

回答した飲料事業社の報告34によると、2019 年には約 175 トンの PET ボトル、約 10 ト

ンのアルミ缶が回収・輸出された。特に PET ボトルについては中国のプラスチック輸入

規制などを契機に、1 キロ当たり 0.2 FJD で取引されているためプログラムを通じた収支

はマイナスとなっているが、飲料事業者の企業の社会的責任から来る社会貢献、いわゆ

る CSR と位置づけ活動が継続されている。CDL 自体の導入については、議論や協議は

進んでいるものの、導入までには時間がかかりそうだ。 
使い捨てプラスチックについては、一定以下の厚さの買物袋の利用が既に禁止されて

おり、2021 年 8 月よりスタイロフォームの利用が禁止された。 

 
34 J-PRISM フェーズ2 調査 
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鉄と非鉄のスクラップについては、両方ともパプアニューギニアに次いで対象 9 か国

の中では二番目に多い。特に鉄スクラップ量はパプアニューギアの約 70%と多い。これ

は、パプアニューギニアやソロモン諸島などと比べてアジア・オセアニア圏から距離の

あるフィジーとすれば、一定の評価を与えられるような量かもしれない。アルミくずの

輸出はソロモン諸島に次いで三番目に多く（2019 年 289 トン）、その殆どはオーストラ

リアと韓国へ輸出されている。 
国際港もスバとラウトカの二大都市を殆どの海運ルートが就航しており、フィジーの

国土的要素も相まって資源物の回収、輸送の効率も望まれる。 
フィジーでは、近隣の廃紙、PET ボトル、廃潤滑油、廃鉛蓄電池などを受け入れるよ

うなシステム構築は可能かもしれない。しかし、これらの資源を近隣諸国から受け入れ

る場合には、限られた取引量に対してかかる輸送費用や有害廃棄物の輸出入に係る事務

費用等を考慮すると無料で引き取る事が前提となると予想される。その場合、やはり

CDL などで回収される仕組みが確立されている品目、或いは事業者から排出されるもの

でその保管や処理に困っているような品目でない限り、無料で引き取るという構図は成

り立たない。 
古紙からのトイレットペーパーを製造しているリサイクル業者は、輸入品との競争に

苦しんでおり、グリーン購入法やトイレットペーパーへの輸入税などの優遇措置が望ま

れる。 
また、フィジーはバーゼル条約に批准又は加盟をしていない数少ない国の一つであ

る。資源物の取引に際してバーゼル条約に必ずしも加盟する義務はないが、廃潤滑油や

廃鉛蓄電池、PET ボトルなどの有害廃棄物や指定廃棄物を受け入れる場合には他国と足

並みを揃えておきたい。また、国内の飲料容器の確実な回収を進めるために CDL の導

入は引き続き進められたい。 

3.4.8 トンガ 

トンガはミクロネシア地域を除けば対象 9 か国の中で も人口規模と国土面積の小さ

い国の一つである。国の廃棄物管理事業は、廃棄物公社が本島トンガタプのみならず全

ての主要な離島において運営している。 
2019 年には鉄、非鉄スクラップ共に 9 か国中 も輸出量が少ない事が確認されてい

る。確認されている資源物の輸出業者は 2 社であり、うち 1 社はここ 2 年程の間に本格

的な事業を開始したようだ。古参の 1 社は、ここ数年のスクラップの市場価格下落のあ

おりを受けて、事業の縮小を余儀なくされた典型的な例の一つとなっている。尚、同社

は観光業や釣り具やマリーンスポーツ用具などの小売業も行っている。トンガからの金

属スクラップの輸出先は鉄、非鉄共に 2019 年はオーストラリアのみが統計記録から確

認されている。トンガは、対象 9 か国の CDL を導入していない国の中で、 終処分場

でウェイストピッカーが活動していない唯一の国である。これは、廃棄物公社が入場制

限を確りと行っている事や宗教、文化などによるメンタリティーも理由の一つである

が、アルミ缶の回収と輸出が活発でなく引取先がない事も理由の一つであると思われ

る。 
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その他の品目に目をやると、廃鉛蓄電池の輸出は、量こそ少ないものの行われている

ようで、廃自動車の問題に一筋の光明を見せている。飲料事業など含めて製造業も限ら

れており、かなりの部分を輸入に頼っている。街中で見かけるビールもトンガ産のもの

も無いとは言えないが、殆ど目にする機会がない。飲料水のボトリングはトンガでも行

っている。 
CDL についても今のところ具体的な進捗は見られないが、トンガの置かれている状況

はミクロネシア地域にある部分で共通しており、メラネシア地域の国よりは導入の可能

性があると思われる。 
トンガは現時点では使い捨てプラスチックの利用禁止などの措置は取っていないが、

検討中であると言われている。また、昨今のプラスチック問題が叫ばれる前、2013 年に

既にプラスチックの輸入に 10%の関税をかけており、これが廃棄物公社の事業費として

徴収される。プラスチック税は廃棄物公社の財源の 15%35程度を占める。 
リサイクルの根幹をなす廃棄物管理サービス自体、ようやく 2020 年の末に離島展開

が行われたばかりで、これらの安定化に注力しつつ、リサイクル促進という次の段階へ

入って行く時期と言えるかもしれない。 
自動車のスクラップについては輸出は殆どされていないが、ヌクアロファ市の郊外に

廃車が山積みとなっている。これは、鉄スクラップの市場価格に応じて輸出を目的に回

収されたものと思われるが、長期間放置状態が続いている。 
法制度の面では比較的進んでおり、廃棄物管理法が定められているのと、バーゼル条

約の国内法として位置付けられる有害廃棄物と化学に関する法律が定められている。ま

た不法投棄禁止に関する施行規則も導入されている。 
トンガは、その経済規模などから自国内で処理することは困難と思われるため、資源

物を輸出する事がまず第一ステップとなるであろうが、理想的にはフィジーへ輸送でき

ると良い。オーストラリアはトンガからは少し距離がある。 
トンガのリサイクルを促進させるには様々な課題があるが、まず目に見える取り組み

としては CDL の導入を検討されたい。 

3.4.9 サモア 

サモアは、SPREP や J-PRISM などの本拠地という事もあり、国際機関が行う地域協

働に も近い国と言えるかもしれない。リサイクル協会の設立も対象 9 か国の中では

も早く、同協会は地域で も積極的に活動している協会の一つである。サモアで輸出が

確認されている資源物は鉄と非鉄の金属スクラップと廃鉛蓄電池のみである。金属スク

ラップの輸出量は 2019 年の実績で言うと、対象 9 か国の中ではちょうど中間に位置す

る（鉄スクラップは 9 か国中 5 番目に多く、非鉄は 4 番目に多い。）。2013 年頃と比較

して 2019 年では鉄スクラップの輸出量がかなり減っている国が殆どだが、サモアに関

しては約 3000 トンから 2500 トンと下がってはいるが比較的緩やかな下がり方である。

資源物輸出を行っているリサイクル業者は国内で２社あると言われている。 
アルミ缶については、メラネシア地域の対象国のように街中で回収している様子を見

 
35 Business Plan FY2018/19 
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る機会は殆どないが、 終処分場のウェイストピッカーが回収して隣接するリサイクル

会社へ売却している。PET ボトルについては現状では事業的な回収の仕組みは殆どな

い。サモアは CDL の導入を目指しており、現在 FS が進められている。サモアは地方自

治体がなく中央政府が廃棄物管理事業を一元的に担っており、人口も少なくはないが島

嶼に分散しているわけではない。また飲料などの国内製造より輸入に依存する形であ

る。そのため CDL のような仕組みは比較的導入し易いと思われる。 
サモアのリサイクル協会は現在 PET ボトル（フレーク化）、廃潤滑油（回収と貯

留）、家電から出るプラスチック（プラスチックレンガの製造）、などを対象にパイロ

ットプロジェクトを実施しようとしている。 
使い捨てプラスチックについては 2019 年 1 月より一部を除くプラスチック袋、スタ

イロフォーム食品容器、使い捨てストロー、などの利用が規制されている。この制度の

導入以前は生物分解性のプラスチック袋のみの利用が許されていたが、品質検査やモニ

タリングなどに課題があった事と近年のプラスチック対策のムーブメントを受けて、制

限を拡大した。 
サモアは地理的にアジア、オセアニア圏からは遠く、また人口規模もそれなりにある

が、他国の資源物を受け入れるほどの状態ではない。従って、ポテンシャル的には隣国

フィジーへの資源物の供給元として期待される国である。まずは、リサイクル協会やそ

のパイロットプロジェクトの動き、また CDL 導入の取り組みに注視されたい。その上

で、どのような品目がどういう形で効率的、効果的にフィジーやその他の国へ輸出でき

るか、窓口となるであろうリサイクル協会の存在も頼りにしながら検討されたい。 

3.5 具体的な優先プロジェクト案の検討・提案 

3.5.1 パラオ、ミクロネシア、マーシャル 

ミクロネシア地域では、CDL の導入が進んでいることから、対象品目の回収が非常に

効率的に行われている点は特筆に値する。しかしながら、同地域では、産業基盤が脆弱

であり、国内での再資源化は難しいことから、島外への輸出や搬出が現実的な解決策と

なるが、アルミ缶以外は輸出や国外への搬出が出来ず、回収量の多い PET などは、特

に、島内に滞留し、累積し続けているという大きな課題を抱えている。 
現在、CDL 対象となっているのは、アルミ缶、PET ボトル、ガラス瓶が中心である

が、一部、ミクロネシアコスラエ州では、廃鉛蓄電池も同制度の対象としている。同制

度の回収効率の高さから、ミクロネシアヤップ州では廃自動車をその対象とすることを

検討中であるし、また、マーシャルでは、その他の家電製品へ対象を拡大することを検

討している。このように、効率的な回収に関しては、同制度の援用を積極的に検討して

いくことが望まれる。 
一方で、輸出や国外への搬出に関しては、既述の通り、アルミ缶以外では課題を抱え

ており、今後、対象品目が追加された場合でも、市場価値の低いものに関しては、島内

に滞留・累積し続けることが想定される。PET はすでに、島内に滞留・累積し、各国で

大きな課題となっている。こうした回収品に関しては、同制度のもと比較的きれいな状

態で回収されていることから、今後、リサイクル先進国であるパラオなどで PET の処
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理・加工が始まれば、ミクロネシアやマーシャルから PET をパラオに集め、処理・加工

し、地域外へ輸出するという地域全体での取り組みを検討することも可能となる。 
パラオは、ミクロネシア地域の調査対象３か国の中でアジア圏に も近いという地の

利に加え、CDL の導入・運用や、活発なリサイクル活動で 3R 先進地域として知られて

おり、当該地域での 3R＋Return システムを検討する上で、核となる国であるといえる。

隣国ミクロネシアやマーシャルでは、CDL が導入されているものの、人口規模や産業規

模が小さく、リサイクル産業もない。また、現在、回収した PET ボトルの処理に関して

課題に直面している。パラオにおいても、PET ボトルに関しては、輸出は難しく、課題

に直面していることから、現在 PET ボトルのフレーク化・ペレット化などによる高付加

価値化が検討されている。パラオでの取り組みが実現すれば、パラオを核とし、ミクロ

ネシアやマーシャルから PET ボトルをパラオに集約し、高付加価値化ののち国外に搬出

するという可能性も見えてくる。 
現在、パラオが検討している取り組みは、同国のみならず地域の PET ボトルの処理に

とって解決の一助となる可能性を秘めているものの、ペレット化し輸出が可能になった

としても、価格競争力が十分になければこの事業からの収益は期待できないため、その

場合には、ペレット化等の更に高度な処理を行い、リターンを可能にする取り組みとな

る。現段階で詳細は不明であるが、ミクロネシアやマーシャルとの取引も、有価になら

ず、基本的には無料での取引がベースとなるのではないだろうか。言い換えれば、本

来、パラオ側にとって近隣諸国から PET を受け入れる商業的なメリットは大きくないも

のの、受け入れるパラオ側からすると無料で原料を得る事によるメリットがある一方、

送る側からすると輸送費の実費負担のみで処理困難物を引き取ってくれるメリットがあ

る。こうした相互にメリットがあるバランスの取れた互恵的な取引が合意できればシス

テムとして成立しうる。また、送る側が負担しなければならない輸送費については、今

後、リファンド額はそのままに据え置き、デポジット額のみを上げ、その差額で輸送費

を賄うことなども考えられ、そうした工夫でシステムの持続性を高めることも可能であ

る。今後、実際に、CDL のもと各国・各州で回収した PET ボトルをパラオに集約し、

高付加価値化し、域外に輸出するというシステムを構築するに際しては、一義的には、

パラオ側関係機関が同システムの構築並びに同システムの核としてイニシアチブを取る

ことに賛同し、参画するかどうかによるところが大きい点には留意が必要である。 
PET ボトル以外では、廃鉛蓄電池や廃ガラスなどについても、CDL で回収されている

が36、廃鉛蓄電池については各国・各州からの輸出が可能であること、また廃ガラスに

ついては、非常に量が少ないことから、まずは、すでに各国・各州で課題として認識さ

れている PET ボトルに対象を絞り、検討を始めることが望ましい。こうした新しい広域

システムの構築に際しては、各国の関係機関での十分な協議が必要となるものの、そう

した協議の場は自然発生的に生じることはなく、J-PRISM のような広域プロジェクトに

よる側面支援が必須と考えられる。 

 
36 廃鉛蓄電池が、CDLの対象品目になっているのは、現在FSM国コスラエ州のみ。FSM国ヤップ州やRMI国マジュロで

は、回収センターの運営主体が独自に廃鉛蓄電池を回収し、輸出している。 
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3.5.2 パプアニューギニア、ソロモン諸島 

パプアニューギニアとソロモン諸島に関しては、極めてオセアニアとアジア圏に近い

ことと、これら両国では金属スクラップ以外では、殆どリサイクルの仕組みや事業が整

っていない事を理由に、広域システムの核に据えるメリットは今の所見出すことは出来

ないかもしれない。 

3.5.3 フィジー、バヌアツ、トンガ、サモア 

フィジーは、その人口規模や経済、産業またリサイクルの進み方、更には地理的条件

を考えると、フィジーは近隣の国の核となり得るかもしれない。例えば、トンガ、サモ

ア、バヌアツなどの近隣国から資源物をフィジーが受け入れる事は、オセアニアやアジ

ア圏から比較的遠いこれらの国々にとっては選択の幅が広がり、有益なものと思われ

る。ただし対象品目という観点から見ると、現実的には課題も多い。まずフィジーは現

在 CDL を導入していないため、アルミ缶や PET ボトルの回収率はそう高くないと見ら

れる。特に PET ボトルについては、複数の飲料企業が協働で行うミッションパシフィッ

クプログラムが自主回収しているものの、数量としては国内で消費される PET ボトルの

量の 10%にも満たない。そうした状況で、他国の PET ボトルを受け入れてペレット化な

どの処理を行うのは時期尚早かもしれない。基本的にはある程度フィジー国内の PET ボ

トルが回収される目途が立った上で、処理や受入れが検討されるのが望ましい。 
廃紙は、ある企業が回収してトイレットペーパー製造事業を行っているが、原料の調

達に課題を抱えている。そのため近隣国から受け入れる事ができれば事業者にとっては

有益な話であるが、現状ではフィジー国内でオフィスなどから無料で引き取って採算が

取れている状況である。このような状況を考えると、他国から買い取るという事は難し

いように思われる。一方、輸出する側も今は政府機関などが実施する回収制度がないた

め、民間からの輸出が想定されるが、その場合民間は廃紙を輸出する事で収益を上げる

必要があるので、無料で引き取るという事は想定し難い。また民間同士の連携に政府や

行政が介入する方法も検討する必要がある。 
廃鉛蓄電池も廃紙と状況としては類似している。廃鉛蓄電池を受け入れ可能な民間企

業はあるが、有料買取は行っていない。この点では廃紙よりは廃鉛蓄電池には価値があ

ると言えるかもしれないが、それでも輸出する側にとって益の高いと言える程の金額設

定にはなっていない。従って、例えば近隣国の民間企業が自国内で回収して輸送コスト

を上乗せした場合に事業性に見合うかどうかは検討する必要がある。 
廃潤滑油については現在ある企業が無料で回収して自社が鉄筋を加工するための炉の

燃料に使用している。これは再生利用や事業で回収しているわけではなく、あくまで自

社の必要に応じて供給を調整しているため、今のところ近隣国などから受け入れるよう

な状況は想定されていない。 
このように、品目毎に見るとそれぞれ広域連携の可能性が無いとは言えないが、これ

らはそれぞれ状況が異なり、受け入れる側が個別の事業者であるため、包括的な広域リ

サイクルシステムの検討にはまだ課題が多いかもしれない。特にフィジーは民間企業が

比較的リサイクルを先進的に行っており、中核としてのポテンシャルは高いが、その分
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それらをどのようにまとめて行くか、慎重な検討と協議が必要になるかもしれない。 
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Survey on Consumer’s behavior in dealing with recyclables 

QUESTIONNAIRE FOR CONSUMERS 
 
 
Date  

Interviewer  
 

1. Basic Description of Respondent 

1.1 
Name (Mr / Mrs / Ms / others) 
 
 

1.2 

Address: 
 
 
 

1.3 Telephone:  E-mail:  

1.4 Age Group :  13~19       20~29       30~39       40~49        50~59
 60 and above  

 
 

2. Household Information 
2.1 Total number of family members living in the house: 

Age group Number of person 
Working 

Yes No 

(a) 0 to 3 (baby)    

(b) 4 to 12 (children)    

(c) 13 to 19 (Teenage)    

(d) 20 to 59 (Adults)    

(e) Above 60 (Senior)    

Total    
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3.  Generation, Recycling and Disposal of Wastes from Households 
3.1 Please specify the quantity of recyclable wastes produced from your house for 
the PAST ONE WEEK, and what was the disposal method (If sell, please indicate the 
selling prices in accordance to the units given). 

Items Quantity Unit Disposal Method Price** 
(FJ$/unit) 

(1) Disposable plastics 
(single-use plastic*) 

  a b c d e f (                 ) FJ$             /kg 

(2) PET bottles          

Less than 500ml   a b c d e f (                 ) FJ$             /kg 

Less than 2.0 l   a b c d e f (                 ) FJ$             /kg 

Over 2.0 l   a b c d e f (                 ) FJ$             /kg 

(3) Aluminum cans   a b c d e f (                 ) FJ$             /kg 

(4) Steel can   a b c d e F (                ) FJ$             /kg 

(5) Glass bottles   a b c d e f (                 ) FJ$        /bottle 

(6) Paper   a b c d e f (                 ) FJ$             /kg 

(7) Cardboard   a b c d e f (                 ) FJ$             /kg 

(8) Others (                )   a b c d e f (                 ) FJ$             /kg 

Notes: 
a. Discharge it together with general waste (without sorting) when municipal 

waste is being collected. 
b. Separate and discharge it when municipal waste is being collected. 
c. Sell or give it to the collectors. 
d. Take it to a recycling station / center and sell it. 
e. Burn it in the yard 
f. Others (pls. Specify _____________________________) 

 

*  Single-use plastics: Single-use plastics, or disposable plastics, are used only once 
before they are thrown away or recycled. These plastics comprise polythene bags, 
plastic drinking bottles for milk, yogurt, etc., plastic bottle caps, food wrappers, 
plastic sachets, plastic wrappers, straws, stirrers and Styrofoam cups or plates. 

** Price: “Price” means the Sales Price to the collector or buyer 
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3.2 Please choose below reason(s) you chose the disposal method above. You can 
choose multiple answers. 

 

Items 
Reasons for choosing the disposal method 

a b c d e f 

(1) Disposable plastics       

(2) PET bottles       

Less than 500ml       

Less than 2.0 l       

Over 2.0 l       

(3) Aluminum cans       

(4) Steel can       

(5) Glass bottles       

(6) Paper       

(7) Cardboard       

(8) Others       
 

Why you chose this Disposal method 
1. Because it was too much trouble to sort the waste 
2. Because I followed the waste sorting guide given by the municipal council 
3. Because I thought it would be recycled properly 
4. Because I thought it would help the environment and resources 
5. Because someone came to my house to pick up my recyclable waste or there 

was a place nearby to drop it off 
6. Because I can exchange it for money 
7. Because there is no government collection service 
8. Because I don't want to leave my waste at home 
9. Because I did not know where to put it 
10.  Other 
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4. Waste electrical appliances from households 
4.1 What kind of electrical appliances do you have in your house? 

Please answer the following questions about all the appliances you currently use in 
your house - if you have more than 3 appliances, please put the appliance number in 
brackets under Others and continue answering. 
 

Items 
1st Unit 2nd Unit 

Brand-new 
or used 

Year  
Bought 

Brand-new 
or used 

Year 
Bought 

(1) Television  N,  U   N,  U  

(2) Refrigerator  N,  U   N,  U  

(3) Washing machine  N,  U   N,  U  

(4) Microwave  N,  U   N,  U  

(5) Air conditioner  N,  U   N,  U  

(6) Personal computers     

Desktop computer  N,  U   N,  U  

Laptop computer  N,  U   N,  U  

(7) Cell Phone     

Smartphone  N,  U   N,  U  

Flip phone  N,  U   N,  U  

(8) Others (                     )  N,  U   N,  U  
N: Brand-new appliance,   U: Used appliance 
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4.2 If you keep appliances in your home that you no longer use, please enter the 
number of each appliance and select a reason from the table below. You can choose 
multiple answers. 

Items Number of 
appliances 

Reasons for storing waste home 
appliances at home 

(1) Television   

(2) Refrigerator   

(3) Washing machine   

(4) Microwave   

(5) Air conditioner   

(6) Personal computers   

Desktop computer   

Laptop computer   

(7) Cell Phone   

Smartphone   

Flip phone   

(8) Others (                     )   

Why you keep your used appliances at home 
1. because the procedure and preparation for disposal is troublesome 
2. because it is too much trouble to take it to the place of delivery 
3. because I think it is expensive to dispose of it 
4. because I am worried that my personal information will be leaked 
5. because there is no opportunity to dispose of them 
6. because I don't know if it will be recycled properly 
7. because I have data I want to keep 
8. because I don't know how to dispose of it 
9. because I am keeping it as a spare part and do not intend to dispose of it 
10. Other 
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4.3 Years of use of durable consumer goods 

How long would you generally expect to use each of the following 7 appliances? 
Please indicate the number of years of use as if they were brand-new or used. 
 

Items Period of use (years) 

(1) Television 
B-New 1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   more than 10 years 

Used 1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   more than 10 years 

(2) Refrigerator 
B-New 1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   more than 10 years 

Used 1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   more than 10 years 

(3) Washing machine 
B-New 1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   more than 10 years 

Used 1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   more than 10 years 

(4) Microwave 
B-New 1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   more than 10 years 

Used 1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   more than 10 years 

(5) Air conditioner 
B-New 1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   more than 10 years 

Used 1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   more than 10 years 

(6) Personal computers   

Desktop computer 
B-New 1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   more than 10 years 

Used 1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   more than 10 years 

Laptop computer 
B-New 1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   more than 10 years 

Used 1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   more than 10 years 

(7) Cell phone   

Smartphone 
B-New 1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   more than 10 years 

Used 1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   more than 10 years 

Flip phone 
B-New 1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   more than 10 years 

Used 1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   more than 10 years 
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4.4 Disposal method of electrical and electronic wastes 

 How would you dispose of the following household appliances that you and your 
family members currently use, if they break down and cannot be repaired or are 
replaced? Please choose the disposal methods from “a” to “g” in the table below. You 
may choose more than one disposal method. If you would have to sell or pay for the 
disposal of the used appliance, please indicate the amount you would have to pay. 

Type of appliance Disposal method (Please select from a to g) 

(1) Television a b c d e f g FJ$                  /unit 

(2) Refrigerator a b c d e f g FJ$                  /unit 

(3) Washing machine a b c d e f g FJ$                  /unit 

(4) Microwave a b c d e f g FJ$                  /unit 

(5) Air conditioner a b c d e f g FJ$                  /unit 

(6) Personal computers         

Desktop computer a b c d e f g FJ$                  /unit 

Laptop computer a b c d e f g FJ$                  /unit 

(7) Cell Phone         

Smartphone a b c d e f g FJ$                  /unit 

Flip phone a b c d e f g FJ$                  /unit 

Notes:  
a. Discard together with the other wastes for municipal waste collection 
b. Give / Sell to the collectors or other peoples (if sell, please indicate the selling 

price) 
c. Pay to the collector for disposal (please indicate the disposal price) 
d. Bring to the recycling station / centre etc. 
e. Keep at home  
f. Dumping it in open spaces 
g. Others (Pls. specify                                                                                               ) 
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4.5 Please choose below reason(s) you chose the disposal method above. You can 
choose multiple answers. 
 

Items 
Reasons for choosing the disposal method 

a b c d e f g 

(1) Television        

(2) Refrigerator        

(3) Washing machine        

(4) Microwave        

(5)Air conditioner        

(6) Personal computers        

Desktop computer        

Laptop computre        

(7) Cell Phone        

Smartphone        

Flip phone        
 

Why you chose this Disposal method 
1. Because it was too much trouble to sort the waste 
2. Because I followed the waste sorting guide given by the municipal council 
3. Because I thought it would be recycled properly 
4. Because I thought it would help the environment and resources 
5. Because someone came to my house to pick up my recyclable waste or there 

was a place nearby to drop it off 
6. Because I can exchange it for money 
7. Because there is no government collection service 
8. Because I don't want to leave my waste at home 
9. Because I did not know where to put it 
10. Other 
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5. Questions about private cars 
5.1 Does your family have a Passenger car, Truck, Motorcycle? 

Yes   
No   Go to the End 

 

5.2 Number of cars owned and condition of cars at time of purchase  

Please indicate the number of cars you have currently and the condition (brand-new or 
used) of the cars at the time of purchase. 

Type of car Number 
of unit 1st car 2nd car 3rd car 

1. Passenger car   New,   Used  New,   Used  New,   Used 

2. Truck   New,   Used  New,   Used  New,   Used 

3. Motorcycle   New,   Used  New,   Used  New,   Used 

4. Others   New,   Used  New,   Used  New,   Used 

 

 

5.3 About the abandoned End-of-life vehicle 

If you keep end of life vehicle(s) in your premises that you no longer use, please enter 
the number of each type of vehicle and select a reason from the table below. You can 
choose multiple answers. 

Items Number of 
vehicle 

Reasons for leaving ELV in your 
premises (Multiple answer) 

(1) Passenger car   

(2) Truck   

(3) Motorcycle   

(4) Others   

Why you keep End of Life Vehicle at home 
1. Because the procedure and preparation for disposal is troublesome 
2. Because it is too much trouble to take it to the place of delivery 
3. Because I think it is expensive to dispose of it 
4. Because there is no opportunity to dispose of it 
5. Because I don't know if it will be recycled properly 
6. Because I want to keep it 
7. Because I don't know how to dispose of it 
8. Because I keep it as a spare part and do not intend to dispose of it 
9. Others 
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5.4 Years of use of the car 

How many years do you intend to use your vehicle? 

Type of car New or used Years of use 

(1) Passenger car 
Brand new  

Second hand  

(2) Truck 
Brand new  

Second hand  

(3) Motorcycle 
Brand new  

Second hand  

 

 

5.5 How to maintain the car 

Items Frequency and quantity of replacement How to dispose of used 
items 

1st
 c

ar
 Tires Replace every 1, 2, 3, 4, 5 years a b c d FJ$ 

Car battery Replace every 1, 2, 3, 4, 5 years a b c d FJ$ 

Lubricant                            Liter per year a b c d FJ$ 

2nd
 c

ar
 Tires Replace every 1, 2, 3, 4, 5 years a b c d FJ$ 

Car battery Replace every 1, 2, 3, 4, 5 years a b c d FJ$ 

Lubricant                            Liter per year a b c d FJ$ 

3rd
 c

ar
 Tires Replace every 1, 2, 3, 4, 5 years a b c d FJ$ 

Car battery Replace every 1, 2, 3, 4, 5 years a b c d FJ$ 

Lubricant                            Liter per year a b c d FJ$ 

Note: 
a. The dealer's workshop takes it back free of charge. 
b. Sell it to a recycler (please write the sale price) 
c. Have it taken to a recycling company (if you pay a disposal fee, please state the 

amount) 
d. Others (Pls. specify                                                                                                ) 

 



 

All information will be treated confidentially and will only be used for this Survey 

A: Page 11 of 
12 

5.6 How to dispose of the end of life vehicles 

Please indicate the disposal method of your car (If sell, please indicate the selling 
prices). 
 

Items Disposal method (Please select from a to f) 

1st
 c

ar
 (1) Car body a b c d e f Price: FJ$             

(2) Tires a b c d e f Price: FJ$             

(3) Car battery a b c d e f Price: FJ$             

2nd
  c

ar
  (1) Car body a b c d e f Price: FJ$             

(2) Tires a b c d e f Price: FJ$             

(3) Car battery a b c d e f Price: FJ$             

3rd
  c

ar
 (1) Car body a b c d e f Price: FJ$             

(2) Tires a b c d e f Price: FJ$             

(3) Car battery a b c d e f Price: FJ$             

Notes:  
a. Trade in my car to a dealer. 
b. Sell to a recycler (for reuse of used parts) 
c. Sell to a scrap buyer 
d. Leave it on the premises. 
e. Leave it in an open space other than my premises. 
f. Others (Pls. specify                                                                                               ) 

 
 
 



 

All information will be treated confidentially and will only be used for this Survey 

A: Page 12 of 
12 

5.7 Please give reasons for your choice of disposal method in question 5.6 from 
the table below. Multiple answers are acceptable. 

Items Reasons for choosing the disposal method 
a b c d e f 

1st
 C

ar
 (1) Car body       

(2) Tires       
(3) Car battery       

2nd
 C

ar
 (1) Car body       

(2) Tires       
(3) Car battery       

3rd
 C

ar
 (1) Car body       

(2) Tires       
(3) Car battery       
 

Why you chose this Disposal method 
1. Because I thought it would be easy to arrange and easy to hand over 
2. Because they come to my house to take it out or there is a delivery address nearby 
3. Because I thought it would be cheaper or less costly to pay 
4. Because I was informed about the replacement 
5. Because I thought it would be properly recycled at an approved delivery site 
6. Because I did not know where to send it 
7. Other 

 
 
 
 
 
 
 

This is the end of questionnaire.  
Thank you for kind cooperation!! 



 

 

 

 

B2-1-1: Recycling Survey Questionnaire for Import and Sales of Automobile 
 

1. Company Profile 

Name of Organization  

Type of Business  

Year of Incorporation Year            Website:  

Address 

HQ:  

Phone:  

E-mail:  

Annual Sales 
(Turnover) 

 
Number of 
Employees 

 

Please describe your 
business activities 

 

 

 

2. Import and Sales of Automobiles in 2019 
Q1: What is your business? 

Import & Sale: 
Please indicate the number of units imported, sold and where to sales for each type 
of vehicle in Table 1 (all columns). 

Sales:  
Please indicate the number of units sold and where to sales for each type of vehicle 
in Table 1 (column of Sales and Where to sales). 
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3. Handling of End-of-Life vehicles 
Q2: Does your company collect the end-of-life vehicles? 

Yes.  Go to Q3 and Q4. 
No.  Go to End. 

 
Q3: Please tick the appropriate box in the table below regarding the collection of the end-
of-life vehicles. 
 
Table 2: Collection of the end-of-life vehicles 

Items 

Quantity of 
end-of-

Vehicles 
(unit/month) 

Collection method 
(Please select from a to d) 

Collection method 
Cash flow (If you pay or paid 
when you handling the item)  

You are Paid  You Pay 

1. Passenger car  a b c d  FJ$/Unit FJ$/Unit 

2. Truck  a b c d  FJ$/Unit FJ$/Unit 

3. Bus  a b c d  FJ$/Unit FJ$/Unit 

4. Motorcycle  a b c d  FJ$/Unit FJ$/Unit 

5. Parts collected from 
end-of-life vehicles  a b c d  FJ$/Unit FJ$/Unit 

Collection methods: 

a. Door to door (Visit users’ location (Offices / Households) and collect the item) 

b. Pick up from collection point (Visit designated pick up point and collection the item) 

c. Receive at the office (User brings the item to your office and receive the item) 

d. Others (Pls. specify ____________________________  ) 

 
Q4: Please tick the appropriate box in the table below regarding the handling of the end-of-
life vehicles 
 
Table 3: Handling of end-of-life vehicles 

Items 

Quantity of 
end-of-

Vehicles 
(unit/month) 

Handling method 
(Please select from a to e) 

Handling method 
Cash flow (If you pay or paid 
when you handling the item)  

You are Paid  You Pay 

1. Passenger car  a b c d e FJ$/Unit FJ$/Unit 



2. Truck  a b c d e FJ$/Unit FJ$/Unit 

3. Bus  a b c d e FJ$/Unit FJ$/Unit 

4. Motorcycle  a b c d e FJ$/Unit FJ$/Unit 

5. Parts collected from 
end-of-life vehicles  a b c d e FJ$/Unit FJ$/Unit 

Handling methods: 

a. Hand over the collected item to the recycling companies 

b. Hand over the collected item to the disposal company 

c. Take the collected item to the landfill for disposal by yourself 

d. Treat at your facility 

e. Others (Pls. specify ____________________________  ) 

 
Please describe recycling company or disposal company related in above Table 3 
Name of company The company’s business Contact info, address 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
This is the end of questionnaire.  
Thank you for kind cooperation!! 



 

 

 

 

B2-1-2: Recycling Survey Questionnaire for Import and Sales of tires and car batteries 
 

1. Company Profile 

Name of Organization  

Type of Business  

Year of Incorporation Year            Website:  

Address 

HQ:  

Phone:  

E-mail:  

Annual Sales 
(Turnover) 

 
Number of 
Employees 

 

Please describe your 
business activities 

 

 

 

2. Import and Sales of Tires and car batteries in 2019 
Q1: What is your business? 

Import & Sale of tires: 
Please indicate the number of units imported, sold and where to sales for each type 
of tire in Table 1 (all columns). 

Sales of Tires:  
Please indicate the number of units sold and where to sales for each type of tire in 
Table 1 (column of Sales and Where to sales). 

Import & Sale of Car batteries 
Please indicate the number of units imported, sold and where to sales of car battery 
in Table 1 (all columns). 

Sales of Car batteries 
Please indicate the number of units sold and where to sales for each type of car 
battery in Table 1 (column of Sales and Where to sales). 

 



Note: 
 For market share in the import column, please indicate your company's imports as 

a percentage of Fiji's total imports. 
 For the share of sales in the retail column, please indicate your company's sales as 

a percentage of total sales in Fiji. 
 For the share in the Where to sales column, please enter the percentage of your company's 

total sales volume for each appliance. 
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4. Handling of waste tires and car batteries 
Q2: Does your company collect the waste tire and/or waste car batteries? 

Yes.   Go to Q3 and Q4. 
No.  Go to the End. 

 
Q3: Please tick the appropriate box in the table below regarding the collection of the waste 
tires and/or waste car batteries. 
 
Table 2: Collection of the waste tires and/or waste car batteries 

 Items 

Quantity of 
waste tires 

and batteries 
(unit/month) 

Collection method 
(Please select from a to d) 

Collection method 
Cash flow (If you pay or paid when 

you collect the item) 
You are Paid  You Pay 

W
aste tires 

1. Tires for 
passenger cars  a b c d  FJ$/unit FJ$/unit 

2. Tires for trucks 
and buses  a b c d  FJ$/unit FJ$/unit 

3. Tires for 
motorcycles  a b c d  FJ$/unit FJ$/unit 

W
aste batteries 

1. Car batteries for 
passenger cars  a b c d  FJ$/unit FJ$/unit 

2. Car batteries for 
trucks or Buses  a b c d  FJ$/unit FJ$/unit 

3. Batteries for 
motorcycles  a b c d  FJ$/unit FJ$/unit 

Collection methods: 

a. Door to door (Visit users’ location (Offices / Households) and collect the item) 

b. Pick up from collection point (Visit designated pick up point and collection the item) 

c. Receive at the office (User brings the item to your office and receive the item) 

d. Others (Pls. specify ____________________________  ) 

 
 
Q4: Please tick the appropriate box in the table below regarding the handling of the waste 
tires and/or waste car batteries 
 
Table 3: Handling of waste tires and car batteries 

 Items 

Quantity of 
waste tires 

and batteries 
(unit/month) 

Handling method 
(Please select from a to e) 

Cash flow (If you pay or paid when 



Handling method 
you handling the item) 

You are Paid  You Pay 

W
aste tires 

1. Tires for 
passenger cars  a b c d e FJ$/unit FJ$/unit 

2. Tires for trucks 
and buses  a b c d e FJ$/unit FJ$/unit 

3. Tires for 
motorcycles  a b c d e FJ$/unit FJ$/unit 

W
aste batteries 

1. Car batteries for 
passenger cars  a b c d e FJ$/unit FJ$/unit 

2. Car batteries for 
trucks or Buses  a b c d e FJ$/unit FJ$/unit 

3. Batteries for 
motorcycles  a b c d e FJ$/unit FJ$/unit 

Handling methods: 

a. Hand over the collected item to the recycling companies 

b. Hand over the collected item to the disposal company 

c. Take the collected item to the landfill for disposal by yourself 

d. Treat at your facility 

e. Others (Pls. specify ____________________________  ) 

 
Please describe recycling company or disposal company related in above Table 3 
Name of company The company’s business Contact info, address 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

This is the end of questionnaire.  

Thank you for kind cooperation!! 



 

 

 

 

B2-2: Recycling Survey Questionnaire for Import and Sales of Home appliances 
 

1. Company Profile 

Name of Organization  

Type of Business  

Year of Incorporation Year            Website:  

Address 

HQ:  

Phone:  

E-mail:  

Annual Sales 
(Turnover) 

 
Number of 
Employees 

 

Please describe your 
business activities 

 

 

 

2. Import and Sales of Home Appliances in 2019 
Q1: What is your business? 

Import & Sale: 
Please indicate the number of units imported, sold and where to sales for each 
appliance in Table 1 (all columns). 

Sales:  
Please indicate the number of units sold and where to sales for each appliance in 
Table 1 (column of Sales and Where to sales). 

Note: 
 For market share in the import column, please indicate your company's imports as 

a percentage of Fiji's total imports. 
 For the share of sales in the retail column, please indicate your company's sales as 

a percentage of total sales in Fiji. 
 For the share in the Where to sales column, please enter the percentage of your company's 

total sales volume for each appliance. 
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3. Handling of End-of-Life Home Appliances  
Q2: Does your company collect the end-of-life home appliances? 

Yes.   Go to Q3 and Q4. 
No.  Go to the End. 

 
Q3: Please tick the appropriate box in the table below regarding the collection of the end-
of-life home appliances. 
 
Table 2: Collection of the end-of-life home appliances 

Items 

Quantity of the 
end-of-life 
appliances 

(unit/month) 

Collection method 
(Please select from a to d) 

Collection method 
Cash flow (If you pay or paid 

when you collect the item) 
You are Paid  You Pay 

1. Television set  a b c d  FJ$/unit FJ$/unit 

2. Refrigerators  a b c d  FJ$/unit FJ$/unit 

3. Washing machine  a b c d  FJ$/unit FJ$/unit 

4. Air conditioner  a b c d  FJ$/unit FJ$/unit 

5. Microwave  a b c d  FJ$/unit FJ$/unit 

6. Personal computer  a b c d  FJ$/unit FJ$/unit 

7. Mobile phone  a b c d  FJ$/unit FJ$/unit 

Collection methods: 

a. Door to door (Visit users’ location (Offices / Households) and collect the item) 

b. Pick up from collection point (Visit designated pick up point and collection the item) 

c. Receive at the office (User brings the item to your office and receive the item) 

d. Others (Pls. specify ____________________________  ) 

 
 
Q4: Please tick the appropriate box in the table below regarding the handling of the end-of-
life home appliances. 
 
Table 3: Handling of end-of-life appliances 

Items 
Quantity of the 

end-of-life 
appliances 

Handling method 
(Please select from a to e) 



(unit/month) 
Handling method 

Cash flow (If you pay or paid 
when you collect the item) 

You are Paid  You Pay 

1. Television set  a b c d e FJ$/unit FJ$/unit 

2. Refrigerators  a b c d e FJ$/unit FJ$/unit 

3. Washing machine  a b c d e FJ$/unit FJ$/unit 

4. Air conditioner  a b c d e FJ$/unit FJ$/unit 

5. Microwave  a b c d e FJ$/unit FJ$/unit 

6. Personal computer  a b c d e FJ$/unit FJ$/unit 

7. Mobile phone  a b c d e FJ$/unit FJ$/unit 

Handling methods: 

a. Hand over the collected item to the recycling companies 

b. Hand over the collected item to the disposal company 

c. Take the collected item to the landfill for disposal by yourself 

d. Treat at your facility ((ex) Utilize the waste lubricant oil as fuel at your incinerator) 

e. Others (Pls. specify ____________________________  ) 

 
Please describe recycling company or disposal company related in above Table 3 
Name of company The company’s business Contact info, address 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

This is the end of questionnaire.  

Thank you for kind cooperation!! 

 



 

 

 

 

B2-3: Recycling Survey Questionnaire for Manufacturers and importers of Lubricants 
 

1. Company Profile 

Name of Organization  

Type of Business  

Year of Incorporation Year            Website:  

Address 

HQ:  

Phone:  

E-mail:  

Annual Sales 
(Turnover) 

 
Number of 
Employees 

 

Please describe your 
business activities 

 

 

 

2. Imports and sales of Lubricant in 2019 
Q1: What is your business? 

Import & Sale: 
Please indicate the volume of lubricants imported, sold and where to sales in Table 
1 (all columns). 

Sales:  
Please indicate the volume of lubricants sold and where to sales in Table 1 (column 
of Sales and Where to sales). 

 



Ta
bl

e 
1:

 Im
po

rts
 a

nd
 d

es
tin

at
io

ns
 o

f L
ub

ric
an

ts
 

H
an

dl
er

 
Ty

pe
 o

f 
Lu

br
ic

an
t 

Im
po

rt 
Sa

le
s 

W
he

re
 to

 s
al

es
 

Vo
lu

m
e 

of
 lu

br
ic

an
ts

 
im

po
rte

d 
in

 2
01

9 
(li

te
rs

) 

M
ar

ke
t 

sh
ar

e 
(%

) 

Vo
lu

m
e 

of
 lu

br
ic

an
ts

 s
ol

d 
in

 
20

19
 

(li
te

rs
) 

Sa
le

s 
sh

ar
e 

(%
) 

Sa
le

s 
de

st
in

at
io

n 
Sh

ar
e 

(%
) 

1.
En

gi
ne

 O
il 

 
 

 
 

1:
 C

on
su

m
er

s 
 

2:
 R

et
ai

le
rs

 
 

3:
 E

xp
or

tin
g 

(a
br

oa
d)

 
 

2.
 H

yd
ra

ul
ic

 F
lu

id
s 

 
 

 
 

1:
 C

on
su

m
er

s 
 

2:
 R

et
ai

le
rs

 
 

3:
 E

xp
or

tin
g 

(a
br

oa
d)

 
 

3.
 M

et
al

 W
or

k 
Fl

ui
ds

 
(N

on
-c

hl
or

in
e)

 
 

 
 

 
1:

 C
on

su
m

er
s 

 

2:
 R

et
ai

le
rs

 
 

3:
 E

xp
or

tin
g 

(a
br

oa
d)

 
 

 N
ot

e:
  

Fo
r m

ar
ke

t s
ha

re
 in

 th
e 

im
po

rt 
co

lu
m

n,
 p

le
as

e 
in

di
ca

te
 y

ou
r c

om
pa

ny
's 

im
po

rts
 a

s a
 p

er
ce

nt
ag

e 
of

 F
iji

's 
to

ta
l i

m
po

rts
. 

 
Fo

r t
he

 sh
ar

e 
of

 sa
le

s i
n 

th
e 

re
ta

il 
co

lu
m

n,
 p

le
as

e 
in

di
ca

te
 y

ou
r c

om
pa

ny
's 

sa
le

s a
s a

 p
er

ce
nt

ag
e 

of
 to

ta
l s

al
es

 in
 F

iji
. 

 
Fo

r t
he

 s
ha

re
 in

 th
e 

W
he

re
 to

 s
al

es
 c

ol
um

n,
 p

le
as

e 
en

te
r t

he
 p

er
ce

nt
ag

e 
of

 y
ou

r c
om

pa
ny

's
 to

ta
l s

al
es

 v
ol

um
e 

fo
r e

ac
h 

ap
pl

ia
nc

e.
 

  



3. Handling of Waste lubricant Oil  
Q2: Does your company collect the waste lubricant oil? 

Yes.   Go to Q3 and Q4. 
No.  Go to the End. 

 
Q3: Please tick the appropriate box in the table below regarding the collection of the waste 
lubricants. 
 
Table 2: Collection of waste lubricants 

Items 

Quantity of 
waste 

lubricants 
(liter/month) 

Collection method 
(Please select from a to d) 

Collection method 
Cash flow (If you pay or paid 

when you collect the item) 
You are Paid  You Pay 

1. Engine Oil  a b c d  FJ$/liter FJ$/liter 

2. Hydraulic Fluids  a b c d  FJ$/liter FJ$/liter 

3. Metal Work Fluids 
(Non-chlorine)  a b c d  FJ$/liter FJ$/liter 

Collection methods: 

a. Door to door (Visit users’ location (Offices / Households) and collect the item) 

b. Pick up from collection point (Visit designated pick up point and collection the item) 

c. Receive at the office (User brings the item to your office and receive the item) 

d. Others (Pls. specify ____________________________  ) 

 
Q4: Please tick the appropriate box in the table below regarding the handling of the waste 
lubricants. 
 
Table 3: Handling of waste lubricants 

Items 

Quantity of 
waste 

lubricants 
(liter/month) 

Handling method 
(Please select from a to e) 

Handling method 
Cash flow (If you pay or paid 
when you handling the item) 

You are Paid  You Pay 

1. Engine Oil  a b c d e FJ$/liter FJ$/liter 

2. Hydraulic Fluids  a b c d e FJ$/liter FJ$/liter 

3. Metal Work Fluids 
(Non-chlorine)  a b c d e FJ$/liter FJ$/liter 



Handling methods: 

a. Hand over the collected item to the recycling companies 

b. Hand over the collected item to the disposal company 

c. Take the collected item to the landfill for disposal by yourself 

d. Treat at your facility ((ex) Utilize the waste lubricant oil as fuel at your incinerator) 

e. Others (Pls. specify ____________________________  ) 

 
Please describe recycling company or disposal company related in above Table 3 
Name of company The company’s business Contact info, address 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

This is the end of questionnaire.  

Thank you for kind cooperation!! 

 



 

 

 

 

B2-4: Recycling Survey Questionnaire for Manufacturers and importers of Plastic 
products 

 

1. Company Profile 

Name of Organization  

Type of Business  

Year of Incorporation Year            Website:  

Address 

HQ:  

Phone:  

E-mail:  

Annual Sales 
(Turnover) 

 
Number of 
Employees 

 

Please describe your 
business activities 

 

 

 

2. Import and Sales of Plastic Products in 2019 
Q1: What is your business? 

Import & Sale: 
Please indicate the number of units imported, sold and where to sales for each type 
of plastic in Table 1 (all columns). 

Sales:  
Please indicate the number of units sold and where to sales for each type of plastic 
in Table 1 (column of Sales and Where to sales). 
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3. Handling of Waste plastics  
Q2: Does your company collect the waste plastics? 

Yes.   Go to Q3 and Q4. 
No.  Go to the End. 

 
Q3: Please tick the appropriate box in the table below regarding the collection of the waste 
plastics. 
 
Table 2: Collection of waste the waste plastics 

Items 
Quantity of 

waste plastic 
(tons/month) 

Collection method 
(Please select from a to d) 

Collection method 
Cash flow (If you pay or paid 

when you collect the item) 
You are Paid  You Pay 

1. PET pre-form  a b c d  FJ$/ton FJ$/ton 

2. Packaging plastic  a b c d  FJ$/ton FJ$/ton 

3. Plastic bags  a b c d  FJ$/ton FJ$/ton 

4. Plastic straws  a b c d  FJ$/ton FJ$/ton 

5. Plastic cutlery and 
cups  a b c d  FJ$/ton FJ$/ton 

  a b c d  FJ$/ton FJ$/ton 

  a b c d  FJ$/ton FJ$/ton 

Handling methods: 

a. Door to door (Visit users’ location (Offices / Households) and collect the item) 

b. Pick up from collection point (Visit designated pick up point and collection the item) 

c. Receive at the office (User brings the item to your office and receive the item) 

d. Others (Pls. specify ____________________________  ) 

 
Q4: Please tick the appropriate box in the table below regarding the handling of the waste 
plastics. 
 
Table 3: Handling of waste plastic 

Items 
Quantity of 

waste plastic 
(tons/month) 

Handling method 
(Please select from a to e) 

Cash flow (If you pay or paid 



Handling method 
when you collect the item) 

You are Paid  You Pay 

1. PET pre-form  a b c d e FJ$/ton FJ$/ton 

2. Packaging plastic  a b c d e FJ$/ton FJ$/ton 

3. Plastic bags  a b c d e FJ$/ton FJ$/ton 

4. Plastic straws  a b c d e FJ$/ton FJ$/ton 

5. Plastic cutlery and 
cups  a b c d e FJ$/ton FJ$/ton 

  a b c d e FJ$/ton FJ$/ton 

  a b c d e FJ$/ton FJ$/ton 

Handling methods: 

a. Hand over the collected item to the recycling companies 

b. Hand over the collected item to the disposal company 

c. Take the collected item to the landfill for disposal by yourself 

d. Treat at your facility 

e. Others (Pls. specify ____________________________  ) 

 
Please describe recycling company or disposal company related in above Table 3 
Name of company The company’s business Contact info, address 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

This is the end of questionnaire.  

Thank you for kind cooperation!! 

 



 

 

 

 

B2-5-1: Recycling Survey Questionnaire for beverage company (Importer) 
 

Contact  

 

For ________________________________________________ (company name) 

 

Details 

(A):Your name  

(B):Your title  

(C):Address  

(D):Phone Landline: 
Mobile: 

(E):Email  

(A):Date  

 

General Information 
Q1. How many percentage of share does your company have in beverage industry in your 
country? 
 
               % 
 

 

  



BEVERAGE IMPORTING 
Q2. How many bottles you imported in year 2019? Please fill out the table with number of 
bottles you produced by category. 
 
Import from                                                                
 

Category Material Product Volume(ml) Category 
Number of item 

imported in 2019 

Bottle 

PET bottle 

Water 

Less than 350  

350  

500  

1500  

More than 1500  

Soft drink 

Less than 500  

500-750  

1000-1250  

1500  

2000-2250  

More than 2250  

  

Glass 

bottle 

   

Soft drink 

Less than 300  

300-400  

500  

750  

1000  

More than 1000  

Beer 

Less than 300  

300-400  

500  

750  



1000  

More than 1000  

Wine 

Less than 300  

300-400  

500  

750  

1000  

More than 1000  

Other 

alchol 

Less than 300  

300-400  

500  

750  

1000  

More than 1000  

 
Q3. How many cans you imported in year 2019? Please fill out the table with number of 
bottles you produced by category. 
 
Import from  
 

Cans 

Material Product Volume(ml) Category 
Number of item 

imported in 2019 

Aluminum 

Soft drink 

Less than 330  

330  

500  

750  

More than 750  

Beer 

Less than 330  

330  

500  

750  



More than 750  

Other 
alcohol 

Less than 330  

330  

500  

750  

More than 750  

 

 
Export of the beverage 

 
Q4. Do you export the product? If yes, which country to export? 
 
YES        /          NO 
 
Export to                                                                   
 
Q5. What is the ratio of the product to be exported and the product to be sold domestically 
in total product you produce?  
(It could be either ratio in weight or in sales)  
 
Product to be exported:            %   Product to be sold domestically        % 
 
 
  



Collecting empty bottles and cans 
 
Q11. Do you collect empty bottle by your own initiative? 
 
YES        /          NO 
 
Q12. If yes, please fill it in below table 
(You can summarize your answer if you are not available to provide the information by 
category. E.g. in case you do not have the record in category of volume, you can include 
all together such as total kg of PET bottle in total regardless of size) 
 Number of bottles 

or cans you 
collected in 2019  

Collection rate 
(How much you 
pay per item for the 
people who return 
the bottle and cans) 

How to dispose 

PET bottle small 
(around 500ml) 

 
 

bottles or kg 

 
 

FJD/bottle or kg 

1. Providing to dealer 
(         FJD/kg) 

2. Transport to 
landfill 

PET bottle large 
(around 1.5L) 

 
 

bottles or kg 

 
 

FJD/bottle or kg 

1. Providing to dealer 
(         FJD/kg) 

2. Transport to 
landfill 

Aluminium cans 
small (around 
300ml) 

 
 

cans or kg 

 
 

FJD/can or kg 

1. Providing to dealer 
(         FJD/kg) 

2. Transport to 
landfill 

Aluminium cans 
large 
(around 500ml or 
more) 

 
 

cans or kg 

 
 

FJD/can or kg 

1. Providing to dealer 
(         FJD/kg) 

2. Transport to 
landfill 

Glass bottles small 
(around 375ml) 

 
 

bottles or kg 

 
 

FJD/bottle or kg 

1. Providing to dealer 
(         FJD/kg) 

2. Transport to 
landfill 

3. Refill 
Glass bottles large 
(around 500ml or 
more) 

 
 

bottles or kg 

 
 

FJD/bottle or kg 

1. Providing to dealer 
(         FJD/kg) 

2. Transport to 
landfill 

3. Refill 
Other items 
(               ) 
 
Please specify 

 
 

cans or kg 

 
 

FJD/can or kg 

1. Providing to dealer 
(         FJD/kg) 

2. Transport to 
landfill 



 
Please describe recycling company or disposal company related in above Table in Q12 
Name of company The company’s business Contact info, address 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Q13. What kind of waste is generated through your production and how do you deal with 
the waste? 

Type of waste 
How to deal with the waste 

Method 
(Landfill / Recycle / other) 

Place 
(Within country / Overseas) 

   
   
   
   

 
 



 

 

 

 

B.2 5-2 Recycling Survey Questionnaire for beverage company 
(Manufacturer) 

 

Contact  

 

For ________________________________________________ (company name) 

 

Details 

(A):Your name  

(B):Your title  

(C):Address  

(D):Phone Landline: 
Mobile: 

(E):Email  

(A):Date  

 

General Information 
Q1. How many percentage of share does your company have in beverage industry in your 
country? 
 
               % 
 

BEVERAGE PRODUCING 
Q2. How many bottles you produced in year 2019? Please fill out the table with number of 
bottles you produced by category. 
 

Category Material Product Volume(ml) Category 
Number of item 

produced in 2019 

Bottle PET bottle Water 
Less than 350  

350  



500  

1500  

More than 1500  

Soft drink 

Less than 500  

500-750  

1000-1250  

1500  

2000-2250  

More than 2250  

  

Glass 

bottle 

   

Soft drink 

Less than 300  

300-400  

500  

750  

1000  

More than 1000  

Beer 

Less than 300  

300-400  

500  

750  

1000  

More than 1000  

Wine 

Less than 300  

300-400  

500  

750  

1000  

More than 1000  



Other 

alcohol 

Less than 300  

300-400  

500  

750  

1000  

More than 1000  

 
Q3. How do you prepare PET bottle for filling with your product? 
 
1. Blowing pre-form of PET bottle 
2. Purchase the empty PET bottle as it is 
3. Others _________________________________________________________________ 
 
Q4. How do you prepare glass bottle for filling with your product? 
 
1. Wash used bottle returned 

(if so how many circulations do you run one bottle on average?) ______________ 
2. Purchase the empty bottle as it is 
3. Others _________________________________________________________________ 
 
Q5. How many cans you produced in year 2019? Please fill out the table with number of 
bottles you produced by category. 
 

Cans 

Material Product Volume(ml) Category 
Number of item 

produced in 2019 

Aluminum 

Soft drink 

Less than 330  

330  

500  

750  

More than 750  

Beer 

Less than 330  

330  

500  



750  

More than 750  

Other 
alcohol 

Less than 330  

330  

500  

750  

More than 750  

 

Q6. How do you prepare Aluminum can for filling with your product? 
 
1. Punch and form from aluminum sheet 
2. Purchase the empty cans as it is 
3. Others _________________________________________________________________ 
 

  



 
BEVERAGE IMPORTING 

Q7. How many bottles you imported in year 2019? Please fill out the table with number of 
bottles you produced by category. 
 
Import from                                                                
 

Category Material Product Volume(ml) Category 
Number of item 

imported in 2019 

Bottle 

PET bottle 

Water 

Less than 350  

350  

500  

1500  

More than 1500  

Soft drink 

Less than 500  

500-750  

1000-1250  

1500  

2000-2250  

More than 2250  

  

Glass 

bottle 

Soft drink 

Less than 300  

300-400  

500  

750  

1000  

More than 1000  

Beer 

Less than 300  

300-400  

500  

750  



1000  

More than 1000  

Wine 

Less than 300  

300-400  

500  

750  

1000  

More than 1000  

Other 

alcohol 

Less than 300  

300-400  

500  

750  

1000  

More than 1000  

 
Q8. How many cans you imported in year 2019? Please fill out the table with number of 
bottles you produced by category. 
 
Import from  
 

Cans 

Material Product Volume(ml) Category 
Number of item 

imported in 2019 

Aluminum 

Soft drink 

Less than 330  

330  

500  

750  

More than 750  

Beer 

Less than 330  

330  

500  

750  



More than 750  

Other 
alcohol 

Less than 330  

330  

500  

750  

More than 750  

 

 
Export of the beverage 

 
Q9. Do you export your product? If yes, which country to export? 
 
YES        /          NO 
 
Export to                                                                   
 
Q10. What is the ratio of the product to be exported and the product to be sold 
domestically in total product you produce?  
(It could be either ratio in weight or in sales)  
 
Product to be exported:            %   Product to be sold domestically        % 
 
 
  



Collecting empty bottles and cans 
 
Q11. Do you collect empty bottle by your own initiative? 
 
YES        /          NO 
 
Q12. If yes, please fill it in below table 
(You can summarize your answer if you are not available to provide the information by 
category. E.g. in case you do not have the record in category of volume, you can include 
all together such as total kg of PET bottle in total regardless of size) 
 Number of bottles 

or cans you 
collected in 2019  

Collection rate 
(How much you 
pay per item for the 
people who return 
the bottle and cans) 

How to dispose 

e.g.PET bottle small 
(around 500ml) 

 
300 

bottles or kg 

 
30 
FJD/bottle or kg 

1. Providing to dealer 
(     40  FJD/kg) 

2. Transport to 
landfill 

PET bottle small 
(around 500ml) 

 
 

bottles or kg 

 
 

FJD/bottle or kg 

1. Providing to dealer 
(         FJD/kg) 

2. Transport to 
landfill 

PET bottle large 
(around 1.5L) 

 
 

bottles or kg 

 
 

FJD/bottle or kg 

1. Providing to dealer 
(         FJD/kg) 

2. Transport to 
landfill 

Aluminium cans 
small (around 
300ml) 

 
 

cans or kg 

 
 

FJD/can or kg 

1. Providing to dealer 
(         FJD/kg) 

2. Transport to 
landfill 

Aluminium cans 
large 
(around 500ml or 
more) 

 
 

cans or kg 

 
 

FJD/can or kg 

1. Providing to dealer 
(         FJD/kg) 

2. Transport to 
landfill 

Glass bottles small 
(around 375ml) 

 
 

bottles or kg 

 
 

FJD/bottle or kg 

1. Providing to dealer 
(         FJD/kg) 

2. Transport to 
landfill 

3. Refill 
Glass bottles large 
(around 500ml or 
more) 

 
 

bottles or kg 

 
 

FJD/bottle or kg 

1. Providing to dealer 
(         FJD/kg) 

2. Transport to 
landfill 

3. Refill 



Other items 
(               ) 
 
Please specify 

 
 

cans or kg 

 
 

FJD/can or kg 

1. Providing to dealer 
(         FJD/kg) 

2. Transport to 
landfill 

 
Please describe recycling company or disposal company related in above Table in Q12 
Name of company The company’s business Contact info, address 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Q13. What kind of waste generated through your production and how do you deal with the 
waste? 

Type of waste 
How to deal with the waste 

Method 
(Landfill / Recycle / other) 

Place 
(Within country / Overseas) 

   
   
   
   

 
 



 

 

 

 

Recycling Survey Questionnaire 
 

Contact  

 

For ________________________________________________ (company name) 

 

Person who filled this form 

(A):Your name  

(B):Your title  

(C):Address  

(D):Phone Landline: 
Mobile: 

(E):Email  

(A):Date  

 

Company Profile 

(A):Name of 

President 

 

(B):Capital  

(C):Annual Sales  

(D):Number of 

employees

 

(E):Site area  

 

  



Handling Waste (Please check the box of recyclables you handled) 

 Export You Sold domestically 

Scrap 

metals 

Ferrous 

 Vehicle scrap metal,  Demolition 

site scrap metal,  Metal offcuts from 

manufacturing industries,  Tin cans  
other ferrous 
 

Non-ferrous 

 Aluminium drink cans,  Alminium, 

 Copper,  Brass&Lead,  Stainless 

steel,  Electrical cable,  Other non-

ferrous 

Ferrous 

 Vehicle scrap metal,  Demolition 

site scrap metal,  Metal offcuts from 

manufacturing industries,  Tin cans  
other ferrous 
 

Non-ferrous 

 Aluminium drink cans,  Alminium, 

 Copper,  Brass&Lead,  Stainless 

steel,  Electrical cable,  Other non-

ferrous 
Plastics  PET drink bottles,  Other PET,  

PE(Polyethylene),  
PP(Polypropylene),  PVC(polyvinyl 

chloride),  PS(polystyrene),  Other 

plastics (including the case you are not 

sure about plastic materials) 

 PET drink bottles,  Other PET,  
PE(Polyethylene),  
PP(Polypropylene),  PVC(polyvinyl 

chloride),  PS(polystyrene),  Other 

plastics (including the case you are not 

sure about plastic materials) 
Paper& 

Cardboard
 Office paper,  Newspaper,  

Cardboard,  Drink package,  other 

papers 

 Office paper,  Newspaper,  
Cardboard,  Drink package,  other 

papers 
Glass  Beer bottle imported,  Domestic 

Beer bottle,  Wine bottle imported,  
Other drink bottle 

 Beer bottle imported,  Beer bottle, 

 Wine bottle imported,  Other drink 

bottle 
Auto mobile  Used Lubricant Oil,  Used Lead-

acid battery,  Used-Tire 

 Used Lubricant Oil,  Used Lead-

acid battery,  Used-Tire 
E-waste  Television set,  Refrigerators,  

Washing machine,  Air conditioner,  
Microwave,  Personal computer,  
Mobile phone 

 

 

 Television set,  Refrigerators,  
Washing machine,  Air conditioner,  
Microwave,  Personal computer,  
Mobile phone 

 

 
 



Q1. How many containers you shipped out for export in year 2019? 
 40 feet container 20 feet container 

Ferrous  

___________containers 

Approximate Ratio inside container 
Vehicle scrap 
metal 

_________% 

Demolition site 
scrap metal 

_________% 

Metal offcuts 
from 
manufacturing 
industries, other 
ferrous 

_________% 

Tin cans _________% 

Other ferrous _________% 
 

 

___________containers 

Approximate Ratio inside container 
Vehicle scrap 
metal 

_________% 

Demolition site 
scrap metal 

_________% 

Metal offcuts 
from 
manufacturing 
industries, other 
ferrous 

_________% 

Tin cans _________% 

Other ferrous _________% 
 

Non-Ferrous  

___________containers 

Approximate Ratio inside container 
Aluminium 
drink cans 

_________% 

Alminium _________% 

Copper _________% 

Brass&Lead _________% 

Stainless steel _________% 

Electrical cable _________% 
Other non-
ferrous 

_________% 
 

 

___________containers 

Approximate Ratio inside container 
Aluminium 
drink cans 

_________% 

Alminium _________% 

Copper _________% 

Brass&Lead _________% 

Stainless steel _________% 

Electrical cable _________% 
Other non-
ferrous 

_________% 
 



Plastics  

___________containers 

Approximate Ratio inside container 

PET drink bottles _________% 

Other PET _________% 

PE(Polyethylene) _________% 

PP(Polypropylene) _________% 
PVC(polyvinyl 
chloride) 

_________% 

PS(polystyrene) _________% 
Other plastics 
(including the case 
you are not sure 
about plastic 
materials) 

_________% 

 

 

___________containers 

Approximate Ratio inside container 

PET drink bottles _________% 

Other PET _________% 

PE(Polyethylene) _________% 

PP(Polypropylene) _________% 
PVC(polyvinyl 
chloride) 

_________% 

PS(polystyrene) _________% 
Other plastics 
(including the case 
you are not sure 
about plastic 
materials) 

_________% 

 

Paper&Cardboards  

___________containers 

Approximate Ratio inside container 

Office paper _________% 

Newspaper _________% 

Cardboard _________% 

Drink package _________% 
 

 

___________containers 

Approximate Ratio inside container 

Office paper _________% 

Newspaper _________% 

Cardboard _________% 

Drink package _________% 
 

   

 

Q2. How many kilograms you have sold domestically in 2019? 
  

Ferrous  

Vehicle scrap metal _________kg 

Demolition site scrap metal _________kg 
Metal offcuts from manufacturing 
industries, other ferrous 

_________kg 

Tin cans _________kg 

Other ferrous _________kg 
 



Non-Ferrous  

Aluminium drink cans _________kg

Alminium _________kg

Copper _________kg

Brass&Lead _________kg

Stainless steel _________kg

Electrical cable _________kg

Other non-ferrous _________kg
 

Plastics  

PET drink bottles _________kg

Other PET _________kg

PE(Polyethylene) _________kg

PP(Polypropylene) _________kg

PVC(polyvinyl chloride) _________kg

PS(polystyrene) _________kg
Other plastics (including the case you 
are not sure about plastic materials) 

_________kg
 

Paper&Cardboards  

Office paper _________kg

Newspaper _________kg

Cardboard _________kg

Drink package _________kg
 

Glass  

Beer bottle imported _________kg

Fiji Beer bottle _________kg

Wine bottle imported _________kg

Other drink bottle _________kg
 

 

 

Q3. How do you process the recyclables in your facility?  

Please provide processes applied for respective recyclables  

Recyclables Process (Ex: Washing, Compressing, Baling and etc. ) 

  

  

  

  

 



Q4. How much waste generated after processing recyclables? 

ton/year 

 

Q5. Please provide the capacity of your facility for respective recyclables per day  

Recyclables Capacity (ton/day) 

  

  

  

  

 

Q6. How do you collect recyclables? 

Recyclables Collect for free or buy from whom, If Buy, buying price/kg 

  

  

  

  

 

Q7. How do you sell recyclables? 

Recyclables Sell to whom, selling price/unit for respective recyclables 

  

  

  

  

 

Q8. What kind and how many of equipment (machinery) that you operate for processing recyclables and 

how do you procured them? 

Equipment type No. 
Procurement 

Price 
How to procure and the price 

Ex) Compressor 1 XXXUSD Buy from X Company in New Zealand 

    

    

    

    

 

  



Q9. How do you see recent international market with regards to recycling industry and the trend of market 

price of recyclables? 

  

 

 

 

 

 



Legal Aspect Questionnaire for Waste Management 
 
*Please ask an officer who in charge in related Ministry/Agency/Institution for single use plastic and/or marine 

plastic waste in your Country to fill in this questionnaire.  

 

 

1. Please answer the following questions regarding waste management. 

1.1 If your country has laws/policies/guidelines/plans for waste management, please indicate the name 

of such laws/policies/guidelines/plans, if any, and the year of their formulation. 

 Name Year of formulation (year of 

most recent revision) 

Laws   

Policies 

 

  

Strategies   

Guidelines, 

Plans 

  

 

1.2 Please provide detail description for each of laws/policies/guidelines/plans for waste management 

that are listed in 1.1. 

 

 

 

 

 

1.3 Are there any plans for formulating new laws/policies/guidelines/etc. for waste management? If so, 

please provide a brief description of the contents of those laws/policies/guidelines/plans.  

 Name(Year of Formulation) Detail 

Laws   

Policies 

 

  

Strategies   

Date:  

Name of Respondent:  

Affiliation  

Post of Respondent  

Email Address:  

Phone Number:  



Guidelines, 

Plans 

  

 

1.4 In this survey, a survey on the promotion of recycling is conducted for the items shown in the table 

below. If you have any laws/policies/strategies/guidelines/plans/recycling targets for recycling of 

these items, please indicate the name of such laws/policies/strategies/guidelines/plans/recycling 

targets, if any, and the year they were formulated. (Single-use plastics are also target to this 

survey, but this is omitted here as a separate questionnaire will be used). 

Table Items Targeted in this Survey 

PET bottles 

Aluminum cans 

Glass 

Paper and cardboard 

Metal scrap (ferrous and non-ferrous metals) 

End-of-life vehicles (vehicles, batteries and tires) 

Waste home appliances (white goods, etc.)  

Waste lubricant 

 

Classification Targeted Items Name Year of Formulation  

Laws   

National Policies, 

Strategies 

  

Guidelines, 

Plans 

  

Recycling Targets 

e.g. Achieve XX% 

recycling rate of PET 

bottles by 2030 

  

 

1.5 Do you currently operate or plan to operate a cost collection system (e.g. CDL) for the above-

mentioned items? If so, please answer below.  

Targeted Items Cost Collection System 

PET bottles  

Aluminum cans 

Glass 

Paper and cardboard  

Metal scrap (ferrous and 

non-ferrous metals) 

 



End-of-life vehicles 

(vehicles, batteries and 

tires) 

 

Waste home appliances 

(white goods, etc.)  

 

Waste lubricant  

 

1.6 If you answered in 1.5 above that you already have or plan to introduce a cost collection system, 

please provide details on operational mechanism and current operation (revenue/debt) and any 

challenges to operation/to introduce the system. 

 

 

 

 

2. Please answer whether or not there is a registration or licensing system for each of the following items in 

waste management. 

2.1 Please answer whether there is a registration/ licensing system for each of the following waste 

management activities. If so, please provide information on the operation of the system and the 

number of registered vendors. 

Activities Detail of Registration / Licensing System 

Waste Collection  

Treatment 

(Recycling) 

 

Final Disposal  

 

 



Legal Aspect Questionnaire for Single Use Plastic Management and/or  
Marine Plastic Waste 

 
*Please ask an officer who in charge in related Ministry/Agency/Institution for single use plastic and/or marine 

plastic waste in your Country to fill in this questionnaire.  

 

 

1. Please answer the following questions about single-use plastics. 

 

1.1 Do you have any laws/policies/guidelines that are already endorsed in your country that would 

reduce or prohibit the use of single-use plastics? If yes, please provide the name below. 

Classification Name 

Laws and 

Regulations 

 

Policies and 

Strategies 

 

Guidelines  

 

1.2 Do you have any plan to develop laws/policies/guidelines in your country that would reduce or 

prohibit the use of single-use plastics in future? If yes, please provide the name below. 

Classification Name 

Laws and 

Regulations 

 

Policies and 

Strategies 

 

Guidelines  

 

1.3 If Yes to 1.1, does the legislation/policy/guidelines already endorsed specify which single-use 

plastic items are subject to the laws/policies/guidelines? Please answer Yes or No.  

         Yes / No 

1.4 If Yes to 1.3, please check the box below for the item(s) subject to the regulation. (In other cases, 

please provide the specific name of the product. 

Date:  

Name of Respondent:  

Affiliation  

Post of Respondent  

Email Address:  

Phone Number:  



Plastic bags / Trash bags / Styrofoam food containers / Disposable straws / Disposable Containers (cutlery, 

plates, cups, etc.) / Others (                              ) *Please specify. 

 

 

1.5 If Yes to 1.3, please provide details of the regulated items in the table below.  

Items Subject to 

Regulations 

Detail Alternative Products 

Carry or transport 

bags made with 

polyethylene or PET 

  

   

   

   

   

   

 

1.6 If Yes to 1.1, please state any specific reduction or prohibition targets or indicators you have set in 

the above laws/policies/guidelines. e.g.: "Reduce the use of single-use plastics by 80% by 2030". 

 

2. Please answer the following questions regarding the use of biodegradable plastics. 

2.1 Are biodegradable plastics used as a product in your country? If so, please provide information on 

specific products. 

Use of Biodegradable 

Plastics 

Items in which biodegradable plastic is used: 

Yes / No  

 

 

2.2 If you have any current or future plans to promote the use of biodegradable plastics in your 

country, please describe in detail the products to be used and the details of the measures. 

Policy Name Detail 

Subject Items  

Policy Content  

 

 

2.3 If there are already biodegradable plastic products used in your country, please answer the 

international standards used for the products, or standards or certification system established 

independently in your country, if any. 



Standards and Certification 

System 

Detail 

 

 

 

 

3. Please answer about your country’s marine plastic waste policy. 

3.1 Please list the main ministries and organizations that currently have (or will have) jurisdiction over 

marine plastic waste management, as well as any relevant ministries and organizations. If there is 

any particular department, please give the name of that department. 

 

 Agency/Organization Department 

Ministry in 

charge 

  

Organizations in 

charge 

  

Related Ministry   

Related 

Organization 

  

 

3.2 For the aforementioned ministries and agencies, please describe their role in combating marine 

plastic waste. 

Name of Ministry and Organization Role 

  

  

  

 

3.3 Please provide the following answers to the laws, regulations, strategies, and policies that have 

already been formulated for marine plastic waste management. 

3.3.1 If there are existing laws and regulations governing marine plastic waste management, please 

provide a brief description of the name, year of formulation, and content of these laws and 

regulations. 

 Name(Year of Formulation) Detail 

Laws/ 

Regulations 

  

 

 

 

 



3.3.2 If you have a national strategy or basic policy on marine plastic waste management, please 

provide the name of the strategy or basic policy, the year it was formulated, and brief details. 

 Name(Year of Formulation) Detail 

Strategies/ 

Policies 

  

Guidelines/ 

Plans 

  

 

3.3.3 Please list below any new laws, regulations, national strategies, or basic policies related to 

marine plastic waste management that are planned or expected to be developed in the future. 

 

 

 

 

3.4 Please describe any specific activities or initiatives that have been undertaken in your country to 

combat marine plastic waste. 

 

 

 

 

 

 



Questionnaire on import and export of recyclables 
 
*Please ask an officer who in charge in related Ministry/Agency/Institution for single use plastic and/or marine 

plastic waste in your Country to fill in this questionnaire.  

 

 

 

1. Please answer the following questions regarding import and export of recyclables 

 

1.1 Do you see any issue or challenge in current situation on export of recyclables and waste? 

If yes, please provide detail description of issues or challenges. 

 

 

 

 

 

1.2 Do you collect any data or keep the record with regards to recyclables/waste exported from your 

country such as type of waste/recyclable, exported amount, country to export? 

If yes, please provide the information of Year 2019 or latest available. 

For your information, our survey target items are as follows: 

 Single-use plastics 

 PET bottle 

 Aluminum cans 

 Glass 

 Paper and cardboard 

 Scrap metal (ferrous and non-ferrous metals) 

 End-of-life vehicles (bodies, batteries and tires) 

 Waste home appliances (white goods, etc.) 

 Waste lubricant 

Type of recyclables 

and waste exported 

Exported 

Amount/year 
Country to export (Destination) 

   

Date:  

Name of Respondent:  

Affiliation  

Post of Respondent  

Email Address:  

Phone Number:  



1.3 Please indicate whether your country has ratified the following international treaties. If your country 

has ratified them, please provide details of any legislation that has been or will be developed in 

accordance with these treaties. 

Conventions/Treaties Ratification Related Laws and Regulations 

Basel Convention   

Waigani Convention   

Noumea Convention   

 

1.4 In your country, is there any criteria for following recyclables/wastes to distinguish whether certain 

item should be considered as item regulated under Basel Convention and Waigani Convention? 

If Yes, Please provide the criteria and related laws and regulations which set the criteria (if any) 

Type of recyclable and waste Criteria Related Laws and Regulations 

Lead acid battery   

Waste Oil   

Scrap metal (ferrous)   

Scrap metal (Non-ferrous)   

Plastic   

PET bottles   

Other (                  )   

 

1.5 In your country, is there any financial incentives for recyclers to export recyclables (For example: 

Reducing the tax for export)? If yes, please provide detail description on the incentives. 

 

 

 

1.6 In your country, is there any special procedure to be taken when recyclers export recyclables? 

If yes, please provide detail description of the procedure? 

 

 

 

1.7 From the government’s point of view, do you have any priority in exporting specific recyclables? 

 

 

 

 

 





List of HS code adopted for the survey



List of HS code adopted for the survey



Palau
Trade amount calculated by survey team based on BACI statistic information

IMPORT quantity (metric ton)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PET bottle 16 24 148 89 1,879 125 103 67

44 46 67 62 69 63 58 35

730 741 1,097 913 1,134 1,101 927 505

42 131 168 146 167 228 280 290

237 251 498 610 504 427 430 296

121 156 268 554 353 673 580 196

14 37 70 51 64 47 43 7

1 3 5 4 7 9 4 1

2 3 18 33 35 19 40 5

8 5 53 43 35 43 42 32

4 26 33 92 78 86 145 77

0 0 6 4 4 5 14 1

0 0 2 3 2 3 10 2

0 0 0 1 1 2 1 2

30 17 29 74 45 43 82 40

EXPORT quantity (metric ton) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

44 1,116 388 588 1,153 3,426 2,695 1,157

6 161 157 167 176 324 271 199

0 0 0 0 0 137 96 160

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 76 85 56 117 93 88 95

IMPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1,911 1,999 4,671 5,110 4,994 4,426 4,628 1,598

37 108 154 133 151 174 215 339

2,376 2,626 4,812 6,391 6,743 5,526 5,402 4,183

269 323 847 826 871 944 1,006 340

30 97 229 169 242 231 236 21

31 78 101 142 196 259 146 45

21 21 81 177 172 92 128 42

28 56 267 250 236 263 268 140

54 373 448 994 629 1,053 1,024 530

0 0 30 23 18 26 27 4

32 23 681 841 436 326 499 210

0 8 236 346 433 648 453 353

198 113 169 200 187 189 233 206

EXPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

13 277 301 98 92 309 330 197

21 176 208 159 130 329 262 241

0 0 0 0 0 109 82 120

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 24 30 13 16 11 11 17



Federated States of Micronesia
Trade amount calculated by survey team based on BACI statistic information

IMPORT quantity (metric ton)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PET bottle 49 69 53 94 67 81 97 183

43 58 61 66 62 75 72 72

470 483 709 633 690 802 745 797

66 149 10 27 23 68 75 202

253 187 292 438 304 346 366 279

269 339 288 275 273 243 258 254

28 46 82 35 45 62 53 62

1 0 1 2 3 1 4 4

1 3 2 0 1 2 3 3

44 16 56 21 48 29 40 47

18 7 8 3 9 12 51 24

0 1 0 0 0 0 1 0

2 0 1 12 26 1 1 0

1 0 1 1 2 2 1 1

25 18 34 43 33 47 61 52

EXPORT quantity (metric ton) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

169 1,461 361 327 90 70 89 828

100 172 352 169 162 111 124 94

0 24 15 0 83 35 26 97

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 20 0 0 15 0 0 0

IMPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1,544 2,102 2,471 2,680 2,485 2,850 2,738 2,655

67 175 15 31 25 90 98 354

2,564 1,748 2,781 2,763 2,703 3,749 3,380 3,107

1,076 1,182 947 804 752 555 585 596

73 165 264 186 227 241 252 220

29 13 24 52 51 43 87 78

5 10 7 0 7 9 16 19

80 108 80 109 181 153 201 176

184 100 101 49 111 102 352 157

0 5 0 0 0 3 6 0

185 50 219 999 1,483 256 302 190

280 221 444 298 438 883 450 628

108 78 117 183 187 212 270 244

EXPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

75 425 808 66 14 11 23 185

107 369 553 221 163 133 151 107

0 21 12 0 58 31 25 80

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 0 0 2 0 0 0



Marshall Islands
Trade amount calculated by survey team based on BACI statistic information

IMPORT quantity (metric ton)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PET bottle 80 942 940 885 1,071 1,085 1,455 1,271

41 23 14 22 28 25 37 36

140 138 97 78 62 90 294 220

864 269 315 1,685 216 224 245 313

424 377 397 517 696 600 534 666

22 56 55 79 66 84 55 65

25 12 11 9 8 9 14 21

0 0 1 1 2 0 1 1

5 8 3 3 26 22 12 7

58 11 37 21 16 12 9 28

38 29 33 34 29 54 76 74

0 0 0 0 1 0 1 0

3 2 1 1 1 2 0 15

1 0 0 0 1 0 0 0

149 66 25 103 45 104 129 65

EXPORT quantity (metric ton) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

315 4,478 2,294 1,142 1,097 899 2,800 5,967

89 202 67 79 29 190 66 116

0 106 39 33 29 19 39 43

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 34 30,148 70,945 92,722 43,293

IMPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1,433 1,086 1,038 1,121 1,455 1,427 1,825 2,388

1,104 439 513 1,860 327 508 474 616

1,657 1,823 1,714 2,530 3,765 2,339 2,443 3,264

72 126 160 261 195 305 214 292

86 48 54 42 37 58 73 106

15 12 21 31 84 8 31 40

24 31 37 16 99 64 54 45

111 86 70 124 96 80 62 101

435 423 446 513 359 441 507 510

0 0 0 0 8 0 5 2

188 416 177 127 142 593 193 1,999

174 187 1,010 79 112 163 74 181

338 146 125 346 147 276 347 214

EXPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

72 786 401 291 251 179 386 1,395

152 516 268 294 25 505 604 141

0 68 4 3 14 18 36 38

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 16 8,677 27,793 31,233 10,520



Papua New Guinea
Trade amount calculated by survey team based on BACI statistic information

IMPORT quantity (metric ton)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PET bottle 2,165 4,492 6,247 6,620 5,760 4,066 2,495 1,970

534 808 907 1,275 2,005 1,713 112 100

1,824 2,362 1,535 6,280 5,734 6,037 1,435 2,366

3,751 3,742 3,898 3,916 3,630 3,584 4,665 6,087

18,103 11,210 8,693 7,367 5,694 6,616 6,642 5,872

10,198 9,001 8,655 9,486 9,503 11,498 10,019 10,172

1,656 1,399 1,889 2,064 1,574 2,227 2,316 2,164

573 129 149 156 106 88 122 122

5,639 381 240 203 246 308 165 138

1,547 355 710 264 404 298 214 550

661 413 392 341 370 770 877 857

52 23 47 22 22 9 32 10

410 144 182 223 196 91 76 100

407 66 96 267 293 143 47 20

1,202 2,653 1,991 2,310 2,907 2,631 2,529 3,396

EXPORT quantity (metric ton) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

606,711 39,449 43,416 16,977 9,724 19,142 20,244 15,538

4,713 5,358 6,565 8,488 7,943 6,905 7,820 8,720

667 756 1,333 349 701 750 1,002 999

1,255 1,078 193 371 144 377 488 559

0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 8 0 0 0

21 352 63 47 89 35 15 0

IMPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

51,197 62,352 76,248 76,741 81,185 70,334 19,973 20,400

2,566 4,365 4,686 4,484 4,272 4,512 5,570 6,216

196,051 117,965 85,853 79,522 61,923 79,295 87,800 70,464

62,841 44,877 31,801 30,001 26,565 33,832 28,744 27,995

4,818 3,850 5,051 5,667 4,206 6,124 6,753 5,686

6,000 4,045 5,509 5,491 3,515 2,933 4,375 3,291

8,611 1,874 1,282 1,005 1,134 1,273 785 665

4,988 2,060 2,259 1,479 2,505 1,734 1,363 2,154

14,333 6,388 4,995 4,974 4,796 4,983 5,938 5,429

428 189 413 183 147 75 257 82

18,776 13,531 18,139 15,073 14,448 14,631 16,052 19,683

12,882 46,368 69,069 39,883 52,652 99,245 35,810 26,425

5,262 8,068 5,687 5,703 7,228 6,418 6,558 8,541

EXPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

104,786 13,352 15,163 4,399 2,262 5,290 5,551 3,429

9,896 10,752 11,768 12,524 9,278 11,048 14,170 12,105

439 481 669 169 292 290 666 699

292 233 43 77 27 81 104 105

0 0 0 0 0 0 0 0

102 0 0 0 8 0 0 0

23 184 82 43 43 17 7 0



Solomon Islands
Trade amount calculated by survey team based on BACI statistic information

IMPORT quantity (metric ton)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PET bottle 41 129 151 273 334 311 513 704

11 16 13 128 123 190 84 115

112 141 97 2,375 1,795 3,251 378 71

615 448 486 1,158 736 841 883 801

1,031 615 703 932 1,122 911 774 616

390 382 720 713 1,125 1,313 1,005 1,070

165 173 160 167 254 253 253 218

5 5 6 8 8 3 11 6

33 30 32 53 68 42 22 13

18 19 33 32 24 22 27 29

46 30 28 55 68 93 80 99

2 2 2 3 3 1 3 3

7 9 12 13 11 8 10 4

18 1 3 4 4 4 4 3

207 276 271 321 485 465 685 486

EXPORT quantity (metric ton) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2,813 614 498 836 376 90 227 3,926

382 346 332 397 194 465 492 413

18 36 5 0 88 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 1 2 0

24 31 0 63 14 6 3 0

IMPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1,973 1,742 1,789 14,522 5,546 12,398 4,304 4,664

906 630 721 1,467 1,426 1,523 1,937 1,067

9,562 6,575 6,732 10,439 15,646 14,733 17,476 8,103

1,339 1,003 1,211 1,802 1,966 2,072 2,738 2,656

631 530 499 277 459 386 450 581

151 156 214 138 264 123 299 149

220 185 196 210 396 297 150 58

133 91 98 69 108 95 125 104

645 386 421 622 954 1,117 929 908

11 13 15 21 19 18 21 21

601 798 1,116 906 997 1,229 1,224 1,080

1,286 1,032 2,175 1,816 2,589 2,561 2,423 2,026

786 902 980 666 904 628 1,164 1,407

EXPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

998 267 167 292 118 22 77 188

249 314 389 274 149 441 475 376

11 23 1 0 41 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 8 6 2 0

6 18 0 35 10 9 2 0



Vanuatu
Trade amount calculated by survey team based on BACI statistic information

IMPORT quantity (metric ton)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PET bottle 94 118 73 163 89 126 153 85

18 29 29 45 30 39 41 22

232 275 318 354 395 306 249 406

335 565 552 354 549 467 383 616

809 772 760 734 1,068 1,262 1,138 937

279 291 265 399 578 378 444 436

70 101 95 52 100 171 164 146

4 5 6 12 11 9 24 27

23 37 16 12 18 21 18 25

20 36 30 25 13 48 33 39

16 39 20 31 38 50 34 45

1 3 2 1 2 3 1 2

3 5 6 19 16 8 7 8

10 2 5 19 30 8 5 8

181 105 211 112 179 201 133 98

EXPORT quantity (metric ton) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4,109 1,114 1,380 207 393 557 693 814

172 168 107 108 153 169 194 123

104 66 0 0 0 0 0 220

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

149 0 0 0 67 0 0 0

IMPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4,027 4,933 4,504 4,512 3,850 3,934 3,758 2,876

513 704 681 444 622 541 551 792

5,363 4,309 4,923 5,075 6,489 9,936 10,176 7,909

992 1,041 895 1,292 1,656 1,148 1,305 1,260

259 267 270 145 298 691 512 400

127 153 196 338 368 281 701 740

96 263 91 82 107 143 77 118

97 166 206 123 65 243 141 164

214 600 366 458 479 420 386 441

8 25 21 12 14 24 12 18

486 756 996 1,464 1,133 1,474 1,320 2,223

1,619 1,586 3,719 2,699 2,714 4,365 3,946 5,111

487 433 703 465 536 625 467 379

EXPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

982 280 258 45 109 135 210 205

414 283 267 207 143 272 944 250

58 35 0 0 0 0 0 172

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

88 0 0 0 27 0 0 0



Fiji
Trade amount calculated by survey team based on BACI statistic information

IMPORT quantity (metric ton)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PET bottle 1,337 1,387 1,435 1,291 2,260 1,516 1,492 1,804

14 22 17 30 29 25 39 29

1,119 1,221 1,055 1,390 1,285 982 1,061 1,140

4,892 5,768 6,980 6,915 9,299 4,070 6,513 4,292

2,561 5,164 5,549 6,157 11,373 4,935 5,948 3,352

3,136 3,979 3,317 2,377 3,432 4,353 5,058 4,434

41 138 114 119 122 92 158 479

118 167 189 183 225 159 252 183

129 489 450 249 451 631 502 309

126 576 753 803 834 875 1,017 1,071

27 372 528 490 622 512 605 627

14 74 71 61 83 75 99 56

54 103 114 93 119 58 53 53

3 21 26 29 46 50 47 52

400 487 664 480 815 419 502 546

EXPORT quantity (metric ton) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

30,833 20,061 13,079 5,937 4,679 7,301 14,003 13,546

1,162 209 3,195 819 562 470 429 939

0 0 0 0 0 27 22 0

2,528 1,592 1,232 2,856 2,760 2,962 2,621 2,474

0 0 125 0 148 150 155 73

0 0 11 2 3 7 8 9

641 744 744 575 1,051 1,048 1,512 1,250

IMPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

11,767 14,266 16,289 12,977 16,496 15,384 17,766 14,199

3,633 5,986 5,201 4,064 5,935 2,611 4,330 3,440

30,590 60,280 76,775 79,966 125,171 52,888 64,971 42,923

9,559 13,737 16,550 11,390 15,166 12,875 15,567 13,359

107 302 427 303 333 249 623 2,175

1,178 3,380 5,390 5,315 6,313 4,685 7,424 4,477

1,462 3,141 2,576 2,300 2,401 4,614 4,615 2,538

942 3,445 4,028 3,910 4,085 3,872 5,188 3,528

931 4,976 7,103 6,892 6,569 6,362 7,698 6,138

184 498 510 447 503 506 854 491

4,627 15,580 14,689 11,406 13,663 13,295 13,698 13,170

2,273 14,477 20,539 17,530 23,716 29,476 33,361 34,442

1,456 1,521 1,695 1,533 1,642 1,873 1,237 1,244

EXPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

13,959 5,432 5,271 2,068 1,088 1,904 3,659 3,846

2,571 472 1,770 1,258 1,211 1,815 2,088 2,558

0 0 0 0 0 26 23 0

377 238 335 432 360 505 424 257

0 0 2 0 2 2 2 11

0 0 12 2 3 8 8 7

262 399 360 327 288 190 348 297



Tonga
Trade amount calculated by survey team based on BACI statistic information

IMPORT quantity (metric ton)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PET bottle 55 120 151 143 184 159 331 139

24 39 62 68 91 35 76 49

120 147 321 154 112 206 158 461

166 135 207 244 486 255 315 313

741 692 333 1,175 1,645 1,499 1,149 1,212

264 298 129 179 249 249 187 153

121 130 236 154 194 34 131 166

2 3 26 5 5 2 1 6

22 24 30 15 18 56 20 11

120 48 60 48 67 52 53 207

6 9 18 48 19 15 19 26

1 1 5 10 3 0 1 2

0 2 4 2 2 0 0 2

5 1 2 9 8 1 1 3

40 34 82 370 44 32 41 30

EXPORT quantity (metric ton) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2,535 3,253 1,754 473 97 228 239 249

194 143 103 94 93 59 38 90

94 62 110 247 163 132 262 173

0 55 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 21 0 0

IMPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2,341 2,887 4,591 3,153 2,981 2,741 3,445 2,752

345 395 278 340 547 326 347 413

3,198 2,662 6,679 5,651 5,321 4,873 4,579 4,019

293 409 493 196 232 260 219 119

398 369 529 389 510 114 364 403

52 82 718 194 158 77 53 234

183 178 255 102 99 323 104 76

212 328 509 323 459 327 381 601

121 164 239 764 319 264 362 339

8 14 27 48 13 3 10 12

58 467 560 158 206 86 80 440

252 417 1,698 1,171 704 326 878 632

134 152 206 389 207 208 176 179

EXPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

730 893 459 95 16 65 74 91

432 267 204 149 104 66 86 208

57 40 77 178 100 113 210 137

0 5 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5 0 0 1 0

0 0 0 0 0 14 0 0



Samoa
Trade amount calculated by survey team based on BACI statistic information

IMPORT quantity (metric ton)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PET bottle 177 354 243 311 386 354 372 509

46 81 49 43 66 57 39 34

234 215 225 221 184 105 138 76

751 1,184 1,392 955 1,260 1,110 962 981

1,062 637 1,143 797 1,159 1,018 1,003 2,096

569 593 1,796 671 604 785 621 723

218 233 264 207 288 294 264 439

8 10 12 18 17 15 14 29

47 50 57 32 51 39 26 34

74 38 69 64 93 111 103 158

49 213 89 112 109 139 111 153

3 6 5 6 10 9 11 13

3 4 7 3 3 2 3 7

10 5 2 2 3 2 2 7

318 591 585 788 815 989 1,252 837

EXPORT quantity (metric ton) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1,926 3,112 2,476 1,513 504 1,273 2,073 2,582

279 442 2,239 346 373 270 234 290

43 9 104 338 85 77 173 195

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

23 103 0 0 0 0 0 0

IMPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3,454 4,897 4,214 4,089 4,964 4,461 3,691 3,578

724 939 1,158 1,071 1,339 1,135 1,391 1,311

6,930 8,065 13,349 10,568 14,768 12,812 13,586 21,941

2,126 2,378 3,582 1,801 1,790 2,093 1,892 1,668

596 563 541 712 734 859 818 938

230 324 436 347 388 390 351 747

356 264 271 192 443 243 137 152

234 197 295 271 409 416 440 579

570 2,966 922 1,058 810 1,399 862 1,173

25 38 41 41 44 45 54 62

522 539 1,086 530 654 653 641 1,197

2,591 2,798 2,483 2,309 3,876 1,899 4,134 4,623

1,079 1,632 2,536 3,653 2,474 1,761 4,632 1,647

EXPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

709 892 781 275 175 346 613 647

665 1,312 3,662 472 300 621 561 444

25 9 62 253 20 75 189 177

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 69 0 0 0 0 0 0



Cook Islands
Trade amount calculated by survey team based on BACI statistic information

IMPORT quantity (metric ton)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PET bottle 55 51 43 50 23 57 83 88

44 41 37 36 20 44 45 38

55 87 121 151 184 215 98 113

31 84 19 27 52 26 24 25

261 360 328 413 467 638 593 534

60 101 98 99 93 91 112 87

48 29 47 48 51 69 68 36

7 7 8 9 13 9 15 10

14 21 31 22 24 30 14 12

58 32 31 24 36 36 42 58

10 8 13 4 7 26 13 19

13 6 7 4 4 7 6 7

0 0 0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 1 0 1 1

37 2 25 24 26 40 15 7

EXPORT quantity (metric ton) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2,608 278 514 275 277 1 628 493

17 10 18 38 0 0 0 14

0 0 0 4 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

48 0 0 0 0 0 0 0

IMPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2,112 2,436 2,456 2,266 1,683 5,694 3,124 6,017

66 85 66 52 62 34 39 43

1,782 2,664 2,173 3,042 3,151 4,259 4,897 3,826

351 485 506 417 367 477 541 359

153 110 121 162 157 207 160 137

257 216 243 261 291 286 382 289

122 171 336 253 227 204 115 98

177 223 150 153 176 267 265 273

112 103 206 61 104 329 154 173

34 46 35 26 30 55 45 59

53 19 25 49 33 50 23 861

150 270 225 280 271 216 419 882

0 0 0 6 0 0 0 0

EXPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

334 57 62 46 43 61 93 64

3 12 3 7 0 0 0 4

0 0 0 3 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0



Kiribati
Trade amount calculated by survey team based on BACI statistic information

IMPORT quantity (metric ton)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PET bottle 20 96 62 59 42 48 40 45

6 6 24 33 40 20 25 25

41 53 376 484 631 281 345 372

7 39 67 92 113 81 132 57

147 217 272 266 321 229 168 183

100 132 148 154 162 109 114 142

10 24 42 46 53 8 4 19

14 4 2 5 2 5 8 5

3 13 10 7 18 13 32 9

41 9 12 10 16 17 25 22

10 7 35 16 14 25 18 21

1 0 1 0 1 1 1 0

2 2 2 1 1 2 2 1

0 0 0 4 0 0 0 1

14 46 40 53 48 48 177 85

EXPORT quantity (metric ton) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

78 30 55 15 15 44 0 0

38 41 58 33 116 30 29 71

0 0 0 0 0 23 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 20 0 0 57 0 0

IMPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

577 593 2,161 2,040 4,918 1,203 1,679 1,507

1 41 7 66 65 22 79 22

1,307 2,209 3,800 3,064 4,011 2,644 2,115 2,355

417 410 505 445 519 376 389 451

33 74 125 104 150 28 13 48

78 92 21 85 48 34 226 144

20 114 51 35 90 63 83 54

69 68 37 51 66 41 89 113

91 97 361 164 184 179 146 250

3 2 4 0 5 2 4 1

162 146 223 148 123 205 225 360

45 31 53 540 26 141 220 981

2 22 0 0 0 0 0 0

EXPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

29 8 15 5 4 15 0 0

32 98 84 34 102 24 35 147

0 0 0 0 0 20 0 0

0 0 0 0 20 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 11 0 0 16 0 0



Nauru
Trade amount calculated by survey team based on BACI statistic information

IMPORT quantity (metric ton)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PET bottle 23 155 226 82 113 117 144 59

2 9 13 4 11 11 13 7

17 38 90 17 32 3 3 4

0 0 0 0 11 4 2 19

89 534 1,381 547 211 46 117 68

7 12 30 23 29 21 16 10

3 6 5 7 3 7 7 8

1 2 1 1 1 0 0 1

3 34 13 2 8 3 2 2

5 7 15 1 4 8 24 12

13 14 15 11 25 15 38 20

0 1 0 1 1 1 1 0

0 2 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

6 6 15 7 6 13 15 12

EXPORT quantity (metric ton) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

848 0 0 0 38 49 123 72

12 0 0 18 62 11 0 17

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 38 137 0

IMPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

525 2,108 3,505 956 1,208 1,275 1,728 878

0 0 0 0 2 3 0 18

746 4,016 5,180 2,715 1,685 588 2,096 1,142

59 168 230 75 163 80 93 46

13 30 20 35 10 21 22 22

14 54 50 40 40 16 7 19

9 66 71 6 55 17 14 17

21 31 60 9 14 24 85 47

145 156 136 153 244 151 375 263

0 7 4 8 6 3 8 2

33 191 103 80 59 96 80 84

21 51 56 35 221 40 365 332

0 0 6 0 0 0 0 0

EXPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

204 0 0 0 17 27 21 17

52 0 0 1 13 23 0 8

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 91 113 0



Niue
Trade amount calculated by survey team based on BACI statistic information

IMPORT quantity (metric ton)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PET bottle 3 5 5 4 4 5 5 5

4 2 3 2 2 3 2 2

55 7 6 8 8 14 7 11

3 5 3 2 13 1 1 0

70 105 68 89 92 75 113 146

13 21 19 9 16 12 15 14

7 10 7 4 8 8 4 4

1 0 0 1 1 0 0 0

1 2 1 3 1 1 2 0

6 30 6 5 2 6 2 4

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0

2 5 5 0 1 0 2 1

EXPORT quantity (metric ton) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 0 12 123 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 72 0

0 0 0 5 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

IMPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

344 346 419 350 369 700 464 659

6 9 4 3 4 3 2 2

255 484 320 349 370 501 436 564

77 78 103 48 65 47 57 67

18 54 35 18 36 38 20 19

31 6 7 21 22 15 12 9

16 29 35 28 8 16 56 3

49 82 40 32 14 52 17 33

9 5 1 1 4 3 8 0

1 3 3 3 7 3 4 4

0 0 0 5 0 2 14 295

8 3 0 12 0 0 11 32

0 0 0 0 0 0 0 0

EXPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 0 6 5 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 108 0

0 0 0 4 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0



Tuvalu
Trade amount calculated by survey team based on BACI statistic information

IMPORT quantity (metric ton)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PET bottle 7 192 83 68 115 106 129 67

1 1 2 4 7 6 5 4

26 35 41 60 59 70 37 56

0 0 0 0 0 0 0 0

7 13 13 8 13 5 24 48

2 3 7 32 4 10 9 5

1 10 2 3 3 3 1 0

0 0 1 0 0 0 0 1

0 1 4 0 2 3 3 5

2 2 6 8 7 5 3 4

3 3 2 2 4 5 11 7

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

10 31 6 7 4 10 2 5

EXPORT quantity (metric ton) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

21 24 0 0 0 29 32 0

0 7 15 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

IMPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

322 347 342 278 386 279 280 255

0 0 14 0 12 6 0 0

65 103 108 77 128 46 288 603

11 15 28 47 19 64 30 19

10 27 6 7 7 9 5 0

0 7 17 14 6 18 1 43

0 6 21 5 7 19 14 54

4 6 21 34 21 18 11 51

30 41 25 25 51 61 95 119

0 0 0 0 0 0 0 3

37 67 122 35 62 35 35 160

0 0 0 0 7 0 4 33

3 0 0 0 0 0 0 0

EXPORT value (thousand USD)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7 8 0 0 0 6 6 0

0 17 16 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0



Assumptions and Parameters for Conversion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-form unit weight per litre 45 g/litre 

500ml bottle (water, soft drink) 30 g/bottle 

2l bottle (water, soft drink) 60 g/bottle 

350ml can (beer, soft drink) 16 g/can 

500ml can (beer, soft drink) 19 g/can 

Beer returnable bottle 1 
kg/litre equivalent 

bottle 

Wine bottle 720ml 500 g/bottle 
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Palau FSM RMI PNG Solomon Vanuatu Fiji Samoa Tonga
2015 2010 2011 2009 2019 2016 2016

TV set 2,536 8,444 0.600 0.37 0.88 0.82 14,858
Refragerator 2,847 5,603 0.517 0.13 0.96 0.51 9,502
Washing machine 5,236 0.88 0.23 14,374
Air conditioner 1,655 1,203 0.345 0.18 0.05 481
Microwave oven 1,244 1,068 0.170 0.53 0.37
Computer 1,620 1,666 0.120 0.08 0.57 0.28 8,887
Mobile phone 2,809 6,770 0.579 0.76 0.93 1.21 41,082

Palau 2015
Micronesia 2010
Marshall 2011
Vanuatu 2016
Fiji

0.8
Samoa AusAID Energy Labelling and Minimum Energy Performance Standards for Appliances and Lighting
Tonga 2016

Palau FSM RMI PNG Solomon Vanuatu Fiji Samoa Tonga
2015 2010 2011 2009 2009 2009 2019 2016 2016
4,714 16,779 8,312 1,349,977 93,669 46,924 189,636 29,190 18,091

TV set 0.54 0.50 0.60 0.37 0.37 0.37 0.88 0.82 0.82
Refragerator 0.60 0.33 0.52 0.13 0.13 0.13 0.96 0.51 0.53
Washing machine 0.79 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.88 0.23 0.79
Air conditioner 0.35 0.07 0.35 0.07 0.07 0.07 0.18 0.05 0.03
Microwave oven 0.26 0.06 0.17 0.06 0.06 0.06 0.53 0.37 0.37
Computer 0.34 0.10 0.12 0.08 0.08 0.08 0.57 0.28 0.49
Mobile phone 0.60 0.40 0.58 0.76 0.76 0.76 0.93 1.21 2.27

FIJI* FSM Vanuatu Vanuatu FSM Samoa

*Palau 2019 2015 GDP 2015



2019

1. Palau
2015 2016 2017 2018 2019

4,714 4,728 4,752 4,780 4,803
TV set 0.54 0.56 0.54 0.52 0.50
Refragerator 0.60 0.63 0.61 0.59 0.56
Washing machine 0.79 0.82 0.79 0.76 0.72
Air conditioner 0.35 0.37 0.35 0.34 0.32
Microwave oven 0.26 0.28 0.26 0.26 0.24
Computer 0.34 0.36 0.34 0.33 0.32
Mobile phone 0.60 0.62 0.60 0.58 0.55

2. FSM
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
16,779 16,866 17,038 17,269 17,517 17,752 17,969 18,172 18,364 18,586

TV set 0.50 0.52 0.54 0.51 0.50 0.48 0.49 0.53 0.57 0.56
Refragerator 0.33 0.35 0.36 0.34 0.33 0.32 0.33 0.35 0.38 0.37
Washing machine 0.31 0.32 0.33 0.31 0.31 0.30 0.30 0.33 0.35 0.35
Air conditioner 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08
Microwave oven 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07
Computer 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11
Mobile phone 0.40 0.42 0.43 0.41 0.40 0.38 0.39 0.42 0.46 0.45

3. RMI
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
8,312 8,340 8,373 8,409 8,448 8,489 8,537 8,590 8,676

TV set 0.60 0.62 0.63 0.62 0.62 0.67 0.70 0.72 0.77
Refragerator 0.52 0.54 0.55 0.53 0.53 0.58 0.61 0.62 0.66
Washing machine 0.31 0.32 0.33 0.32 0.32 0.35 0.37 0.38 0.40
Air conditioner 0.35 0.36 0.37 0.36 0.36 0.39 0.40 0.42 0.44
Microwave oven 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.20 0.20 0.22
Computer 0.12 0.12 0.13 0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15
Mobile phone 0.58 0.60 0.61 0.60 0.60 0.65 0.68 0.70 0.74

4. PNG
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1,349,977 1,381,293 1,411,842 1,441,848 1,471,585 1,501,504 1,531,932 1,562,918 1,594,334 1,626,131 1,658,191
TV set 0.37 0.43 0.52 0.59 0.57 0.60 0.54 0.49 0.52 0.53 0.52
Refragerator 0.13 0.15 0.18 0.21 0.20 0.21 0.19 0.17 0.18 0.19 0.18
Washing machine 0.31 0.37 0.44 0.50 0.48 0.50 0.45 0.42 0.44 0.45 0.44
Air conditioner 0.07 0.08 0.10 0.12 0.11 0.12 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Microwave oven 0.06 0.07 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.09 0.09 0.09
Computer 0.08 0.09 0.11 0.13 0.12 0.13 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11
Mobile phone 0.76 0.89 1.08 1.22 1.17 1.23 1.10 1.01 1.07 1.09 1.08

5. Solomon
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
93,669 95,975 98,459 101,103 103,878 106,742 109,661 112,625 115,642 118,701 121,818

TV set 0.37 0.41 0.48 0.51 0.53 0.52 0.48 0.48 0.49 0.49 0.47
Refragerator 0.13 0.14 0.17 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16
Washing machine 0.31 0.34 0.40 0.43 0.44 0.44 0.40 0.40 0.41 0.42 0.39
Air conditioner 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09
Microwave oven 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Computer 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.11 0.11 0.10
Mobile phone 0.76 0.83 0.98 1.06 1.08 1.06 0.98 0.98 1.01 1.01 0.96



2019

6. Vanuatu
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
46,924 48,141 49,454 50,849 52,302 53,780 55,256 56,723 58,185 59,647 61,140

TV set 0.37 0.40 0.43 0.40 0.38 0.37 0.33 0.33 0.36 0.35 0.34
Refragerator 0.13 0.14 0.15 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.13 0.12 0.12
Washing machine 0.31 0.34 0.37 0.34 0.32 0.31 0.28 0.28 0.30 0.30 0.29
Air conditioner 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07
Microwave oven 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Computer 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07
Mobile phone 0.76 0.82 0.89 0.82 0.78 0.75 0.68 0.69 0.73 0.73 0.70

7. Fiji
2019

189,636
TV set 0.88
Refragerator 0.96
Washing machine 0.88
Air conditioner 0.18
Microwave oven 0.53
Computer 0.64
Mobile phone 2.71

8. Samoa
2016 2017 2018 2019

29,190 29,313 29,429 29,559
TV set 0.82 0.85 0.83 0.85
Refragerator 0.51 0.53 0.52 0.53
Washing machine 0.23 0.24 0.23 0.24
Air conditioner 0.05 0.05 0.05 0.05
Microwave oven 0.37 0.38 0.37 0.38
Computer 0.28 0.29 0.28 0.29
Mobile phone 1.21 1.25 1.22 1.26

9. Tonga
2016 2017 2018 2019

18,091 18,245 18,459 18,602
TV set 0.82 0.88 0.92 0.94
Refragerator 0.53 0.57 0.59 0.60
Washing machine 0.79 0.86 0.89 0.91
Air conditioner 0.03 0.03 0.03 0.03
Microwave oven 0.37 0.40 0.41 0.42
Computer 0.49 0.53 0.55 0.56
Mobile phone 2.27 2.44 2.54 2.60

GDP
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PET
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

18,001 18,092 18,174 18,227 18,281 18,322 18,357 18,396 18,418 18,448 18,462 18,468
113,811 115,021 116,255 117,486 118,708 119,921 121,113 122,295 123,440 124,565 125,644 126,699

58,791 59,194 59,618 60,051 60,520 61,041 61,597 62,226 62,895 63,583 64,299 64,998
8,776,119 8,947,027 9,119,005 9,292,172 9,466,431 9,641,706 9,817,917 9,994,969 10,172,751 10,351,151 10,530,056 10,709,351

669,821 686,878 703,995 721,164 738,416 755,823 773,422 791,210 809,198 827,409 845,872 864,603
299,882 307,150 314,464 321,834 329,249 336,739 344,300 351,945 359,678 367,500 375,389 383,377
889,955 896,444 902,899 909,457 916,131 922,955 929,977 937,162 944,456 951,763 958,971 966,019
197,093 198,410 200,144 202,241 204,568 206,972 209,323 211,573 213,790 215,968 218,152 220,368
104,497 105,697 106,759 107,748 108,663 109,594 110,555 111,551 112,555 113,571 114,591 115,616

11,127,970 11,333,913 11,541,313 11,750,380 11,960,967 12,173,073 12,386,561 12,601,327 12,817,181 13,033,958 13,251,436 13,469,499

PET 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
169 170 171 171 172 172 172 172 172 172 172 172

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
246 248 250 252 254 256 258 261 264 267 270 273

4,530 4,618 4,707 4,796 4,886 4,976 5,067 5,158 5,250 5,342 5,434 5,527
704 722 740 758 776 794 812 831 850 869 888 908

85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107
2,524 2,542 2,560 2,579 2,598 2,617 2,637 2,657 2,678 2,699 2,719 2,739

507 511 515 520 526 532 538 544 550 556 562 568
139 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

9,001 9,137 9,273 9,410 9,550 9,689 9,830 9,973 10,118 10,263 10,407 10,553
kg/ / 0.809 0.806 0.803 0.801 0.798 0.796 0.794 0.791 0.789 0.787 0.785 0.783

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
164 165 21 24 25 27 29 31 33 35 37 166
309 312 42 43 43 43 43 43 43 43 43 342
178 179 23 24 24 24 24 24 24 24 24 196

5,792 5,905 5,039 5,251 5,377 5,506 5,638 5,773 5,912 6,054 6,199 7,068
115 118 321 335 349 364 380 396 413 431 450 148

22 23 114 118 122 126 130 134 138 143 148 33
346 349 959 1,038 1,110 1,187 1,269 1,357 1,451 1,551 1,658 379

34 34 43 45 47 49 51 53 56 59 62 34
49 50 112 115 118 121 124 127 131 135 139 51

7,009 7,135 6,674 6,993 7,215 7,447 7,688 7,938 8,201 8,475 8,760 8,417
kg/ / 0.630 0.630 0.578 0.595 0.603 0.612 0.621 0.63 0.64 0.65 0.661 0.625

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
163 147 99 100 101 102 103 104 105 106 107 251

88 87 180 181 182 184 186 188 190 192 194 94
267 255 6,019 6,133 6,248 6,364 6,480 6,597 6,714 6,832 6,950 305

4,697 4,514 121 124 127 130 133 136 139 142 145 5,886
534 507 24 25 26 27 28 29 30 31 32 755
276 248 352 355 358 361 364 367 370 373 376 347

4,112 3,331 34 34 34 34 34 34 34 34 34 6,307
558 538 51 51 51 51 51 51 51 51 51 770
220 217 4,707 4,796 4,886 4,976 5,067 5,158 5,250 5,342 5,434 268

10,914 9,844 11,587 11,799 12,013 12,229 12,446 12,664 12,883 13,103 13,323 14,983
kg/ / 0.981 0.869 1.004 1.004 1.004 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.112

UN



2019

(1) 2019 GDP 2019
(2) :7
(3) :1,100kg/ WG

8 a-3-4 

(1) 2019 GDP 2019
(2) 5.6
(3) :20 /   27

(1) 2019 GDP 2019
(2) 5.9
(3) :62 /   27

(1) 2019 GDP 2019
(2) 5.5
(3) 38 /   27

(1) 2019 GDP 2019
(2) 5.9
(3) :41 /   27

(1) 2019 GDP 2019
(2) 5.6
(3) :20 /   27

(1) 2019 GDP 2019
(2) 4.6
(3) :5.1 /   

27

(1) 2019 GDP 2019
(2) 5.0
(3) :0.12 /   27

(1) 2014 D.Haynes et al. "REPORT ONE: DESKTOP REVIEW OF USED OIL 
MANAGEMENT DATA"
(2) :0.9

2019 BACI

2019 BACI

2019 BACI



2019

PET 2018 CDS Beverage Container Recycling Program Annual Report  FY2018 Oct2017-
Sep2018 PET 30g
2018 CDS Beverage Container Recycling Program Annual Report  FY2018 Oct2017-
Sep2018 15g
2018 CDS Beverage Container Recycling Program Annual Report  FY2018 Oct2017-
Sep2018 400g

2019 GDP

PET Yap EPA 2018 Kosrae KIRMA 2016 PET Pohnpei
CDL 30g

Yap EPA 2018 Pohnpei EPA 2017 Kosrae KIRMA 2016
CDL 15g

Yap EPA 2018 Kosrae KIRMA 2016 Pohnpei
CDL 400g

Kosrae KIRMA 2016 Yap Pohnpei CDL
16kg

PET Annual Report to the Nitijela for the CDL Recycling System for Year 2019 by RMI 
EPA PET 30g
Annual Report to the Nitijela for the CDL Recycling System for Year 2019 by RMI 
EPA 15g
Annual Report to the Nitijela for the CDL Recycling System for Year 2019 by RMI 
EPA 400g

2019 GDP

PET
A Pre-Feasibility Study to Introduce a Container Deposit Scheme Into the Solomon Islands (April 
2019) PET PNG 30g

A Pre-Feasibility Study to Introduce a Container Deposit Scheme Into the Solomon Islands (April 
2019) PNG 16g

2019 BACI
2019 BACI

PET 2019 BACI
2019 BACI
2019 BACI
2019 BACI

PET 2019 BACI
2019 BACI
2019 BACI
2019 BACI

PET PET

2019 BACI
2019 BACI

PET 2019 BACI
2019 BACI
2019 BACI
2019 BACI

PET 2019 BACI
2019 BACI
2019 BACI
2019 BACI



2019

(1) 2019

(2) 36 WG
8 a-3-4 

(3) 48 57 55 48
81 81 81   

27

(1) 2019

(2) 1 WG
8 a-3-4 

(3) 6 10 10 34
11 11 11   

27

(1) 2019
(2) 1 WG

8 a-3-4 

(1) 2019
(2) 3 WG

8 a-3-4 

(1) 2019
(2) 1.5 WG

8 a-3-4 

2019 PET

2019

2019

2019

2019

0



2019

PET 2019 BACI
2012 2019 BACI

PET 2019 BACI
2019 BACI

PET PET 0
2019 BACI

PET 2019 BACI
2019 BACI

PET 2019 BACI
2019 BACI

PET 2019 BACI
2012 2019 BACI

PET PET
2019 BACI

PET 2019 BACI
2019 BACI

PET 2019 BACI

2019

2019 BACI

0



2020 2030

PET

2020 2030

PET

2020 2030

PET

2020 2030

PET

2020 2030

PET

2019

2019 Word Population Prospects 2019 2019 2020-2030

2019

2019

2020 ~2023
2019 WB Global Economic Prospects June 2021 2020-2022 GDP

2023 ~2030
2019 WB Global Economic Prospects June 2021 2023 GDP

2023 GDP 2023



2020 2030

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
PET 169 170 171 171 172 172 172 172 172 172 172 172

164 165 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
197 198 199 200 201 201 201 201 201 201 201 201

1,498 1,348 1,294 1,450 1,537 1,630 1,727 1,830 1,940 2,056 2,179 2,311
1,279 1,151 1,105 1,238 1,312 1,391 1,474 1,562 1,656 1,755 1,860 1,972

98 88 84 94 100 106 112 119 126 134 142 151
121 109 105 118 125 133 141 149 158 167 177 188
77 70 68 76 80 85 90 95 100 105 110 115
8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8

28 25 24 27 29 31 33 35 37 39 41 43
24 22 21 24 25 27 29 31 33 35 37 39
11 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 178 171 192 204 216 229 243 258 273 289 306
163 147 141 158 167 177 188 199 211 224 237 251
40 40 40 40 40 40 40 0 0 0 0 0

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
PET 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

309 312 315 318 321 324 327 330 333 336 339 342
1,218 1231 1244 1257 1270 1283 1296 1309 1321 1333 1345 1356
2,273 2239 2161 2215 2237 2259 2281 2304 2328 2352 2376 2400
1,855 1827 1763 1807 1825 1843 1861 1880 1899 1918 1937 1956

149 147 142 146 147 148 149 150 152 154 156 158
269 265 256 262 265 268 271 274 277 280 283 286
172 169 163 167 168 169 170 171 172 173 174 175
37 36 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36
73 72 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79
45 44 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 278 268 275 278 281 284 287 290 293 296 299
88 87 84 86 87 88 89 90 91 92 93 94
52 53 54 55 56 57 58 0 0 0 0 0

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
PET 246 248 250 252 254 256 258 261 264 267 270 273

178 179 180 181 182 184 186 188 190 192 194 196
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

485 463 458 472 481 490 500 510 520 530 540 550
376 359 355 366 373 380 388 396 404 412 420 428
87 83 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100
22 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22

143 137 136 141 143 145 147 149 151 153 155 157
24 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24
60 57 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66
24 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24
27 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 169 167 172 175 179 183 187 191 195 199 203
267 255 252 260 265 270 275 281 287 293 299 305
63 63 63 63 63 64 65 0 0 0 0 0



2020 2030

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
PET 4,530 4618 4707 4796 4886 4976 5067 5158 5250 5342 5434 5527

5,792 5905 6019 6133 6248 6364 6480 6597 6714 6832 6950 7068
13,549 13813 14079 14346 14615 14886 15158 15431 15705 15980 16256 16533
29,139 28002 28982 30199 30924 31666 32426 33204 34001 34817 35652 36508
17,285 16611 17192 17914 18344 18784 19235 19697 20170 20654 21150 21658
1,656 1591 1647 1716 1757 1799 1842 1886 1931 1977 2024 2073

10,198 9800 10143 10569 10823 11083 11349 11621 11900 12186 12478 12777
13,283 12764 13210 13766 14096 14434 14779 15133 15497 15869 16248 16637
3,079 2959 3063 3192 3269 3347 3427 3509 3593 3679 3767 3857
3,184 3060 3167 3300 3379 3460 3543 3628 3715 3804 3895 3988
5,067 4869 5039 5251 5377 5506 5638 5773 5912 6054 6199 6348
1,167 1121 1160 1209 1238 1268 1298 1329 1361 1394 1427 1461

535 514 532 554 567 581 595 609 624 639 654 670
208 200 207 216 221 226 231 237 243 249 255 261
43 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52

4,320 4152 4297 4477 4584 4694 4807 4922 5040 5161 5285 5412
4,697 4514 4672 4868 4985 5105 5228 5353 5481 5613 5748 5886
3,386 3452 3518 3585 3652 3720 3788 0 0 0 0 0

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
PET 704 722 740 758 776 794 812 831 850 869 888 908

115 118 121 124 127 130 133 136 139 142 145 148
106 109 112 115 118 121 124 127 130 133 136 139

3,196 3037 3097 3236 3375 3520 3671 3828 3992 4164 4343 4530
2,641 2509 2559 2674 2789 2909 3034 3164 3300 3442 3590 3744

165 157 160 167 174 181 189 197 205 214 223 233
390 371 378 395 412 430 448 467 487 508 530 553
870 826 842 880 918 957 1000 1043 1088 1135 1184 1234
202 192 196 205 214 223 233 243 253 264 275 287
208 198 202 211 220 229 239 249 260 271 283 295
332 315 321 335 349 364 380 396 413 431 450 469
76 72 73 76 79 82 86 90 94 98 102 106
35 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
14 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

720 684 698 729 760 793 827 863 900 939 979 1021
534 507 517 540 563 587 612 638 665 694 724 755
486 498 510 522 534 547 560 0 0 0 0 0

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
PET 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
645 661 677 693 709 725 741 757 774 791 808 825

2,969 2672 2779 2888 2983 3081 3183 3288 3397 3510 3626 3746
2,620 2358 2452 2548 2632 2719 2809 2902 2998 3097 3199 3305

70 63 66 69 71 73 75 77 80 83 86 89
279 251 261 271 280 289 299 309 319 330 341 352
320 289 300 311 320 330 341 352 363 375 387 399
74 67 70 73 75 77 80 83 86 89 92 95
77 69 72 75 77 80 83 86 89 92 95 98

122 110 114 118 122 126 130 134 138 143 148 153
28 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

225 203 211 219 226 233 241 249 257 265 274 283
276 248 258 268 277 286 295 305 315 325 336 347
98 100 102 104 106 108 110 0 0 0 0 0



2020 2030

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
PET 2,524 2542 2560 2579 2598 2617 2637 2657 2678 2699 2719 2739

346 349 352 355 358 361 364 367 370 373 376 379
3,931 3960 3989 4018 4047 4077 4108 4140 4172 4204 4236 4267

23,628 19139 19636 21247 22713 24280 25955 27746 29661 31708 33895 36233
19,570 15852 16264 17598 18812 20110 21498 22981 24567 26262 28074 30011

922 747 766 829 886 947 1012 1082 1157 1237 1322 1413
3,136 2540 2606 2820 3015 3223 3445 3683 3937 4209 4499 4809
4,382 3551 3643 3942 4214 4506 4818 5150 5505 5885 6290 6724

593 480 492 532 569 608 650 695 743 794 849 908
1,892 1533 1573 1702 1819 1945 2079 2222 2375 2539 2714 2901
1,154 935 959 1038 1110 1187 1269 1357 1451 1551 1658 1772

237 192 197 213 228 244 261 279 298 319 341 365
360 292 300 325 347 371 397 424 453 484 517 553
134 109 112 121 129 138 148 158 169 181 193 206
12 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2,700 2187 2244 2428 2596 2775 2966 3171 3390 3624 3874 4141
4,112 3331 3418 3698 3953 4226 4518 4830 5163 5519 5900 6307

337 339 341 343 346 349 352 0 0 0 0 0

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
PET 507 511 515 520 526 532 538 544 550 556 562 568

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
795 800 807 815 824 834 843 852 861 870 879 888

4,757 4590 4237 4474 4693 4923 5164 5417 5683 5961 6253 6560
3,970 3831 3536 3734 3917 4109 4310 4521 4743 4975 5219 5475

218 210 194 205 215 226 237 249 261 274 287 301
569 549 507 535 561 588 617 647 679 712 747 784
364 352 324 342 358 375 392 411 431 452 473 496
89 86 79 83 87 91 95 100 105 110 115 121

163 157 145 153 160 168 176 185 194 204 214 224
49 47 43 45 47 49 51 53 56 59 62 65
11 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
41 40 37 39 41 43 45 47 49 51 53 56
10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

297 287 265 280 294 308 323 339 356 373 391 410
558 538 497 525 551 578 606 636 667 700 734 770
837 843 850 859 869 879 889 0 0 0 0 0

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
PET 139 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

49 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
464 469 474 478 482 486 490 494 498 502 507 512

3,167 3119 3025 3095 3181 3269 3360 3455 3552 3651 3754 3859
2,782 2740 2658 2719 2795 2873 2953 3036 3121 3208 3298 3390

121 119 115 118 121 124 127 131 135 139 143 147
264 260 252 258 265 272 280 288 296 304 313 322
341 336 327 335 344 353 362 371 382 393 404 415
62 61 59 60 62 64 66 68 70 72 74 76

117 115 112 115 118 121 124 127 131 135 139 143
117 115 112 115 118 121 124 127 131 135 139 143

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
28 28 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

203 199 193 197 203 209 215 221 227 233 240 247
220 217 210 215 221 227 233 240 247 254 261 268
30 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0


	表紙
	目次
	1 調査の背景と目的
	1.1 調査の背景と目的
	1.1.1 調査の背景
	1.1.2 調査の目的

	1.2 調査団の構成
	1.2.1 業務従事者の構成
	1.2.2 業務の実施体制

	1.3 調査の日程
	1.3.1 工程表
	1.3.2 フローチャート

	1.4 調査対象地域
	1.5 主な相手国関係機関
	1.6 調査の範囲

	2 大洋州地域におけるプラスチック等のリサイクルの現状の把握
	2.1 消費者排出実態調査
	2.1.1 調査の概要
	2.1.2 調査の結果

	2.2 流通・小売業調査
	2.2.1 調査の概要
	2.2.2 調査の結果

	2.3 民間セクター（民間リサイクル事業者）によるリサイクル活動の実態調査
	2.3.1 調査の概要
	2.3.2 調査の結果

	2.4 公的セクター（中央政府・地方自治体）によるリサイクル活動の実態調査
	2.4.1 ミクロネシア地域のCDL
	2.4.2 パラオ国コロール州のリサイクル活動
	2.4.3 フィジー国における資源物分別収集

	2.5 廃棄物管理法制度の現況調査
	2.6 使い捨てプラスチック規制を含む海洋プラスチックごみ対策調査
	2.6.1 概要
	2.6.2 調査の結果
	2.6.3 海洋プラスチックごみ対策に資する今後の支援策（案） の提案

	2.7 廃棄物輸出入に係る基礎情報調査
	2.7.1 調査の概要
	2.7.2 調査の結果

	2.8 輸出入統計データ
	2.8.1 データソース 
	2.8.2 HSコード
	2.8.3 本件調査対象コード
	2.8.4 現地調査対象9か国
	2.8.5 文献調査対象5か国

	2.9 現地調査対象国における各品目のリサイクル資源フロー
	2.9.1 現在及び将来推計の概要
	2.9.2 現在及び将来推計の方法と結果

	2.10 海運ルートや港湾施設などの基礎情報
	2.10.1 港湾施設の基礎情報
	2.10.2 海運ルート情報


	3 大洋州における広域リサイクルの促進に向けた課題及び提言
	3.1 概要
	3.2 広域リサイクルの現状及び課題の整理
	3.2.1 使い捨てプラスチック
	3.2.2 PETボトル
	3.2.3 アルミ缶
	3.2.4 紙・段ボール
	3.2.5 金属スクラップ（鉄）
	3.2.6 金属スクラップ（非鉄）
	3.2.7 廃自動車（車両本体、廃鉛蓄電池、タイヤ）
	3.2.8 廃家電（白物家電等）
	3.2.9 廃潤滑油

	3.3 広域リサイクルの促進において、現実的かつ実効性が高いと考えられる対象品目の検討・提案
	3.4 広域リサイクルの促進に向け、優先的に連携することが推奨される域内国の検討・提案
	3.4.1 パラオ
	3.4.2 ミクロネシア
	3.4.3 マーシャル
	3.4.4 パプアニューギニア
	3.4.5 ソロモン諸島
	3.4.6 バヌアツ
	3.4.7 フィジー
	3.4.8 トンガ
	3.4.9 サモア

	3.5 具体的な優先プロジェクト案の検討・提案
	3.5.1 パラオ、ミクロネシア、マーシャル
	3.5.2 パプアニューギニア、ソロモン諸島
	3.5.3 フィジー、バヌアツ、トンガ、サモア


	添付資料
	1.調査票一式
	2.輸出入統計データ詳細表
	3.資源フロー計算表


